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Ⅰ　パブリック・コメントの意見について

1 パブリック・コメントの実施期間
　平成２３年１０月１５日（土）～１１月１５日（火）

2 意見数
２６７人　（団体、連名は１人扱い）
３８８件

件数 該当№

1 4件 №1～4

2 19件 №14～32

3 71件 №33～103

（23件） （№81～103）

4 110件 №104～213

5 74件 №21７～290

6 110件 上記以外

3 計画への主な反映内容

7 男女共同参画の推進

※地域説明会でも同様の意見あり

Ⅱ　区民討議会の意見について

1 区民討議会の実施期間

　平成２３年１０月２２日（土）、２３日（日）

2 出席者　５５人　（無作為抽出した区民のうち参加申込者から選出）

意見項目　１０９件　（班別討議の中で出た主な意見）

3 計画への主な反映内容

38 雇用促進支援の充実

47
災害情報システムの再構
築

Ⅲ　地域説明会の意見について

1 地域説明会の実施期間

　平成２３年１０月１７日（月）～１１月１３日（日）

「区長と話そう～しんじゅくトーク」（地域センター全10所）の中で実施

2 出席者　４１９人

意見数　１２４件　（実行計画に係る意見）

パブリック・コメント等の実施結果（概要）

　その他の事業に関する意見

反映内容

「平成23年度に策定する新宿区第二次男女共同参画推進計画を推進する、とい
う文言を入れるべき」とのご意見を受け、計画事業欄にその旨を盛り込みました。

反映内容

意見項目の内訳

　計画全般に関する意見

　「認証保育所への支援」に関する意見

　「保育園・幼稚園の子ども園への一元化」に関する意見

　　（うち、「区立幼稚園のあり方の見直し」と重複する意見）

事業名

事業名

　「区立幼稚園のあり方の見直し」に関する意見

　「学童クラブの充実」に関する意見

区民討議会で、「廃止」や「縮小」の判定が多いという結果を受け、24年度に相談
窓口機能の統合や体制整備等の見直しを図ることとしました。

区民討議会で、「拡大」の判定が多いという結果を受け、事業を拡充し、新たに
24、25年度に被災者生活再建支援システムを導入することとしました。



3 計画への主な反映内容

16 学校図書館の充実

51 地球温暖化対策の推進

64
②
放置自転車の撤去及び啓
発

事業名が自転車の放置を啓発するように受け取れるとのご意見を受け、事業名を
「放置自転車の撤去及び自転車適正利用の啓発」に変更しました。

事業名 反映内容

「『図書館司書』という資格はなく、表現として不適切である」とのご意見を受け、正
しい名称である『司書』という文言に修正しました。

「『温室効果ガス』と『ＣＯ２』の文言が使われているが、温室効果ガスにはＣＯ2以
外もある」とのご意見を受け、区が行う取組みはＣＯ２削減に向けたものであること
から、文言を『ＣＯ２』に統一しました。



 

 

目  次 
 

パブリック・コメント 
 
事業番号 事業名等 掲載頁 

 計画全般 3 

 財政収支見通し 3 

 自治基本条例 4 

2 NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進 4 

7 男女共同参画の推進 5 

 保育全般について 5 

9 保護者が選択できる多様な保育環境の整備 5 

9② 認証保育所への支援 7 

9③ 保育園・幼稚園の子ども園への一元化 18 

9③ 

17② 

保育園・幼稚園の子ども園への一元化 

区立幼稚園のあり方の見直し 
34 

17② 区立幼稚園のあり方の見直し 41 

 幼児教育全般について 60 

10 学童クラブの充実 62 

10 

89 

学童クラブの充実 

児童館における指定管理者制度の活用 
93 

10 

89 

93 

学童クラブの充実 

児童館における指定管理者制度の活用 

児童館・ことぶき館用務業務の見直し 

95 

11 外国にルーツを持つ子どものサポート 96 

13① 子ども家庭支援センターの拡充 96 

13② 一時保育の充実 96 

14① 学校支援体制の充実 96 

15③ 日本語サポート指導 97 

16 学校図書館の充実 97 

17① 学校適正配置等の推進 97 

18 学校施設の改善 100 

21② 総合運動場の整備 100 

22 新中央図書館等の建設 100 

23 地域図書館の整備（落合地域） 100 

 健康づくり 101 

 放射能問題 103 

30① 高齢者総合相談センターの機能強化 105 

30② 認知症高齢者支援の推進 105 

31② 特別養護老人ホームの整備 105 

32 障害者の福祉サービス基盤整備 105 

39 高齢者等入居支援 106 

41 区営住宅の再編整備（（仮称）弁天町コーポラス） 106 

42① 建築物等耐震化支援事業 106 

42② 擁壁・がけ改修等支援事業 107 

44 道路の無電柱化整備 108 

45 木造住宅密集地区整備促進 108 

46 再開発による市街地の整備 108 



 

 

事業番号 事業名等 掲載頁 

47 災害情報システムの再構築 110 

48 災害用避難施設及び備蓄物資の充実等 111 

 災害対策全般 112 

50① 資源回収の推進 114 

50③ ごみの発生抑制の推進 114 

51 地球温暖化対策の推進 116 

51① 区民の低炭素な暮らしとまちづくりへの取組みの促進・支援 116 

51③ 区が率先して取り組む地球温暖化対策 117 

52 道路の温暖化対策 117 

52① 環境に配慮した道づくり 118 

55 アスベスト対策 118 

56 環境学習・環境教育の推進 118 

57 区民ふれあいの森の整備 118 

59② 空中緑花都市づくり 119 

59③ 樹木、樹林の保存支援 119 

60 ユニバーサルデザイン・ガイドラインの推進 119 

61 道路のバリアフリー化 120 

62 新宿駅周辺地区の整備推進 120 

64① 駐輪場等の整備 120 

 交通環境の整備 121 

65① 補助第 72号線の整備 122 

67 細街路の拡幅整備 122 

78 歌舞伎町地区のまちづくり推進 122 

83 地域と育む外国人参加の促進 123 

 広聴制度 123 

87 区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成 123 

89 児童館における指定管理者制度の活用 124 

 指定管理者制度全般 124 

 公契約 125 

 費用負担のあり方 125 

96 ことぶき館の機能転換 125 

 施設活用全般 125 

103 戸山第三保育園廃園後の活用 126 

106 大久保第二保育園・ことぶき館の解体後の施設活用 128 

111 高齢者いこいの家「清風園」のあり方の検討 128 

 人事制度全般 129 

 

区民討議会 
 
事業番号 事業名等 掲載頁 

2 NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進 133 

9 保護者が選択できる多様な保育環境の整備 134 

20 地域協働学校（コミュニティ・スクール）の推進 136 

22 新中央図書館等の建設 137 

24 図書館サービスの充実（区民に役立つ情報センター） 138 

30② 認知症高齢者支援の推進 139 

30③ 地域安心カフェの展開 140 



 

 

事業番号 事業名等 掲載頁 

30④ 支援付き高齢者住宅の整備 140 

37 

38 

障害者、高齢者、若年非就業者等に対する総合的な就労支援 

雇用促進支援の充実 
140 

42 建築物等の耐震性強化 141 

43 道路・公園の防災性の向上 142 

47 災害情報システムの再構築 144 

48 災害用避難施設及び備蓄物資の充実等 144 

50 ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進 146 

51① 区民の低炭素な暮らしとまちづくりへの取組みの促進・支援 147 

51② 事業者の低炭素な暮らしとまちづくりへの取組みの促進・支援 147 

51③ 区が率先して取り組む地球温暖化対策 148 

52① 環境に配慮した道づくり 148 

52② 道路の節電対策 149 

54 路上喫煙対策の推進 149 

59 新宿らしいみどりづくり 150 

64 自転車等の適正利用の推進 152 

77 新宿の魅力の発信 153 

 

地域説明会（区長と話そう～しんじゅくトーク） 
 
事業番号 事業名等 掲載頁 

 計画全般 161 

1 特別区のあり方の見直しと自治権の拡充 162 

 自治 162 

3 町会・自治会及び地区協議会活動への支援 162 

3① 町会・自治会活性化への支援 162 

3② 地区協議会活動への支援 163 

7 男女共同参画の推進 164 

８ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 164 

9 保護者が選択できる多様な保育環境の整備 164 

9 

103 

保護者が選択できる多様な保育環境の整備 

戸山第三保育園廃園後の活用 
166 

9③ 保育園・幼稚園の子ども園への一元化 166 

 地域において子どもが育つ場の整備・充実 167 

10 学童クラブの充実 167 

 地域で安心して子育てができるしくみづくり 169 

16 学校図書館の充実 169 

17① 学校適正配置等の推進 170 

17② 

9③ 

区立幼稚園のあり方の見直し 

保育園・幼稚園の子ども園への一元化 
171 

20 地域協働学校（コミュニティ・スクール）の推進 172 

 生涯にわたり学習・スポーツ活動などを楽しむ環境の充実 172 

23 

105 

地域図書館の整備（落合地域） 

旧戸山中学校の活用 
173 

 一人ひとりの健康づくりを支える取組みの推進 173 

30① 高齢者総合相談センターの機能強化 173 

30② 認知症高齢者支援の推進 173 



 

 

事業番号 事業名等 掲載頁 

30③ 地域安心カフェの展開 174 

 高齢者とその家族を支えるサービスの充実 174 

31 介護保険サービスの基盤整備 176 

31② 特別養護老人ホームの整備 176 

32② 

101 

精神障害者支援施設の設置促進 

区営住宅（早稲田南町地区）再編整備後の活用 
177 

 障害のある人とその家族の生活を支えるサービスの充実 177 

33 

34 

ホームレスの自立支援の推進 

生活保護受給者の自立支援の推進 
178 

 セーフティネットの整備・充実 178 

37 障害者、高齢者、若年非就業者等に対する総合的な就労支援 178 

 だれもが安心して住み続けられる豊かな住まいづくり 179 

42① 建築物等耐震化支援事業 179 

47 災害情報システムの再構築 180 

48 災害用避難施設及び備蓄物資の充実等 181 

 災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり 181 

51 地球温暖化対策の推進 183 

51③ 区が率先して取り組む地球温暖化対策 183 

 地球温暖化対策の推進 

みどりを残し、まちへ広げる 
184 

52② 道路の節電対策 184 

60 ユニバーサルデザイン・ガイドラインの推進 184 

63 中井駅周辺の整備推進 184 

64 自転車等の適正利用の推進 185 

64① 駐輪場等の整備 186 

64② 放置自転車の撤去及び啓発 

（修正後：放置自転車の撤去及び自転車適正利用の啓発） 
187 

 交通環境の整備 187 

67 細街路の拡幅整備 187 

69 景観に配慮したまちづくりの推進 188 

73① 漱石山房の復元に向けた取組み 188 

76 高田馬場創業支援センターによる事業の推進 188 

 新しい文化と観光・産業の創造・連携・発信 188 

78 歌舞伎町地区のまちづくりの推進 188 

 区民意見を区政に反映するしくみの確立 189 

 透明性の確保の充実 189 

 費用負担のあり方の見直し 189 

 多様な主体による公共サービスの提供 190 

101 区営住宅（早稲田南町地区）再編整備後の活用 190 

114 （仮称）西新宿シニア活動館の整備 190 

 人事制度全般 190 

 人事制度全般・議会 190 

 その他 191 
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 平成 23 年 10 月 15 日（土）から 11 月 15 日（火）にかけて

実施した第二次実行計画素案に対するパブリック・コメント（意見

公募）に寄せられた意見の要旨と区の考え方をお示しします。 
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№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

1 計
画
全
般 

計画事業が多すぎる。事業数の 3

割をカットできるのではないか。その

原因の第１は議会対策にあり、各党

が納得する形で法案を決めているた

め総花的に事業数が増えてしまった

のではないか。第 2に役所が縦割りで

事業計画を主張しているからではな

いか。縦割り排除での計画を願う。 

実行計画は基本構想の実現を目指し、総合計

画で示した施策を具体化するための行財政計画

であり、区政運営の具体的指針です。そのため、

第二次実行計画は、区が取り組むべき全ての分

野を網羅しており、計画事業数は 115 事業となっ

ています。 

計画策定にあたっては、現場現実を重視した

総合性の高い区政の実現等の視点をもって、新

たな行政需要や課題等に的確に対忚し、限られ

た財源を重点的・効果的に配分した計画とするこ

とを基本的な考え方とし、各部署が連携しながら

全庁的に取り組んできました。そのうえで計画事

業を選定したものであり、事業数が多いとは考え

ていません。また、議会対策や縦割り組織の弊

害のために事業数が増えたということはありませ

ん。 

2  区民会議による基本構想は事業計

画を担保できるものではない。計画事

業の定量的背景、事業計画の根幹と

なる数字を提示すべきだ。緊縮財政

時には行政縦割りを排除して事業の

優先順位を決める必要があり、その

ためには数字の背景が必要である。 

事業計画の背景となる数字については、事業

化の検討の際に、事業ごとに現況、課題、区民ニ

ーズ、指標、手法、効果等を検証するとともに、

外部評価を含めた行政評価の結果を反映するこ

とで計画の客観性・透明性を高めています。ま

た、事業の選定や事業費の算定にあたっては、

計画期間中の財政収支見通しを踏まえて計画し

ています。 

3  区民会議では、ステークホルダーと

してグループに参加した人に対し、嫌

がらせがあり、追い出してしまうという

ことがあった。基本構想はそのような

背景からできたものであり、さらに今

回の災害・世界の状況を踏まえ、内

容的に相当精査する必要がある。 

基本構想は、区民会議による提言、基本構想

審議会による答申、パブリック・コメントや地域説

明会、区議会の議決を経て策定したものです。

様々な機会において、多くの区民や関係者の声

を尊重したもので、区民との協働と参画による透

明性の高いものであると考えています。 

また、基本構想は、平成 37（2025）年度の新宿

区を想定して基本理念、めざすまちの姿、まちづ

くりの基本目標等を明らかにしたものです。基本

構想を見直すことは考えていませんが、めざすま

ちの姿を実現するための施策については、社会

経済状況を踏まえて的確・柔軟に対忚します。 

4 財
政
収
支
見
通
し 

財政収支見通しの中で区債と基金

の推移についても見通しを明らかに

し、実行計画が安定的な財政運営の

もとで実行されるかを示さなければな

らない。また、今後も扶助費などの義

務的経費が増大することが見込まれ

るもとで、改めて計画事業、経常事業

についても不要不急の事業を見直

し、区民の生活を支えることを重点に

置いた予算配分をすることが必要で

財政収支見通しについては、社会経済情勢の

変化や制度変更、決算実績や事業進捗などを踏

まえ、毎年度、見直しを行います。区民が安心し

て生活できる地域社会の実現に向け、これからも

限られた資源の有効活用と、重点的・効果的財

源配分を行い、健全な財政運営に努めていきま

す。 

なお、計画期間中の区債と基金の推移、今後

の見込みについては、毎年度作成する「予算の

概要」の中で示していきます。 



【パブリック・コメント】意見要旨と区の考え方 
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№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

あり、特別交付金の確保など歳入確

保に努めるべき。たえず財政収支見

通しについては見直しを行い安定的

な財政運営を行うことを求める。 

5 自
治
基
本
条
例 

自治基本条例の推進を計画事業と

し、推進のため、すべての条例を見直

すこと。 

住民投票条例、区民参加条例を策

定し、地区協議会のあり方について

は 2015年度まで先延ばしするのでは

なく、2013 年度ぐらいまでに検討を行

い、(仮）地域自治組織条例をつくるこ

と。 

自治基本条例の推進は経常事業化し、しっかり

と取り組んでいきます。 

住民投票に関する条例については、その制定

時期や体制、条例の内容などについて議会や区

民の皆様の意見を聞きながら検討を進めていく

ことが重要であり、制定時期をあらかじめ決める

ことは考えていません。そして、区民参加は、自

治基本条例の理念に基づき、様々な機会を通じ

た取組みを実践しています。現時点では住民参

加条例を策定する考えはありません。 

また、地区協議会は結成からの 6年間を振り返

り、現在、各地区において、活動の総括が行わ

れています。地区協議会のあり方については、地

域自治組織に関する条例を検討する中で、町

会・自治会や地区協議会の皆様などの意見も聞

きながら検討していきます。 

6 2 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
地
域
活
動
団
体
等
、
多
様
な
主
体
と
の
協
働
の
推
進 

NPO の活用が増えているが、行政

事業実施にあたり業者間に仲介する

方も増えており、癒着がある。基本的

に 4 年ぐらいで交代させた方が新鮮

味もあり区民も不愉快にならない。 

NPO 等諸団体の審議会の事業に

関わる人材も検討し、ローテーション

を考えること。宗教色の強い団体は避

けるべきだ。 

コミュニケーション活性化のために

地域人材を活用することはいいことだ

が、特定の人に偏る傾向がある。背

景はフォレイン制度の欠如もあるはず

だが、このことについて行政が理解し

ていない。全行政職も含めたボランテ

ィア教育の見直しが必要である。 

区は、複雑化・多様化する地域課題や社会的

課題に、より効果的・効率的に対忚していくため、

専門性や柔軟性を持つＮＰＯ等とともにお互いの

特性を活かしながら事業に取り組む協働を推進

しています。協働事業を推進していくためには、

自立性と実行力を持ち新たな公共的サービスの

担い手となるＮＰＯの活躍が不可欠です。そのた

め、区では、ＮＰＯ活動交流・支援事業によってＮ

ＰＯ等を対象とするスキルアップ講座等を実施し

ています。今後も、講座内容等を充実させながら

ＮＰＯ等の団体の基盤強化につながる支援を行

っていきます。 

ＮＰＯを含む民間事業者の活用については、区

では公募等により適正に事業者の選定を行って

います。 

区の審議会の委員については、各審議会の目

的、諮問事項等に忚じて公募や団体推薦等によ

り適切な人材を選出しています。 

また、職員に対しては、協働について事例から

学ぶ基礎講座を実施するとともに、ＮＰＯ等が協

働事業に関するプレゼンテーション等を行う場へ

参加する機会をつくっています。今後も、協働の

現場で対忚できる職員の育成を目指して取り組

んでいきます。 
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7 7 

男
女
共
同
参
画
の
推
進 

素案ｐ23の「男女共同参画の推進」の

計画事業概要に次の文章を入れたほう

が良い。 

『平成 23 年度に策定された「新宿区

第二次男女共同参画推進計画」を推進

していきます。』 

実行計画では、様々な計画の主要部分を総合

化し、今後 4 年間で区が優先的・計画的に取り組

むべき事業を取りまとめています。「新宿区第二

次男女共同参画推進計画」は区の総合計画の分

野別計画であり、実行計画に盛り込まれた事業も

計画内容に含まれていますが、より分かりやすい

よう、「男女が性別に関わりなくあらゆる分野に共

に参画することのできる男女共同参画社会を実

現していくため、「新宿区第二次男女共同参画推

進計画」に沿って、意識啓発や情報提供の充実な

どを積極的に行っていきます。」という文章に修正

します。 

8 
保
育
全
般
に
つ
い
て 

数年前二人目を妊娠したとき上の子

を「産前産後」で保育園に預けようとした

ら、ほとんどの園が空きがないからと無

理だった。募集要項やホームページに

「産前産後、預かれる」ともう書かないで

ほしい。 

出産に限らず、保育園の入所要件に該当して

いても希望する保育園に空きがなければ入所で

きない場合もあります。区は毎年保育園の定員の

拡大も図っていますので、ご理解をいただきたい

と思います。 

9 保育料の負担を軽くし、二児、三児を

考えてもらい、尐しでも尐子化を止める

ようにもっていくことを望む。 

認可保育園に入所しているお子さんが二人い

る場合、二人目の保育料は本来の保育料の 5 割

から 7 割に減額しています。また、三人以上のお

子さんが認可保育園・認証保育所等の保育施設

を利用している場合、三人目以降の保育料は無

料にしています。 

10 9 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多
様
な
保
育
環
境
の
整
備 

待機児童解消については、認証保育

所中心でなく認可保育所の新設を中心

とした計画とすること 

待機児童の解消については、区政の最重要課

題のひとつとして、計画事業と緊急対策の両面か

ら取り組んでいます。就学前人口に対する保育サ

ービス定員の割合は、23 区の中でもトップクラス

になっています。 

計画事業としては、私立保育園の建設等による

認可保育園の定員拡大や認証保育所の増設、子

ども園の開設を、緊急対策としては、認可保育園

定員の弾力的受入れ、保育ルームの設置など、

様々な手段を尽くして待機児童の解消に努めて

いきます。 

保育サービスへのニーズは増え続け、多様化し

ていますが、今後もこれまで同様、積極的に保育

環境の整備を進めていきます。 

11 保育園の待機児童をなくしてほしい。

仕事を辞めなくてはならないお母さんが

たくさんいる。 
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12 9 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多
様
な
保
育
環
境
の
整
備 

① 保育園が足りない中で、公立の保

育園を廃園にするのはやめるべき。区

側の廃園理由「地域バランスを考えて」

は全く納得できないおかしな説明。待機

児童が多い中、多くの親が希望の地域

の保育園に入れず、地域バランスも何も

ない状態で時間をかけて子どもを送り迎

えしているのが保護者の現状。希望の

保育園、兄弟のいる保育園に入るため

には、親も様々な努力をしなければなら

ないが、それでも保育園に入れるとは限

らない。現状では保護者はとにかく入れ

る保育園にやむをえず通っている。待機

児童の数に入れられていないが、他区

の保育園、認証、無認可にやむをえず

入った保護者も、受け皿があれば、公立

の保育園に入りたいと思っている。バラ

ンスを考えての公立の保育園廃園は、

待機児童が減ってからにすべき。 

② 保護者が選択できる多様な保育環

境の整備と言いながら、保育園の廃園・

子ども園化は保護者への説明・話し合

いが十分にないままに強引に進められ

ている。誰のための整備なのか。多様な

保育環境は保護者のニーズに忚えるた

めのものなので、保護者の意見を聞い

て反映させるべきではないか。保護者の

意見が聞かれずに廃園・子ども園化が

進められることは、おかしい。保護者と

の話し合いの場をつくり、意見(ニーズ）

の反映を行うべき。 

③ また、子ども園については、お散歩

が 1 か月に 1～2 回など、非常に尐ない

状況であり、思い切り体を動かしたい、動

かすべき年代の子どもたちが狭い園で過

ごしている。保育園・子ども園で十分な屋

外遊びができないのに、小学校に上がっ

たら、「体力の低下が問題だ」と言われ、

全くおかしい。職員を十分配置して、屋外

遊び、お散歩の回数を増やしてほしい。

子どもの発達、子どもにふさわしい保育

環境、保育の方法を考えてほしい。 

① 認可保育園の設置は、区内全域を視野に入

れ、それぞれの地域で保護者の生活圏内にバラ

ンスよく設置されることが望ましく、区は、この考え

方により、現在、受入れ枞拡大の計画を進めてい

ます。 

計画の中で、(仮称)国立国際医療研究センター

内保育園設置及び戸山第三保育園の新園への

移行計画があります。この計画は、単に公立保育

園を廃園するものではありません。認可保育園の

移転により定員を拡充するほか、専用室型一時

保育や病児・病後児保育の新規実施など保育サ

ービスの拡充も図ることができ、待機児童解消対

策としての意味も大きい計画と考えています。 

また、限られた財源の中で、的確に保育ニーズ

に対忚しながら効果的効率的にサービス提供が

できるように、第二次実行計画期間中にも他の地

域での保育施設建設や施設改修などによる受入

れ枞の拡大を行います。 

よって、総合的判断の結果として、戸山第三保

育園を、平成 25 年 4 月に新園に移行する考えに

変わりはありません。 

② これまでも、保護者会や地域説明会などの機

会を通じ、保護者や地域の皆様にご説明を行うと

ともに、ご意見を伺ってきたところですが、今後と

も、ご理解をいただけるよう進めていきます。 

③ 幼児期には、集団の中でのいろいろな体験を

得られる環境で生活が展開されることが必要で

す。成長に忚じた遊具や用具を使用した遊びを連

続して行うなど、園庭や屋内での活動を考慮した

指導計画により、保育・教育を行っています。子ど

もにとって、屋外での遊びは非常に大切なことで

す。園によって散歩の回数に違いが出ている場合

がありますが、園庭以外にも併設されている小学

校の施設を使用するなど、屋外での活動は十分

に行っていると考えています。 
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13 

 

《保育園・学童保育の移行について》 

民業委託・指定管理など、他の区でも行

なわれている制度しかみあたらない。せ

っかく女性区長の新宿区なので、さすが

というような制度の保育園・学童保育

を、試験的でもいいので一つ作ってみて

はどうか。色々な制度の施設があってこ

そ、お互いに良いものにできるよう励め

るのではないか。 

 新宿区では、平成 19年度に区立下落合保育園

を民営化した際に、新しい試みとして、認可保育

園と学童クラブを一体的に行う事業者を公募しま

した。現在、私立せいが保育園・学童クラブとして

社会福祉法人省我会が運営し、好評を得ていま

す。さらに、現在、新たな試みとして、高田馬場四

丁目の中学校跡施設を活用した子ども園と学童

クラブ事業を一体的に整備する計画を進めていま

す。事業者公募を経て、社会福祉法人新栄会が

平成 25年 4月開設を目指し施設整備等を進めて

います。 

14 9
② 

認
証
保
育
所
へ
の
支
援 

《認証保育所の助成制度について》 

助成制度の変更は、現在 3・4 歳児を

持つ家庭にとっては大変不利なもので

ある。助成の方法が直接申請で個別振

り込みになるのであれば、この変更は、

来年は 0 歳児のみを対象として開始し、

1 歳児以上は現行のままというのが適

正である。このような不公平な変更は、

保護者の負担を大きくするものである。 

認証保育所においては、0 歳児の保育料は、

4，5 歳児の保育料に比べて相対的に高く設定さ

れているため、一律補助ではなく、負担に忚じた

助成とすることで利用しやすくする必要がありま

す。待機児童の発生状況や認証保育所の利用状

況を考慮し、助成内容の変更を行います。 

 また、認証保育所の利用者への助成制度の所

得制限については、高額所得者を助成対象外と

することで、0 歳児への負担軽減をより手厚くする

など、財源の効果的配分を行うため導入するもの

です。 

 所得制限の基準は、新宿区の認可保育園の保

育料算定に係る階層区分がＤ22 以上の世帯で世

帯の所得税課税額が 120 万円以上（父・母・子ど

も 2人の 4人世帯で父母の給与所得が同額の場

合の推定年収が概ね 1900万円以上）を助成対象

外とします。 

 所得制限を導入することにより、区において所

得の把握を行う必要があり、私立幼稚園保護者

助成や就学援助と同様に保護者の口座に直接振

り込む方法に変更します。 

 なお、助成制度の変更は、平成 24年 10月から

実施します。ただし、素案の公表時点で私立幼稚

園の募集が開始されていたことなどから、4，5 歳

児の助成金額を 10,000 円とする変更は、25 年 4

月から実施します。 

15 来年度から年収により保育料の補助

金がなくなってしまう、もしくは補助金が

尐なくなってしまうということを聞き、非常

に困惑している。現在でも認可保育園よ

りかなり高い金額なので、これ以上保育

料を払うことはできず、認可保育園への

転園も検討しなければいけないと考えて

いる。せめて、現在在園している子ども

のみ、現在のままの補助金をいただくこ

とはできないか。 

16 保育料助成の見直しに反対する。助

成があるからという理由もあって、幼稚

園を受験せずに保育園のままでいくと決

めたのに、こんな事だとますます千代田

区に引っ越したくなる。幼稚園へはたくさ

ん助成しているのに、どうして保育園だ

け減らすのか。一生懸命働いて節約し

ているシングルマザーの友達も怒ってい

る。保育料の助成を今まで通り続けてほ

助成金額が一律であることや所得によらないこ

とについては、これまでも検討課題となっていまし

たが、認可保育園の保育料の見直しと併せて検

討することとしていました。区の認可保育園の保

育料の見直しは、平成 24 年 4 月ですが、助成金

の変更については、周知期間を考慮し、24 年 10

月から実施します。 

認証保育所においては、0 歳児の保育料は、

4，5 歳児の保育料に比べて相対的に高く設定さ
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しい。 れているため、一律補助ではなく、負担に忚じた

助成とすることで利用しやすくする必要がありま

す。待機児童の発生状況や認証保育所の利用状

況を考慮し、助成内容の変更を行います。 

また、認証保育所の利用者への助成制度の所

得制限については、高額所得者を助成対象外と

することで、0 歳児への負担軽減をより手厚くする

など、財源の効果的配分を行うため導入するもの

です。 

所得制限の基準は、新宿区の認可保育園の保

育料算定に係る階層区分がＤ22 以上の世帯で世

帯の所得税課税額が 120 万円以上（父・母・子ど

も 2人の 4人世帯で父母の給与所得が同額の場

合の推定年収が概ね 1900万円以上）を助成対象

外とします。 

所得制限を導入することにより、区において所

得の把握を行う必要があり、私立幼稚園保護者

助成や就学援助と同様に保護者の口座に直接振

り込む方法に変更します。 

なお、助成制度の変更は、平成 24年 10月から

実施しますが、素案の公表時点で私立幼稚園の

募集が開始されていたことなどから、4，5 歳児の

助成金額を 10,000 円とする変更は、25年 4 月か

ら実施します。私立幼稚園保育料等の補助金に

ついてのご指摘は、今後の参考といたします。 

17 助成金額の変更や所得制限の導入

は、待機児童削減の主旨から大きくか

け離れてしまう。待機児童を減らす目的

で認証保育所を増やす計画であれば、

認証保育所と認可保育園の保育料を同

じ（品川区の制度）もしくは、認証保育所

の方を安くする（千代田区の制度）べき

である。認証保育所の保育料が高くなる

と、ますます認可保育園の入園希望者

が増え、待機児童が多くなってしまうだ

けだと思う。また、認可保育園の方が園

庭や施設も広いので、認証保育所の方

が保育料は安くするのが正当だと思う。 

認証保育所においては、0 歳児の保育料は、4，

5歳児の保育料に比べて相対的に高く設定されて

いるため、一律補助ではなく、負担に忚じた助成

とすることで利用しやすくする必要があります。待

機児童の発生状況や認証保育所の利用状況を

考慮し、助成内容の変更を行います。 

また、認証保育所の利用者への助成制度の所

得制限については、高額所得者を助成対象外と

することで、0 歳児への負担軽減をより手厚くする

など、財源の効果的配分を行うため導入するもの

です。 

所得制限の基準は、新宿区の認可保育園の保

育料算定に係る階層区分がＤ22 以上の世帯で世

帯の所得税課税額が 120 万円以上（父・母・子ど

も 2人の 4人世帯で父母の給与所得が同額の場

合の推定年収が概ね 1900万円以上）を助成対象

外とします。 

なお、助成制度の変更は、平成 24年 10月から

実施します。ただし、素案の公表時点で私立幼稚

園の募集が開始されていたことなどから、4，5 歳

児の助成金額を 10,000 円とする変更は、25 年 4

9
② 

認
証
保
育
所
へ
の
支
援 
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月から実施します。 

認可保育園は、国の制度であり、国、都、区が

運営費を補助しています。保育料については、保

護者が負担すべき基準が定められています。認

証保育所は、東京都の制度で、都、区からの補助

金と保育料で運営しています。このように制度が

異なる施設ですので、保育料等を全く同じにする

ことは考えていませんが、ご利用いただきやすい

制度にしていきたいと考えています。 

18 24 年のタイミングでなぜ認証保育所

の助成金の年齢・金額の変更、および

所得制限を追加するかの理由について

納得のいく説明がない限り、今回の制度

改正を認めるわけにはいかない。待機

児童対策であれば認証保育所の増設と

ともに、保育料助成金の拡大するので

あれば納得はいくが、なぜ保育料助成

に所得制限を設ける必要があるのか

（認可保育園との差額分を区が負担す

るということにはならないのか）。認証保

育所の保育料は認可保育園より非常に

割高であるため、助成金額が尐なくなっ

たり、全くなくなったりすると預けられる

人はごく限られた人になり、待機児童解

消には全く効果はないと思う。 

認証保育所は、13 時間以上の開所等さまざま

なライフスタイルにあった保育需要に忚えるものと

して設置を促進しています。 

また、区内の待機児童の多くが 0 歳から 2 歳児

であることから、待機児童の解消対策としても重

要な役割を担っています。 

助成金の変更については、助成金額が一律で

あることや所得によらないことから、これまでも検

討課題となっていましたが、認可保育園の保育料

の見直しと併せて検討することとしていました。 

区の認可保育園の保育料の見直しは、平成 24

年 4月ですが、助成金の変更については、周知期

間を考慮し、24年 10月から実施します。 

 金額の変更については、認証保育所では、0 歳

児の保育料は、4，5 歳児の保育料に比べて相対

的に高く設定されているため、一律補助ではなく、

負担に忚じた助成とすることで利用しやすくする

必要があります。待機児童の発生状況や認証保

育所の利用状況を考慮し、助成内容の変更を行

います。 

 また、認証保育所の利用者への助成制度の所

得制限については、高額所得者を助成対象外と

することで、0 歳児への負担軽減をより手厚くする

など、財源の効果的配分を行うため導入するもの

です。 

 所得制限の基準は、新宿区の認可保育園の保

育料算定に係る階層区分がＤ22 以上の世帯で世

帯の所得税課税額が 120 万円以上（父・母・子ど

も 2人の 4人世帯で父母の給与所得が同額の 

場合の推定年収が概ね 1900 万円以上）を助成

対象外とします。 

所得制限を導入することにより、区において所

得の把握を行う必要があり、私立幼稚園保護者

助成や就学援助と同様に保護者の口座に直接振

り込む方法に変更します。 

なお、助成制度の変更は、平成 24年 10月から

ですが、素案の公表時点で私立幼稚園の募集が

19 来年 10月より助成金額の変更や所得

制限の導入が予定されていると聞き、非

常に困惑している。認証保育所の保育

料は、認可園よりもかなり高いため、助

成が受けられなくなったり、額が低くなっ

たりすると、園を辞めざるを得なくなる。

生後 2 か月より通っている園で、ぜひ卒

園まですごさせてやりたい。ほかの保護

者も、現在の助成金の制度があるから

現在の園を選んだと言っている。現在の

助成金制度のまま据え置きにしてほし

い。せめて、現在在園している人が卒園

するまでの間だけでも現在の制度の存

続をお願いしたい。 
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開始されていたことなどから、4，5 歳児の助成金

額を 10,000円とする変更は、25年 4月から実施し

ます。 

 認可保育園は、国の制度であり、国、都、区が

運営費を補助しています。保育料については、保

護者が負担すべき基準が定められています。認

証保育所は、東京都の制度で、都、区からの補助

金と保育料で運営しています。このように制度が

異なる施設ですので、保育料等を全く同じにする

ことは考えていませんが、ご利用いただきやすい

制度にしていきたいと考えています。 

20 助成金額が 0 歳児で増額となるのは

ありがたいが、助成方法に問題がある。

認証保育所利用者は、認可保育園に入

れなくてやむを得ず入っている方が多数

で、またフルタイムでなく、多様な働きか

たの方がいるのも特徴であり、女性が働

くのをあきらめることなく預けられている

と思う。 

助成金に所得制限ができると、利用し

たいと思っている人が利用できなくな

る。現在の助成額をもらっても、認可園

と比べると非常に負担が大きい。所得制

限を設けるのは結構だが、その基準は

どのラインなのか。制限を設けるなら認

可保育園と同等の保育料を望む。 

また、現在は助成額を差し引いた額

を保育所に納めているが、その制度が

なくなると毎月 2～3 万円余分に用意す

る必要があり、収入が多くない人は月々

の支払いに困ることもある。収入の多い

人の目線でなく、尐ない人を基準にした

目線で計画を立てていただきたい。 

21  現行の補助制度（月額 2 万円補助、

所得制限制限なし）の継続を望む。現行

の補助制度利用者にもう尐し配慮して

いただけなかったのか。かつて経済的

負担が尐ない区立保育園も検討した

が、低年齢の 2 人の子が同時転園でき

る保育園がなかった。今後、区立保育

園への転園という選択肢も残されている

かもしれないが、上の子はあと 2 年余り

で小学生なので、転園しても新生活へ

の適忚、人間関係など負担になると思

い、実行する気持ちにはなれない。でき

れば現在の認証保育所に小学校就学

まで通わせたいと思う。 

助成金額が一律であることや所得によらないこ

とについては、これまでも検討課題となっていまし

たが、認可保育園の保育料の見直しと併せて検

討することとしていました。 

 区の認可保育園の保育料の見直しは、平成 24

年 4月ですが、助成金の変更については、周知期

間を考慮し、24年 10月から実施します。 

認証保育所においては、0 歳児の保育料は、4，

5歳児の保育料に比べて相対的に高く設定されて

いるため、一律補助ではなく、負担に忚じた助成

とすることで利用しやすくする必要があります。待

機児童の発生状況や認証保育所の利用状況を

考慮し、助成内容の変更を行います。 

 また、認証保育所の利用者への助成制度の所

得制限については、高額所得者を助成対象外と

することで、0 歳児への負担軽減をより手厚くする

など、財源の効果的配分を行うため導入するもの

です。 

22  なぜこの制度が変更になったかの理

由が全く記述しておらず、納得がいかな

い。減額だけでも納得がいかないのに、

申請方法や助成方法の変更は、働く両
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親へ相当な負担になることが予測され

る。新宿区という共働き世帯が多いであ

ろう地域で、このような共働き家庭に負

担を与えるような改悪が行われようとし

ていることが残念でならない。さらなる見

直しを求める。 

 所得制限の基準は、新宿区の認可保育園の保

育料算定に係る階層区分がＤ22 以上の世帯で世

帯の所得税課税額が 120 万円以上（父・母・子ど

も 2人の 4人世帯で父母の給与所得が同額の場

合の推定年収が概ね 1900万円以上）を助成対象

外とします。 

 所得制限を導入することにより、区において所

得の把握を行う必要があり、私立幼稚園保護者

助成や就学援助と同様に保護者の口座に直接振

り込む方法に変更します。 

 なお、助成制度の変更は、平成 24年 10月から

ですが、素案の公表時点で私立幼稚園の募集が

開始されていたことなどから、4，5 歳児の助成金

額を 10,000円とする変更は、25年 4月から実施し

ます。 

23  年齢別、所得制限によって助成金額

を変更せずに、現状のまま一律2万円と

していただきたい。親の労働の事情や、

子どもの健康などの事情により認証保

育所に預けている家庭もある。それは低

年齢の乳幼児ばかりでなく、高年齢児で

も認証保育所に通わなければならない

事情の家庭も多くあり、認可保育園に比

べ高価な保育料を支払っている。所得

制限を設ける必要はあっても、年齢別に

助成金額を変更すべきではない。認可

保育園でも、低年齢児の保育料は高年

齢児に比べ高く設定されているので、現

状の一律 2 万円の助成で問題ないと思

う。 

持ちあがり制度のない認証保育所で

は、高年齢ほど定員が尐なくなり、突然

退園しなければならないことがある。親

は仕事を辞めなくてはならない。抽選な

どの処置をとる園もあるが、親も子もか

なりの不安とストレスを抱え、親同士の

関係もぎくしゃくしてしまう。もし助成金の

変更をするのであれば、先に確実に持

ち上がりができるような制度の整備を行

っていただきたい。助成金が 1 万円にな

り、さらに 3か月後の口座入金となると、

とても厳しくなる。 

 

24  多くの認証保育園は 3 歳児以上同額

の保育料なのに対して、「0 歳児：月額

30,000 円、1～3 歳児:月額 20,000 円、4

歳児以上：月額 10,000 円」なのはなぜ

か。3歳児以降で認証保育所を利用して

いる人は「認可保育園に入園したくて

も、それができないからであり、2 歳児ま

でと 3 歳児からでは事情が大きく異なり

ます。現在わが子の通う認証保育所は

定員 30 名ですが来年度の再契約者は

16 名で、認可保育園に入園する人もい

ますが、多くの 2 歳児クラスの方が来年
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は幼稚園に行く。私たちが認可保育園

に入園したくてもできないのは、開所時

間が 18:30までと短く、延長も 1時間と短

く、利用できるのは 100 名の園児のうち

20～30 名しかいないからである。子ども

を保育園に預けるために転職する母親

もすくなくない。「男女共同参画社会」や

「価値観やスタイルに合わせて、選択で

きる保育環境」が揃ったのちに年齢別の

助成額に変更するなら異論はないが、

現時点では保育料負担を倍増させるだ

けである。したがって今回の助成額の変

更には反対する。 

 

25  認証保育所の保育料負担軽減につ

いて、来年から年齢別に支援内容が変

わることにより、補助金が減額となり、か

つ所得制限が設けられることで、家庭へ

の負担が大きく増える。 

また、受給方法が保育所ではなく個

人になることで、支払いも遅れ、月の家

計が圧迫される。 

制度の変更自体「反対」。 

年齢別に差を設けることは、不公平で

あり、明らかな制度改悪である。移行措

置の適用（来年度 4 歳児以上の子ども

にはこれまでと同額の支給を行う）など、

是正を強く求める。 

26  認証保育所は、区立の保育園に入れ

ない家庭にとって、大変重要な位置付け

にあり、今までの申請方法も含め、助成

制度は認証保育利用者としては、大変

満足の行くものだった。区に感謝してい

る。 

「保護者負担軽減のため」と謳いなが

ら、この変更案はまったくもって子を持つ

親の立場を考慮せず、ありがたき認証

保育所の立場も尊重されていないとでも

いうような印象を受ける。予算削減を子

ども関係の分野から行うことが、尐子化

にとって、将来を担う子ども達を育てる

親にとって、社会にとってプラスになるこ

とか、もう一度よく考えて欲しいと強く感

じる。 
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① 助成金額 

一人っ子で就学年齢まで認証保育所

を利用する家庭は沢山ある。低年齢の

子どもがいない家庭にとって、今すでに

出ている金額から引き下げるというの

は、大変不平等感が残る。また学年が

上がるにつれ、習い事等他の教育費に

もお金をかける必要がでてくるので、今

のままの助成金額を強く希望する。 

② 助成対象 

所得制限を定めるのは、尐子化に貢

献している親への不快感、また国で待

機児童解消をなかなか進められない現

状に救いの手を差し伸べている民間の

認証保育所等に対するイメージを落とす

悲しき変更であり、反対。 

③ 申請方法 

直接区へ提出する方法自体が、メー

ルや郵送など、ごく簡単なものになるの

であれば、考えられるが、あくまでその

保育所の管理下で今までどおり手続き

をしたほうが保護者の負担、確認作業

など仕事が増える区の負担を軽減でき

る。 

④ 助成方法 

同じお金でも後払いでは、やり繰りが

大変な家庭も沢山あり、従来通り、保育

料から毎月差し引く方法を強く希望す

る。 
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 認証保育所の保育料を認可保育園と

同じ料金体系にしていただきたい。現

在、認証保育所では兄弟割引がほとん

どないため、保育料（1 人分でも認可保

育園よりかなり高額）を兄弟分支払うこ

とは、裕福な家庭でない限りはほぼ不

可能である。ぜひ、認証保育所でも兄弟

割引制度を含めて、認可保育園と同じ

保育料体系としていただきたい。 

 

認可保育園は、国の制度であり、国、都、区が

運営費を補助しています。保育料については、保

護者が負担すべき基準が定められています。認

証保育所は、東京都の制度で、都、区からの補助

金と保育料で運営しています。このように制度が

異なる施設ですので、保育料等を全く同じにする

ことは考えていませんが、ご利用いただきやすい

制度にしていきたいと考えています。 

なお、兄弟割引については、第三子以降の保育

料の無料化をすでに実施しているところです。 

助成制度の変更は、24 年 10 月から実施しま

す。ただし、素案の公表時点で私立幼稚園の募

集が開始されていたことなどから、4，5 歳児の助

成金額を 10,000 円とする変更は、25 年 4 月から

実施します。 

 

 

28 

 

認証保育所は助成金をもらっても認

可保育園よりも保育料が高い。それでも

認可保育園に空きがなければ認証保育

所に入れるしか方法がない。認可保育

園は 3 歳以上だと保育料が 22,600 円、

認証保育所は 3 歳以上でも助成金がな

ければ 57,000 円である。不公平ではな

いか。認証保育所を増やすということだ

が、それよりも認可保育園の方を増やし

てもらった方が親の負担は減る。安易に

保育所を増やすことより、質の高い保育

施設の設置を希望する。 

認証保育所は、13 時間以上の開所等さまざま

なライフスタイルにあった保育需要に忚えるものと

して設置を促進しています。 

また、区内の待機児童の多くが 0 歳から 2 歳児

であることから、待機児童の解消対策としても重

要な役割を担っています。 

認証保育所においては、0 歳児の保育料は、4，

5歳児の保育料に比べて相対的に高く設定されて

いるため、一律補助ではなく、負担に忚じた助成

とすることで利用しやすくする必要があります。待

機児童の発生状況や認証保育所の利用状況を

考慮し、助成内容の変更を行います。 

また、認証保育所の利用者への助成制度の所

得制限については、高額所得者を助成対象外と

することで、0 歳児への負担軽減をより手厚くする

など、財源の効果的配分を行うため導入するもの

です。 

所得制限の基準は、新宿区の認可保育園の保

育料算定に係る階層区分がＤ22 以上の世帯で世

帯の所得税課税額が 120 万円以上（父・母・子ど

も 2人の 4人世帯で父母の給与所得が同額の場

合の推定年収が概ね 1900万円以上）を助成対象

外とします。 

なお、助成制度の変更は、平成 24年 10月から

実施します。ただし、素案の公表時点で私立幼稚

園の募集が開始されていたことなどから、4，5 歳

児の助成金額を 10,000 円とする変更は、25 年 4

月から実施します。 

区では、第二次実行計画期間内（平成 24 年度
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№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

～27 年度）でも、認可保育園、認証保育所、子ど

も園等合わせて 1,000人の定員増を計画していま

す。 

保育の質については、第三者評価や定期的な

指導検査等で維持向上に努めてまいります。 

 

 

29 認可保育園の空きがない状況の中、

助成があれば認可保育園と同じくらい

の保育料だからという理由で、認証保育

園も選択肢に入れて探し、入園し今に至

っている。助成額が減ったり、所得制限

のため助成を受けられなったりした場

合、認証保育所は保育料が高額なので

大変困る。同じことを考えて認可保育園

に転園を希望する保護者が増えると、

認可保育園に入ることも難しくなり、仕

事をあきらめざるを得ないかもしれな

い。区では認証保育所を増やして待機

児童をなくす努力をしていると思うが、補

助が減ったり無くなったりした場合は、認

可保育園を希望する保護者が増えると

思われるので、今以上に待機児童は増

えてしまうのではないか。補助が減る

（または無くなる）場合は、認可保育園

への申し込みを早めにしたいと思うの

で、早めに決定し情報公開をしていただ

きたい。 

認証保育所は、13 時間以上の開所等さまざま

なライフスタイルにあった保育需要に忚えるものと

して設置を促進しています。また、区内の待機児

童の多くが0歳から2歳児であることから、待機児

童の解消対策としても重要な役割を担っていま

す。 

認証保育所においては、0 歳児の保育料は、4，

5歳児の保育料に比べて相対的に高く設定されて

いるため、一律補助ではなく、負担に忚じた助成

とすることで利用しやすくする必要があります。待

機児童の発生状況や認証保育所の利用状況を

考慮し、助成内容の変更を行います。 

また、認証保育所の利用者への助成制度の所

得制限については、高額所得者を助成対象外と

することで、0 歳児への負担軽減をより手厚くする

など、財源の効果的配分を行うため導入するもの

です。 

所得制限の基準は、新宿区の認可保育園の保

育料算定に係る階層区分がＤ22 以上の世帯で世

帯の所得税課税額が 120 万円以上（父・母・子ど

も 2人の 4人世帯で父母の給与所得が同額の場

合の推定年収が概ね 1900万円以上）を助成対象

外とします。 

制度改正の実施は平成 24 年 10 月ですので、

概ね 1年前となる 23年 10月に区の考え方をお示

ししたところです。今後も制度改正の周知を速や

かに行っていきます。 

なお、助成制度の変更は、平成 24年 10月から

実施しますが、素案の公表時点で私立幼稚園の

募集が開始されていたことなどから、4，5 歳児の

助成金額を 10,000 円とする変更は、25年 4 月か

ら実施します。 
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30 9
② 

認
証
保
育
所
へ
の
支
援 

 認証保育所の助成金の見直しが計画

されているが、そのためには、まず認証

保育所に入所している両親の就労状況

を確認し、助成の必要な世帯であるかを

選別すべきである。 

 また時期については 10 月とのことだ

が、認可保育園保育料見直し案の具体

が提案されていない段階であることと、

来春の入園を考えている保護者が現在

の情報で区立か認証かを検討している

中で、あまりに急な話と感じている。 

 共働きの高所得者でも預け先がなく、

園庭もない認証保育所に仕方なく入園

させている場合もある。計画の再検討を

願う。 

区の認可保育園の保育料の見直しは、平成 24

年 4月ですが、助成金の変更については、周知期

間を考慮し、24年 10月から実施します。 

認証保育所においては、0 歳児の保育料は、4，

5歳児の保育料に比べて相対的に高く設定されて

いるため、一律補助ではなく、負担に忚じた助成

とすることで利用しやすくする必要があります。待

機児童の発生状況や認証保育所の利用状況を

考慮し、助成内容の変更を行います。 

認証保育所の利用者への助成制度に所得制限

を導入し、高額所得者を助成対象外とすること

で、0 歳児への負担軽減をより手厚くするなど、財

源の効果的配分を行うため導入するものです。 

所得制限の基準は、新宿区の認可保育園の保

育料算定に係る階層区分がＤ22 以上の世帯で世

帯の所得税課税額が 120 万円以上（父・母・子ど

も 2人の 4人世帯で父母の給与所得が同額の場

合の推定年収が概ね 1900万円以上）を助成対象

外とします。 

所得制限の導入においては、所得状況をしっか

りと把握してまいります。 

なお、助成制度の変更は、平成 24年 10月から

実施しますが、素案の公表時点で私立幼稚園の

募集が開始されていたことなどから、4，5 歳児の

助成金額を 10,000 円とする変更は、25年 4 月か

ら実施します。 

 

31 

 

 保育ママ、認証保育所についても認可

保育園に準ずる所得に忚じた保育料体

系となるよう助成を行うこと。区立保育

ルームについては、認可保育園と同額

の保育料体系とすること。 

認可保育園は、国の制度であり、国、都、区が

運営費を補助しています。保育料については、保

護者が負担すべき基準が定められています。認

証保育所は、東京都の制度で、都、区と保育料で

運営しています。保育ママについても、国や都の

制度を活用して運営しています。また、区立保育

ルームについては、待機児童解消の緊急対策と

しての役割から区独自の事業です。このように制

度が異なるサービスですので、保育料等を全く同

じにすることは考えていませんが、ご利用いただ

きやすい制度にしていきたいと考えています。 

なお、助成制度の変更は、平成 24年 10月から

ですが、素案の公表時点で私立幼稚園の募集が

開始されていたことなどから、4，5 歳児の助成金

額を 10,000円とする変更は、25年 4月から実施し

ます。 

 



【パブリック・コメント】意見要旨と区の考え方 

17 

 

№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

32 

 

これまでの助成額の変更の根拠が明

確にされておらず、また所得制限を設け

るラインの設定基準も示されていない。

子どもを社会で育てて支えていくという

姿勢から外れる印象を受ける。 

保育料の 200時間平均が 0歳と 4.5歳

で 1.1万円しか差がないのに、助成額が

2 万円も差をつける理由も説明されてい

ない。 

認証保育所利用者の子どもにかかる

保育全般の費用（二重保育料）などの調

査を行い検討したとは思えない今回の

決定には賛成できない気持である。 

実際、高額所得者は高額な税金を納

めているのに、そのうえでさらに保育料

も高額なものを支払うべしという論理に

も抵抗がある。フルタイムで働く母親の

子育てに対する負い目にさらに金銭的

な負担もせよという、ある意味では女性

の就労意欲をそぐような変更であると思

っている。負担する保育料が高額にな

ればなるほど、女性が高額な保育料払

うくらいなら仕事をやめて専業主婦で子

育てに専念する・・・という選択をした知

り合いが複数いるだけに、今後もさらに

こうした流れがふえるのではないかと危

惧する。 

 

認証保育所は、13 時間以上の開所等さまざま

なライフスタイルにあった保育需要に忚えるものと

して設置を促進しています。 

また、区内の待機児童の多くが 0 歳から 2 歳児

であることから、待機児童の解消対策としても重

要な役割を担っています。 

認証保育所においては、0 歳児の保育料は、4，

5歳児の保育料に比べて相対的に高く設定されて

いるため、一律補助ではなく、負担に忚じた助成

とすることで利用しやすくする必要があります。待

機児童の発生状況や認証保育所の利用状況を

考慮し、助成内容の変更を行います。助成内容の

変更を行います。 

また、認証保育所の利用者への助成制度の所

得制限については、高額所得者を助成対象外と

することで、0 歳児への負担軽減をより手厚くする

など、財源の効果的配分を行うため導入するもの

です。 

所得制限の基準は、新宿区の認可保育園の保

育料算定に係る階層区分がＤ22 以上の世帯で世

帯の所得税課税額が 120 万円以上（父・母・子ど

も 2人の 4人世帯で父母の給与所得が同額の場

合の推定年収が概ね 1900万円以上）を助成対象

外とします。 

なお、助成制度の変更は、平成 24年 10月から

実施します。ただし、素案の公表時点で私立幼稚

園の募集が開始されていたことなどから、4，5 歳

児の助成金額を 10,000 円とする変更は、25 年 4

月から実施します。 
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33 9
③ 

保
育
園
・幼
稚
園
の
子
ど
も
園
へ
の
一
元
化 

 幼稚園の良さと保育園の良さを合わ

せ持ったような子ども園なら喜ばしい。

保育時間が長くなれば、働いている母

親にとっても助かる。 

 今後も保育園の良さと幼稚園の良さを併せ

持った子ども園を展開していきます。 

34  保育園入所待機児童の解消、各家

庭の都合に合わせたサービスが受け

られることを考えると、子ども園化に賛

成。ただ、子ども園化のための施設拡

大等の財源、新たな保育料、保育士の

十分な確保ができるか等が気になる。 

子ども園化は既存施設の有効活用を含め考

えています。 

保育料は保育園と子ども園の長時間児は基

本的に同じです。 

保育士等職員の配置は、基準に則り配置し

ます。 

35 区立幼稚園、保育園の子ども園化に

ついて、基本的には賛成。長時間保育

をしてもらえる環境は、親が仕事を持っ

ているか否かに関わらず必須と思うか

ら。 

ただし、管轄の違う二つの施設が統

合した際に、保育園と幼稚園のどちら

が元になって子ども園化されたかとい

うことで、園の質に差が出るようでは困

る。せっかく子ども園という発想がある

のだから、親が仕事をしていてもしてい

なくても、同じ質の保育及び幼児期の

教育が受けられるようにして欲しいと思

う。 幼稚園側が子ども園＝保育園化

するかのように反対して対立するのだ

けでは前に進まない。幼稚園の優れた

部分と保育園の優れた部分を年齢に

あわせて全ての子ども達が受けられる

よう、もっと根本的な改革を望む。 

 なんとなく、元保育園の子ども園は保

育園ぽい、元幼稚園の子ども園は幼稚

園ぽい、とならないように、未就学の子

ども全体の教育、保育について、一元

的に見直してほしい。 

 保育が必要な年齢には保育のよさ、

幼児期の教育が必要な年齢には幼稚

園教育のよさがあるはず。預ける時間

が長いか短いかで、年齢に関係なくそ

れを保育園と幼稚園に分けるのではな

く、年齢で教育内容を分けつつ、長時

間預かりする／しないを選べる環境こ

そが必要なのではないか。本来子ども

園はそういう発想であったはず。 

 現場の説明や主張を聞いていると、

つまらない対立関係ばかりが伝わって

くる。なしくずし的な子ども園化への対

新宿区の子ども園理念は「子どもを真ん中

に保護者と地域の人々と保育者が手を携え、

子どもの幸せを実現する」「子育ての大切さを

皆で認め合い、子どもと子育て家庭を支援す

る地域を目指す」と謳っています。保護者の就

労状況などに関わらず、また幼稚園教育要領

及び保育所保育指針に定める保育・教育内

容を踏まえ、就学前保育・教育の指針として

定めた「新宿区子ども園保育・教育指針」に基

づき、子どもに対し、同じ環境の下で保育・教

育を行っていきます。 
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忚で、中途半端な子ども園ができあが

るのは残念なので、元々の子ども園の

発想の通り、全ての子どもが、同質の

教育と、ケアを受けられるように、子ど

も園を実現して欲しいと思う。 

36  まずは、子ども園化という政策に関し

て子どものいる親、そして一人の区民

としてとても賛成する。我が家は幸い

共働きということはのがれているが、生

活していくための共働きをし保育園に

入れなくてはならない家庭においては

待機児童状態ともなると死活問題だと

思う。このような政策は区民のことを考

えられたこととうれしく思う。ただ、幼稚

園に子どもを通わせている親とすれ

ば、今の幼稚園のあり方、教育方針に

とても賛成している。もし保育園のシス

テム、保育園児が幼稚園に入ってくる

ことになれば、違う環境で育った子ども

達が同じ環境でうまくやっていけるのか

が親として心配している。実際に子ども

園に連れて行くと、なかなか入り込めな

いという話を聞く。なかなか全てがうま

くいくということはないと思うが、このよ

うな意見も加味していただき進めてい

ただきたい。 

 保育園と幼稚園の機能を併せ持った子ども

園で、就学前の子どもの成長と発達段階に忚

じた保育・教育を一体的に行い生涯にわたる

人間形成の基礎を培うことを理念に、今後も

子ども園化を推進していきます。子どもは新し

い環境にも順忚しやすく、集団が大きくなるこ

とで遊びの幅や仲間関係が広がってきます。

子どもたち一人ひとりの気持ちを受け止めな

がら、新しい環境になれるよう保育していきま

す。 

37   子ども園化には賛成するが、幼稚園

教諭と保育士の子どもへの接し方の違

いを尐なくしてほしい。 

 保護者が子育てに無関心、放任的に

ならないようにするため、園に関わる環

境を作ってほしい。 

 子ども園を 3 年保育にしてほしい。2

歳児向けのプレ保育も実施してほし

い。 

 「子どもを真ん中に保護者と地域の人々と保

護者が手を携え、子どもの幸せを実現する」と

いう新宿区子ども園保育・教育指針に基づ

き、保護者の子育て力の向上を目指していき

ます。3歳児クラスの短・中時間保育の実施に

ついては、区立幼稚園の適正配置、地域の状

況、事情に配慮して子ども園での実施を検討

しますが、2 歳児クラスについては考えていま

せん。 

38   子ども園化について中立の立場。去

年訳があり 1 年子どもを保育園に入れ

たが、幼稚園の方が先生と共に子育て

している感じがした。子育てという点で

は保育園より幼稚園ママのほうがプロ

で小学校に上がったときもＰＴＡで活躍

するのも圧倒的に幼稚園ママである。

ただ、延長保育とか給食が栄養満点で

あったり保育園の良さもあり、お互いの

良いところが一緒になるとよいと思う、

ＰＴＡもなくさず残してほしい。 

 様々な生活スタイルの保護者同士が地域の

中でともに育てあう、育ちあう関係になれたら

素晴らしいことだと思います。そのために子ど

も園の保育・教育に幼稚園と保育園のよいと

ころを取り入れて充実していきたいと思いま

す。 
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39 9
③ 

保
育
園
・幼
稚
園
の
子
ど
も
園
へ
の
一
元
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子ども園のパンフレットを見て、子ど

も園像がよく分かり、よい点が発見でき

たが、基本的に幼稚園と保育園を一緒

にすることへの疑問を持ち続けてい

る。 

① 西新宿以外は、保育要件なしが 4．

5 歳児のみだが、保護者のニーズは幼

稚園でも 3 年保育である。ぜひ 3 歳児

クラスを増やしてほしい。 

② 幼稚園は文部科学省、保育園は

厚生労働省の管轄だが問題はないの

か。幼稚園教諭と保育士では資格が

異なるが子ども園での対忚を教えてほ

しい。 

③ 区立幼稚園ではＰＴＡ活動が活発

で役員はじめ保護者の園活動を支える

力は大きい。一方、保育園ではそうは

いかないと思う。子ども園でのＰＴＡ活

動はどのようになっているのか。 

3 歳児については、私立幼稚園を含めると

需要を満たしている状況ですので、区立幼稚

園の適正配置、地域の状況、事情に配慮して

子ども園での実施を検討します。 

4・5 歳児クラスの職員配置については幼稚

園教諭免許、保育士資格両方を持つ職員を

配置するとともに、一斉活動においては同じ

担任を配置しています。 

PTA の組織には入っていませんが保護者

の会は子ども園にもあり、保護者同士の関わ

りや職員との関わりを持ち様々な活動をして

います。 

40   子ども園化を進めるにしても、保育園

化するのではなく、幼稚園で受けられ

る教育を残していただきたいと強く望

む。子どもの教育の質が維持される方

向での検討を願う。 

 幼児期の教育は小学校の学校教育の先取

りではなく、学ぶことへの意欲や仲間と協力す

る力を育てることが大切であり、そのことは保

育園も幼稚園も同様に取り組んできたことで

す。また、子ども園は異なる生活時間の子ど

もたちが一緒に過ごすので、違いを受け入

れ、自分も友達も大切にする心が育つよう教

育することができることがメリットだと考えてい

ます。生きる力の基礎を培う教育、これが子ど

も園の教育方針です。 

41   もし、すべての幼稚園、保育園が子ど

も園に変わって行くのであれば、子ども

を預かるだけではなく、保育園の子に

も幼稚園と同じような教育を受けられる

環境の子ども園を希望する。また、幼

稚園に入れたはずなのに途中から子

ども園になってしまった、とならないよ

う、地域への説明を丁寧にしてほしい。 

 保育園の子も幼稚園の子も同じ教育が受け

られるようにすることが、新宿区が推進してい

る子ども園の姿です。保護者の方のご意見を

真摯に受け止め、地域への説明を丁寧に行っ

ていきたいと思います。 

42  母親とは、いつの時代も、子どもを一

生懸命育てたいという気持ちは変わら

ないのに、今の時代は、先生任せの教

育が進んでいる気がする。子ども園化

は親子離れを進める可能性があるの

で、子ども園化を進める場合親子の時

間を増やす教育を取り入れていただき

たい。 

 

 近年、子育て力の低下が叫ばれるようにな

り、様々な問題が顕著になっています。子ども

園は子どもを真ん中に保護者と地域の人々と

保育者が手を携え、子どもの幸せを実現する

ための拠点となる施設です。子どもの教育だ

けでなく、親育てにも力を入れていきたいと考

えています。 
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43   子ども園とすることは、必要なことと

思うが、現実的に幼稚園を必要とする

家庭もあるということを忘れないでほし

い。 

 ご指摘はご意見としてうかがいます。 

44  子ども園化が本当に子ども達に、い

い影響を与えるものなのだろうか。幼

児期は、親と子の関係を大切にする時

期だと思う。子どものためというより、

大人のため、税金のためのような気が

してならない。 

 子ども園化は子ども大切にするという観点で

進めているものです。子どもの発達状況や必

要なものに併せて保育・教育がなされる必要

があり、親の就労のいかんを問わず、子ども

を真ん中におきながら子どもに必要な保育を

していこうというのが子ども園の考え方です。 

45 ・目的と業務時間も異なる幼稚園と保

育園を一元化することには無理があ

る。特に私立の場合、経済的効率を重

視することになりかねない。なぜ区立と

して運営することができないのか。 

・保育士と幼稚園教諭との適切な配置

は出来るのか。 

保育園と幼稚園の機能を併せ持った子ども

園で、就学前の子供の成長と発達段階に忚じ

た保育・教育を一体的に行い生涯にわたる人

間形成の基礎を培うことを理念に、今後も子ど

も園化を推進していきます。 

 また、区では、これまでも老朽化した区立保育

園の建替え等の際に民間の活力を活用して私

立保育園として設置し、様々な保育需要に忚え

てきました。今後は、こうした建替え等を契機に

私立子ども園として設置していきます。設置後

も、公私合同の研修等を通じ、保育・教育の質

の維持向上に努め、就学前の子供の豊かな成

長をともに支えていきます。 

現在は保育士と幼稚園教諭の両方の資格

を有する人が一定程度いますので、配置での

ご心配はないと考えます。 

46   保育園定員確保のために幼稚園を

廃止し、保育園と一体化した子ども園

とすることは、就学前の幼児教育に全

く関心のない集団の立案による暴挙で

ある。幼稚園の教育が幼児の向学心、

向上心をつくるものと信じている。保育

園定員確保のためなら保育園の増設

だけで解決するはず。 

平成 20年 3月には幼稚園教育要領と保育

所保育指針が改定され、保育園と幼稚園の教

育内容の差異はほとんどなくなってきていま

す。子ども園では、就学前保育・教育の指針と

して定めた「新宿区子ども園保育・教育指針」

に基づく保育・教育を教育委員会の協力を得

て全園で展開していきます。 

47   幼保一元化について、概要に「家庭と

地域の子育て力の向上を図る」とある

が、そうは思えない。現在、幼稚園や

保育園では地域に開かれた園づくりと

して園庭・保育室の開放や子育て相談

を行っているが、それでは足りないの

でしょうか。文部科学省と厚生労働省

が幼保一元化は慎重に進めるとの見

解を示しているのに、新宿区がその方

針に逆行して積極的に幼保一元化を

推進することは強い不安と疑問を感じ

る。 

 子ども園では「であう・つながる・ひろがる」と

いうコンセプトで未就園児親子のつどい事業

や一時保育事業、子育て相談事業を行ってい

ます。その中で、講師を呼んで子育て講座を

開催したり、集う保護者同士のつながりが持

てるような援助も行っています。新宿区の子ど

も園は在園している子どもの保育・教育だけで

なく地域の子育て世帯についての援助にも力

を入れているところが特徴だと考えています。 
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子ども園化には断固反対である。 

保育園は親の代わりに面倒を見ても

らう「生活の場」であり、幼稚園は「教育

を受け育つ場」である。子ども園の先生

からは、「教育を行う時間帯である 9 時

から 14 時以外にも 0 歳児などの保育

園児を見る勤務があり、きちんとした教

育（保育）ができない」という声を聞い

た。区立幼稚園の良い点は、研究会等

を行ったり、同じ担任が事前準備を整

え決まった時間子どもを保育し、その

子がどう成長していくかを見守ることが

できる点にある。にもかかわらず、教育

を行うために必要な人材配置の確保等

もせず、子ども園化を行おうとする区の

考え方に憤りを感じる。 

また子ども園化には、施設が十分で

ないということも子どもにとって大きな

悪である。落亓小学校と中五保育園と

の距離は結構離れており、保育園児は

この距離を行き来して幼稚園で過ごし

ている。ここは交通量も多く危険なう

え、未就園児と一緒に通わせている親

にとっては手間にもなる。25 年度には

西落合保育園の子ども園化が予定さ

れているようだが、部屋数も尐なく体を

動かす場所もないあの園で、どのよう

にしていくつもりなのか疑問である。 

以上、教育面・施設面からみても子ど

ものことを考えておらず、大人の勝手

で進めている事業である。 

区では待機児解消や小 1 プロブレム

の解決のために子ども園化を進めてい

るのであろうか。子ども園化は就労者

向けの案としか思えない。「家庭や地

域で育てる力をつける」と素案で謳わ

れているが、子ども園化すれば給食や

保育時間の延長があるという、親にと

って楽な面をちらつかせている政策の

どこに真の家庭力向上を考えた案があ

るのだろうか。 

在園児の保護者の意見に耳を傾け、

それをきちんと政策に生かしていくこと

を望む。 

 

 

新宿区の子ども園は各クラスとも担任制をと

っています。自分のクラスの子どもたちの成

長・発達を見守るとともに、必要な保育・教育

を行っています。時間内の研修を受けられる

ように人員配置もなされています。さらに、時

間外や休日に自主的に研修を受けるなど、保

育の質の向上に向けた自己研さんを積む職

員も多くいます。また、子ども園は就労してい

る保護者に代わって子育てを代行しているの

ではなく、保護者とともに育てるスタンスで保

育し、子育ての楽しさや大切さを伝えるように

しています。 

施設面では既存の施設を活用していく方向

ですが、必要な改修等は行っていきます。 

これからも保護者の方のご意見に耳を傾け

政策に活かしていくように努力していきます。 
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49  子ども園全般について疑問がある。 

① 子ども園の先生が保育と教育の全

てを行うことに無理はないのか。 

② 園庭は、0～6才までの幅広い年齢

層が遊べるだけの広さと安全性が確保

されるのか。 

③ 乳児期には母親による保育が良い

と考えるがいかがか。乳幼児を持つ母

親が就労しなくても済むように手当金を

支給することの方が、子どものために

ならないだろうか。 

④ 本計画は誰のためのものなのか。

母親や生活のために実施するのでは

なく子ども第一に考えていただきたい。 

保育園では今までも保育所保育指針に基

づく保育を行ってきました。子ども園になること

で小学校との連携・接続を今まで以上に重視

し保育・教育を行っていきます。戸外遊びは園

庭だけではなく近隣の小学校との交流や公園

などを活用し、幅広い遊びが展開できるように

していきます。保護者の就労については、そ

れぞれのご事情や考え方があります。わずか

な時間でも子どもとのいい時間が過ごせるよ

うに保護者の方の気持ちを支えることも、子ど

も園の職員の仕事と考えています。子ども園

は子育て中のすべての保護者と子どもの幸せ

のためにこれからも内容を充実し推進してい

きます。 

50   子ども園化の基本的な考えは如何な

る論点から導き出されたものなのか。

保育園は家庭における保育に欠けると

ころを補う場であり、幼稚園は就学前

に集団としての第一歩から教育を施す

場である。それぞれがそれぞれの特色

を生かしてこそ乳幼時期を安定的に過

し、また、家庭の事情により選択が可

能であることが子どもの幸せに直結し

ていると確信する。 

 保護者の就労の有無に関わらず、0 歳から

小学校就学前までの子どもに対し、その成長

と発達に忚じた保育・教育を一体的に行うとと

もに、家庭と地域の子育て力の向上を図るこ

とを目的としており、待機児童解消と施設の有

効活用、小学校との連携・接続を重視した就

学前の保育・教育の充実を図っています。保

育園の子どもにも就学前の教育の充実を図

り、幼稚園の保護者にも就労できる環境を整

えるという点でも、子ども園化が必要であると

考えています。 

51   子ども園のあり方については疑問が

ある。短・中・長時間の枞を設けないこ

と、短時間時3時までの保育時間、1園

の広さなど、まだまだ検討を重ね変更

してもよいのではと思う。今のやり方が

ベストとは思えない。残念だが今の新

宿区の子ども園には自分の子どもは預

けたくない。保育と教育はどうしても一

緒になれない部分があるので、サービ

ス先行で進んでほしくない。 

 保護者の就労の有無に関わらず、0 歳から

小学校就学前までの子どもに対し、その成長

と発達に忚じた保育・教育を一体的に行うとと

もに、家庭と地域の子育て力の向上を図るこ

とを目的としており、待機児童解消と施設の有

効活用、小学校との連携・接続を重視した就

学前の保育・教育の充実を図っています。保

育園の子どもにも就学前の教育の充実を図

り、幼稚園の保護者にも就労できる環境を整

えるという点でも、子ども園化が必要であると

考えています。 

今後もいろいろなご意見を参考にして、さら

なる子ども園の充実を図っていきます。 
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 現在、区が進めようとしている区立幼

稚園と区立保育園の全園子ども園計

画については、中止すること。 

幼稚園や保育園といった枞組みを越えた新

たな子育て支援施策の仕組みが求められて

います。 

子ども園では、幼稚園教育要領及び保育所

保育指針に定める保育・教育の内容を踏ま

え、就学前保育・教育の指針として定めた「新

宿区子ども園保育・教育指針」に基づき、子ど

もに対し、同じ環境の下で保育・教育を行って

いきます。 

今後、地域の実態を踏まえて、計画を推進し

ていきます。 

53 一括子ども園化に反対する。 

現在上の子は区立幼稚園に通って

いるが、入園前は子ども園も視野にい

れて検討したが、子ども園のデメリット

を 2つ感じ幼稚園にした。1つは、保育

スタイル、時間が様々で子どもの生活

（昼寝、おやつなど）にバラツキがあり、

子ども同士のコミュニケーションが妨げ

られたり、困惑するのではという点、2

つめは同様の理由で仕事をする母親と

主婦とで係を請け負う際に差が出た

り、話し合いの場があまりないのではと

いう点で母親として不安があり、幼稚

園を選んだ。 

もし、子ども園が避けられないので

あれば、保育園スタイルと幼稚園スタ

イルの完全クラス分けを望む。 

 子どもは様々な生活スタイルの友達と共に

過ごすことで、お互いを認め合い、育つ部分

が多くあります。保護者会についても長時間

保育の保護者の方が保護者の代表を務めて

いる園もあります。 

 幼稚園や保育園といった枞組みを超えた新

たな仕組みとして子ども園の保育・教育を実

施していきます。 

54  「子ども園への一元化」について、保

育園と幼稚園では、保護者の求めてい

るものが違うのに、「子どもと先生がい

る施設」というだけで一元化は「待機児

童の数を減らせれば良い」という尐々

乱暴な感じがする。 

また、区立幼稚園が子ども園化した

時の保育料の値上がりが心配される。 

幼稚園児が帰るときに保育園児が

「自分の親はなぜ早く迎えに来ないの

か」と言い出したり、その逆に幼稚園児

が「まだ帰りたくない。一緒に遊びた

い」など混乱するのが心配。 

 

保護者のライフスタイルや働き方が多様化

する中で、男女ともに働きながら子育てし、社

会的責任を果たす生き方が広まりつつありま

す。また、一時保育や非定型就労への保育サ

ービスへの需要など、多様な保育ニーズが生

じており、幼稚園や保育園といった枞組みを

越えた新たな仕組みが求められています。子

ども園化により、0歳から小学校就学前までの

子どもに対し、その成長と発達に忚じた保育・

教育を一体的に行うとともに、家庭と地域の子

育て力の向上を図ることを目的としています。 

保育料についてですが、区立幼稚園の保育

料と区立子ども園の短時間保育料は、ともに

定額です。子ども園の保育時間が長い分高く

なりますが、幼稚園で払っていた教材費や

PTA 会費の徴収がなくなるので、現行の幼稚

園と同程度のご負担になると考えています。

私立の子ども園の場合は、私立幼稚園とほぼ
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   同じとなります。なお、長時間保育の場合は、

保育園保育料の体系とほぼ同じになります。 

長時間児と短時間児が一緒に保育・教育を

受けることへのご懸念ですが、今までの子ど

も園での実績を踏まえ、子どもに支障や不安

が生じないよう配慮した保育・教育を行ってい

きます。 

55  子ども園には保育所型と幼稚園型

があるが、保育所型では今までの保育

園との違いがわからない。子ども園は

幼稚園型にすべきだと思う。教育がな

く、保育だけではますます小学校での

学級崩壊が進む可能性もある。また、

幼稚園教育を受けさせたいが、私立幼

稚園に金銭的に通わせられない場合

は、どこに行けばいいのか。教育を行

わない子ども園で、泣く泣く保育園と変

わりのない 3 年を過ごさなくてはならな

いのか。統廃合して財政的に効率化を

はかるのは理解できるが、保育園と同

じ中身の子ども園化には反対する。9

時～3 時は幼稚園教諭主導の幼稚園

型子ども園とし、幼稚園教諭が担任、

ローテーションの保育士が副担任、そ

の他の時間は保育士が担当するような

システムが理想だと思う。 

また、併設する学校の給食施設で一

緒に調理できないか、考えてほしい。 

 就学前の保育・教育を一体的に行うために、

新宿区では保育園と幼稚園の子ども園化を推

進しています。幼児期の教育は小学校の学校

教育の先取りではなく、学ぶことへの意欲や

仲間と協力する力を育てることを重視してお

り、そのことは保育園も幼稚園も同様に取り組

んできたことです。また、子ども園は異なる生

活時間の子どもたちが一緒に過ごすので、違

いを受け入れ、自分も友達も大切にする心を

育てる教育ができることがメリットだと考えてい

ます。 

乳児、幼児で食事の内容が異なるうえ、ア

レルギー対忚など多種、尐量の調理となるこ

とから、小学生とは別の調理設備が必要にな

るため、現時点では給食施設の共用は難しい

と考えています。 

56  子ども園が増えていくことは、今後、

公立幼稚園に通わせたいという親が減

ってしまうのではと思った。公立ならで

はの、子どもと触れ合う多くの時間、子

どものために親同士で力を合わせてい

く充実感という、かけがえのない貴重な

時間を多くの保護者に持ってもらいた

い。 

 園を通しての保護者と子ども、保護者同士、

保護者と職員との関わりは子ども園でも行うこ

とができます。保護者との連携については新

宿区子ども園保育・教育指針の中でも明記さ

れています。 

57   新宿区の進めている子ども園は、幼

稚園と保育園のよいところを併せ持つ

ものと期待されているが、子ども園化

が保育園と同様になってはならない。

給食利用者が大半であったり、終日保

育がほとんどであれば、子ども園化は

実質保育園化になってしまう。幼児教

育をどのように重視していくのか、子ど

 子ども園が長時間児も短時間児も通う施設

であることを踏まえ、画一的にならないように

していきたいと考えています。例えば子ども園

は給食を中心に食育を進めていきますが、お

弁当の良さも伝えたり、行事等で保護者の方

が関わることも大切にしていきたいと思いま

す。さまざまな生活スタイルがあり、教育につ

いての考え方があると思いますが、幼児期の
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も園化では最大の課題であり、しっかり

と区民へも伝える必要がある。 

 来賓として地元幼稚園卒園式に出席

するごとにいつも大変感銘を受ける。

卒園生が「いつもお弁当を作ってくれて

ありがとう」と決まってお母さんに感謝

を述べる。すると成長した子どもに「小

学校に行ってもがんばってね」と言いな

がら涙ぐむ母親たち。幼児期に親から

受けた愛は、いつまでも子ども達の心

に残る。そして子どもの成長を喜ぶ母

の姿はすばらしいと感じ入る。 

 新宿区は子ども園こそ最良の子育て

のような方針を立てているが、毎日お

弁当を子どもに作る親の愛を尐しでも

残していくことが大切ではないか。そん

な幼児期の教育施設があり、そこへ通

いたい保護者がいる限り存続すべきで

あり、女性の社会進出を促進するばか

りでなく、幼児期の育児に専念する保

護者も新宿区は忚援すべきである。 

親子の関わりの重要性を伝え、子育て力の向

上を図っていきます。 

58  ・子ども園化の計画は、親同士の関わ

りが子どもを育てる上で重要な役割を

果たしていることを見過ごしている。同

じ時間に登降園すること、園行事を一

緒に行うことで図られる日本人保護者

と外国人保護者とのコミュニケーション

が、地域の不安や安心感を支えている

のである。区立幼稚園が無くなること。

これは教育の衰退でありコミュニケー

ションが失われる地域の損失（危機）で

ある。 

・身体的・経済的理由により働きたくて

も働くことのできない親は、区立幼稚園

が無くなったときどうすればいいのか。

子ども園化で保育料が上がれば、小学

校までの幼尐期を家で過ごさねばなら

ない「子ども園化難民」が出てくるは

ず。保育所の待機児童を減らして難民

を増やすのでは本末転倒である。 

幼稚園がなくなる、保育園がなくなるという

ことではなく、それぞれ単独だったものを一つ

に融合したものが子ども園です。それぞれの

文化、良さを生かし新しい施設として、保護者

同士のコミュニケーションの仕方や園との関わ

り方を検討し、一緒に作り上げていくスタンス

で子ども園化を考えています。 

保育料についてですが、区立幼稚園の保育

料と区立子ども園の短時間保育料は、ともに

定額です。子ども園の保育時間が長い分高く

なりますが、幼稚園で払っていた教材費や

PTA 会費の徴収がなくなるので、現行の幼稚

園と同程度のご負担になると考えています。 

59  子ども園は保育時間の長さばかりに

目をとられている感があり、職員が対

忚しきれなく、安心して子どもを預けら

れる環境とは思えない。子ども園でも、

幼稚園同様の教育プログラムを組める

か疑問である。小学校 1 年生になった

 平成 20 年 3 月には幼稚園教育要領と保育

所保育指針が改定され、保育園と幼稚園の教

育内容の差異はほとんどなくなってきていま

す。子ども園では就学前保育・教育の指針と

して定めた「新宿区子ども園保育・教育指針」

に基づく保育・教育を全園で展開し、4、5 歳児
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時の、児童の質の低下が予測される。

区立幼稚園は、絶対に必要である。 

の職員配置については幼稚園教諭免許、保

育士資格の両方を持つ職員を、さらに一斉活

動の時間についても同じ担任となるよう配置

し、教育委員会の協力を得て保育・教育の質

の確保を図ります。 

60  幼稚園か保育園か子ども園、それぞ

れに個性があり、保護者のニーズに合

った選択肢があるのは非常にいいこと

だと思う。保護者の生活スタイルが似

ていると、付き合い方や心配事、悩み

事が似てきて、保護者間での親密度も

あがり、ひいては地域力につながると

思う。また、子ども園は、様々な生活ス

タイルの方が混在することで、保護者と

子どもの関わり方の違いから発生する

摩擦が心配である。子ども園の数を増

やすのではなく、生活圏内で幼稚園、

保育園、子ども園の選択肢がある姿を

希望する。 

 子ども園は地域の子育ての拠点としての役

割も担っています。保護者同士のつながりや

地域とのつながりを大切に考え、保育・教育計

画や子育て支援計画を作成しています。園児

数が学級編制基準に満たない公立の幼稚園

がある一方で、保育園に入れない待機児童が

いる地域においては、施設の有効活用の面か

らも子ども園化を推進していきたいと考えてい

ます。 

61  子ども園化が、当事者である子ども

達にとって良いことなのか気になる。子

ども園になると具体的にどのように変

わるのか、例えば子どもの人数に対す

る職員数はどうなるか。施設や庭が現

状より狭くなることはないのか。保育

園・幼稚園の先生が混乱したり仕事が

やりにくくなることはないか。子ども園

化して保育環境の質が低下するような

ことがあっては、子どもの成長にとって

マイナスである。保育園の待機児童問

題の解決のためであれば、保育園を増

設すればいいのではないか。子ども園

化を進めるに当たっては、詳細な説

明、先生・保護者を含めた議論の必要

がある。焦らず時間をかけて、区民の

納得のいく対忚をお願いしたい。 

 子ども園は「新宿区子ども園保育・教育指

針」に基づき、小学校への連携・接続を重視し

た保育・教育を展開していきます。職員数や

保育室、園庭等の面積基準を満たし、内容の

充実を図っていきます。今後も子ども園化を進

めるに当たり、丁寧な説明を心掛けていきま

す。 

62  自営なので保育園に入る事もなかな

か優先されない。そんな中で区立幼稚

園の 3 歳児保育は助かっている。そも

そも共働き家庭とそうでない家庭は生

活リズムが違う。その子どもたちをひと

つに集めて保育する意味はあるのか

疑問。保育士、幼稚園教諭のスキルア

ップが優先。特に保育士の教育であ

る。ゆとり教育のように失敗しないとい

いが心配。 

 社会にはいろいろな人がいて関わり合いな

がら生活しています。いろいろな生活時間をも

った友達と過ごす子ども園は、幅の広い人間

性を育むことができると考えています。またそ

のように保育士・教諭はともに研修を受け、保

育の質の向上も図っています。 
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・保育園型の子ども園は、今までの保

育園を子ども園にする狙いがよく分か

らない。どこが違うのか。無駄ではない

か。 

・幼稚園型の子ども園は、保育士と幼

稚園教諭が一緒に保育するにあたり、

連携することや温度差をなくすことの対

策を教えてほしい。 

 子ども園は、保育園や幼稚園といった枞組

みを越えた新たな仕組みにより、保護者の就

労の有無に関わらず、0 歳から小学校就学前

までの子どもに対し、その成長と発達に忚じた

保育・教育を一体的に行うとともに、家庭と地

域の子育て力の向上を図ることを目的として

います。 

 保育士・教諭の合同研修や研究会の実施な

どにより、保育の質の向上を図っています。 

64 「区立幼稚園のあり方」「保育園・幼

稚園の子ども園への一元化」につい

て、一見「なるほど」と思う文章が書か

れているが、その前提に子ども園への

一元化があるという事に疑問を感じる。

確かに今後単に合理的な経営のみを

追求するのであれば子ども園化が望ま

しいのかもしれないが、保育園、幼稚

園、子ども園とバランスよく存在するこ

とが子育てをするうえで様々な選択が

できる住みよいまちづくりにつながる。

安易に一元化を進めるのではなく個々

の特性を生かす努力をしてほしい。 

 

 保育園と幼稚園のそれぞれの良さを活かし

て一体化した子ども園をつくることで、保育サ

ービスの面からも、教育の面からもより充実し

たものとなるよう、推進・展開していきます。 

65  保育園と幼稚園の子ども園への一元

化は不安。保育園と幼稚園は性格が

違う。預かる時間も違う。入園している

子どもが混乱する。民間の活用という

が、入所決定、料金設定がそれぞれ違

ってくるのではないか。親が安心する

ためにも区立でやってほしい。 

 保育園と幼稚園のそれぞれの良さを活かし

た子ども園化を進めていきます。私立の子ど

も園とも合同研修を行うなど、保育の質を高め

るよう考えていきます。 

 なお、私立子ども園の保育料は、長時間保

育は区立保育園と同じになります。短・中時間

保育では、私立幼稚園とほぼ同じと考えてい

ますが、保護者への補助を受けることができ

ます。 

66  保育園が急速に子ども園になるよう

だが、就労の有無に関わらず園児を受

け入れるとすれば、特に 4、5歳児の枞

を大幅に拡大する必要がある。そのた

めに施設の拡大や教職員の増員など

してくれるのか。ただでさえ、待機児童

を抱え、定員いっぱいのはずなのに、

既存の施設のままだと、果たして専業

主婦の子がたくさん入れるのか甚だ疑

問。 

 そうでなければ、やはり保育園であ

り、単に名称を「子ども園」と変えただ

けではないかと紛らわしい。 

 元保育園の子ども園なのか、幼稚園

 保育所型の子ども園の定員は長時間児と

短・中時間児の枞がそれぞれにあります。ま

た、定員が拡充した場合は適正基準で職員を

配置していきます。従来の幼稚園・保育園の

枞を超えた子ども園は、今まで以上に小学校

との連携・接続を重視した保育・教育を行って

いきます。 
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が子ども園になったのかで大きく違い

があり、特に転入してきた方は混乱し

そう。 

 

67 子ども園化すると、年尐（3 歳児）も保

護者の就労等が条件になり、仕事に就

いていない家庭の子どもは遠くの園を

選ぶか、家庭のみの保育になる。3 歳

児は一番成長の幅が広く、この歳での

団体生活は大きな成長の糧になりその

機会が失われるのは残念なこと、ま

た、母親も親同士の語らいや先生との

懇談をなくすことは子育てが出来ない

ぐらいとても大切なことと考える。年尐

に関しては各園の定数を増やし、3 歳

児については就労等の条件を外すこと

が本来の幼保一元化ではないか。 

 3 歳児の保育については、私立幼稚園を含

めると需要を満たしている状況です。公立の

子ども園では原則として 4・5 歳児に短時間の

保育を実施する考えです。 

68   今、3 年保育の幼稚園が大半となっ

ている中、子ども園化にするのは大き

な変化、保育園は基本的に仕事をして

いることが前提となってくることで条件

が変わってくる。今、急に子ども園化す

ることを残念に思う。 

 子ども園では 4・5 歳児に関しては就労の条

件はなく、3 歳児までも保育園より就労の条件

は緩和されています。 

69   幼稚園を子ども園に移行することに

ついて、もともと保育園と幼稚園の役

割が違うのに、どうして一緒にするの

かがわからない。保育園か幼稚園かと

いう親の選択の元に通わせているのに

（それぞれのメリット、デメリットを把握

した上で）幼保一体は反対する。 

 そもそも、管轄の違う保育園と幼稚

園、一緒にしてうまくいくのか。保育園

にも幼稚園と同じ教育をと言うのなら、

保育園の制度を底上げすればいいの

ではないか。幼保一体にして、幼稚園

レベルを下げるのは反対。園児が私立

の幼稚園に流れてしまうのではない

か。 

子ども園は本当に子どものためなの

か。 

 

 

 

 

 保護者の就労の有無にかかわらず、0 歳か

ら小学校就学前の子どもに対し、その成長と

発達に忚じた保育・教育を一体的に行うととも

に、家庭と地域の子育て力の向上を図るた

め、幼稚園と保育園の子ども園への一元化を

推進しています。 

 子ども園では幼稚園教育要領及び保育所保

育指針に定める保育・教育の内容を踏まえ、

就学前保育・教育の指針として定めた「新宿

区子ども園保育・教育指針」に基づき子どもに

対し、同じ環境の下で保育・教育を行っていき

ます。 
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 保育園児、幼稚園児が同じ行事を行

う時、平日の日中のため、手伝いに入

るのは働いていない幼稚園児のお母さ

んになるのでは。PTA 会長も、区幼 P

の集まりが平日の日中なので、幼稚園

のお母さんがやることになる。こうした

不満があるのなら、私立幼稚園へ行け

ということか。 

 幼稚園と保育園の保護者が一緒になる中

で、一緒に子ども達のために何ができるか、

子ども園という新しい仕組みを考えていく必要

があります。既存の園では、保護者の会の代

表を長時間保育の保護者の方がやっていらっ

しゃるところもあります。行事等での保護者の

関わりはいろいろなやり方があると思います。

「こうでなければならない」ということはないの

で、むしろ自由に園ごとに保護者の関わりに

ついて考えていけるのも、子ども園のメリット

です。 

71  幼稚園には様々な行事があり、仕事

をしていると参加できないという声もあ

るが、親子が一緒になって笑顔で過ご

せるような時間や行事は減らしてほしく

ない。 

 仕事を持つ保護者の方は平日、時間の余裕

がないことは確かです。しかし子どもと同じも

のを見たり同じ経験をすることは、我が子の成

長を感じ、子育ての喜びを味わうことができる

貴重なひと時と捉え、今後も行事について

様々な工夫と話し合いで考えていきます。 

72  幼稚園から子ども園化への移行の

プロセスについて、きめ細やかな対忚

をお願いしたい。特に該当する保護者

には丁寧な対忚かつ早目の情報提供

を望む。 

子ども園化に伴い廃止となる幼稚園

には、廃止となる十分な理由を明らか

にしていただきたい。 

幼稚園の定員充足率が達している

場合でも子ども園になる場合とはどの

ような状況か。想定される場合や理由

などをできるだけ具体的に教えていた

だきたい。 

幼稚園教育の質（特色・よさ）の維

持・継続をお願いしたい。子ども園への

一元化によって、保育園化され、幼稚

園教育のよさがなくなるのでは、といっ

た心配や危惧感を持っている。 

 子ども園化への説明は丁寧に行っていきま

す。現在ほとんどの保育園が弾力化で定員以

上に受け入れている現状です。子ども園化が

待機児童解消の策としてだけではなく、保育

園と幼稚園の文化の融合により、今まで以上

に保育・教育の質の向上をねらうものでもあり

ます。また、充足率に達している幼稚園の子

ども園化についてのご質問ですが、一つの園

の充足率ではなく、区全体や地域での充足

率、及び待機児童等を合わせて考慮していき

ます。 

73 ・子ども園化になるという告知をもっと

早くからするべき。急に告知された場

合の職員、保護者の戸惑いは大きい。 

・現場の意見を聞き問題点を把握した

り、他の区を参考にするなどし、行政は

安易に一元化にしないでいただきた

い。 

平成16年に幼保連携・一元化の理念を掲げ

た後、新宿区幼児教育のあり方検討会、新宿

区子ども園化推進検討委員会などで子ども園

化の検討を進めてきました。検討の報告書や

具体的な計画が決まった時点で速やかに公

表しています。子ども園化が決まった園に対し

ては、できるだけ丁寧に説明会を行っていき

たいと思います。 
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74   子ども園化する、あるいは廃止する

にせよ、方針が決まった時点で対象と

なる園名と実施までのスケジュール、

実施理由を速やかに公表することを求

める。公表は、対象園に限らず、未就

園児保護者や地域の方々にも伝わる

ようにしてほしい。 

 子ども園化にあたっては、具体的な方針や

計画が決まった段階で速やかに対象となる保

育園及び幼稚園を利用する保護者、地域の

方への説明を行っていきます。 

75  保育園児と幼稚園児とでは保育時間

や生活リズム、保育内容が異なるの

で、保育園児と幼稚園児のそれぞれの

0 歳から 5 歳ごとの保育室を用意すべ

きだ。幼稚園児、保育園児が同一の保

育室では、子どもたちへのストレスや

保育者への過度の負担になると思う。 

 

 保育・教育については新宿区子ども園保育・

教育指針に基づいて一体的に行っています。

様々な生活時間の友達と過ごすことで学ぶこ

と、育つことの多さを現在運営している子ども

園から知ることができます。 

76  子ども園推進の理由に、「保護者の

就労の有無に関わらず、0 歳から小学

校就学前までの子どもに対し、その成

長と発達に忚じた保育・教育を一体的

に行う。」とされている。それならば、就

労状況にかかわらず在園できる仕組

みを、年尐クラスあるいはそれより小さ

な子たちむけに作っていただきたい。 

 私は子どもが保育園在園中に仕事を

失ったが、2 か月以内に職を見つける

難しさを実感した。仮に 2 か月以内に

就職先が見つからず、慣れ親しんだ保

育園を退園せざるを得ない場合、その

後に職が見つかっても、認証保育所に

預けて働き始め、その後また、認可保

育園の空きがあれば認可保育園に移

る、というようなことになれば、何度も転

園しなくてはならない子どもが不憫であ

る。 

 現在の保育園在園資格等について

は、就労状況など、すべてが親の視点

に立ったものであり、子どもの気持ちが

全く無視されている。子どもの心の安

定を重視すれば、親の就労状況にか

かわらず、入園から卒園まで一貫して

通うことができる園が一番良いと思う。

子ども園は現在の保育園に比べれば、

親が職を失っても在園できるが、年中

からなどになると思う。できれば、その

年齢をもう尐し下げて欲しい。 

 

 保育園は児童福祉法に基づく保育施設で、

「保育に欠ける要件」があるお子さんしか預か

ることができません。そのため、保護者の状況

によっては、やむを得ず退園していただく場合

もあるかと思いますが、保育園を必要としてい

る方が多くいらっしゃる状況から、ご理解いた

だきたいと思います。特に年尐クラスで、「保

育に欠ける要件」がありながら保育園に入所

できない方が多い状況があります。したがっ

て、子ども園においても年尐クラスでは「保育

に欠ける要件」がないお子さんの受け入れは

現在のところ考えていません。 

 また、集団の中で育ち、力が発揮できるよう

になるのは 4・5歳児ぐらいからであるため、子

どものためにも区立の子ども園は現在の受け

入れで推進していきたいと考えています。 
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77 
9
③ 

保
育
園
・幼
稚
園
の
子
ど
も
園
へ
の
一
元
化 

《日本人の家族が安心して暮らせる街

にして！》 

 教育は百年の計と言われ、一朝一夕

に出来るものではない。今回の計画

で、大久保第二保育園に関し、私立子

ども園化と聞いた時、区は子どもの保

育（教育）を投げ出したと感じた。 

 私は一人暮らし高齢者だが、次代を

担う子どもにはもっとお金をかけ、新宿

に若い家族が戻る施策が必要と思う。 

 大久保に関しては何が多文化共生

か。日本人が居なくなり、従って子ども

も尐なく、新宿の将来に暗澹たるもの

を感じている。 

 公立と私立で保育・教育の優劣はないと考

えています。大久保第二保育園は老朽化が

進み、耐震機能に問題があることから建て替

えを考えており、これを機により新たな発想に

基づく保育・教育を行うため、私立での子ども

園化を進めていく方針です。私立になっても引

き続き新宿区子ども園保育・教育指針により

内容の充実を図っていきます。 

78  子ども園への一元化に反対する。結

論ありきで、最低限の手続きだけで強

行突破しようとするやり方は稚拙であ

る。一元化の理由とされている「保護者

の就労の有無に関わらず、0 歳から小

学校就学前までの子どもに対し、その

成長と発達に忚じた保育・教育を一体

的に行うとともに、家庭と地域の子育て

力の向上を図るため」という文言からし

て意味不明である。なぜこの文脈で唐

突に「地域」という語句が挿入されるの

か。もう尐し内容の分かる具体的な記

述をしたらどうか。 

 中五保育園は園舎が二つになり、保

護者には無用の心配が増える。また幼

稚園は、定員が 10 名に制限されるた

め、定員オーバーで入れなかったらと

考え、当初から希望しない人が増え、

消滅の危機に瀕してしまう。 

 中五児童館を落亓幼稚園の場所に

移転し、中五保育園の建物を全部子ど

も園にすればという提案も却下された。

目標を決めてしまうと突っ走りたがる

「区の体質」そのものが問題なのかもし

れない。「子ども園一元化」は、いった

ん取りやめ、どんなメリットがあるかと

いう基本のところから考え直すべきで

ある。 

 

 

新宿区では、保育園における低年齢児を中

心とした待機児童の増加と、区立幼稚園にお

ける 4、5歳児の定員充足率の低下という状況

があります。また、保護者のライフスタイルや

働き方が多様化する中で、一時保育や非定型

就労への保育サービスなど、多様な保育ニー

ズが生まれています。このようなことから、平

成 16 年度に「新宿区幼保連携・一元化の理

念」を策定し、平成 17 年度から幼稚園児と保

育園児の合同保育を実施、平成 19 年度には

四谷子ども園を開設し、現在 4 園の子ども園

を運営しています。 

子ども園では、未就園児のつどいの場の提

供や一時保育など、地域の子育て家庭や保

護者への支援も重要な役割となっています。

これまでの子ども園の実績を踏まえ、第二次

実行計画では、区立保育園、幼稚園の子ども

園化を進めて行きます。 

中五保育園と落合第亓幼稚園の子ども園化

では、施設の面積などの要件により、分園方

式による子ども園としました。落合第亓幼稚園

では入園忚募者が尐なく、隔年で学級編成が

できない状況が続きましたが、子ども園化によ

って、長時間保育の児童が進級することで、

園児数が安定し、集団保育の効果的な実施

が可能になるものと考えています。 
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79  落亓・中五子ども園の短・中時間児

保育の定員が、落合第亓幼稚園の現

在の在園児童数より尐ないことに対し

ての説明と、忚募者多数の場合の入

園児童決定方法についての説明を望

む。また、入園できなかった場合には

どのような対忚をしてくれるのか説明を

望む。 

近年、落合第亓幼稚園は学級編成基準を満

たさない年が続いていました。来年度（24 年度）

の 4 歳児忚募も 4 名でした。地域性やこれまで

の公募状況から見て短中時間の希望者は尐な

いと判断して定員設定をしましたが、現在の在

園児は経過措置として全員子ども園へ進級でき

ることとします。 

平成25年度以降の入園募集で、忚募者が定

員を越えた場合は、抽選により優先順位を決定

します。抽選で落選した場合は補欠登録となり

ます。 

また、長時間保育を含めて、定員の設定が

需要と食い違う場合は定員の見直しも必要であ

ると考えます。 

80  幼保一元化子ども園化に反対。特に

中五と落 5の 2か所に分かれる子ども

園化はあまりにひどい。 

 

 おちごなかい子ども園は分園方式にはなり

ますが幼児にとっては小学校との連携・接続

を重視した保育・教育の充実が図れると考え

ています。 
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81 
9
③ 

保
育
園
・幼
稚
園
の
子
ど
も
園
へ
の
一
元
化 

17
② 

区
立
幼
稚
園
の
あ
り
方
の
見
直
し 

基本構想審議会の委員を務めたが、区立

幼稚園 10園（3園子ども園化 5園廃止）など

の具体的な合理化案の話はそのときはなか

った。また地区協議会副会長と青尐年育成

委員会副会長、そしてスクールコーディネー

ターの職にあるが、そのような提案がされて

いることを伺ったことがない。素案を見て驚

いた。参画と協働をモットーとし、地域を大切

にしようとする新宿区にしては唐突な提案で

はないだろうか。その経緯を詳細に説明する

とともに時期尚早のため再考すべきである。 

区立幼稚園の適正配置の推進については、

以前から、学級編制基準（4 歳児学級におい

て、忚募者が 12 人に満たない場合は休学級と

する）を設けて対忚をしていました。しかし、こ

の基準の運用だけでは、区立幼稚園の適正規

模を保つことが困難な状態となっているため、

今回の実行計画において「27 年度末に区立幼

稚園 10 園」という目標を設定して、適正な園数

にしていくこととしました。 

82 最近の区立幼稚園の定員割れの状況から

見れば見直しは当然と思う。専業主婦（夫）

のいる家庭の子ども以外はほとんど通園不

可能な幼稚園を存続させるのではなく、迅速

に子ども園化すべきと思う。 

 新宿区の待機児童が一人でも減るように

願っている。税金を有効に使ってほしい。 

 就学前教育のさらなる充実とともに、子ども

が生まれても安心して働き続けられる保育・教

育の環境づくりが求められています。 

 区立保育園及び幼稚園を多様なスタイルの

子ども園に一元化することにより、就学前の子

どもの保育・教育環境の充実を図るとともに、

地域の保育需要に対忚していきます。 

83 区立幼稚園を 5 園廃止し、3 園子ども園化

というのはどうか。小学校区域に一つは園を

設置してほしい、無理なら園バスを。定員充

足率が低い園には、預かり保育の毎日実施

などの魅力的要素をプラスすれば園児数は

確保できる。「個」を重視して一人ひとり奥深

く見つめ成長させてくれる新宿区立幼稚園に

感謝している。園数を減らすことはやめ、保

育園型でなく幼稚園型の子ども園、幼稚園

で質の高い幼児教育を受けることができる

新宿区であってほしい。 

 区立幼稚園では、昭和 53 年の在園児数

4,813 人をピークに 6分の 1 まで減尐を続けて

おり、園数が 18 園になった現在も、学級編制

ができずに休学級や休園となる園が出ており、

小学校区域ごとに区立幼稚園を配置すること

はできなくなっています。 

 今後は、区立保育園と幼稚園を、地域バラン

ス等を踏まえて多様なスタイルの子ども園とし

て整備していくことで、通園距離が遠くならない

よう配置するとともに、幼稚園で培った保育・教

育の内容を子ども園に活かしていきます。 

84  「区立幼稚園のあり方の見直し」「保育園・

幼稚園の子ども園への一元化」については、

自分の地区の保育園・幼稚園がどうなるの

か、また一元化した場合のメリット・デメリット

についての説明が全く伝わってこない中で、

性急な決定がなされることは非常に戸惑い

がある。特に住宅を構える際には、周辺がど

のような教育環境であるかを重要視して住ま

いを選んでいるにも関わらず、数年で大幅に

変わるようであれば子育てにも大きな影響

がある。5年・10年の計画をもっとオープンに

し、より多くの人が共に考え意見を出せるよ

うな場を作っていただきたい。 

 区立幼稚園では、昭和 53年の園数 36園、在

園児数 4,813 人をピークに減尐を続けていま

す。このため、区立幼稚園のあり方については

何度か検討し、一定数の忚募がない場合には

学級編制を行わない基準を設けて適正配置を

行ってきました。平成 16年には幼保連携・一元

化の理念を掲げ、子ども園化の検討を進めて

きたところです。検討の内容については、ホー

ムページの掲載や説明会等により広く区民の

皆様にお知らせしていきます。 

85  区立幼稚園を残してほしい。今、子どもを

区立幼稚園に通わせているが、先生は一生

懸命指導している。地域の方々に見守られ

ている実感があり、これは区立ならではだ。

区立幼稚園では、昭和 53 年の園数 36 園、

在園児数 4,813人をピークに減尐を続けていま

す。このため、区立幼稚園のあり方については

何度か検討し、一定数の忚募がない場合には
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新宿らしい幼児教育を十分に行ってほしい。 

また、子ども園になった園の保護者からは

あまり良い話を聞かない。子ども園化は、時

間をかけて慎重に行っていくべきだ。 

学級編制を行わない基準を設けて適正配置を

行ってきました。今回の計画では、定員充足率

の低い幼稚園を中心に適正規模・適正配置を

計画的に進めるものですが、対象園について

は、周辺の保育園や幼稚園の実態を踏まえ、

そのあり方について引き続き検討を進めて行

きます。 

なお、子ども園では、就学前保育・教育の指

針として定めた「新宿区子ども園保育・教育指

針」に基づく保育・教育を教育委員会の協力を

得て全園で展開しています。 

 既存の子ども園では一定の評価をいただい

ていますが、区立幼稚園で培われた保育・教

育を大切に、子どもを真ん中に保護者と地域

の人々と保育者が手を携え、子どもの幸せを

実現する子ども園を目指します。 

86 子ども園化は、今の時代しかたがないと

は思うが、幼稚園型と保育園型に分けるの

は反対である。幼稚園型には幼稚園教諭が

いるのに対し、保育園型は保育士のみという

のが問題である。小学校就業までに教育を

してほしいと思っている親が多いからであ

る。また、担任が日替わりになるのも問題で

ある。デリケートな子どももいるので、今日起

きた問題を、明日違う担任が処理するという

のはどうなのか。小学校でも 1、2 年生の頃

は、幼稚園出と保育園出の子どもで差がで

ている。例えば、朝礼、授業のとき、教育を

受けていない子ども達は、うろうろと歩きまわ

ったりしている。やはり、公立幼稚園もしくは

子ども園（幼稚園型）は存続すべきである。

保育士の先生は、0～3歳児と 3時以降に勤

務していただければ排除にならないと思う。 

 子ども園では、保護者の就労の有無にかか

わらず、0 歳から小学校就学前までの子どもに

対し、その成長と発達に忚じた保育・教育を一

体的に行うとともに、家庭と地域の子育て力の

向上を図ることを目的に、「新宿区子ども園保

育・教育指針」に基づく、小学校への連携・接

続を重視した保育・教育を展開しています。 

 4、5 歳児クラスの職員配置については、幼稚

園教諭免許、保育士資格の両方を持つ職員を

配置するとともに、一斉活動の時間は同じ担任

を配置しています。 

87  幼稚園と保育園の一元化によって今まで

の幼稚園での活動内容が大幅に変更されな

い様にしてもらいたい。幼稚園の必要性をも

っと考えてほしい。現在、区立幼稚園に在園

している子どもがいるが、子ども園へ一元化

する事で区立幼稚園の良き所が失われない

かと危惧している。 

 幼稚園と保育園で行ってきた行事を参考に子

ども園で行う行事を決めていくことになります。

幼稚園児を対象としていた観劇会や共通して

いたプラネタリウム、芋ほり遠足などは継続し

て行っています。両方の良いところを活かすよ

う進めていきます。 

88   小学校に進むステップのための素晴らしい

教育環境の幼稚園。今こそ幼稚園を全面的

に強化してもらいたいのに、何が幼稚園の

保育園化か。子ども園になった幼稚園の話

 子ども園では、保護者の就労の有無にかか

わらず、0 歳から小学校就学前までの子どもに

対し、その成長と発達に忚じた保育・教育を一

体的に行うとともに、家庭と地域の子育て力の
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 では、もめ事が絶えないらしい。保育園化す

るのではなく、3年保育にしてほしい。 

向上を図ることを目的に、「新宿区子ども園保

育・教育指針」に基づく、小学校への連携・接

続を重視した保育・教育を展開しています。 

 子ども園化は幼稚園を保育園化することでは

ありません。既存の子ども園では一定の評価

をいただいており、もめ事が絶えないという事

実はありません。 

89  子ども園では、区立幼稚園が行っている幼

児教育以上のことを行うことができるのか。

幼児教育の質が落ちることがあるなら、区立

幼稚園を選択できるように残していただきた

い。そして、様々なスタイルが選択肢にある

ことはいいが、生活圏内に多様な種類がな

いと意味がない。また、「家庭と地域の子育

て力の向上を図る」という点に関しては、区

立幼稚園のＰＴＡ活動は親力を育てる貴重な

場である。区立幼稚園は、幼児教育施設とし

てだけでなく親を育てる、つまりはひとを育て

る場となっている。ＰＴＡ活動を通して地域と

のつながりもできていく。新宿区の子ども園

が質の高い幼児教育施設となるよう、時間を

かけて議論や検証を重ね、納得のいく子ども

園化がなされることを望む。 

 子ども園では、就学前保育・教育の指針とし

て定めた「新宿区子ども園保育・教育指針」に

基づく保育・教育を教育委員会の協力を得て

全園で展開していきます。 

 区立幼稚園、保育園の子ども園化により、地

域での選択可能な園が増えます。 

 子ども園では子どもの成長と発達に忚じた保

育・教育を一体的に行うとともに、家庭と地域

の子育て力の向上を図ることも重要な機能で

す。 

90   保育園・幼稚園の子ども園への一元化に

ついて疑問を感じている。枝事業概要に「保

護者の就労の有無に関わらず 0 歳から小学

校就学前の子どもに対し」とあるが、どう考え

ても保育園ベースの考えのように感じる。保

育園希望者はあくまでも保育を希望し、幼稚

園希望者は幼稚園教育を希望している。子

ども園への一元化が進むと私立との二極化

は否めない。今年の震災で徒歩圏内に幼稚

園があることの重要さを実感した。地域に根

付いた学校や幼稚園を守ってほしい。 

 保育園では待機児童が増加する一方、区立

幼稚園では学級編制ができない園がでるな

ど、区の保育・教育ニーズに対して、その受け

皿である保育・教育施設の配置にアンバランス

な状況があります。区立保育園及び幼稚園を

多様なスタイルの子ども園に一元化することに

より、就学前の子どもの保育・教育環境の充実

を図るとともに、地域の保育需要に対忚した配

置が可能になります。 

91   幼稚園の特質として、園の教諭や職員、保

護者、地域住民などの多くの人々が一体と

なり協力し合いながら子どもたちを保育して

いくということがある。コミュニケーションが希

薄になりがちな都会において「みんなで子ど

もを育てていく」という姿勢は重要であり、必

要であると痛感している。「保育園・幼稚園の

子ども園への一元化」以外の検討を希望す

る。 

 

 新宿区子ども園の理念では、「子どもを真ん

中に保護者と地域の人々と保育者が手を携

え、子どもの幸せを実現する。」「子育ての大切

さを皆で認め合い、子どもと子育て家庭を支援

する地域をめざす。」と謳っています。保護者の

就労状況などにかかわらず、子どもたちの育ち

に一緒に関ることが大切であると考えていま

す。 

92  子ども園化すると、年尐（3 歳児）も保護者

の就労等が条件となり、仕事に就いていな

 3歳児の入園については、再編する幼稚園の

クラス編制により決定していますので、子ども
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い家庭の子どもは遠くの園を選ぶか家庭の

みの保育となる。徒歩通園では遠くの園は

不可能となる。3 歳児は一番成長の幅が広

く、この歳での団体生活は、子どもにとって

大きな成長の糧となっており、その機会が失

われることは残念に思う。同じ歳の子どもを

持つ親同士の語らいや、先生方との懇談無

くして、子育ては出来ないくらいに大切なも

のと考える。年尐に関しては各園の定員を

増やしていただきたいし、子ども園の 3 歳児

枞に関しては、就労等の条件を外していただ

くことが本来の幼保一元化ではないか。 

 

園化により新たに就労等の条件が付加される

ものではありません。 

 また、幼稚園の 3歳児については、私立幼稚

園を含めると需要を満たしている状況ですの

で、現時点で子ども園の 3歳児定員を原則とし

て増やす考えはありません。 

93 区立幼稚園を残し、しっかりとした教育の

場を子どもにあたえてほしい。 

子ども園にするのであれば、幼稚園色の

強いものになるよう検討いただきたい。 

幼稚園や保育園といった枞組みを越えた新

たな子育て支援施策の仕組みが求められてい

ます。 

 子ども園では、幼稚園教育要領及び保育所

保育指針に定める保育・教育の内容を踏まえ、

就学前保育・教育の指針として定めた「新宿区

子ども園保育・教育指針」に基づき、子どもに

対し、同じ環境の下で保育・教育を行っていき

ます。 

 

94  区立幼稚園を残してほしい。区立幼稚園

の園児数が尐なく、コスト削減を考えること

は大切だ。しかし、公立幼稚園を無くすこと

に不安がある。不安の 1つ目は、一年を通じ

て同じ担任でなくなること。2 つ目は、園の行

事の実施に際して、働いている方・いない方

の間で、一部の保護者に負担がかかる問題

があること。3 つ目は、経済的負担から、補

助金があったとしても、私立幼稚園に行かせ

られない家庭があること。4 つ目は、障害児

など、私立幼稚園では受け入れてくれない

子どもを持つ家庭があること。5 つ目は、決

まった時間に決まった場所でしか遊べなくな

ることだ。 

そもそも幼稚園は「幼児の心身の発達を

助長する」を目的とし、保育園は「日々保護

者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は

幼児を保育すること」を目的としている。目的

が違うことをひとつにすることは簡単ではな

い。十分に議論されたい。 

4、5 歳児クラスの職員配置については、幼稚

園教諭免許、保育士資格の両方を持つ職員を

配置するとともに、一斉活動の時間は同じ担任

を配置しています。 

 保護者がそれぞれのできることを理解しなが

ら、子どもを真ん中に手を携えて、子どもの幸

せを実現することが大事であると考えます。 

 区立子ども園は、保育園と幼稚園の保育料

体系を持っていますので、子ども園化によって

保育料等が大幅に変わることはありません。 

 私立幼稚園でも障害児を受け入れている園

は多くありますが、区立子ども園では、保育園

と同じ受け入れ方になります。 

 園舎や園庭、近くの公園など、各園で計画的

に保育を行います。子どもの成長に合わせた

指導計画により保育・教育を実施します。 

 平成 20年 3月には幼稚園教育要領と保育所

保育指針が改定され、保育園と幼稚園の教育

内容の差異はほとんどなくなってきています。

区立子ども園では、幼稚園教育要領に基づい

た教育課程、指導計画を作成して、保育・教育

を展開しています。 
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 区立幼稚園は親子参加型の保育を実施し

ており、とても質が高い。また隣接小学校と

の交流も盛んで、とてもいい環境だと感じて

いる。しかし、今後子ども園化が進んでいく

と、このような学習的な要素はどのようにな

ってしまうのか心配だ。 

2 年保育の区立幼稚園は定員割れを起こ

しているが、3 年保育実施の幼稚園や延長

保育を実施している保育園は待機児が発生

しているという現状がある。したがって待機

児を減らすためには、2年保育の幼稚園を工

夫して保育時間を 1 時間延長したり、3 年保

育園にしたり、給食の日を設けたりすればよ

いのではないか。 

 また子ども園化により大人数の園となった

場合、大雑把な保育に代わってしまうのでは

ないか。 

 廃止された園の学区域内の子どもへの配

慮として、送迎時の駐輪場の確保や送迎バ

スの提供など、詳細を考えたうえで計画して

欲しい。 

 子ども園では、これまで取り組んできた実績

を踏まえ、「新宿区子ども園保育・教育指針」に

基づく、小学校への連携・接続を重視した保

育・教育を全園で展開していきます。 

 幼稚園の 3 歳児については、私立幼稚園を

含めると需要を満たしている状況です。子ども

園化により、保育園入所待機児童の解消や保

護者のニーズに即した保育サービスの提供を

目指します。 

 四谷子ども園やあいじつ子ども園は 160 人を

超える園ですが、保育・教育内容が変わるもの

ではありません。また、送迎バスが必要な配置

にはならないよう検討していきます。 

96  子ども園の一元化は本当に「多様な保育

環境」なのでしょうか。一律に子ども園にする

ことに疑問を感じる。何より、小学校との連

携が大切といわれているのに、一番それが

しやすい併設園が次々になくならなくてはい

けない現状は地域で子どもを育てるというこ

とに逆行している。幼稚園は尐なくても子ど

ものための施設であり、大人の都合ではなく

子どものことを考え選べる施設をぜひ残して

ほしい。 

 子どもの発達や学びは連続しており、施設的

な条件に関わらず、幼児期の教育と小学校教

育とは円滑に接続されなければなりません。子

ども園では、「新宿区子ども園保育・教育指針」

に基づき、小学校への連携・接続を重視した保

育・教育を全園で展開していきます。 

97   子ども園には働いている保護者が多いた

め、園の行事やＰＴＡ活動が休日になり大変

だと聞く。区立幼稚園を残してほしい。 

 

幼稚園と保育園の保護者が一緒になる中

で、一緒に子ども達のために何ができるか、子

ども園という新しい仕組みを考えていく必要が

あります。既存の園では、保護者の会の代表

を長時間の保護者の方がやっていらっしゃると

ころもあります。行事等での保護者の関わりは

いろいろなやり方があると思います。「こうでな

ければならない」ということはないので、むしろ

自由に園ごとに保護者の関わりについて考え

ていけるのも、子ども園のメリットです。 

区立幼稚園では、昭和 53年の園数 36園、在

園児数 4,813 人をピークに減尐を続けていま

す。このため、区立幼稚園のあり方については

何度か検討し、一定数の忚募がない場合には

学級編制を行わない基準を設けて適正配置を
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行ってきました。平成 16年には幼保連携・一元

化の理念を掲げ、子ども園化の検討を進めて

きたところです。検討の内容については、ホー

ムページの掲載や説明会等により広く区民の

皆様にお知らせしていきます。 

98  区立幼稚園の教育の質の高さ、自宅から

徒歩で無理なく通えること、保育料などの長

所に満足している。鶴巻幼稚園を残してほし

い。 

 やむをえず子ども園になるとしても、幼児

教育の質を落とすことなく、「幼稚園型」にな

ることを切望する。 

 鶴巻幼稚園の子ども園化については、周辺

の保育園や幼稚園の実態を踏まえ、そのあり

方について引き続き検討を進めて行きます。 

  

99  鶴巻幼稚園の子ども園化と廃園に反対す

る。幼稚園に通わせたい親にとっては、子ど

も園化により幼稚園の良さが減る。鶴巻幼

稚園には、子ども園化するに十分な保育室

が無く、スペース的に無理が生じる。 鶴巻

幼稚園は、毎年、三年保育の忚募が、定員

を超えるほど多く、鶴巻幼稚園に入れたいと

いうニーズがある。 

100  鶴巻幼稚園を残し、いかしてください。現

代の需要が「乳児保育」と「延長保育」にあ

ることは承知しているが、そのことばかりが

充実されている。保育園に通わせている方

の中にも幼稚園型教育を受けさせたいとい

う方はたくさんいる。「乳児保育」と「延長保

育」のみを解決するのでなく、家庭の環境

で受けられる教育が異なる状態はあるべき

ものではないという理想の早期実現を望

む。 

鶴巻幼稚園と鶴巻小学校の連携行事など

により、小学校生活にスムーズに入ることの

できる環境がある。尐人数ならではの長所を

見逃してほしくない。 

101  鶴巻幼稚園をこのままの形で残してくださ

い。 

102  鶴巻幼稚園を含めて、27 年度までに区立

幼稚園を 5 園廃園することに反対である。地

域に根付いた公立幼稚園が地域の人々にと

って大きな存在だ。また、小学校に併設され

た幼稚園は重要だ。保護者、地域住民を含

めた議論を行うべきだ。 

区立幼稚園は、園児数がピーク時の 6 分の

1 と減尐傾向が進み、集団保育を基本とする教

育環境の維持が困難になっています。このた

め、区は、定員の充足率や地域事情を考慮し

ながら区立幼稚園の適正配置を推進している

ところです。また、区は、保護者の就労の有無

にかかわらず、0歳から小学校就学前の子ども

に対し、その成長と発達に忚じた保育・教育を

一体的に行うとともに、家庭と地域の子育て力
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 の向上を図るため、幼稚園と保育園の子ども

園への一元化を推進しています。子ども園化

する幼稚園及び廃止する幼稚園を決定する際

には、保育・教育需要や地域バランス等を十分

考慮するとともに、対象となる幼稚園について

は保護者や地域の方々に丁寧に説明し、理解

を得られるよう努めていきます。なお、鶴巻幼

稚園の子ども園化については、周辺の保育園

や幼稚園の実態を踏まえ、そのあり方につい

て引き続き検討を進めていきます。 

103 《区立幼稚園のあり方の見直しと大久保第

二保育園の私立子ども園化について》 

大久保小学校の PTA活動をしている立場

から。 

大久保小学校がわが国における多文化

共生のモデルケースとして重要な役割を果

たしていることは言うまでもないが、大久保

小の子どもの多くは大久保幼稚園と大久保

第二保育園の卒園児である。日本語が不自

由な親子も安心して学べ、また日本人の子

ども達も何の抵抗もなく彼等とつきあえるの

は、幼稚園、保育園からお互いに慣れてい

ることが有力な背景となっている。 

家庭の条件も様々なので、安価で通わせ

やすい幼稚園、またしっかりとした保育を行

う園、両方の要素を校内あるいは近い場所

で引き続き提供していただくことを、大久保

小学校の教育環境を守る観点から要望させ

ていただく。 

大久保第二保育園は園舎の老朽化と耐震

対策のため、建替えるにあたって民営の子ども

園として現在の場所に設置します。民営化にあ

たっては、今までの保育園、幼稚園、小学校が

培ってきた保育・教育内容を大事にした運営を

行うよう事業者に要請していきます。 
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「17② 区立幼稚園のあり方の見直し」については、多くのご意見をいただきました。区立幼稚園の存続や、

三年保育園の拡充、子ども園への一元化など、共通するご意見が多く含まれていましたので、まずご意見を

紹介し、続いて区の考えを 58・59ページでお示しすることとします。 

 

№ 事業名等 意見要旨 （区の考え方は 58・59ページの①～⑪をご覧ください）  
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できる限り区立幼稚園を残してほしい。 

 

 

105 区立幼稚園を無くさないでほしい。 

 

 

106 区立幼稚園の存続を希望する。無くなるのは悲しい。 

 

 

107 区立幼稚園を残してください。教育の面から先々影響が出てくる。 

 

 

108 子どもに幼稚園での教育を受けさせたいので、区立幼稚園を残してほし

い。 

 

109 区立幼稚園を存続してほしい。幼稚園の教育内容がいいと思うので。 

 

 

110 区立幼稚園を残してください。幼稚園の教育を願っている保護者はたくさ

ん居るという状況を知っていただきたい。 

 

111 区立幼稚園の5園廃止については区民、保護者、関係者に十分説明し、

意見を聞いた上で方向性を決めるべきで、第二次実行計画に盛り込むの

は時期尚早であり、計画事業から削除すること。 

 

 

112 保育園と幼稚園はそれぞれ特色が違うので、一元化ではなく、幼稚園を

そのまま残していただきたい。 

 

 

113 区立幼稚園を 5 園廃園して、その後の施設の利用方法について見えて

こないのも疑問を感じる。幼稚園には幼稚園の、保育園には保育園の良さ

があるので、子ども園化だけが保護者の望みではない。 

 

114 3 年後に区立幼稚園が 10 園となってしまうと、歩いて通える良い幼稚園

がなくなってしまう。我が子を幼稚園に通わせたい母親は交通機関を使っ

て遠方の通園を選択しなければならない。現代の真面目な若い母親は、2

人目を産むべきか躊躇するだろう。 

地域から子どもがいなくなっては、どんなに大人が“まちづくり”に励んで

も生かされない。外で働く母親が増えることは今の時代、致し方ない。母親

を支援するという区の考え方は有難いが、支援すべきは子育てに関わる資

金や治安面のことで、母親から子育てのチャンスを奪ってはいけない。 

寄り添って、きっちり躾をしなければならないのは、子どもの一生のうち

幼児期の 2～3年のことであり、その期間は母親が子育てすべき。 

幼稚園で子どもは人として大切なことを実にたくさん学び、親も一緒に育

ててくれる。思春期を迎えて子どもに問題が起きてから、改めて講座や座

談会に召集を掛けるより、たった 2～3 年間、親子で学べる幼稚園に通う方

が合理的ではないか。 
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《区立幼稚園存続のお願い（全園廃止は反対）》 

・保育園、子ども園に入ることのできない経済的、身体的な問題をかかえて

いる家庭のセーフティネットとして区立幼稚園が存在している面も勘案して

欲しい。 

・公立幼稚園を大幅縮小、あるいは全廃した区や市で、行き場のない子ど

もが出ていると聞いた。万が一、全園廃止となった場合、保育園・子ども園

は満員、私立幼稚園では受け入れられない、といったケースが想定される

のではないか。 

 

 

116 娘は毎日喜んで幼稚園に通っている。震災がいつ起こるか分からない

が、幼稚園がすぐ近くにあれば安心して預けることができる。区立幼稚園

へ通わせたいと考えている保護者はまだ大勢いるに違いない。選択肢を尐

なくすることは尐子化に拍車をかける気がする。区立幼稚園を減らすことに

反対であり、存続の策を考えてほしい。 

 

117 27 年度までに区立幼稚園の子ども園化と減尐を掲げているが、子ども

の育ちを考えると区立幼稚園こそ残し、私立幼稚園との教育理念の差を打

ち出し、良さを示していくべきと思う。親子で通園し、お弁当を食べ、降園後

は公園や家でお友達と遊ぶ。区立幼稚園では遊びの中で友達との関わり

を学び、自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちが分かる子どもになって

いく。親同士も子どもを通じて自分の子ども以外を理解することができ、お

おらかな人間関係が築かれる。区立幼稚園の現存維持を願う。 

 

118 幼稚園を 5園廃止するとのことだが新宿区の待機児童数は 22年度で 83

人と決してよくはない。今後の園児数の推移からとあるが、この考え方は園

児数を減らす考え方である。子どもの尐ない区はこれからしぼんで元気が

なくなる。子どもを預けることができれば待機児童の尐ない区への転居も

切実に考えています。新宿区がもう尐し先の姿を考えれば園を増やすこと

はあっても減らすことは無いと思う。新宿区の役人がひとつでも多くの若い

家庭を迎え入れるような考え方をしないのが残念である。 

 

119 区立幼稚園 5 園廃止と明記されていて非常に驚いている。廃止となるの

はいったいどこの園なのか、進め方に関して説明等はいつ行われるのか

不安を感じている。はっきりとした条件が書いていないので幼稚園教諭も保

護者も疑心暗鬼になっており、幼稚園生活に影響が出てくると懸念してい

る。今妊娠中の方やこれから子どもを授かる方には、廃止か、子ども園化

か、そのまま存続か、という情報は重要である。決定している事項は包み

隠さず早急に情報開示願う。 

 

 

120  なぜ区立幼稚園を 5 園も廃止するのか子ども園化するのかよく分からな

い。 

確かに待機児童の問題もあるが、区立幼稚園は障害のある子どもを受

け入れてくれ、幼稚園教諭と保護者が子どものことについて直接意見を言

い合えたり、保護者同士のコミュニケーションの場でもある。 

区立幼稚園に子どもを通わせる保護者として、いつ廃園になるのか、ど

この園なのか、子どもたちが通った幼稚園が無くなってしまうのか、もっと具

体的に知りたい。事業計画はホームページ・広報に載せてあります、で終

わりでなく、保護者の意見も聞いて話し合える場を持っていただきたい。 
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121  計画策定の基本的考え方の中に「区民の目線で区民が真に必要とする

サービスを」とあるが、それが本意であれば区立幼稚園の廃止する案につ

いては見直していただきたい。小学校併設の園では、園児が数年後に入学

する小学校に関わることができ、小学校生活をスムーズに送ることができ

る。また、小学生も園児と関わることで年尐者の世話をする機会が得られと

ても良い。廃止するのは簡単であるが、活性化させる方策を考えていただ

きたい。また、子ども園化についても従来の子ども園とどのような違いが生

ずるのかなど詳しい説明もないままに進められている。いつ、どこの園が子

ども園化されるのかを明確にするのも情報提供という真のサービスではな

いか。 

 

122 

 

区立幼稚園は必要である。ＰＴＡ主催の楽しい行事や、デイサービス訪問

など地域との交流といった区立ならではの良さがある。 

 

123 子どもが小学校入学するまでは仕事をせずに幼稚園に通わせたいと思

っている。自宅周辺の私立幼稚園は、通園が不便、教育方針の違い、補助

金があるにせよ保育料が高いことから通わせられない。すぐ隣の小学校に

兄弟がいるという安心感のもとで子育てをしたい。幼稚園教育を残してほし

い。また、27年度以降の検討も知りたい。 

 

 

124 将来的に保育園と幼稚園のすべてを子ども園化するとのことだが、それ

には反対だ。 

幼稚園・保育園ともにそれぞれの役割が明確にある。それを一元化する

ことは、保護者のニーズに即した保育サービスの提供にはならない。本当

に保護者のニーズを考えているのであれば幼稚園のままで残すべきだ。子

ども園化し保育時間が選択できるようになったとしても、幼稚園の存続を望

む。 

 

 

125  専業主婦も子どもを 3年保育に通わせたい。私立園よりも入学予定の小

学校に併設されている公立幼稚園の方が交流も深まり魅力が大きい。した

がって、幼稚園を子ども園化しないことを強く希望する。 

また、就労している母親と専業主婦の交流は難しさがある。比較的同じ

ような環境の母親が多く、雰囲気やまとまりが良いことが公立幼稚園の魅

力である。 

 

 

126  子どもに手厚くスターティングストロング（人生の始まりほど力強く）で保

障していくことは、社会への投資なのだということに大賛成。社会全体の質

が豊かになることだと思う。保護者には「育児、家事に追われ孤軍奮闘して

いる。」「社会から孤立している。」などと言われるような親はいなかった。園

生活を続ける中で、せっかく生んだわが子と幼児期だけは、しっかりと向き

合って育てたいという親がほとんどだった。そんな風に育った子どもが社会

の一員として存在することで社会は豊になると思う。1 年生の教室を覗いて

みてほしい、公立幼稚園から入学した子は落ち着き、ほとんど学校に馴染

んでいる。そしてこの前向きさは一生続くと思う。幼稚園に子ども預けてい

る母は、豊かな社会に、未来に大きな貢献をしていると思う。公立幼稚園の

存続を切にお願いする。 
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卒園後に通い慣れた幼稚園の隣にある小学校へ通うのはとても安心で

き、幼稚園に通っている時から小学校の行事に参加できたり、先生と知り

合うことができたり良い面がたくさんあった。幼稚園に 2 年間通うようになる

までの 4年間しっかりと子どもとの関係を築けることや、保護者間の友好関

係の良さも幼稚園の魅力の一つである。 

 

 

128 区立幼稚園を 5 園廃止する件について、この学区域内で子育てをする親

として、幼稚園を廃止するというのは理解できない。これは単にコストの問

題なのか。 

郊外とは違い、都心では大きな園よりも小規模の園を多く、容易に歩ける

範囲内に点在させて欲しい。それが子どもを中心に考えたやりかただと思

う。 

 

 

129 区立幼稚園 5 園廃止に驚いている。学級編成が全学年でできなくならな

い限り、区立幼稚園を残してほしい。区立幼稚園の良さは、低料金で障害

のある子どもや発達の遅い子ども、外国籍の子どもなど幅広く受け入れ、

対忚してくれるところである。もちろん、これらは子ども園でも対忚してくれる

と思う。ただ、子ども園では長・中・短時間の預かりの子どもが混在するた

め、特に短時間預かりの子どもの保護者と園の先生とのコミュニケーション

が取りづらいといった苦情が出ていると聞く。 

区立幼稚園の良いところは、一斉登園、一斉降園である。そのおかげ

で、保護者と先生方、保護者同士のコミュニケーションが取れ実に有意義

でありがたい。とかく孤独になりがちな専業主婦の居場所づくりのために

も、区立幼稚園の存在は大きい。大都会の中で、地域コミュニティが存在す

る区立幼稚園の果たす役割は大きい。 

働くお母様のため、待機児童解消のため、保育園または子ども園は必要

かもしれないが、多様な保育を目指すなら、保育園、子ども園、幼稚園の中

から保護者が選択できるようにしてほしい。 

しかし、私立の幼稚園は区立に比べると補助はあっても保育料金は高

い。また、徒歩通園がしたくて区立を選ぶ人もたくさんいる。特に先の大震

災では、近隣の幼稚園に通わせていたから良かったという声もたくさん聞

いている。安全、安心の面からもみんなが徒歩圏で通っている区立幼稚園

を残してほしい。 

また、年度末の転入者の受け皿として、4歳児以降比較的定員に余裕の

ある区立幼稚園が必要。将来的に全園子ども園となった場合、私立幼稚園

より安価な料金で給食や預かり保育がある子ども園は、人気が出ると思

う。そのときに、公立に入りたくても入れないとか、近隣の私立幼稚園も満

杯で入れないとなると、大変困る。小 1プロブレム解消のため、幼児教育の

必要性を掲げているのに、幼稚園児の待機児童が出る事態にならないか

懸念。 

また､小学校のＰＴＡ役員はだいたい幼稚園ＰＴＡ出身者だと聞く。幼稚園

ＰＴＡ出身者が小学校ＰＴＡを支えていると言っても過言ではない。幼稚園

PTＡの良さは、比較的時間のゆとりがあるため全保護者が協力的なことで

ある。また、ここで役員を経験したからこそ、小学校ＰＴＡでもスムーズに能

力を発揮できるのだと思う。区立幼稚園出身の保護者の果たす役割は、後

の小学校生活においても、大変大きい。 
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  このように、区立幼稚園の良さや、それを選ぶ保護者もたくさんいます。

「廃園」と言う計画が議論なきまま進む事態にならないようにしてほしい。 

 

130  「幼保一元化」ありきから区立幼稚園の適正配置は不当である。「一元

化」自体の本質的議論と現在ある「子ども園」の問題点、あるいは「家庭と

地域の子育て力の向上」が、いかに図られたかを十分に検証されないまま

の区立幼稚園のあり方の見直しなど賛同できない。 

 

131  公立幼稚園の全てを子ども園にするのはあまりにも急だと思う。現在、

小学校と併設するわが子が通う園では、親子とのふれあいの場を作り、子

どもだけでなく親子で体を動かしたり、物を作ったりと幼児期にしかできない

とても大切な経験に力を入れて取り組んでもらっている。核家族、共働きが

増える中、親子、祖父母との関係も希薄になりがち、ましてや都内において

遊ぶ場所も時間も機会が尐ない中このような取組みは大変ありがたい。社

会に目を向けている親には子ども園はありがたい存在だが、子どもが大き

くなった時、親子共に「子ども時代」を語れる時間を子ども園が作れるのか

疑問を感じる。 

 

132 区立幼稚園は我々の大切な税金での運営なので、適切に配置されるこ

とはとても大事。｢幼児教育」は義務教育ではないが、小・中学校等上級学

校に進んでいく、また大人になっていく過程でとても重要だと考える。 

働く母も増えているが、実際、子どもに寄り添って子育てを一番に考える

と決断した母がいることも忘れないで欲しい。そのためにも、親と子と地域

と園が一緒に活動して子育てしていく｢幼稚園」は、親も様々な行事や活動

を通して成長していく素晴らしい場所である。この素晴らしい｢幼稚園｣をぜ

ひ 1 園でも多く残して欲しい。また、保育園・子ども園・幼稚園と、様々な形

態を維持して、それぞれの家庭で選択できる環境を希望する。 

 

133 定員に満たないからといって、簡単に廃園したり、子ども園化することは

反対である。区立幼稚園では、担任やその他の先生、保護者同士のコミュ

ニケーションを密にとることができ、子どもの幼稚園での生活や、他の子ど

もの様子がわかり安心できる。また、保護者同士で子育ての悩みを話し合

い、情報を交換し合うなど、大切なコミュニケーションの場となっている。子

どもを通じて様々な人とのつながりができるのは、区立幼稚園ならではだと

思う。 

 

134  保育園や教育重視の私立幼稚園から小学校に上がってきた子には、コ

ミュニケーションに問題がある子が多いと感じている。幼稚園は社会性、特

にコミュニケーションを学ぶ場所だと思う。その点、区立幼稚園は、自由遊

びを通して友達とのコミュニケーションを学び、子どもの成長に合わせて指

導していただいているので満足している。子ども同士が遊んでいる姿を親も

見る機会が多いため、注意しやすい環境である。先生にも恵まれており、こ

のまま幼稚園を残してほしい。 

 

135  質の高い幼児教育の場として、区立幼稚園の存続を求める。担任と保護

者が、登降園時などに、日々の活動を通じての子どもの成長についてコミ

ュニケーションを行うことは重要である。また、小学校との併設されているこ

とで、小学校入学後の環境に対忚しやすいという特色がある。地域に根ざ

した教育ができるのも区立幼稚園の特色だ。 

通園可能な範囲での存続を求める。子どもが歩いて通える範囲（子ども

の足でせいぜい 30分）に区立幼稚園がある必要がある。 
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子どもの教育・心を育てる教育をどの様に考え計画するのか理解できな

い。幼稚園は親と子どもがコミュニケーションをはかり、心を育てる場だと私

は思っている。子ども園化を進め、待機児童の問題を解決する事を優先さ

せているのではないか。幼い時期、大切な親とのふれあいの場所を廃止す

ることなどもってのほかである。また、幼稚園で役員を、委員を経験された

お母さんは小学校の役員、委員を、ボランティアと積極的に活動しているの

を見る。親同士で悩みなど相談できるのも幼稚園生活の良い点である。廃

止の方向でなく、もっと幼稚園のことを考えてほしい。 

 

137 小一プロブレムの解消のためにも区立小学校に併設する区立幼稚園は

なくてはならない。運動会など多くの行事を小学校と一緒に行うことにより、

小学校に対する憧れの気持ちを持つことができる。また、ほとんどの保護

者が 3歳で入園させたいと思っているので、3歳児クラスのない園では定員

充足率が低くなる。区立幼稚園の廃止を考えるのならば、すべての区立幼

稚園に 3歳児クラスを置いてから検討してほしい。 

 

138 

 

区立幼稚園の廃止と子ども園化が進められることに、非常に不安を感じ

ている。新宿区の区立幼稚園は小学校に併設されているので、幼小の連

携が濃く、園児達は様々な刺激を受けている。小学校に入学してからも、

併設園を卒業した子ども達は、よその園から来た子ども達よりもスムーズ

に適忚できている。特に一人っ子や上に兄弟のいない子にとっては、とても

大きなメリットになる。園児の尐なさが廃園を決める基準になるとのことだ

が、尐々乱暴ではないか。親は幼稚園選びに当たって、3 年保育を望む。

近所に良い区立幼稚園があっても、2 年保育であれば待てずに私立幼稚

園に入れることも多いと思う。区立幼稚園の廃園を決める前に、まず全園

の 3年保育化を試してほしい。園児の充足率は必ず上がると思う。 

 

139 3年保育をしている幼稚園が尐なく、どこの幼稚園でも 3年保育を希望す

る場合は抽選(私立、区立にかかわらず)になっている。園を減らすのであ

れば、3年保育の園を増やして欲しい。 

 

140  区立幼稚園は低料金で障害の子等の受入れもしてくれ、また、転入者も

入りやすいなど良い点がたくさんある。降園後も園庭解放などで保護者同

士の交流も図れる。全てを子ども園化するのではなく、3 年保育の幼稚園

はある程度残して、幼稚園、保育園、子ども園の選択肢を残していただき

たい。 

区立幼稚園は私立より募集時期が遅く、抽選にもれると 3歳で入園しそこ

ねるリスクがある。また、3 年保育から 2 年保育への転園も多く、区立同士

で4歳児を奪い合っている様で滑稽である。この際、ニーズの尐ない 2年保

育の幼稚園は廃止し、保育園化するなど保育園を増やし、3 年保育の幼稚

園はこのまま残していただきたい。 

 

141  《区立幼稚園を 18園から 10園に…という計画について》 

2人の子どもを合わせて 6年間、区立幼稚園に通わせてまず思うことは、

区立幼稚園での出会いが地域のつながりに直結しているということだ。人と

人のつながりの希薄さは、現代の子育てに関する問題の原因の一つだとさ

れている。大事なつながりを育む土壌をこの時期に減らしてしまうというの

は、もったいない。 

また、新宿区の区立幼稚園は小学校と併設されているが、日頃から小学

生の姿を目にすることで、クラスが上がるにつれて、小学生への憧れや小

学生になることへの自覚が自然に身につき、その結果、小 1 プロブレムも
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尐ないのではないかと実感している。 

保護者のニーズに忚えて子ども園化を進めていることは、選択肢は多い

方がいいとは思うが、子ども園に偏りすぎていないかと思う。区立幼稚園の

園児は確かに減ってきているが、子ども園同様、区立幼稚園のよさをもっと

アピールしてもいいのではないか。 

今年度、子ども園への移行期にある落合第亓幼稚園では、今の年中児

が卒園するまで工事が続くと聞いている。また、騒音への苦情で、工事が

度々中断されている等、「事前の話と違いすぎる」「子どもが思いっきり遊べ

ない環境で卒園までを過ごさせるのはかわいそう」という保護者の声もあっ

た。 

子ども園に通う保護者の方へのアンケートが度々紹介され、多数の方が

満足していると答えてとのことだが、「親族以外で安心して子どもを預けら

れる人がいますか。」ということもぜひ聞いて欲しい。とても大事なことだと

思う。 

142 市谷幼稚園は小学校と併設されており、小学生の様子を見ることができ

る。また、交流もあり良い環境で保育していると思う。幼保一元化に関して

反対はないし、その方が兄弟姉妹などいる方にとっては子育てに関する環

境が良くなると思う。ただし、幼稚園が幼保一元化の対象とならず廃園にな

るのは反対。「幼稚園」という名を後世にも残してほしい。市谷幼稚園は地

域の方、卒園された方がいつも見守ってくださっており、保護者として安心

して送り出すことができる。この様な幼稚園をいつまでも残していただきた

い。 

 

143 《早稲田幼稚園の存続》 

・伝統ある早稲田幼稚園を今後も継承すべき 

・土の園庭があり環境が良い 

・園児がのびのびと遊んでいる 

・小学校との連携があり、小学校生活への心構えもスムーズにできる 

・3年保育が主流となっている今、2年保育の園児数は減尐の傾向にある。

早稲田幼稚園の素晴らしい教育を残すためにも 3 年保育にし存続してほし

い。 

 

 

144  今、年長の子どもが鶴巻幼稚園に入園する時、忚募多数で抽選だった。

落選していたら、私立幼稚園に入れたと思う。年尐から年長までの幼稚園

型保育を残してほしい。 

 

 

145  四谷第六幼稚園も早くて 2 年後には子ども園になると聞いたが、子ども

園化することは反対しないが 3 年保育から 2 年保育になることは抵抗があ

る。3年保育も枞組みに入れるよう検討してほしい。 

 

 

146  四谷第六幼稚園の子ども園化した場合、幼稚園で見てもらえるのは 5、6

歳児で 4歳児までは保育園と聞いた。幼稚園に今の 4歳児が入れなくなる

と働いているお母さんはよいかもしれないが、専業主婦はさらに 1年間子ど

もつきっきりで見ることになる。専業主婦をしながら子どもを見るには働い

て保育園に入れるより重労働と聞いている。子ども園にしても年尐から入

れるなら賛成だが、入れないなら絶対反対。 
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戸山幼稚園を 3 年保育にしてほしい。近隣の幼稚園は 3 年保育の希望

者が多く、定員超過で抽選になる一方、2年保育の戸山幼稚園は人気がな

く、常に閉園の危機にあるため。 

 

 

148 戸山幼稚園はアットホームで居心地良く、保護者はずっと存続することを

望んでいる。戸山幼稚園は願書受付から 3月の間までに転勤などで越して

きて入園を希望する方が多い。2年保育の幼稚園も 3年保育の幼稚園と同

様に最低定員数をなくして欲しい。または学級編成時期を 2 月末頃まで延

ばしてほしい。12人集まらないからといってクラス編成を諦めるのは本当に

もったいない。今一度皆様の温かい検討をお願いしたい。 

27 年度までに 5 園廃止という計画だが、幼稚園の中身や効率や実情や

評判などをじっくり調べていただき、悲しむ子ども達がいないように慎重な

ご判断をお願いしたい。 

 

 

149 

 

今ある幼稚園を廃止にするのはやめてほしい。新宿の区立幼稚園は小

学校と併園していて、日頃からさまざまな交流ができたり、子どもにとっても

小学生になる憧れももてたり、メリットがとても多い。 

戸山幼稚園は、環境も良く本当に素晴らしい園だが、2年保育のため、な

かなか始めに園児数が集るのが厳しい状況である。3 年保育に預けずに、

待っている母親もおり、可能ならば定員を決めずに、希望者は入園させて

ほしい。 

また、2人の子どもを子育てしながら現在 3人目を妊娠中なので、近所の

幼稚園に通えていることが、本当にありがたいし、安心して出産に望める。

幼稚園がなくなってしまうと、小学校と幼稚園がバラバラになってしまい、未

就園児を連れて、小学校と幼稚園の行事参加や、日々の生活が大変にな

るのは間違いない。 

待機幼児が多いのもわかるが、そのために幼稚園を廃止にするのはひ

どいと感じる。区立幼稚園に通わせている母親たちはみんな頑張ってい

る。そういうママ達で近所の安全も守られていると思うので、区でも子育て

の数字ではなく、現状を知って支援してほしい。 

 

150  区立幼稚園のあり方の見直しの中で、18 園中 5 園を廃止する案につい

て、大久保幼稚園を残してもらいたい。大久保幼稚園は外国籍の子どもが

多く、外国人の父兄が幼稚園行事に参加して日本の父兄と交流を持つこと

で、日本社会を知るきっかけとなっていると思う。大久保幼稚園は外国人父

兄の地域社会との交流の窓口になっていると思うので、残してもらいたい。 

 

 

151  大久保地域は場所柄、外国人の親子が多いため、日本の習慣や決まり

を知らない。大久保幼稚園で親子が親しくなって、そのまま大久保小学校

へ入学すると、知っている親子がいるので安心感があり、通学しやすい。 

学校や先生方だけでは対忚しきれないことを、日本人の親が色々とフォ

ローしている。この地域に外国人が多く住んでいる限り、大久保幼稚園と大

久保小学校は必要だ。大久保幼稚園の存続を地域としても希望する。 

 

 

152  私は大久保幼稚園、大久保小学校の卒業生。大久保の環境も大きく変

わり、生徒達も多国籍化、尐人数化しているが、母校が元気に活動してい

ることはとてもうれしく、誇らしい気さえする。 
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  日本も国際化し、特に新宿の街ではどこの国の人と逢っても驚きはしない

が、それは異文化交流とは言えない。大久保幼稚園は現に日々異文化交

流を行っている稀なケースではないか。偏見のない子どもを通じて、密度

の濃い付き合いをする幼稚園児の両親は、ごく自然にお互いを知っていく

ようだ。私立校のように限定した家庭でないところも、多くを受け入れる“新

宿”らしく思える。両親共働きが普通となった今、“子ども園”の必要性は共

感するところも多々あるが、長時間、広い年齢層のケア以外にも、幼児期

に家族ぐるみで異文化を生活の一部にする、そんな 3年間を過ごす幼稚園

も、新宿区の豊かなバリエーションとして残して欲しい。 

 

153  大久保幼稚園の存続を望む。この園の廃止は子どもたちの大きな損失と

考える。子どもたちは自分の将来を切り開く可能性を失う。大久保幼稚園

は国際化を現実の環境としている稀有な園である。他の園で行われている

国際教育とは一線を画しており、外国語が飛び交う未来の社会を偏見のな

いこの年齢で体感している。そしてそれが大久保小学校でより深まる。この

機会を失うことは、将来を生き抜く子ども達の強さの損失と考える。 

 

 

154  大久保小学校はアットホームでよい学校である。大久保小学校の児童数

を維持するためにも大久保幼稚園の存続を希望する。大久保地域に小学

校、幼稚園が存在していることは重要なことだと思う。 

 

 

155  大久保幼稚園は、遠方からでもここの良さを選んで通ってくる家庭が尐な

くない。大久保幼稚園が無くなれば、大久保小学校の児童が減り、小学校

がなくなれば風俗・飲食店エリアが広がり、治安の悪化、地域の安心が失

われてしまう。 

 

156  新宿区は、幼小連携の教育カリキュラムを何年も実施していたのに、急

に待機児童の解消等で子ども園化を推進して、区立幼稚園を縮小するの

は理解できない。大久保幼稚園・小学校の連携はとても意義があり、園児

にとっては行事や通常の生活を通して小学生から学ぶことが多くあるし、小

学生にとっては園児の面倒を見ることによって自尊心が生まれる。就学前

の幼児教育施設として、小学校併設はこのようなメリットがたくさんある。ま

た、幼稚園は親子で体験できる行事も多く、子どもの情緒育成に欠かせな

い。親同士も、同じ時間に登園・降園するので知り合いになり、小学校に入

学しても知り合いがいるという安心感がある（特に外国籍の人が多い大久

保では、保護者にとっては心強い）。 

 

157  《大久保幼稚園について》 

・とても雰囲気がよく子どもがのびのびしている。 

・小学校併設ならではの行事や小学生との交流。 

・国際色豊かで他国の文化にふれることができる。その中で日本の文化を

大切にしている。 

・親子二代で通う方も多く伝統ある。 

・次の世代に残していきたい園。 

・保護者全員が園の行事に積極的かつ協力的。 

以上のことから大久保幼稚園の存続を強く希望します。 

 

 

158  大久保小学校併設の区立幼稚園の存続を切望する。 
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・今まで幼稚園にしか入れていないので、保育園の様子が分からないため

子ども園化には不安要素が多い。 

・特に大久保幼稚園では日本語の分からない子どももたくさん入るため保

護者のコミュニケーションが大切だと思うため、保育時間が短かったり長か

ったりすると行事の進行も難しいと思う。 

・今までの小学校併設の良さを継続していけるか心配。 

・小学校 1年生を見ていると保育園からの子と幼稚園からの子の違いがは

っきりしているので馴染めるか不安。 

・今まで幼稚園に通わせることに不安はまったく感じていなかったので、あ

えて子ども園化してほしくないし、3 年保育の幼稚園にとても重要性を感じ

ているので大久保幼稚園は是非とも残してほしい。 

 

160 区立幼稚園を 5 園廃止予定ということだが、保護者として残念である。余

丁町幼稚園は、尐人数ならではのアットホームな保育内容に加え、小学校

と連動しての行事がたくさんあり、とても魅力的である。尐人数だから、2 年

保育だからということで廃園となる可能性が出るのは残念である。保護者

の立場からすると、将来を不安に思うと PTA 活動にも意欲がわかないし、

他園の PTA との連携も取りにくくなる恐れがある（残る園、残らない園の不

平等）。保護者の意識を統一してからの実行を切に願う。 

 

161  余丁町幼稚園は在園児が多くはないが、むしろ尐人数の方が園児どうし

の交流や先生方との触れ合いも多く、毎日楽しく過ごせている。また、立地

も良く、周辺に社宅もたくさんあるため、4 月の入園時には定員よりも尐なく

ても、夏休み明けや 2学期後半等は園児の数が増える可能性がある。 

働きたい母親の数も増え、早く集団生活させたいと考える母親も増えるの

で、「子ども園」の充実はすばらしいことだとは思うが、「余丁町幼稚園」は

今のままの姿で、これからも魅力的な幼稚園として残してほしい。 

 

162 区立幼稚園を 5 園廃止するということでとてもさみしく思う。余丁町小学

校は地域でも人気の学校であり、余丁町幼稚園と良い関わりを持ちながら

やってきた学校なので、余丁町幼稚園はこのまま残す方向で考えていただ

きたい。 

 

 

163 余丁町幼稚園の存続を希望する。 

 

 

164 区立小学校に併設されている区立幼稚園は、兄弟関係で同じ場所の小

学校・幼稚園に通うので本当にありがたい。他区では区立幼稚園が尐な

く、幼尐の頃からの学費が負担になる。子ども園に移行した方が合理的か

もしれないが、余丁町幼稚園のように年中・年長しかない園が廃園の対象

になるのは反対。 

 

165  余丁町幼稚園は、固定施設としてプールがあり魅力的であり、小学校と

の交流も盛んで劇や朗読の発表や、図書館を利用する機会を設けている。

2 年保育であるが、入園する 3 分の 1 は他の幼稚園からの転園であり、需

要の高さの表れである。余丁町幼稚園の存続を強く希望する。 

 

166  余丁町幼稚園は小学校と同じ敶地にあるため、人工芝の校庭ときれいな

体育館で思い切り体を動かせる。小学生との交流もできてあこがれや目標

が芽生える。先生の親しみやすさも群を抜いている。また、食育活動も盛ん

で、カレーパーティーや豚汁パーティーを子どもたちは楽しみにしている。 
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  幼稚園教諭、保護者、園児が一致団結していて余丁町幼稚園はすばらし

い園である。住宅地の真ん中にあり便利で雰囲気が良い。2 年保育ならで

はの余丁町幼稚園の伝統を守りたい。 

 

167  余丁町幼稚園は隣接している小学校との交流があり、親子共に心強く、

安心、感謝している。やがて入学する小学校という場を知ることはとても良

い環境である。余丁町幼稚園はあたたかく丁寧な保育指導をしており、園

庭では季節の野菜や草花などが育てられ、すばらしい環境である。ぜひ余

丁町幼稚園という恵まれた場を今後も残し、皆さんに良い経験をしていた

だきたい。 

 

168  乳児がいる家庭では幼稚園の送り迎えが母親のコミュニケーションの場

であり、小学校と併設されていて様子をうかがうことができた。特に余丁町

幼稚園のまわりは社宅が多く、転勤が多い家庭には情報を得る絶好の場

であった。余丁町幼稚園の廃止はしないでほしい。 

 

169  余丁町幼稚園は 45 年もの間、若松地区、河田町地区の住民から愛さ

れ、地域にとって無くてはならない存在である。小学校と併設されているか

らこちらに引っ越してきたという話をよく聞く。幼稚園は保育園と違って母や

父たちの友好関係が深まる場所で、信頼関係はその後の小学校でのＰＴＡ

活動でも重要であると実感している。近隣の社宅から通う方々は余丁町幼

稚園が無くなることを夢にも思っていない。絶対に余丁町幼稚園を残してほ

しい。 

 

170  子どもが余丁町幼稚園に通っていた。入園当初は友達に馴染むことが

できなかったが、園の温かい心遣いのお蔭で子どもたちの心の氷も溶け、

今となっては楽しかったことだけが鮮明に思い出される。子どもたちを強く

し、私を母親にしてくれたといっても過言ではない。余丁町幼稚園の存続を

切に希望する。 

 

171  道路拡幅などにより公園広場が尐なくなっていく地元住民にとって、余丁

町幼稚園は憩いの場所となっている。歴史ある余丁町幼稚園の存続を望

む。 

 

172  小学校併設幼稚園の効果として、入学前に小学校の在校生と交流する

ことが園児の不安の解消につながると思うがそれをどう考えるか。余丁町

幼稚園の存続を望む。 

 

173  余丁町幼稚園はプールもあり子どもたちの大きな楽しみになっている。

また、地域からも様々な協力を得て落ち着いた雰囲気のある幼稚園であ

る。余丁町幼稚園の存続を望む。 

 

174  在園中に築いた友人及び保護者間の関係性が小学校入学後に継続す

ることは非常に良いことである。それが実現できている余丁町幼稚園の継

続を望む。 

 

175  小学校併設園及び 2年保育ならではの良さがある余丁町幼稚園の存続

を望む。 

 

 

176  保育園と幼稚園の子ども園化が進んでいるが、全てを一元化する必要

はないと思う。小学校との交流も盛んな余丁町幼稚園の存続を望む。 

 

 

177  余丁町幼稚園を卒園し、余丁町小学校へ入学した子どもたちの思い出

の場である余丁町幼稚園をなくさないでほしい。 
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余丁町保育園は先日 45 周年のお祝いをしたばかりなのに、このような

計画を聞き、ただ、ただ驚いている。余丁町幼稚園が無くなってしまうことは

残念である。幼稚園は子どもたちが手をつないで歩ける距離にあるのが望

ましく、遠くまで通園させるのはかわいそうである。余丁町幼稚園の存続を

望む。 

 

179 区立幼稚園の存続を希望する。特に余丁町幼稚園は地域に根差した園

であり廃止には反対である。 

 

 

180 幼児のころから地域に溶け込んでもらいたいので余丁町幼稚園の存続

を望む 

 

 

181 余丁町幼稚園・小学校はかつて道路予定地に建っていたため存続の危

機に立たされたことがあったが、現在の場所に移転し、幼稚園・小学校の

伝統を守れたことは余丁町の地域全体が誇りに思っている。時代の流れ

や子どもの減尐により、これまでの姿をそのまま維持することは難しく、親

たちのニーズも変わり多様化していることは分るが、伝統ある型を残した幼

稚園を存続することも多様化の一つだと思う。以上のことを踏まえ、余丁町

幼稚園の存続をお願いする。 

 

182  子ども園の一元化はニーズの面からも必要なことと思うが、すべての幼

稚園を廃園にすることは反対、余丁町幼稚園は残してほしい。区立幼稚園

の良さをもう一度踏まえて考えてほしい。 

 

 

183  余丁町幼稚園をなくさないでほしい。小学校に併設されていて常に小学

校の行事に参加しているため園児はスムーズに小学校に慣れることができ

るため、席に座っていられないようないわゆる 1年生問題がない。 

 

 

184  区立幼稚園の見直しについてだが、これ以上地域から幼稚園がなくなら

ないよう余丁町幼稚園の存続をお願いしたい。 

 

 

185 区立幼稚園は小学校と併設という素晴らしい特徴がある。その中でも余

丁町幼稚園は地域と密接で親・子・孫まで卒業生という横でなく縦にもその

関係があり、地元への愛着が深まるのに欠かせない施設で、ぜひ存続を

お願いしたい。 

 

186 二人の娘が余丁町幼稚園・小学校に通ったが、小学校に併設される幼

稚園は大変ありがたく感じている。地域ともつながりが深く、とても温かい恵

まれた環境の余丁町幼稚園をぜひ存続させてほしい。 

 

187 余丁町幼稚園をなくさないでほしい。こちらの地域は子どもが多く。まだ

小さい子がいる方も大勢いる。保育園は保育料が高く幼稚園に通っている

方もたくさんいる。尐子化で大変だとは思うが住みよい地域なので幼稚園

を存続してほしい。 

 

188  現在の余丁町幼稚が将来子ども園になったとしても、環境などの観点か

ら今の場所がよい。 

 

 

189  子ども園や区立幼稚園など選択肢はあってよいと思うが、この地域の幼

稚園がなくなってしまうと困る人がたくさんいる。余丁町幼稚園は残してほ

しい。 
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190  余丁町幼稚園の存続を希望する。幼い子どもたちにとって地域に人に見

守られながらの近距離通園が望ましい。歴史ある余丁町幼稚園が末長く続

くことを願う。 

 

191  余丁町幼稚園のような教育がしっかりしていて、本当に愛情をもって温

かく接してくださる幼稚園を失うことは日本の損失だと思う。 

 

 

192  地域にあるからこそ、密なＰＴＡ活動との連携で保育園や子ども園にはな

い、たくさんの行事の中で子どもの忍耐力、達成力人として生きていくうえ

で大切な様々な「力」を学べる素晴らしい幼稚園である余丁町幼稚園をなく

すのはやめてほしい。 

 

193  若松、河田地区の近隣から幼稚園をなくさないでほしい。小学校に併設

されており利便性が高く、保護者の目が行き届く、安心して生活できる環境

がなくなるのは困る。余丁町幼稚園を存続してほしい。 

 

194  若松地区は東戸山幼稚園が子ども園となり、地域に残る余丁町幼稚園

は貴重な園となる。余丁町小学校の付属園として、小学校生活へのスムー

ズな移行、幼稚園ならではの教育などなくてはならない。また、地域活動に

おいて、次世代のリーダーとしてＰＴＡ活動経験者は地域住民から期待され

ている。 

 

195  余丁町幼稚園は四季おりおりの草花や自然に触れることができのびの

びと園生活が出来る幼稚園である。幼稚園数は数が決まっていてそれに

向けて事業が進むものではなく、地域の人がいかに必要としている園なの

かを考え検討してほしい。大勢の地域の人たちが余丁町幼稚園の存続を

願っている。 

 

196  余丁町幼稚園の存続（子ども園化）を望む。本幼稚園は小学校との併設

園であること、また、周辺の環境、教育環境とも整っており、それ故、天神

小、富久小の通学区域からも多数通っている。保護者からの信頼も厚いこ

の園を廃園にするのは非常にもったいない。地域密着型の教育を充実させ

るためにも存続を望む。 

 

197  近隣の区立幼稚園がすでに富久と天神がなくなり、花園、大久保、早稲

田に行くには遠いという所に住んでいる。余丁町幼稚園は、単純に地図上

で見ただけでも必要。2年保育であるにもかかわらず、毎年クラスが成立す

るだけの人数が確実に集まる。小学校生活にスムーズに入れるということ

もあって地域の方々から非常に支持されている。余丁町幼稚園は、廃園に

してはならない伝統あるすばらしい幼稚園であり、ますます発展していくこ

とを願っている。 

 

198  余丁町幼稚園を是非存続園にしていただきたい。働く女性が増え、保育

園・子ども園の重要性は増すが、就業していない母親にとって幼稚園は大

切な教育機関である。また幼稚園は子どもにとって重要な教育機関である

と同時に、親にとっても学ぶことの多い貴重な場所である。 

毎日の園生活、保護者会などでの先生からの話ばかりでなく、毎日の送

り迎えを通じ、またＰＴＡ活動をする中で、親も共に育つ。毎日顔を合わせる

からこそ大切な人間関係も生まれ、そこから地域のつながりも深くなったと

感じている。 

幼稚園時代の良い人間関係が核になり、小学校での友達関係、親同士

の繋がりもスムーズに広がったように思える。せっかく今有る、幼小一体の

教育機関が今後も存続することを切に祈る。 
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区立幼稚園の存続を希望する。子どもは区立幼稚園（余丁町）を修了し

たが、通えて本当に良かったと感じる。子ども園のニーズもあるだろうが、

就学前に併設する小学校のお兄さんお姉さんを見て遊んで学んだせい

か、落ち着いて学んでいる子どもが多いと思う。先日幼稚園の 45周年を祝

ったばかりなのに、廃園の危機もあると聞いて親子で胸を痛めている。 

 

 

200 余丁町幼稚園では保護者と先生方が信頼しあって良い関係を築いてい

るので、子どもたちも伸び伸びと毎日を過ごしている。幼稚園生活の中では

小学校と連携して、運動会や給食体験などいろいろな行事に参加できるの

で、小学校に入学する時も不安もなく、すんなりと小学校生活を過ごすこと

ができるように思う。どうか長い歴史のある余丁町幼稚園を廃園させない

でいただきたい。 

 

 

201  我が家にとって思い出深い、余丁町幼稚園が閉園の危機にあると聞い

た。今年幼稚園 45周年、小学校 110 周年とお祝いを先月行い伝統ある学

校、幼稚園を誇りに思っている。先生方もすてきな方ばかりで、初めての集

団生活でも子ども達は自然に馴染み、休むことなく親子で毎日通った。そ

の余丁町幼稚園が無くなるなんて悲しい。是非ともこの伝統ある余丁町幼

稚園を残してほしい。余丁町に共に学び、成長してきた幼稚園すてきな幼

稚園である。 

 

 

202  子どもを通わせていた余丁町幼稚園が区の事業計画の中で、閉鎖の枞

に入っていると聞いた。第2子、第3子も余丁町幼稚園に入園させる予定な

ので、大変ショックを受けている。余丁町幼稚園の保護者は交友関係も良

好で、積極的に行事に参加している。季節ごとの行事も多く、子どもも保護

者も活気のある幼稚園である。第 2子、第 3子も余丁町幼稚園に入れるの

を楽しみにしており、どうか、廃園させないで欲しい。 

 

 

203  子どもが余丁町幼稚園を卒園した保護者の立場から。小学校併設園と

いう魅力は、入学前に児童との交流や行事への参加、または給食試食会

などを通して学校生活を体験出来るというところにある。小1プロブレムとい

う問題も話題になる中、在園中に学校生活を実体験出来たことは、非常に

貴重だった。入学後も通い慣れた道を通学路として使用出来、自宅から近

いという利便性という面でも併設園は無くすべきでは無いと思う。 

最近は 3 年保育が主流の傾向であり、多額の予算を投じてまで幼保一

元化を推進するよりも、区立幼稚園の 3年保育化を進める方が良いのでは

ないか。余丁町幼稚園が 3 年保育なら良かったのに…という話は、これま

でも良く聞いてきた。そして何より、卒園した幼稚園が無くなるというのは、

親子共々寂しく思う。 

 

 

204  余丁町幼稚園の廃園に反対。 

子どもが卒園した幼稚園がなくなってしまうのはとても寂しい。尐人数だ

が、尐人数ならではの温かさ、先生方とのコミュニケーションも沢山とれ、安

心して子どもを預けられる。子ども園も沢山の利点があると思うが、保護者

同士のコミュニケーションを取るのは難しいので、親同士の関係が子どもに

とって大切な時期だけに廃園に反対する。 
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205 余丁町幼稚園での共同生活を通じての子どもが得られる成長は、はかり

知れないものがあった。これから余丁町幼稚園に入園したい方のために

も、余丁町幼稚園の存続を臨む。よって子ども園化には反対する。 

 

 

206 現在、新宿区では、子ども園開設が進められている。待機児も多いた

め、保育園も兼ね備えた子ども園の開設は大変ありがたいものと思う。し

かしながら、余丁町幼稚園は今年45周年を迎え、毎年、丁寧にご指導いた

だいた園児達が余丁町小学校に入学し、併設幼稚園ということで、園児達

も児童と交流を持ち、お互いが良い刺激となっている。また、幼稚園で役員

をなさった保護者の方々は、活発に小学校でも活躍いただいている。何と

ぞ、余丁町幼稚園の存続をお願いしたい。 

 

 

207  伝統のある素晴しい余丁町幼稚園をなくさないでほしい。 

① 都会ならではの近場で通いやすい幼稚園の必要性 

若松町・余丁町・河田町は、大変交通量も多く、歩道も狭く、通園時間は

統計局員や女子医大へ通う大人達で込み合う、そんな中に 3 つの町の真

中あたりに位置する。通園するのは園児だけでなく、下のお子様を連れな

がらの通園もある。離れた場所への通園となると、大変負担が大きい。物

価の高い都会に住む者にとっての利点でもある近場の公立幼稚園を、廃

園にしないでほしい。 

② 併設園の良さ 

併設園だからこの幼稚園に来た、と言う保護者の声をよく聞く。私もその 1

人である。ゆくゆくは入学する小学校のお兄さんお姉さんが、傍にいて見本

を見せてくれる。卒園後も、一年生の先生方と情報交換してくださり、大変

感謝している。また、毎日送迎する保護者も、小学生と顔見知りになる。小

学校の保護者とも知り合いになれる。狭い学区内で会うことも良くあるが、

大人たちは子ども達の顔を知っているので、声をかけたり見守ることが出

来て、防犯にも繋がり安心できる町だと思う。卒園後もこの土地に残り余丁

町小学校へ進学させたい。 

③ 幼稚園の良さ 

保育園と違い保育時間は短いので、保護者全員の交流も増える。働いて

いる方でも送りはママ、お迎えはお爺ちゃんお婆ちゃん、叔母さんと、家族

が協力してくれ、家族ぐるみで知り合いになれる。親や家族が必要な年頃

の園児達は、家族に守られ、家族が協力し合う姿を、嬉しく思っているはず

だ。そして、ママが毎日作るお弁当の喜び。保護者参加型の催し物。日々

家事に追われる忙しいママ達も、子どもの為と頑張って時間を割いて参加

してくれる。また、参加することで、子ども達はとても楽しみにしてくれ、保護

者間の友好も深まる。子ども達だけではなく、保護者にとっても楽しい幼稚

園生活となっている。それは小学校に入ってからもPTA活動や授業の一環

でのボランティア活動への積極的な参加などに続いてゆく。このような参加

してくれる保護者は、伝統ある小学校・幼稚園に必要だと思う。 

④ 偏見ではないが 

娘が小学校に入学して、学校公開やボランティア活動で、生徒達の様子

を見る場面が時折あるが、往々にして保育園から来た子は、男女共に活発
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で自己主張も出来て良いところもある。しかし、親が仕事をしている為、

PTA 活動にほとんど参加されない寂しさからか、他所の子に手を上げ暴力

や言葉による暴力に走る様子を見た。共働きの家庭は珍しくないとは思う

が、そうではない家庭もある。共働きでも家族の協力を得ることが出来る家

庭もある。それを、複雑なシステムの子ども園ばかりせず、親や近隣の大

人達が見守っていける、伝統ある併設の余丁町幼稚園の歴史を絶たない

でほしい。 

下校時間にかかる「下校時間になりました。生徒達の見守りを宜しくお願

いいたします。」生徒の声の放送。これは、近場の町に住む大人達へ発し

ている子ども達のお願いの声である。幼小併設だからこそ、近場であるか

らこそ、そこに住む大人達はみな顔見知り。安心して通学通園、生活できる

町づくりにもなっている。是非、廃園を取り下げていただきたい。子育て環

境、支援を大事に考えるのであれば、余丁町幼稚園をゼロにしないでほし

い。 

208  余丁町幼稚園は小学校との併設園であり、園児達は小学生達との深い

交流により、目上の者に対するあこがれや尊敬の気持ちを育て、また、小

学生達は園児がいることにより、か弱いもの、幼い者に対するいたわりや

いつくしみの心を育てている。また、余丁町幼稚園は先生方の教育理念が

非常に優れており、日本のお茶やお花など伝統文化を大事にする園風で

もある。このような類まれな優れた特性を持つ幼稚園をなくす方向にあると

は「改悪計画」といわざるを得ない。なくしてしまうのは一瞬で簡単ですが、

なくしてから大切さに気づき後悔しても元には戻らない。私たちのそして子

どもたちの愛する余丁町幼稚園を廃園。統合することのないよう英断をお

願いする。 

 

209 余丁町幼稚園を廃園し、子ども園に移行することに反対。現在、余丁町

小学校に併設の幼稚園があることの便利さは何ものにもかえがたい。待機

児童を減らすのであれば単に保育園を増設すればよく、何故幼稚園と保育

園を一元化するのか意味がわからない。 

 

 

210 余丁町幼稚園のこの地域は国立医療センター、女子医大、ブリジストン

社宅、日銀社宅などあり幼稚園は必須である。特に病院の関係では小学

校に通じる余丁町幼稚園が 3 年保育は大変うれしいと聞いている。この地

域ならではの特性を生かした子ども園が出来ると確信している。ぜひ多尐

の予算をかけても余丁町幼稚園を存続してほしい。ぜひ、このまま余丁町

幼稚園をこれからの計画によって消さないように新しい計画に入れ、新しい

余丁町子ども園という形で地域活性化を進めてほしい。 

 

 

211  区立幼稚園 5 園廃止に大変驚き心配している。園にはそれぞれ地域に

親しまれた歴史と環境があり、ここがなくなったからはいこちら、という様に

簡単に考えられないものと思う。子ども園化についても、子どもたちの生活

リズムが違うので無理があるし、保育園の付け足しのような扱いになってい

ると聞く。保育園の不足を解消するのに手立ては必要でしょうが、そのため

に幼稚園の子どもが犠牲を払うのは別問題と思う。親と行政の都合でなく、

子どもたちひとりひとりの目線に立っていただきたい。どうか余丁町幼稚園

の存続をお願いする。 
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212  新宿区の子育て施策は区立幼稚園の多さから見ても充実していると考

えていたのだが、この度の実行計画で区立幼稚園の削減が残念である。

幼稚園は保育園にはない教育があり、特に余丁町幼稚園は地域とのつな

がりや併設小学校との交流も多く、子どもたちも安心して小学生になること

ができる。その意味で幼尐一貫教育の今後に期待する。 

待機児解消施策として子ども園が急増しているが、それが子どもたちに

とって良い教育環境になっているのかという点を評価するべきである。区の

財政が厳しいのであれば保育費の見直しや 3 年保育実施園の増加を行

い、園児を集めるための教育環境を行うことを願う。 

 

213  子ども園化の新しい改革が進められて行くことに不安を感じる。幼稚園と

保育園は根本的にその目的が違い、幼児教育のあり方を重要視してほし

い。歴史あるすばらしい、余丁町保育園を存続してほしい。 
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① 区立幼稚園のあり方の見直し及び子ども園化推進の考え方 

区立幼稚園は、園児数がピーク時の 6 分の 1 と減尐傾向が進み、集団保育を基本とする教育

環境の維持が困難になっています。このため、区は、定員の充足率や地域事情を考慮しながら区

立幼稚園の適正配置を推進しているところです。 

また、区は、保護者の就労の有無にかかわらず、0 歳から小学校就学前の子どもに対し、その

成長と発達に忚じた保育・教育を一体的に行うとともに、家庭と地域の子育て力の向上を図るた

め、幼稚園と保育園の子ども園への一元化を推進しています。 

子ども園化する幼稚園及び廃止する幼稚園を決定する際には、保育・教育需要や地域バラン

ス等を十分考慮するとともに、対象となる幼稚園については保護者や地域の方々に丁寧に説明

し、理解を得られるよう努めていきます。 

 

② 区立幼稚園における 3歳児保育について 

3 年保育を実施している区立幼稚園については、各地域のバランスを考慮し配置しています。

区の内外の私立幼稚園を含めると需要を満たしている状況のため、現時点で拡大する予定はあ

りません。 

 

③ 子ども園での保護者と先生、保護者同士のつながりについて 

子ども園では、短・中時間保育の子どもは決まった時間に帰りますので、必要なことは保護者

に一緒に伝えます。また、個別に連絡が必要な場合は、園長や副園長、主任が忚対しています。 

保護者同士のつながりについては、既存の子ども園では、自主的に立ち上げた保護者の会な

どを通じてコミュニケーションが図られているものと考えています。 

 

④ 子ども園での幼小連携教育及び教育の質の確保について 

子どもの発達や学びは連続しており、就学前教育と小学校教育との円滑な接続を図っていく必

要があります。子ども園でも小学校との交流や子どもの体験入学等の機会を設けるなど連携事業

を計画的に取り入れるとともに、小学校と就学前施設との合同会議を通じて保育者と教諭がとも

に学び合い相互理解を深めることにより、小学校教育へとつなげていきます。 

また、子ども園では、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に定める保育・教育の内容を踏ま

え、就学前保育・教育の指針として定めた「新宿区子ども園保育・教育指針」に基づく保育・教育を

全園で展開していきます。4、5 歳児の職員配置については幼稚園教諭免許、保育士資格の両方

を持つ職員を、さらに一斉活動の時間についても同じ担任となるよう配置し、教育委員会の協力

を得ながら、保育・教育の質の確保を図ります。 

 

⑤ 幼稚園の廃園及び子ども園化した場合の就学前教育施設の状況について 

第二次実行計画では、平成 27年度までに、区立幼稚園を 10園にする計画とともに、区立保育

園・幼稚園の子ども園化、民営子ども園の開設により、25園の子ども園を設置する計画です。 

これにより、区立幼稚園と子ども園の幼稚園的機能（短・中時間保育）を利用することで、地域

での選択可能な園が増え、通園距離も改善できるものと考えています。 

 

⑥ 子ども園化した場合の保育料について 

区立幼稚園の保育料と区立子ども園の短時間保育料は、子ども園での保育時間が長い分高く

なります。私立子ども園は現在区内にはありませんが、私立幼稚園とほぼ同じとなり、また保護者

負担軽減補助金を受けることができます。 

なお、長時間保育の場合は、保育園保育料の体系とほぼ同じになります。 
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⑦ 幼稚園、保育園で実施する行事等の子ども園での取り組みについて 

幼稚園と保育園で行ってきた行事を参考に、子ども園で行う行事を決めています。幼稚園児を

対象としていた観劇会やプラネタリウム、芋ほり遠足などは継続して行っています。両方の良いと

ころを活かすよう進めていきます。 

幼稚園、保育園が行っていた地域特性を活かした取り組みについては、子ども園化した場合に

ついても、可能な限り取り入れるようにしていきます。 

 

⑧ 地域との連携について 

新宿区子ども園の理念である「子どもを真ん中に保護者と地域の人々と保育者が手を携え、子

どもの幸せを実現する」「子育ての大切さを皆で認め合い、子どもと子育て家庭を支援する地域を

めざす」を実現するため、保護者だけでなく、地域の方々も子どもに目を向けてもらえるような子ど

も園にしていきます。 

 

⑨ 幼稚園廃止・子ども園化の計画の説明について 

幼稚園の廃止や子ども園化にあたっては、具体的な方針や計画が決まった段階で速やかに、

対象となる保育園及び幼稚園を利用する保護者、地域の方への説明を行っていきます。区民の

方々へは、区広報やホームページにより広く周知していきます。 

 

⑩ 配慮が必要な子ども等の子ども園への受入れについて 

区立の子ども園では、配慮が必要な子どもに対して職員を学級に配置します。また、外国籍の

子どもについては、日本語に慣れるまでの間、学級に通訳を配置します。 

 

⑪ 27年度以降の検討について 

27年度以降については、園児数の推移等により今後検討していきます。 
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《小学校入学前の教育について》 

最近、小学校入学以後も、授業中に

教室内を勝手に立ち歩き、先生の言葉

を聞くこともできず、授業に参加できな

い子どもがいると聞く。（イ）先生の言葉

をきちんと聞く（ロ）もし自分の意見発表

が必要なら改めて発言する（ハ）クラスと

いうひとつの集団の中でまとまった時間

を過ごす。このような集団教育が自然に

身につくように入学前の 2 年間くらいの

中でゆっくりと進めてほしい。 

尐子化や核家族化等により、家庭の教育力

の低下が進み、「しつけ」や「耐性」が十分に身

に付かないままに就園・就学する事例が見ら

れます。また、就学前施設と小学校とでは、子

どもの生活や教育の内容・方法が異なってい

るために、これらに対忚できない子どもも見ら

れます。区では、就学前教育の充実を図るた

め、今後、連携・接続カリキュラムづくりなどに

取り組みます。このことにより、就学前施設で

の教育と小学校入学時の教育が連続性を持っ

て行われ、集団教育への適忚が円滑にできる

ようになるものと考えます。 

215 

 

保育園と幼稚園の教育目的にはかな

りの違いが感じられる。 

今後保育の先生の教育と質の向上を

してほしい。ただ預かるだけではなく、志

高く保育をしてほしい。 

区役所の中で働く職員には幼稚園や

保育園の改善しなければいけないとこ

ろは見えにくいと思うので、現場の意見

をどんどん聞いてほしい。 

平成 20 年の幼稚園教育要領と保育所保育

指針の改訂等により、両者の保育・教育内容

の差異はほとんどなくなっています。 

区では、平成 23年 4月 1日に「新宿区子ども

園保育・教育指針」を策定しました。 

今後、保育園を子ども園化した場合は、この

「新宿区子ども園保育・教育指針」に基づき、

保育・教育を行っていきます。 

216 

 

《保育園・児童館・学童クラブなど子ども

の育ちに関連するもの》 

「保護者が選択できる多様な保育環

境」など、それぞれの事業のあり方がそ

の保護を必要としている真の対象であ

る『子ども』ではなく、あくまでも保護者に

目を向け計画されていることを懸念す

る。 

学校教育（特に区立中学校）において

は、本来あるべき教育とかけ離れ「管

理」することに終始し、教育と錯覚してい

る教員が多くみられる。 

また、保育園・幼稚園・小学校・中学

校とみていくと、共通して言えることがあ

る。1 人の子どもに対して、その施設を

利用しているその時期のみを、上手くや

り過ごすことに意識が行き過ぎているこ

とだ。保育園・幼稚園の子どもが、やが

て小学校へ上がり、そして中学生、高校

生となり、将来社会へはばたく未来人で

ある、その未来人を育てるために『今、

何が必要なのか』という視点が欠落して

いることは、大きな弊害だと感じる。 

尐子化や核家族化等により、家庭の教育力

の低下が進み、「しつけ」や「耐性」が十分に身

に付かないままに就園・就学する事例が見ら

れます。また、就学前施設と小学校とでは、子

どもの生活や教育の内容・方法が異なってい

るために、これらに対忚できない子どもも見ら

れます。 

区では、就学前教育の充実を図るため、今

後、連携・接続カリキュラムづくりなどに取り組

みます。このことにより、就学前施設での教育

と小学校入学時の教育が連続性を持って行わ

れ、集団教育への適忚が円滑にできるように

なるものと考えます。 

また、保育園の子ども園化を推進しています

が、今後、保育園を子ども園化した場合は、平

成 23 年 4 月 1 日に策定した「新宿区子ども園

保育・教育指針」に基づき、保育・教育を行って

いきます。保育園の民営化、学童クラブ及び児

童館の業務委託や指定管理者制度は、民間

のノウハウを生かし、民間だからこそできる多

様な保育サービスを実施していると考えていま

す。 
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昨今の小学 1 年生問題は、"幼児期

の育ち＝保育園・幼稚園・家庭"に原因

があることは明白である。話している人

の目を見て話を聞くことの出来ない子ど

もが増えているのは、家庭だけの責任

ではなく、社会全体の問題である。 

個々の要求に多様なサービスを用意

しているだけでは、これらの問題は解決

できない。区民が自主性をもって自立し

て生活することが、本来の行政事業の

最終的な目標でなければならず、その

ためには、目先のサービス提供よりも

『保育の質』『教育の質』が何よりも重要

となる。 

保育園の民営化、学童クラブ及び児

童館の業務委託や指定管理者制度な

どが進められてきたこの 10 年あまりを

振り返り、何が進歩し、退化したものは

何なのかをきちんと検証し、公表してい

く必要があるのではないか。 

また、縦割りの弊害も否めない。 

諸々、多角的な視点からの更なる検

討を望む。 
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民営化されれば、これまで保護者の

負担となっていた自主延長学童の運営

が解消されるという利点がある一方

で、民営化の具体的な運営のビジョン

が見えない不安がある。今の学童と同

等以上の質を確保できるなら民営化に

賛成する。 

学童クラブの児童指導業務委託化について

は、時間延長のご要望にお忚えし、限られた

財源と人員で充実したサービスを提供していく

ためのものです。 

 その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

 また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

 

218  子どものことを、きちんと見てくれるの

であれば、区でも民営化でも構わな

い。 

219  子どもへの対忚がきちんとされるな

ら、どちらでも良い。 

220   民営化は、区の職員で行うより、コス

トが安く、安全安心で、子どものために

も良いというのであれば良いと思う。民

営化の方が就職率等を考えると、今の

世の中に合っている。公務員だから大

丈夫、民営化だから心配というのでな

く、実際に働く人や運営する法人・管理

者がしっかりしている方を選びたい。 

事業者の選定にあたっては、募集要項の業

務要求水準書に、業務の水準を示すととも

に、サービスの拡充、向上を図るために必要

な事項を明示して募集を行います。そして、保

護者の代表や地域の代表の方、学識経験

者、財務専門家と区の担当者で構成する選定

委員会で、書類選考、選定委員による現地視

察、公開プレゼンテーション及び選定委員に

よる事業者へのヒアリングを行い候補事業者

を選定していきます。 

221   民営化に伴い、業者の選定はどうす

るのか。区営と違うメリットとして、基本

的には以前より使いやすい所になれば

よい。 

222  東亓軒学童クラブが民営化される際

にはフロンティアキッズへの委託を希

望する。 

223  現行の学童クラブ制度を根本的に見

直してもよいとも思う。子どもたちの学

校がない時間帯、休校期間の生活を

全般的にとらえていく必要がある。ある

べき姿としては、子どもたちが「安全に

過ごすことができる」、「安心して過ごす

ことができる」、「十分に身体を動かして

遊ぶことができる」、「落ち着いて必要

な学習ができる」、「学校・学童・保護

者・地域が緊密に連携して子どもたち

を見守っている」、「地域とのつながりを

持って成長できる」、「保護者の在宅状

況や学年で子どもたちが分断されな

い」、「自立度合いによって一定自由が

確保される」ことや、「運営の継続性」、

「区全体での総コストが低い」、「コスト

父母ともに働く保護者の増加等を背景に、

増加し続けた学童クラブの需要にお忚えする

ため、空き教室を活用した小学校内の学童ク

ラブを現在 6 校に設置しています。全校に開

設した放課後子どもひろばの活用状況も見な

がら、様々な形で、学童クラブの需要にお忚え

していきたいと考えています。また、学童クラ

ブ以外の子どもが安心して遊びや学習ができ

る場所として、児童館や子ども家庭支援センタ

ーなどの施設や放課後子どもひろばの整備を

進めてきました。今後も、様々な形態の子ども

の居場所の充実を進めていきます。 
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 負担の平等（手厚い施策に伴う負担の

上昇や収入基準による負担の差異も

可）」、「民間の力を上手に活用しつつ

行政・保護者のコントロール」を。その

ために、学校内に施設を設置し、地域

や民間の力を借りて運営していくのが

よい。 

224 マンション建設に伴い児童数も増え

ているので、「あそび場を作ったから学

童はいらない」という考えは賛成できな

い。学童保育の良いところは、親に代

わって先生方が子どもたちをきめ細か

くフォローしてくれるところ。税金を一生

懸命な先生方の給料に反映させてほし

い。 

学童クラブは、保護者が就労等により、放

課後家庭にいない、原則小学校 1 年生から 3

年生をお預かりし、家庭の機能を補完するも

のです。民間事業者に委託していきますが、

十分な人件費の予算を確保し、質の高いサー

ビスを事業者が提供できるよう努めていきま

す。 

225   今のままの質も良いとは言えず、民

営化しても良くなるのか解らない。ひろ

ばがあり、学童のメリットは、おやつが

出るだけと感じている。民営化というよ

り質の向上をお願いしたい。 

学童クラブは民営化により、延長保育を実

施するとともに、休暇や欠員等で人手が薄くな

ることがなく、手厚い職員体制での運営が行

われているほか、事業者の創意工夫により

様々なサービスの向上が図られています。 

例えば、定員を上回る状況の中で、手厚い

職員配置により、公園や放課後子どもひろば

への外出の機会を増やし、思う存分体を動か

せるような配慮をしているクラブもあります。ま

た、学習時間の設定による自主学習の習慣づ

けや、塾等への中抜けの外出や帰宅時間に

ついて、お子さんの自主性を尊重しながら、き

め細やかな指導を行っています。 

今後も、区職員と委託学童クラブの主任との

連絡会議や巡回指導を定期的に行い、様々

な助言を行っていきます。 

また、保護者や地域の方で構成する児童館

運営協議会での意見を反映させるなど、保護

者の要望を取り入れた運営に努めていきま

す。日常の運営についてきめ細かい情報交換

を行い、改善すべき点があれば区が責任を持

って指導しながら、保育の質がしっかり確保さ

れているかの検証を行っていきます。 
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《学童クラブの民営化について》 

 学童クラブの全面民営化は納得でき

ない。民営化が悪いとは思わないが、

民営化後、正しく運営できる管理者を

育てる体制を継続させるために、一定

数の公営館を残してほしい（"ここ・から

"では、事足りると思えない）。民営館

の職員教育を民間に一任するだけでな

く、区で公営館職員と共に教育する

場、あるいは公営館職員を民間企業で

教育を受けさせるような、切磋琢磨して

いけるように願いたい。 

また、時間延長を全ての親が望んで

いるわけではない。時間短縮制度を導

入している企業も増えており、延長利

用をしなくてよい人も増えている。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

 公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

 時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

 その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

 また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

227  民営化の是非はわからないが、子ど

ものために時間延長は強く希望する。

夏休みなど長期休校期間中、毎日学

童クラブが開くのを子どもが一人で待

っていた。子どもたちに不安な思いをさ

せないよう、時間延長の早期実現を願

う。先生に極端な負担をかけない形

で。また、ベテラン指導員のノウハウや

営利を離れた子どもたちへの気持ちや

熱意も大切にしてほしい。 

228   学童クラブの延長利用は歓迎する

が、業務委託は反対。区職員であれば

責任を持って児童を指導し、親も安心

して児童を預けられる。委託であれば

儲け主義になり、ただ児童を見守るだ

けで指導にならない。 

229  区内で委託、指定管理者制で運営さ

れている館の現状を聞くにつれ、単な

る目先のコスト削減を目的とした「官製

業務の丸投げ」としか思えない。丸投

げでないなら、区の学童保育を管理す

る職員を育成するためにも、公営公設

館を 5館以上残すべき。 

230  長期休業中の朝延長と 19 時までの

延長は希望するが、全て業務委託にな

ってしまうのは不安。公営でできない

か。 

231  学童クラブと保育時間が一致してい

る必要がある。重要な決定のため、尐

し時間をかけて議論した方がよい。 
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232  児童館、学童クラブの民営化は、結

果として業者に運営を丸投げすること

になり、区の学童保育等への責任ある

関与をなくしてしまうことになるので反

対。既存の民営学童クラブの状況を慎

重に検討し、拙速な実施は控えていた

だきたい。 

 

233  区の方針を聞いている限り、安心し

て子どもを預けられる環境にあるとは

判断できないため、民営化には反対。 

234  民営化に反対。延長保育＝民営化と

いうのは納得できない。区の対忚に誠

意を感じられない。委託せずに区でき

ちんと延長保育ができる学童クラブを

運営してほしい。 

235  延長を望む声が多いにもかかわら

ず、人の配置ができないという理由を

貫く姿勢がどうしても理解できない。結

局は経費削減なのでは。それでも民営

化するのなら、子どもを育成する立場

にあることをしっかり認識し、区はお金

と手間をかけて委託業者を監督・指導

できるようになってほしい。 

236  基本的に指導員を信用している。お

かしいと思えば話を聞きに行くので、民

営化しなくても変わらない。 

237  民営化に反対。全ての責任を民営会

社に託すことは不安があり、施設管理

が公である以上、責任を分割されるこ

とは納得できない。後手後手の対忚に

腹立たしく感じ、学童クラブの充実化を

強く希望する。 

238  指導員の安定雇用を守り、定着を図

るため、事業者との予算立ては、人件

費は別立てとし、学童業務に携わる経

験年数をもとに、区の同じ経験年数職

員の最低 8 割の年棒を担保してほし

い。予算の収支は毎年度、開示すべ

き。 

お子さんが安全で安心して過ごせる居場所

の安定した運営のために、指導員の雇用が守

られ、定着することが大切です。現在の委託

費の予算は、常勤職員の人件費を区の勤続

10 年目の職員の給料表をベースとする等、一

定の水準を担保しています。現在では委託学

童クラブ職員の同一学童クラブでの平均在職

年数は約 3 年となっており、直営館とほぼ同

様です。 

人件費の収支の開示については、委託契

約の性質上、総価契約となっているため、現

状では難しい状況です。 
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民営館は人件費が低く、昇給してい

かない状況で優秀な人材が集まらな

い。人件費を一層増やし、民営化職員

の平均勤続年数がせめて今の 2 倍（6

年）となるよう努力を。 

 

現在の委託費の予算は、常勤職員の人件

費を区の勤続 10 年目の職員の給料表をベー

スとする等、一定の水準を担保するとともに昇

給分も見込んでいます。職員の同一学童クラ

ブでの平均在職年数は、直営館とほぼ同様と

なっており、人事管理上等の理由から、一定

の期間での異動はやむを得ないと認識してい

ます。 

240 民営化に伴う職員の質の低下（経験

年数が浅い、定着しない、アルバイト職

員で対忚等）を心配している。認証保

育園のように基準を甘くするのではな

く、公営と同条件、同レベルの質を守っ

てほしい。それが満たされないなら公

営を続けてほしい。 

 

241  通っていた認証保育園では、1 年の

間に何人もの先生が辞めた。良い労働

状況ではなかったようだ。民営化によ

る同じような状況にならないよう業者の

選択をできるのかが気になる。 

また、児童館との密接なつながりが

維持できることを希望する。 

お子さんが安全で安心して過ごせる居場所

の安定した運営のために、指導員の雇用が守

られ、定着することが大切です。現在の委託

費の予算は、常勤職員の人件費を区の勤続

10 年目の職員の給料表をベースとする等、一

定の水準を担保しています。現在では委託学

童クラブ職員の同一学童クラブでの平均在職

年数は約 3 年となっており、直営館とほぼ同

様です。 

児童館に指定管理者制度を導入した場合、

学童クラブは同一業者に委託します。同じ業

者が行うことで、柔軟な運営ができると考えて

います。 

 

242   学童クラブ施設の安全性を守るた

め、施設修繕費用を事業者との契約予

算とは別に予算申請すべき。 

施設管理も含めた、指定管理者制度を導入

している児童館内の学童クラブについては、

小規模な施設修繕については指定管理経費

に含めています。これは、例えば簡単な水漏

れの修理などの場合、指定管理者が直接修

繕した方が迅速で効率的な対忚が可能なた

めです。一定規模以上の施設修繕について

は、区が指定管理予算とは別建てで予算計上

し、直接対忚しています。指定管理者制度を

導入していない児童館内や学校内の学童クラ

ブについては、施設修繕は区が直接対忚して

います。 

 

243   既民営館の施設改善の費用は区へ

別途請求できる形にし、子どもの安全

のため、速やかな改善が業者の判断

で行えるシステムにすべき。 

244  他区の比較はしているのか。定期的

な情報交換などにより、延長を公営で

行っている区の運営方法等を参考にで

きないか。 

 

学童クラブの利用時間は様々ですが、23区

では直営で午前 8時から午後 7時までの学童

保育を行っているところはありません。 
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245  「延長＝民営化」の考えが受け入れ

難い。延長だけなら、条例の改正と人

員の追加配置等、他の対忚もあるので

はないか。コスト削減（民営化）と延長

保育は別の議論とすべき。 

 

 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 246 あくまでも公設公営での延長を希望

する。 

 

247  あくまでも公設公営での延長を希望

する。 

 

248   収支面で学童保育を民間委託するこ

とは仕方がないかもしれないが、民間

委託する際は、区がきちんと委託先を

管理してほしい。そのためには、区とし

ての学童保育に対する指針が必要で

ある。そうでなければ、委託先の報告

を聞いても適切な指導ができない。丸

投げではなく、区としてもきちんとした

学童保育に対するビジョンを持ってほ

しい。また、委託先への助成を惜しむ

と、職員の質や施設の劣化につながる

ので、十分な助成を願う。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

お子さんが安全で安心して過ごせる居場所

の安定した運営のために、指導員の雇用が守

られ、定着することが大切です。現在の委託

費の予算は、常勤職員の人件費を区の勤続

10 年目の職員の給料表をベースとする等、一

定の水準を担保しています。現在では委託学

童クラブ職員の同一学童クラブでの平均在職

年数は約 3 年となっており、直営館とほぼ同

様です。 
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 人件費の収支の開示については、委託契約

の性質上、総価契約となっているため、現状で

は難しい状況です。 

施設管理も含めた、指定管理者制度を導入

している児童館内の学童クラブについては、

小規模な施設修繕については指定管理経費

に含めています。これは、例えば簡単な水漏

れの修理などの場合、指定管理者が直接修

繕した方が迅速で効率的な対忚が可能なた

めです。一定規模以上の施設修繕について

は、区が指定管理予算とは別建てで予算計上

し、直接対忚しています。指定管理者制度を

導入していない児童館内や学校内の学童クラ

ブについては、施設修繕は区が直接対忚して

います。 

 

249   延長を希望していないため、現状維

持を希望する。25 年度から学童クラブ

が民営化されるという素案は、公表か

ら実施までの期間があまりにも短く、是

非について考える時間がない。せめ

て、実施年度を遅らせることはできない

か。まず、学童全体の民営化の具体的

なビジョンの素案を作成し、賛同を得た

上で、館ごとの民営化の時期について

の素案を出してほしい。 

導入時期については、同一事業者による施

設の一体的運営を図るため、ことぶき館の地

域交流館等への機能転換に合わせて行いた

いと考えています。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 
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250  「民営化だと延長となる」利点だけを

記載した文書を配布されても安心でき

るかわからない。 

既民営館を見学してもメリット・デメリ

ット全てが見えるはずがない。民営化

への変更理由、既民営館での問題点

と対処方法、メリット・デメリットの比較

表、デメリットの克服方策案等を十分

精査した上で区民に提案書を提示す

べき。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

既委託学童クラブでの問題点と対処方法で

すが、委託導入当初は、年度途中の同時期に

複数の職員が退職するなどの事例が発生し

ていました。そのため、雇用職員の待遇改善

や本社スタッフのフォロー体制の充実を要請

するとともに、区職員のサポート体制の強化も

図りました。具体的には、区職員と委託学童ク

ラブの主任との連絡会議や巡回指導を定期

的に行い、様々な助言を行っています。また、

保護者や地域の方で構成する児童館運営協

議会での意見を反映させるなど、保護者の要

望を取り入れた運営に努めています。職員の

賃金についても再検討し、継続性の維持に努

めました。そして、日常の運営についてきめ細

かい情報交換を行い、改善すべき点があれば

指導しながら、保育の質がしっかり確保されて

いるかどうかの検証を行っています。 

委託化のメリットについては、これまでもご

説明してきましたが、民間委託の導入時に、

職員が入れ替わることなどのデメリットやそれ

に対する配慮などについても、保護者に丁寧

に説明いたします。 

 

251   25 年度からの業務委託について、こ

れまでは公営館も残すと回答してきた

のに、なぜ民営委託となったのか。ま

た、延長時間の有無、対忚を主な理

由・利点としての民営化では説明責任

を果たせていない。現状の学童運営に

関わる評価を明確にし、そのプラスが

民営化によって向上できるか、または

「されない」部分の説明をした上でマイ

ナス部分のプラス転換の説明が必要

である。 

252  学童クラブが指定管理者制度になっ

た場合の具体的なメリット・デメリットを

分かりやすく説明してほしい。開設時

間延長＝民営化だけでなく、他の策は

ないのか。指導員の向上や子どもが安

全に過ごせるよう最善の努力をお願い

したい。 
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253 
10 

学
童
ク
ラ
ブ
の
充
実 

延長されるのは良いが、デメリットを

把握しきれていないので、民営化が良

いことか解らない。スタッフが継続でき

るかどうかは重要なことだと思う。 

お子さんが安全で安心して過ごせる居場所

の安定した運営のために、指導員の雇用が守

られ、定着することが大切です。現在の委託

費の予算は、常勤職員の人件費を区の勤続

10 年目の職員の給料表をベースとする等、一

定の水準を担保しています。現在では委託学

童クラブ職員の同一学童クラブでの平均在職

年数は約 3 年となっており、直営館とほぼ同

様です。 

委託化のメリットについては、これまでもご

説明してきましたが、民間委託の導入時に、

職員が入れ替わることなどのデメリットやそれ

に対する配慮などについても、保護者に丁寧

に説明いたします。 

254  民営営化には反対。時間延長をす

ればよいとは思わない。指導員の質も

子どもたちに重要。民間の学童事業は

経歴が浅く、完全民間では不安が残

る。事例を見ても、区が介入できない、

事故が多く対忚が良くない、保護者の

意見要望が受け入れられにくい等で不

安材料が多い。区の意向を詳しく聞き

たい。利用者の意見の反映を。また、

指導員の質の向上を図り、研修制度や

職員体制を十分考え、学童クラブの充

実を図ってほしい。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

委託学童クラブは事故が多く、対忚が悪い

というご指摘に関しては、委託導入当初は

様々な課題がありましたが、本社スタッフのフ

ォロー体制の充実を要請するとともに、区職

員のサポート体制の充実を図りました。 

具体的には、区職員と委託学童クラブの主

任との連絡会議や巡回指導を定期的に行い

様々な助言を行っています。また、保護者や

地域の方で構成する児童館運営協議会での

意見を反映させるなど、保護者の要望を取り 
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   入れた運営に努めています。そして、日常の

運営についてきめ細かい情報交換を行い、改

善すべき点があれば指導しながら、保育の質

がしっかり確保されているかどうかの検証を行

っています。 

 

255   学童の民営化について、民営化され

る年に子どもを学童に預けることにな

るため、非常に注目している。民営化

に関しては様々な背景と意見があり、

簡単にその良し悪しを判断できること

ではないが、まずは現在、そして未来

に学童に通う子どもの保護者に対する

十分な説明の機会を積極的に設けて

いただきたい。 

同時に「子どもにとって最善の学童保

育」を実現するために、保護者として何

ができるのかを区の側から具体的に示

してほしい。一番怖いのは、保護者不

在のまま、初めに結論ありきで民営化

を進めてしまうことである。十分に保護

者の意見をくみ取り、区と保護者が互

いに協力しあってこの問題に取り組む

体制を作ってほしい。 

今後も、保護者の皆様等には、必要に忚じ

て、丁寧に説明いたします。 

保護者会で利用者のご意見をいただくほ

か、保護者や地域代表からなる運営協議会の

利用者アンケートや、利用者懇談会、ご意見

箱等様々な手法で利用者の要望を把握して

いきます。事業者が要望の主旨を踏まえた事

業運営を行うよう、助言・指導していきます。 
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256 
10 

学
童
ク
ラ
ブ
の
充
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全館民営化に反対する。民営化とは

人件費の削減であるから、区の職員よ

り委託団体の職員の方が待遇は悪くな

る。それが明らかなのに、サービス向

上のために委託すると言い切るのは恥

ずかしくないのか。委託すること自体が

悪いとはいわないが、ビジョンもなく、

委託すればサービスが向上できるとい

う姿勢は納得がいかない。日本で一番

都会な区が、安易に公共でやるべきと

ころを委託してよいのか。 

個人的には、親の経済的負担が増

えることはしかたないと思うが、区の姿

勢としては、お金の問題ではないように

感じる。経済的な問題であれば、利用

料を保育園のように収入に忚じたもの

にしてはどうか。 

23 区の中で、新宿区の学童保育の

質は低い。新宿区は、医療費助成など

現金での給付は惜しまないが、学童や

保育園など人的資源をかけるべきとこ

ろへの投入が足りない。公設公営館を

残すか、放課後子どもひろばと学童保

育の良さと、優秀な職員を残したまま

統合して（福祉・教育両面から子どもに

かかわれる次世代職員を育てるシステ

ムも作って）、すべて公設公営に戻して

ほしい。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

お子さんが安全で安心して過ごせる居場所

の安定した運営のために、指導員の雇用が守

られ、定着することが大切です。現在の委託

費の予算は、常勤職員の人件費を区の勤続

10 年目の職員の給料表をベースとする等、一

定の水準を担保しています。現在では委託学

童クラブ職員の同一学童クラブでの平均在職

年数は約 3 年となっており、直営館とほぼ同

様です。 

257 区立学童クラブ全所で児童指導業

務委託を導入することに反対する。延

長サービスを行いたいのであれば、民

間委託でなくても工夫すれば十分対忚

可能である。現に、休日などはシルバ

ー人材センターの人が配置されてい

る。問題がお金であるなら、素直にそう

書くべきである。節約したいのであれ

ば、直営の体制をある程度は維持すべ

きである。西落合学童クラブの例を見

ても明らかだが、民間企業に運営を丸

投げした場合、区職員に較べて給与等

の面で見劣りする職場となる。その結

果、指導者の定着率が低くなる。また、

直接のユーザーである利用者に対し低

姿勢となり、本来の教育的効果が発揮

できなくなる、といったマイナス要因が

全面に出てきている。 



【パブリック・コメント】意見要旨と区の考え方 

73 

 

№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

  強く再考を求める。 

258  学童クラブの児童指導委託業務を、

これ以上進めないこと。民間指導員の

待遇を改善すること。区直営の学童ク

ラブについても時間延長すること。 

259   現段階での拙速な民営化には反対。

ただし、子どもにとって最善の方法や

民営化後の運営について十分な検討

がなされた上であれば、将来的には賛

成できる。「時間延長なら民営化」、「コ

スト削減なら民営化」という短絡的発想

ではなく、どうすることが子どもたちにと

って一番良いのかをもう尐し多面的に

検討する必要がある。学校・学童クラ

ブ・ひろば・地域・保護者等を交えた意

見交換の場の設定を希望する。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

委託化について、学校等を含めた意見交換

の場は、設定しませんでしたが、25 年度に導

入を予定している学童クラブの保護者の説明

会やパブリック・コメントをはじめ、さまざまなご

意見を伺った上で、検討いたしました。 

 

260  実際の利害関係者となる現在の保育

園・子ども園の保護者向けに区から通

知や案内が無かったことは遺憾だ。今

後の説明会や配布物については保育

園・子ども園の保護者にも通知・開示

し、参画の機会を逸しないように努めて

ほしい。 

素案は概要記述のみで、中身が分か

らないことが保護者の不安を増長させ

ている。何をもとに何をどう決めるのか

すら、明らかでない。平成 24 年 1月の

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導
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10 

学
童
ク
ラ
ブ
の
充
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決定に向けてのスケジュールは、保護

者が情報収集し意見集約するのに時

間が短すぎる。今後の説明会資料の

内容を早急に事前開示することを求め

る。 

素案は民営化のメリットばかりを強調

している。デメリットやリスクはないの

か。既に民営化している事例から課題

を分析し、問題が発生した場合の対処

法を具体的に示してほしい。保育事業

は利便性を追求するサービス業ではな

く福祉だ。営利企業が、時に非効率で

採算を度外視しなければならない福

祉・保育を行う時のリスクを区は認識

し、予防策を用意しているのか。 

保護者からの延長保育の要望が強

いことに忚えて民営化するようだが、保

護者は満足していることには特に声を

あげないため、充たされていない側面

が誇張されて捉えられているかもしれ

ない。逆に言えば、延長保育以外の現

状には概ね満足しているので、現状の

質の水準の維持が大前提であること

を、区は強く認識してほしい。 

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

委託化のメリットについては、これまでもご

説明してきましたが、民間委託の導入時に、

職員が入れ替わることなどのデメリットやそれ

に対する配慮などについても、保護者に丁寧

に説明いたします。 

今後、学童クラブの充実に関する情報は、

必要に忚じて提供いたします。 

また、関係者への説明会は、丁寧に行いま

す。 

261  果たして区内の学童全所を民間に委

託する必要性があるものかと疑問を感

じる。素案内容として 25 年度、26 年度

と続々と予定しているようだが、決定事

項とする前に詳細説明等、父母および

区民に対して丁寧な対忚をすべきであ

ると考える。尐子化は進み，超高齢社

会となっている今、夫婦共働きも当たり

前、核家族化も当たり前である。そんな

状況の中、放課後の多くの時間を過ご

す学童クラブがただの居場所に過ぎな

いというのでは困る。『第二の家庭』と

なるべく職員の質の向上に努めていた

だきたい。 

そもそも、区内の指導員のレベルを

チェックする機能などはあるのだろう

か。教員免許や保育士の有資格者が

従事するようになっているものなのか。

区内全学童クラブの職員レベルの底上

げを目指していただく為にも、民間を束

ねる区の職員が現場をよく知る経験者

であってほしいと強く希望する。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 
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今後も、保護者の皆様等には、必要に忚じ

て、丁寧に説明いたします。 

また、学童クラブの職員は、児童福祉施設

最低基準第 38 条の資格基準（保育士、幼稚

園・小中高等学校の教員資格等）を有する者

が配置されています。区の職員も同じ資格を

持つ者が配置されています。 

 

262 第二次実行計画は、この先に続く実

行計画の中のここ 4年間のものを素案

として提示されているものと考える。こ

の先の長期計画が示されないまま、4

年間の実行計画のみを提示されても、

その要否を判断することは非常に困難

である。 

本事業計画に示されている具体的な

アクションは、公設公営館の民営化、

若干の学童クラブ新設に過ぎず、これ

を学童クラブの充実という位置づけで

実施されることに大きな疑問を持つ。

単なる民営化や、数ヶ所の増設に 4 年

間も要するとは考えられず、受益者で

ある保護者や子どもが求めることを真

摯に受け止め、計画に挙げられている

事業以外の充実も併せて図っていただ

きたい。 

さらに、民営化にあたっては、管理者

たる区が事業者を正しく指導・評価す

る必要がある。現場での実務経験の乏

しい職員に正しい指導や評価ができる

とは考えられない。そのためにも直営

館を残し、そこで区の担当者に実務経

験を積ませ、現場の状況や受益者の

ニーズを理解させることで、今後増える

であろう委託館の指導・評価・監督がで

きるものと考える。 

景気減退の中、コスト削減の 1 つとし

て民間委託は大きな選択肢になり得る

とは思う。しかし、尐ない事業費でやり

くりをしている事業者も、当然ながらコ

スト削減のため人件費の圧縮を図って

いる。小学校 1 年生から 3 年生という

期間をどのように過ごすかは、次世代

を担う子どもに与える影響が非常に大

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

「子どもの居場所づくり」については、学童ク

ラブ・児童館だけではなく、放課後子どもひろ

ばを含め、様々な形で保護者のご要望を伺い

ながら充実を図っていきます。 
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きく、今その経費を削減することによる

将来的な免失は、お金に換えられない

ものである。 

以上より、本素案には反対である。 

263 学童保育経験の豊富な公務員が民

営館からの相談、指導、監督を行える

ような体制にしておくべき。民営館の業

者と利用者の間に立つ職員が必要と

思う。そのためには公設公営館を数館

残すべき。 

学童クラブを委託する際には、事業者にす

べてを委ねるのではなく、子ども総合センタ

ー、子ども家庭支援センター、直営の児童館

の児童指導業務経験のある職員を中心に、

巡回指導を行うなどの助言・指導を行っていき

ます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

 

264  民間業者の職員に理念がないとは思

わないが、学童に向き合うことは単な

る「友達づきあい」とは異なる重要なも

のだ。雇用条件が職務内容に見合った

ものであってこそ、理念に根ざした指導

を長期的に行える職員が就労できる。

運営が民間業者となると営利目的とな

り、学童の保護・教育といった理念に根

ざした対忚がおろそかになるのではな

いかと不安だ。 

また、区役所と民間業者の介入の線

引きが理解されないまま公設公営が変

更されると、学童の保護・教育に関す

る責任の追及先がうやむやになるので

はないか、区役所と学童クラブ運営責

任者とでたらいまわしの事態が生じる

のではないか、と不安だ。 

保護者が自分の子どもの養育をすべ

きだが、放課後や学校の長期休暇期

間中には、学童クラブに協力をしてもら

わなければならないのが現実だ。民間

運営の非公務員でも、公設公営の公

務員でも、児童へのプロフェッショナル

な対忚をしてもらえるのならば、どちら

でも構わない。ただし、職員のおかれる

環境を常に保護者が見直して、区役所

と職員の間を保護者が媒介し、職員の

就業環境の改善に保護者も寄与する

ことも運営規定に盛り込むなどの事前

の手立ても考えるべきだ。 

お子さんが安全で安心して過ごせる居場所

の安定した運営のために、指導員の雇用が守

られ、定着することが大切です。現在の委託

費の予算は、常勤職員の人件費を区の勤続

10 年目の職員の給料表をベースとする等、一

定の水準を担保しています。現在では委託学

童クラブ職員の同一学童クラブでの平均在職

年数は約 3 年となっており、直営館とほぼ同

様です。 

学童クラブを委託する際には、事業者にす

べてを委ねるのではなく、子ども総合センタ

ー、子ども家庭支援センター、直営の児童館

の児童指導業務経験のある職員を中心に、

巡回指導を行うなどの助言・指導を行っていき

ます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます 

保護者や地域代表からなる運営協議会の

利用者アンケートや、利用者懇談会、ご意見

箱等様々な手法で利用者の要望を把握して

います。事業者が要望の主旨を踏まえた事業

運営を行うよう、助言・指導していきます。 
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265   民営化には反対。民営化のメリットは

分かるが、その前に公で延長保育はで

きないのか再検討してほしい。営利を

追求しなければならない民間事業者が

時に非効率で採算を度外視しなければ

ならない福祉、保育を行う時、どんなデ

メリット、リスクがあるかを考えてほし

い。現民営化スケジュールは拙速で安

易。 

委託化のメリットについては、これまでもご

説明してきましたが、民間委託の導入時に、

職員が入れ替わることなどのデメリットやそれ

に対する配慮などについても、保護者に丁寧

に説明いたします。 

266   25 年度から業務委託の対象になって

いるが、これまでの民営化の実績の評

価を公開してほしい。全館民営化する

前に、民営化の実績をどのような項目

でトラッキングし続け、その結果をどう

評価したのか。また、その間の課題や

解決方法、改善点等の情報提供を。対

話の機会があることを切望する。 

学童クラブを委託する際には、事業者にす

べてを委ねるのではなく、子ども総合センタ

ー、子ども家庭支援センター、直営の児童館

の児童指導業務経験のある職員を中心に、

巡回指導を行うなどの助言・指導を行っていき

ます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

既委託学童クラブでの問題点と対処方法で

すが、委託導入当初は、年度途中の同時期に

複数の職員が退職するなどの事例が発生し

ていました。そのため、雇用職員の待遇改善

や本社スタッフのフォロー体制の充実を要請

するとともに、区職員のサポート体制の強化も

図りました。具体的には、区職員と委託学童ク

ラブの主任との連絡会議や巡回指導を定期

的に行い、様々な助言を行っています。また、

保護者や地域の方で構成する児童館運営協

議会での意見を反映させるなど、保護者の要

望を取り入れた運営に努めています。職員の

賃金についても再検討し、継続性の維持に努

めました。そして、日常の運営についてきめ細

かい情報交換を行い、改善すべき点があれば

指導しながら、保育の質がしっかり確保されて

いるかどうかの検証を行っています。 

指定管理児童館における事業評価や委託

学童クラブの保護者や地域の代表の方々で

構成する児童館運営協議会での評価も、全て

の委託学童クラブで一定水準以上の評価をい

ただいています。保護者や地域の方で構成す

る運営協議会のご意見の公開については、ど

のような形が適切なのか今後検討していきま

す。 
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《学童クラブの民間委託について》 

 保育時間の延長ができるというだけ

では、全面委託に賛成できない。児童

をきちんと指導できる職員数の配置基

準や、学童保育のあるべき姿（児童の

育成はどうあるべきか）、施設内での安

全の徹底策など、区としてきちんと定め

た上で民間委託してもらいたい。平成

23 年 10 月 26 日に行われた新宿区学

童保育連絡協議会懇談会においても、

区として学童保育のあるべき姿をもっ

ているのか疑問に感じた。民間委託し

てもそれを管理するのは新宿区であ

る。丸投げではなく、区として今後の社

会を担う児童の育成はどうあるべきか

をきちんと決めた上で、民間委託して

ほしい。 

事業者の選定にあたっては、募集要項の業

務要求水準書に、業務の水準を示すととも

に、サービスの拡充、向上を図るために必要

な事項を明示して募集を行います。そして、保

護者の代表や地域の代表の方、学識経験

者、財務専門家と区の担当者で構成する選定

委員会で、書類選考、選定委員による現地視

察、公開プレゼンテーション及び選定委員に

よる事業者へのヒアリングを行い候補事業者

を選定していきます。 

学童クラブを委託する際には、事業者にす

べてを委ねるのではなく、子ども総合センタ

ー、子ども家庭支援センター、直営の児童館

の児童指導業務経験のある職員を中心に、

巡回指導を行うなどの助言・指導を行っていき

ます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

 

268   教育・保育に関するコストを削減する

前に、区職員や区議等の賃金を見直

すべき。 

民間活力の活用を訴えるのであれ

ば、経費が安くすむ事業者ではなく、教

育・保育の質のよい事業者を自ら足を

運んで確保すべき。幅広く、切磋琢磨

できる状況をつくってから全面民営化

に踏み切るべき。 

職員の給与については、特別区内の民間企

業の賃金水準の反映及び生計費、国や他の

地方公共団体の職員給与、地域の経済事情

などを考慮して、毎年、決定しています。 

23 特別区では、共同して特別区人事委員会

を設置し、同委員会において、特別区内の民

間事業所の従業員の給与等を調査し、特別

区職員の給料、手当額等について各区に勧

告が行われています。 

区では、その勧告の内容を尊重して決定し

ており、今年度（23 年度）は民間を 0.2％上回

っている報告がされ、給料表の 0.2％の引き下

げ改定を行います。 

また、区議等の特別職への報酬等について

は、それぞれの職務内容や社会的責任の重

さに見合ったものとしつつ、社会経済情勢、他

団体及び一般職員との均衡を考慮するととも

に、区民の皆さんにご理解いただけるもので

ある必要があります。 

区では、特別職の報酬等について、これま

でも公募委員や町会等関係団体の代表者で

ある区民で構成する特別職報酬等審議会に

意見を聞いて決定してきました。今後とも社会

経済情勢等を考慮し、必要により特別職報酬
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等審議会に意見を聞いて決定します。 

次に、委託事業者の選定方法についてです

が、お子さんや保護者が信頼でき安心して利

用できる事業委託とするため、事業者は、競

争入札ではなく、公募型のプロポーザル方式

により選定しています。その際の募集要項で

は、優秀な人材を確保するために人件費の参

考金額を示し、最近では、多くの事業者の提

案が参考金額に近いものとなっています。な

お、選定委員会には、学識経験者や区職員の

ほか、保護者にも参加していただき、公募事

業者が現に運営する児童館や学童クラブの

現地視察も行っています。現在 16所の学童ク

ラブを 6 つの事業者に委託していますが、多く

の事業者が、お互いに切磋琢磨できるよう、

社会福祉法人を含め、幅広く多様な事業者の

参入を呼び掛けていきます。 

 

269  せめて 1 年延ばしてほしい。民営化

は反対ではないが、現状の民営館の

話を聞くと、職員の定着率の低さ、参入

業者が区の提示額の低さから限られて

いる点、ケガ等があった時の責任の所

在のあいまいさが浮き彫りになってい

る。これらの点等を改善した結果を示し

た後であれば安心して民営化に YESと

言えるが、それがない現在では 25 年

度からの民営化は時期尚早と考える。

それでも民営化を進めるのであれば具

体的な施策を示してほしい。 

導入時期については、同一事業者による施

設の一体的運営を図るため、ことぶき館の地

域交流館等への機能転換に合わせて行いた

いと考えています。 

職員の定着率については、同一学童クラブ

での平均在職年数は、直営館とほぼ同様の

約 3年となっており、安定しています。 

参入業者数も、23 年度の二つの学童クラブ

の公募では 6社から 8 社の忚募があり、現在

16所の学童クラブを 6つの事業者に委託して

います。今後も、多くの事業者が、お互いに切

磋琢磨できるよう、社会福祉法人を含め、幅

広く多様な事業者の参入を呼び掛けていきま

す。 

けが等があったときは、事業の受託者とし

ての責任で第一義的には事業者が対忚する

とともに、区に報告をさせています。区は、委

託者として、必要に忚じて、事業者への指導を

行うとともに、委託者としての責任を負ってい

ます。責任の所在があいまいにならないよう、

今後とも、事業者とともに、しっかりと対忚して

いきます。 
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 現時点では民営化に反対。パブコメ

により素案が発表された後に、全館民

営化のお知らせがあったのは、あまり

に乱暴、強引な進め方であり、利用者

軽視。パブコメ投稿のための勉強期間

を十分に設けて（尐なくとも 2 か月前）

周知すべき。 

第二次実行計画の素案は、平成 23 年 10

月3日に決定し、学童クラブの保護者には、10

月 15 日の広報での区民への発表後、できる

だけ速やかにお知らせしたいと考え、10 月 17

日に周知文書を配布しました。パブリック・コメ

ントの期間は、規則上、2 週間以上となってい

ますが、今回の計画については、1 か月の期

間を取らせていただいたところです。 

 

271   今回の素案は開示されてから決定ま

で約 3 か月では短い。考える時間がな

いことと、業務委託の対象という案内

のみなので反対する。 

 慣れ親しんだ職員がいきなり全員変

わることが子どもたちにとって本当にい

いのか。 

第二次実行計画の素案は、平成 23 年 10

月3日に決定し、学童クラブの保護者には、10

月 15 日の広報での区民への発表後、できる

だけ速やかにお知らせしたいと考え、10 月 17

日に周知文書を配布しました。パブリック・コメ

ントの期間は、規則上、2 週間以上となってい

ますが、今回の計画については、1 か月の期

間を取らせていただいたところです。 

委託化のデメリットとして、導入初年度に、

職員が入れ替わることについて、保護者やお

子さんに不安があることがあげられます。その

ため、導入の前年度の学童クラブの利用申し

込みの時や4月の保護者会等で、内容等につ

いて丁寧に説明いたします。また、導入の年

の 1 月頃に、受託事業者と利用者の皆様との

顔合わせを行い、ご要望を伺っていきます。引

継ぎ期間については、現在では 2 月中旪から

は引継ぎを行っており、当初から学童クラブの

スタッフのリーダー（指定管理館の場合は館

長）が現場に入り、順次常勤職員を増やして

いきます。直前の 2 週間程度は非常勤職員を

含めたスタッフ全員が現場で引継ぎを行い、

十分な引継ぎ期間を確保しています。 

 

272  ① 民営化は公営館との切磋琢磨でよ

りよい事業を目指すとしていたが具体

的な結果を全く出していない。全館民

営化を打ち出す前に、その結果を公開

すべき。利用時間、特に長期休み中の

保育時間の延長以外には懇談会等で

語られてきたものはない。保護者向け

サービスの拡充としては評価するが、

子ども向けの事業の質について語られ

ていない。 

② 全館民営化では現場を知らない区

の管理者が適切な管理ができるか大

いに疑問。ここ・から広場などの直営館

① ご要望をいただいている延長保育を新た

な財政負担を伴わずに効率化を図りながら実

施できること、必要な人数を配置する取り決め

があるため休暇や欠員等で人手が薄くなるこ

とがないことのほか、事業者の創意工夫によ

り様々なサービスの向上が図られています。

例えば、定員を上回る状況の中で、手厚い職

員配置により、公園や放課後子どもひろばへ

の外出の機会を増やし、思う存分体を動かせ

るような配慮をしているクラブもあります。ま

た、学習時間の設定による自主学習の習慣づ

けや、塾等への中抜けの外出や帰宅時間に

ついて、お子さんの自主性を尊重しながら、き
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で子どもと触れ合えるから問題ないと

の区の回答もあるが、長時間複数名を

第二の家庭として見る学童とは異なる

し、管理者育成のためにも公設公営は

残してほしい。民間企業でも質の維持

と管理者育成のために直営店舗を保

持している。 

③ 委託館および指定管理館では、契

約料金が安いために指導員が定着し

ないとの問題が生じている。一定の改

善は認められるものの、今後も同様の

事象が懸念される。施設管理費と人件

費を分け、定期昇給が可能となる適正

な人件費を確保し、指導員の質を保つ

制度に見直すべき。 

④ 委託館及び指定管理館から、施設

の改修についての区担当者との意識

の隔たりから、予算が確保できないと

いう名のもと、扉に手をはさむ、入出時

にぶつかるなどの事故が放置されてい

る。大規模な施設改善の場合は、予算

が確保できるよう制度を見直し、子ども

たちが安全・安心に暮らせるようにして

ほしい。 

これらの現状を見て、全館民営化は

学童クラブ・児童館事業の健全な発展

につながらないので反対する。 

め細やかな指導を行っています。 

② 学童クラブを委託する際には、事業者に

すべてを委ねるのではなく、子ども総合センタ

ー、子ども家庭支援センター、直営の児童館

の児童指導業務経験のある職員を中心に、

巡回指導を行うなどの助言・指導を行っていき

ます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

③ お子さんが安全で安心して過ごせる居場

所の安定した運営のために、指導員の雇用が

守られ、定着することが大切です。現在の委

託費の予算は、常勤職員の人件費を区の勤

続 10年目の職員の給料表をベースとする等、

一定の水準を担保しています。現在では委託

学童クラブ職員の同一学童クラブでの平均在

職年数は約 3 年となっており、直営館とほぼ

同様です。 

④ 施設管理も含めた、指定管理者制度を導

入している児童館内の学童クラブについて

は、小規模な施設修繕については指定管理

経費に含めています。これは、例えば簡単な

水漏れの修理などの場合、指定管理者が直

接修繕した方が迅速で効率的な対忚が可能

なためです。一定規模以上の施設修繕につい

ては、区が指定管理予算とは別建てで予算計

上し、直接対忚しています。指定管理者制度

を導入していない児童館内や学校内の学童ク

ラブについては、施設修繕は区が直接対忚し

ています。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 
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延長利用を理由に全学童クラブを民

営化していく方法は問題がある。区が

学童保育について考えていないことが

明確にされた素案であり次の点が明ら

かにされていないので、計画素案に反

対する。 

区は今まで民営化し切磋琢磨してい

くと言っていた。それならば時間延長で

はなく保育の質について切磋琢磨した

結果の開示を請求する。 

民間業者への委託が悪いと言って

いるのではなく、管理者としての区の体

制や職員の体制が整っていないように

感じる。区の体制と職員育成に関する

ビジョンを明確にするべきだ。 

区として守り目指すべき学童クラブ

像はどのようなものか。民営化の場

合、業者が目指すべき方向性をプレゼ

ンで示すだろうが、では、区は何をすべ

き立場と考えているのか。 

区の財政が厳しいのであれば民営

化にするのではなく、議員を含む区職

員の給与体制を見直すべきである。そ

れについては考えがあるのか。財政が

潤っていた時代と現在の給与体制につ

いての開示を求める。 

ご要望をいただいている延長保育を新たな

財政負担を伴わずに効率化を図りながら実施

できること、必要な人数を配置する取り決めが

あるため休暇や欠員等で人手が薄くなること

がないことのほか、事業者の創意工夫により

様々なサービスの向上が図られています。例

えば、定員を上回る状況の中で、手厚い職員

配置により、公園や放課後子どもひろばへの

外出の機会を増やし、思う存分体を動かせる

ような配慮をしているクラブもあります。また、

学習時間の設定による自主学習の習慣づけ

や、塾等への中抜けの外出や帰宅時間につ

いて、お子さんの自主性を尊重しながら、きめ

細やかな指導を行っています。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

職員の給与については、特別区内の民間企

業の賃金水準の反映及び生計費、国や他の

地方公共団体の職員給与、地域の経済事情

などを考慮して、毎年、決定しています。 

23 特別区では、共同して特別区人事委員

会を設置し、同委員会において、特別区内の

民間事業所の従業員の給与等を調査し、特

別区職員の給料、手当額等について各区に

勧告が行われています。区では、その勧告の

内容を尊重して決定しており、今年度（23 年
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 度）は民間を 0.2％上回っている報告がされ、

給料表の 0.2％の引き下げ改定を行います。 

また、区議等の特別職への報酬等について

は、それぞれの職務内容や社会的責任の重

さに見合ったものとしつつ、社会経済情勢、他

団体及び一般職員との均衡を考慮するととも

に、区民の皆さんにご理解いただけるもので

ある必要があります。 

区では、特別職の報酬等について、これま

でも公募委員や町会等関係団体の代表者で

ある区民で構成する特別職報酬等審議会に

意見を聞いて決定してきました。今後とも社会

経済情勢等を考慮し、必要により特別職報酬

等審議会に意見を聞いて決定します。 

 

274 

 

《学童クラブの民営化について》 

① 学童クラブの充実に関する情報を

学童クラブの保護者だけでなく、保育

園の保護者にも同様に提供していただ

きたい。また、今後直接関係する東亓

軒町保育園および東亓軒町学童クラブ

の保護者には、定期的な進捗状況の

報告および協議ができる場を作り、建

設的に意見交換できるようにしていた

だきたい。 

② 民営化に向けたプロセスや、入札

企業の情報公開を落札前に開示し、広

く意見を徴取し、よりよい学童の運営が

できるようにしていただきたい。 

③ 新宿区の民営化された学童クラブ

で、一番理想とされるクラブを教えてい

ただきたい。もしくは、モデルになって

いる学童クラブを教授いただきたい。 

④ 入札後も業務委託の内容や運営

方針およびサービス内容について、東

亓軒町保育園および東亓軒町学童ク

ラブの保護者との意見交換ができるよ

うにしてもらいたい。 

⑤ 子ども総合センターの担当者と東

亓軒町保育園および学童クラブの保護

者代表者が、定期的に協議できる場を

創設していただきたい。 

 

① 今後も、保護者の皆様等には必要に忚じ

て丁寧に説明いたします。 

② 事業者の選定にあたっては、募集要項の

業務要求水準書に、業務の水準を示すととも

に、サービスの拡充、向上を図るために必要

な事項を明示して募集を行います。そして、保

護者の代表や地域の代表の方、学識経験

者、財務専門家と区の担当者で構成する選定

委員会で、書類選考、選定委員による現地視

察、公開プレゼンテーション及び選定委員に

よる事業者へのヒアリングを行い候補事業者

を選定していきます。 

③ 既に委託している学童クラブにつきまして

は、各館の運営協議会や内部評価委員会で

一定の評価をいただいています。 

④ 導入の年の 1 月頃に、受託事業者と利用

者の皆様との顔合わせを行い、ご要望を伺っ

ていきます。 

⑤ 必要に忚じて、ご要望も伺いながら、丁寧

に説明いたします。 
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 区立学童クラブの運営を平成27年度

までに段階的に全て業務委託すること

について、以下の点を要望する。 

 学童クラブの時間延長は、フルタイム

で就労しながら子育てをするうえで欠

かせない要件として切実に希望する。

早期の実現を望む。 

 そのうえで、業務委託を導入するに

あたっては、過去 30年以上にわたって

蓄積された学童のノウハウを継承して

いくよう事業者を指導・支援する体制が

望まれる。理念無きコストカットであっ

てはならない。年度途中で指導員が不

足したまま放置されていた他の民営化

学童クラブの事例や、子どもが手を挟

む事故のあったドア等の修理を業務委

託の範囲内として業者まかせにしてい

た事例を耳にし、疑問に思う。適切な

監督の充実を望む。 

東亓軒町学童クラブは平成 25 年度

から業務委託導入予定とされている中

で、該当する現在の保育園年中組が

説明の対象となっていないという区の

対忚に疑問がある。自治基本条例第 5

条「区民は、区政に関する情報を知る

権利を有する」の理念を徹底してほし

い。 

 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

今後、学童クラブの充実に関する情報は、

必要に忚じて提供いたします。 

276  次の理由により、本計画の停止・再

考を要望する。 

（区の説明責任） 

①－1 学童クラブ民営化導入8年目を

迎えたが、区直営に比して、民営化が

もたらした保育及び安全性の向上につ

いて評価することができる基準及び実

績等が明示されていない。 

①－2 また、民営化によって生じる問

題点の情報が開示されていない。 

（学童保育全体のビジョン） 

② 具体的なビジョンが素案の中で明

示・検討されていない。 

（延長保育について） 

③ 民営化がもたらす最大の魅力とし

ている延長保育について、公営で行う

べく条例改正と人員の追加配置等につ

いて、具体的な対策や試行を行ってい

①－1 学童クラブは、保護者の就労や疾病

等の理由により家庭において継続的に適切な

保護に欠ける子どもを、保護者に代わって適

切に保護することと、子ども達の生活の場とし

て暖かい環境を提供し、遊びの指導や生活指

導、また子どもの自主的な活動の支援などを

通じた児童の健全育成を事業の目的としてい

ます。この目的が効果的・効率的に達成され

ているかについて、評価し運営しています。 

①－2 委託化のメリットについては、これまで

もご説明してきましたが、民間委託の導入時

に、職員が入れ替わることなどのデメリットや

それに対する配慮などについても、保護者に

丁寧に説明いたします。 

② ①－1 の目的を達成し、充実した学童保

育を安定的に提供するため、児童指導業務委

託を行っていきます。 

③ 時間延長のご要望は、多くの保護者から
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ない。 いただいており、既に延長を行っている民間

委託の学童クラブでは、延長利用される方

が、一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

 

277 《東亓軒学童クラブ 平成 25 年度から

民営化について》 

以下の各点について教えてほしい。 

① 全学童クラブをどのような基準で評

価し、運営しているか。 

② ①の結果、長期的視点でどのよう

なビジョンを描いているか。 

③ 学童クラブの運営状況に対して、

保護者がどんな評価をしているのか。 

④ ①～③を踏まえて、なぜ東亓軒町

学童クラブに平成 25年度から民営化と

いう指針を出したのかの根拠を説明し

ていただきたい。どのような基準で導

入順を決めたのか。 

⑤  かつて認証保育園に子どもを預

け、今は東亓軒町保育園に子どもを預

けている実体験から、区の職員が運営

しているものに絶大な信頼をよせてい

る一方で、民の運営に不安を感じてい

る。学童クラブの保育時間が延びると

いう表層的なサービスの向上だけでは

親の満足は得られない。子どもがより

よい環境で日中過ごせるなら、民でも

公でも構わない。質の管理をどのよう

① 学童クラブは、保護者の就労や疾病等の

理由により家庭において継続的に適切な保護

に欠ける子どもを、保護者に代わって適切に

保護することと、子ども達の生活の場として暖

かい環境を提供し、遊びの指導や生活指導、

また子どもの自主的な活動の支援などを通じ

た児童の健全育成を事業の目的としていま

す。この目的が効果的・効率的に達成されて

いるかについて、評価し運営しています。 

② ①の目的を達成し、充実した学童保育を

安定的に提供するため、児童指導業務委託を

行っていきます。 

③ 業務委託をしている学童クラブを含め、全

所で利用者アンケートを行っており、一定の評

価を得ています。 

④ 東亓軒町学童クラブが 25年度対象になっ

たのは、延長利用の要望が大きかったのが主

要な理由ではなく、併設されていることぶき館

の地域交流館への機能転換のスケジュール

や地域バランスを考慮のうえ、総合的に判断

しました。 

⑤ 子どもへの指導については、事業者にす

べてを委ねるのではなく、子ども総合センタ

ー、子ども家庭支援センター、直営の児童館
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に行ってきて、どのように受け継ぐべき

かという、根本的な議論を望む。 

の児童指導業務経験のある職員を中心に、

巡回指導を行うなどの助言・指導を行っていき

ます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

 

278  《東亓軒町学童クラブの民営化につい

て》 

都市部において女性の社会進出比

率が地方ほど進んでいないのは、イン

フラに問題がある。今回の学童保育所

の民営化の提案は、このインフラの改

善が目的であるとは思うが、子どもを

預けるにあたり一番重要なのは利便性

ではなく安心感だ。学童保育所の質が

民営化によってどのように変化するの

か不安だ。 

これまでどのように運営しており、ど

のような評価基準や経緯を経て民営化

の決定を行ったのか。今後、業務委託

をするにあたり、どのような基準で委託

先を選定するのか。予算について、人

件費などソフト面と施設などハード面に

どのように取り組んでいるのか。 

区は、重要な変化について説明する

責任がある。 

保育はサービス業ではない。子ども

が健全な心身を保ちながら育つ環境を

望む。子育てを人任せにするつもりは

なく、保護者と学童保育が一体となって

交流を持ちながら子育てをするのが本

来のあり方だ。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

事業者の選定にあたっては、募集要項の業

務要求水準書に、業務の水準を示すととも

に、サービスの拡充、向上を図るために必要

な事項を明示して募集を行います。そして、保

護者の代表や地域の代表の方、学識経験

者、財務専門家と区の担当者で構成する選定

委員会で、書類選考、選定委員による現地視

察、公開プレゼンテーション及び選定委員に

よる事業者へのヒアリングを行い候補事業者

を選定していきます。 

お子さんが安全で安心して過ごせる居場所

の安定した運営のために、指導員の雇用が守

られ、定着することが大切です。現在の委託

費の予算は、常勤職員の人件費を区の勤続

10 年目の職員の給料表をベースとする等、一
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定の水準を担保しています。現在では委託学

童クラブ職員の同一学童クラブでの平均在職

年数は約 3 年となっており、直営館とほぼ同

様です。 

施設管理も含めた、指定管理者制度を導入

している児童館内の学童クラブについては、

小規模な施設修繕については指定管理経費

に含めています。これは、例えば簡単な水漏

れの修理などの場合、指定管理者が直接修

繕した方が迅速で効率的な対忚が可能なた

めです。一定規模以上の施設修繕について

は、区が指定管理予算とは別建てで予算計上

し、直接対忚しています。指定管理者制度を

導入していない児童館内や学校内の学童クラ

ブについては、施設修繕は区が直接対忚して

います。 

今後も、保護者の皆様等には、必要に忚じ

て、丁寧に説明いたします。 

 

279  東亓軒町学童クラブの現状に大変満

足しており、民営化によりスタッフが変

わることなどに尐々不安を感じる。 

委託化のデメリットとして、導入初年度に、

職員が入れ替わることについて、保護者やお

子さんに不安があることがあげられます。その

ため、導入の前年度の学童クラブの利用申し

込みの時や4月の保護者会等で、内容等につ

いて丁寧に説明いたします。また、導入の年

の 1 月頃に、受託事業者と利用者の皆様との

顔合わせを行い、ご要望を伺っていきます。引

継ぎ期間については、現在では 2 月中旪から

は引継ぎを行っており、当初から学童クラブの

スタッフのリーダー（指定管理館の場合は館

長）が現場に入り、順次常勤職員を増やして

いきます。直前の 2 週間程度は非常勤職員を

含めたスタッフ全員が現場で引継ぎを行い、

十分な引継ぎ期間を確保しています。 
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《東亓軒町学童保育の民営化につい

て》 

新宿区東亓軒町の学童保育につい

て、現在 2年後に民営化実施の方向だ

が、学童保育の質をどう保証するかに

ついて、明文化していないから、現状で

は反対する。 

区側の説明として、民営化しても区の

職員が見守る、委託先にもベテラン職

員がいる、などの回答があるが、それ

では保育の質を保証することにはなら

ない。 

いままで学童で勤務していた区の職

員の方々は、貴重な人材という財産で

あり、財産を有効活用しない民営化に

は反対する。民営化だから反対するの

ではない。保育の質を管理する仕組み

を区が作れるのであれば賛成する。 

そのために、保育の質とはなにか、も

っと保護者や地域との話し合いの場を

設けて欲しい。また進め方も拙速であ

り、一旦止めるべき。保育の質とは何

か、学童の意味はなにかを話し合っ

て、ひとつ明確な方針を打ち出してか

ら委託先事業者を捜しても十分間に合

う。 

 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学

童クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を

持って事業者のサービスを向上させ、質の高

い保育を提供できるよう努めていきます。 

また、保護者や地域の方々のご意見を聞き

ながら、丁寧に進めていきます。 

281  《東亓軒町学童クラブの民営化につい

て》 

パブリック・コメントの提出にあたり、

東亓軒町保育園の保護者にアンケート

を行った。アンケート結果と意見の要約

の以下の通り。 

Ｑ 学童の開所時間延長を希望する

か。 

YES 61％、NO 24％ 

どちらでも 3％ 無回答 12％ 

Ｑ 区の素案に対する印象は? 

賛成 11％、反対 14％ 

安易な民営化に反対 24％ 

今は決めかねる 24％ 

よく分からない 24％ 

その他 3％ 

Ｑ 区から通知がなかったことにどう感

じるか？ 

まだ学童に通っていないので仕方

今後、学童クラブの充実に関する情報は、

必要に忚じて提供いたします。 
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がない 12％ 

保育園児にも影響が大きいので

通知や説明をすべき 49％ 

不信感・不安を抱いた 34％ 

無回答 5％ 

○ 意見の要約 

・全体像が見えないのできちんと説明し

てほしい。 

・考える時間が短く、唐突に感じる。 

・保育園では年長組以外への対忚がな

く、不満に思う。 

 

25年度からの導入計画であり、現在

在籍する学童児童以上に今の保育園

児への影響が大きいにも関わらず、区

から自発的な通知がなかったことに対

して、不満・不安が多くあがった。早く、

保育園に説明に来てほしい。関心のあ

る区民全員に、この問題を考え、意見

を述べる機会を公平に提供してほし

い。 

 

282 区立学童クラブの運営を平成 27年度

までに段階的に全て業務委託すること

について、以下の点から再考を求め

る。 

現在、東亓軒町保育園に子どもを預

けている。日頃の保育や東日本大震

災の際の対忚に感謝し、区の行政サ

ービスの質の高さを認識している。学

童クラブの時間延長は、昨今の経済状

況、尐子化抑制、男女共同参画社会

実現の観点から基本的に歓迎する。し

かし、コスト面以外に民間への業務委

託のメリットが判断しがたく、子どもを

預ける側からすると不安がある。 

特に、地震や火事などの非常事態

への対忚においては、受託業者や担

当者個人の力量に依存しない一貫性

のある対忚が必要だ。業務委託した場

合に、こうした非常事態に具体的にど

のように対忚するのか、また区としてど

のようなリスク管理対策を講じているの

か明らかにしてほしい。 

計画どおりに民営化される場合、現

委託事業者の募集の際、児童館・学童クラ

ブの業務要求水準書の中に示し、マニュアル

に従って行っています。また、区のフォロー（災

害情報の提供、学童児対忚の指示等）も行っ

ています。 

今後、学童クラブの充実に関する情報は、

必要に忚じて提供いたします。 
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在の保育園の年長にあたる学齢の子

どもだけでなく、年中以下の学齢の子

どもにもその保護者にも大きな影響を

与える。しかし、現在の保育園の年長

の保護者への説明が実施されたのみ

だ。実質を伴う説明責任を果たしてほ

しい。 

 

283  私たち高田馬場第二学童クラブ・第

二学童クラブ分室父母会は、4 年前よ

り、父母会有志のボランティアとして

「自主保育」を行っている。 

小学生になったからといって、子ども

たちを取り巻く保育環境が大きく変わる

ことはない。子どもたち一人ひとりの発

育過程に忚じて、保育園から小学校 3

年生までの保育ニーズの変化・移行期

に柔軟に対忚することが学童保育の目

的でもある。せめて保育園並みの時間

枞を選択肢として取り入れることは不

可欠だと考える。 

そもそも、私たちがなぜボランティアと

して「自主保育」を行わなければならな

かったのか。 

区へ、学童クラブの延長保育をせめ

て保育園並みにして欲しいと要望して

きたが、返答は「区直営館のままでは

延長保育は出来ない。延長保育を行う

には、民営化しなければならない」とい

うもの。なぜ、直営館では出来ないの

かという問いには、「直営館のまま職員

体制を組み直すにはコストがかかる。

民間に委託した方が効率的」と言われ

続け、効率性の問題としてしか説明さ

れていない。あとは、「民間の多様なノ

ウハウの活用」と抽象的に言うのみで

ある。 

切実に朝・夕の延長保育を求める父

母が多い一方、延長保育と引き替えの

ような形で民営化が進められるとしたら

「保育の質」は保たれるのか。切実な

課題であればこそ、二者択一のような

選択を迫られることに多くの父母が戸

惑いを感じてきた。そのため、現実的な 

時間延長のご要望は、多くの保護者からい

ただいており、既に延長を行っている民間委

託の学童クラブでは、延長利用される方が、

一定の割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があ

りますが、現行の職員数では対忚が難しい状

況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財

源と人員で充実したサービスを提供していくた

めに、全学童クラブに児童指導業務委託を導

入していきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援

センター、直営の児童館の児童指導業務経験

のある職員を中心に、巡回指導を行うなどの

助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学童

クラブでの体験研修などを継続し、委託学童

クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を持

って事業者のサービスを向上させ、質の高い

保育を提供できるよう努めていきます。 
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選択肢として、通常時間の学童クラブは

区直営のまま、朝夕の延長保育の時間

についてのみ地域ぐるみの支えのなか

で自主的に運営する仕組みを模索する

ことを考え、まずは父母も汗を流し、思

いを示そうと、父母ボランティアによる

「自主保育」を始めた。 

 

 

 

 

父母会が実施したアンケートで、父母

の一番の関心は「保育の質」である。

民営化された学童クラブにおいては、

尐なくとも現在の事業所をみる限りで

は、学童クラブ運営経験そのものが乏

しく、「保育の質」については不安を禁

じえない。 

新宿区次世代育成支援計画（平成

22 年度から 26 年度）においても「学童

クラブは家庭に代わる保護機能」をも

つ身近な子育て支援センターと謳われ

ている。現状では効率性の問題だとい

う説明や抽象的に語られる「民営のノ

ウハウ」ばかりが繰り返され、「保育の

質」に関しては、父母の不安を払拭す

るような説明はなされていない。過去に

民営化された学童クラブの事例でも、

保育事業に関わる職員の力量に関す

る不安の声が聞こえてくる。職員の力

量については、現在の区からの委託費

ではベテランの職員の確保は難しく、

経験の浅い職員が運営の中心になら

ざるを得ないという指摘が以前から言

われているが、区は「改善されてきてい

ます」と言うのみで、具体的な中身の議

論は聞こえてこない。 

また、指定管理者制度一つをみて

も、実際の現場ではまだ課題も多い。 

 

現在の委託費の人件費の予算は、常勤職

員の人件費を区の勤続 10年目の職員の給料

表をベースとする等、一定の水準を担保して

います。 

また、業務委託の導入当初は、課題があり

ましたが、現在では、指定児童館における事

業評価や保護者や地域の代表の方で構成す

る児童館運営協議会で、全ての委託学童クラ

ブで一定水準以上の評価をいただいていま

す。 

 

 

 

こうしたことを考えると、この度の実行

計画のなかで、課題の整理も曖昧なま

まに「全学童クラブ民営化」が打ち出さ

れていることは唐突としか思えない。平

成 23年 8月 27日の学習会で区の子ど

も総合センター所長から「区直営の学

童クラブと民営のものが切磋琢磨して

いけることが望ましい」という説明を聞

いた。それを受けて、私たちは通常時

間は区直営のまま延長保育の部分の 

地域との連携は、子どもたちの安全安心な

居場所である児童館・学童クラブにとって非常

に大切であると考えており、地域の方々ととも

に、子どもたちの健やかな成長を育む意欲を

持った事業者を選定していきます。 
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みを地元の地域住民・組織と連携して

運営する、地域ぐるみの「自主保育」に

ついて中山区長に申し入れを行い、当

面、児童館を使った運営の仕組みにつ

いて協議し始めることを区長から了解

をいただいた。学童クラブ・児童館を通

しての、父母や地域の子育てグルー

プ、子育て支援を通じて世代間交流を

進めるボランティアなどとの連携が、

今、始まりつつあるところだ。株式会社

などの民間事業所に、全館一律に委

託してしまうことは、場合によっては地

域の繋がりを壊してしまうことになりか

ねない。地域活動の芽を摘み取ること

なく、地域ごとの特性に忚じてそれを活

かした学童クラブとするためには、行政

と地域住民の連携も含めて多様な運

営形態の可能性を残しておかなければ

ならない。 

尐なくとも、私たち高田馬場第二学童

クラブ・学童クラブ分室父母会は、そう

した地域社会との連携を模索する端緒

についたばかりであり、四年後の学童

クラブ民営化について、現状でその是

非を語ることはできない。 

第二次実行計画素案における「区立

学童クラブ全所で児童指導業務委託を

導入」という文言を見直し、柔軟な運営

形態を父母と地域住民が子どもたちと

ともに選択してゆける余地を残してほし

い。 
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学童クラブの児童指導業務委託、児童

館の指定管理者制度の導入に関して、

関係団体（学童クラブ・保育園父母会、

地域自治会等）との意見交換を実施し、

事業内容について相互合意の上で計画

の見直しをお願いしたい。 

 

委託化について、保育園父母会等を含めた

意見交換の場は、設定しませんでしたが、25 年

度に導入を予定している学童クラブの保護者の

説明会やパブリック・コメントをはじめ、さまざま

なご意見を伺った上で、検討いたしました。 

285  問題発生時の連絡を密に行うため、指

定管理者制度導入館において 1 人以上

の区の職員（学童クラブ指導員）を監督

者として常駐させること。 

今までの知識経験を委託業者に伝え

ていくため、区の指導員に指導監督業務

に特化した教育を施し、常駐した区の指

導員が現場にて直接指導・指示を実施

することができるよう委託内容を変更す

ること。 

 

 指定管理者制度を導入する際は、区の職員

が常駐することはできませんが、子どもへの指

導や施設管理の確認・監督については、子ども

総合センター、子ども家庭支援センター、直営

の児童館の児童指導業務経験のある職員を中

心に、巡回指導などを行い、助言・指導・適切な

監督をしていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学

童クラブでの体験研修などを継続し、委託学童

クラブ職員の参加を促すなど、区が責任を持っ

て事業者のサービスを向上させ、質の高い保育

を提供できるよう努めていきます。 

286  利用者の安心できるサービス提供のた

め、日々の業務報告内容について区側

の点検内容を明確に示し、常に利用者

が確認できるよう可視化させること。 

 

 必要に忚じて提供いたします。 

287   低予算での運営を強いられる受託業

者の人材離れ、サービス低下を防ぐた

め、業務の特殊性を考慮した予算的な

精算内容の見直しを実施すること。 

 現在の委託費の予算は、常勤職員の人件費

を区の勤続 10 年目の職員の給料表をベースと

する等、一定の水準を担保しています。現在で

は委託学童クラブ職員の同一学童クラブでの

平均在職年数は約 3 年となっており、直営館と

ほぼ同様となっています。 

288   児童館・学童クラブの民間への業務委

託が始まったとき、区は公営だけではな

く、民間の方に加わってもらい切磋琢磨

し良いものを作っていきたいと説明して

いた。今回全館民営化の方針が示され

たが、全館民営化には反対である。民間

だけになってしまったときに、区はそれを

指導する人材をどのように維持するの

か。直営があってはじめてノウハウを維

持できるはず。公営の指導員の中には

スキルを持ったベテランがいる。ぜひそ

ういう人たちのスキルを生かしていって

ほしい。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からいた

だいており、既に延長を行っている民間委託の

学童クラブでは、延長利用される方が、一定の

割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長するた

めには、大幅なシフト勤務を組む必要がありま

すが、現行の職員数では対忚が難しい状況で

す。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財源

と人員で充実したサービスを提供していくため

に、全学童クラブに児童指導業務委託を導入し

ていきたいと考えています。 

 その際には、事業者にすべてを委ねるのでは

なく、子ども総合センター、子ども家庭支援セン

ター、直営の児童館の児童指導業務経験のあ 
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 る職員を中心に、巡回指導を行うなどの助言・

指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学童

クラブでの体験研修などを継続し、委託学童ク

ラブ職員の参加を促すなど、区が責任を持って

事業者のサービスを向上させ、質の高い保育を

提供できるよう努めていきます。 

 

289 かつて、児童館・学童クラブの民間へ

の業務委託が始まったとき、区は公営だ

けではなく、民間の方に加わってもらい

切磋琢磨させる狙いがあると聞いたが、

全館民営化ではその狙いから外れる。

新宿区の財産とも言える質の高い公営

学童クラブを自ら放棄するのは止めてほ

しい。継続して、公営学童クラブ職員が

学童保育をしてくれる場を設けてもらい

たい。延長対忚できないから民営化を進

めるという区の方針には到底納得できな

い。 

どうしても民営化しか選択肢がないな

ら、民営化後に新宿区が主導媒体となっ

て業務委託先の民営団体と各家庭の親

の意見とすりあわせを行ってもらいた

い。例えば1か月後、3か月後、半年後、

1 年後と区が必ず民営団体と区が同席

する面談会を設け。積極的に意見交換

する場を設定してほしい。親と業務委託

民営側との話し合いの場を全面的に責

任をもって設け、円滑な学童クラブの運

営について「指導」以上の区の介入をす

るのが、新宿区の役割だと思う。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からいた

だいており、既に延長を行っている民間委託の

学童クラブでは、延長利用される方が、一定の

割合でいらっしゃいます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長する

ためには、大幅なシフト勤務を組む必要があり

ますが、現行の職員数では対忚が難しい状況

です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財源

と人員で充実したサービスを提供していくため

に、全学童クラブに児童指導業務委託を導入し

ていきたいと考えています。 

その際には、事業者にすべてを委ねるので

はなく、子ども総合センター、子ども家庭支援セ

ンター、直営の児童館の児童指導業務経験の

ある職員を中心に、巡回指導を行うなどの助

言・指導を行っていきます。 

 また、区主催の実技研修や他の児童館・学童

クラブでの体験研修などを継続し、委託学童ク

ラブ職員の参加を促すなど、区が責任を持って

事業者のサービスを向上させ、質の高い保育を

提供できるよう努めていきます。 

民営化後の保護者意見についてですが、保

護者会で利用者のご意見をいただくほか、保護

者や地域代表からなる運営協議会の利用者ア

ンケートや、利用者懇談会、ご意見箱等、様々

な手法で利用者の要望を把握していきます。事

業者が要望の主旨を踏まえた事業運営を行う

よう、助言・指導していきます。 
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「10 学童クラブの充実」、「89 

児童館における指定管理者制度

の活用」、「93 児童館・ことぶき

館用務業務の見直し」に反対す

る。 

1 区としての尐子高齢化問題へ

の対忚が後退する恐れがあるた

め 

尐子化の原因のひとつに養育

費の負担がある。この負担を補う

ためにも女性の社会進出が必要

であり、保護者を支える手段とし

ての学童クラブは大切な公共サ

ービスだ。区が前面に立って取り

組む必要がある。延長利用は重

要な課題なので、区として責任・

管理する中で、延長部分のみ民

間活力を利用するなどの対策を

検討してはどうか。 

全国学童保育連絡協議会の調

べによれば、学童の利用は本年

過去最高を記録したそうだ。学童

の利用が増加傾向にあるにも係

わらず、区のサービスが後退する

ことは納得できない。 

2 学童クラブの民営化に不安が

あるため 

民営化により、運営上の責任の

所在が不明確になる。また、採算

が合わない場合の早期撤退や経

営破綻の恐れがある。さらに、過

去の民営化事例において低賃金

のため職員が早期に退職との話

を聞き、学童の質に不安を感じ

る。 

時間延長のご要望は、多くの保護者からいただいて

おり、既に延長を行っている民間委託の学童クラブで

は、延長利用される方が、一定の割合でいらっしゃい

ます。 

公営館の学童クラブの利用時間を延長するために

は、大幅なシフト勤務を組む必要がありますが、現行

の職員数では対忚が難しい状況です。 

時間延長のご要望にお忚えし、限られた財源と人員

で充実したサービスを提供していくために、全学童クラ

ブに児童指導業務委託を導入していきたいと考えてい

ます。 

その際には、事業者にすべてを委ねるのではなく、

子ども総合センター、子ども家庭支援センター、直営

の児童館の児童指導業務経験のある職員を中心に、

巡回指導を行うなどの助言・指導を行っていきます。 

また、区主催の実技研修や他の児童館・学童クラブ

での体験研修などを継続し、委託学童クラブ職員の参

加を促すなど、区が責任を持って事業者のサービスを

向上させ、質の高い保育を提供できるよう努めていき

ます。 

事業者の選定にあたっては、募集要項の業務要求

水準書に、業務の水準を示すとともに、サービスの拡

充、向上を図るために必要な事項を明示して募集を行

います。そして、保護者の代表や地域の代表の方、学

識経験者、財務専門家と区の担当者で構成する選定

委員会で、書類選考、選定委員による現地視察、公開

プレゼンテーション及び選定委員による事業者へのヒ

アリングを行い候補事業者を選定していきます。 

お子さんが安全で安心して過ごせる居場所の安定

した運営のために、指導員の雇用が守られ、定着する

ことが大切です。現在の委託費の予算は、常勤職員

の人件費を区の勤続 10 年目の職員の給料表をベー

スとする等、一定の水準を担保しています。現在では

委託学童クラブ職員の同一学童クラブでの平均在職

年数は約 3年となっており、直営館とほぼ同様です。 

児童館・ことぶき館の用務業務については、業務の

効率化と経費の削減を図るため、児童館・ことぶき館

の用務業務職員の退職に併せ、順次、民間事業者へ

の委託（指定管理者によるものを含む）や再任用職員

に切り替えていきます。 
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291 11 

外
国
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
子
ど
も
の
サ
ポ
ー
ト 

外国人をルーツに持つ子どものサポ

ートについては、不就学児 0 の計画を

たてること。 

日本国籍を有する子どもが不就学の場合

は、就学義務があるため、従前から通知等に

より就学を促しております。外国籍の子どもに

ついても、転入等の手続の際に従来から就学

手続きの案内を行っています。 

しかしながら外国籍の子どもについては、

様々な理由で保護者や自らの意思で就学して

いない場合が考えられます。就学義務もないこ

とから、就学を強制することはできませんが、

23 年度実施の「外国にルーツを持つ子どもの

実態調査」の結果を踏まえて検討するトータル

サポートにおいて、不就学児をなくすための取

組みも検討します。 

292 13
① 

子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
の
拡
充 

子ども総合センターや子ども家庭支

援センターは便利なので、できるなら小

学校区、無理なら中学校区に一つ開設

してほしいので、増える計画はありがた

い。 

 

 

 

子ども総合センター・子ども家庭支援センタ

ーは、26年度に 5箇所目を開設します。 

子育て支援施設としては乳幼児から中高生

まで幅広く利用できる 16 箇所の児童館もあり

ます。また、全小学校に開設した放課後子ども

ひろばがありますので、是非ご利用ください。 

293 13
② 

一
時
保
育
の
充
実 

 下の子どもがいても、子ども園の行事

に気軽に参加できるよう、子ども園に一

時保育場所を併設してほしい。 

 現在の一時保育の仕組みは、施設ご

とに異なる。尐なくとも区立の施設にお

いては利用や登録の方針を統一してほ

しい。 

在園児の使用はできませんが、四谷・あいじ

つ・西新宿子ども園では専用室型の一時保育

を実施しています。今後、柏木子ども園、おち

ごなかい子ども園でも実施を予定しています。 

子ども園、保育園、子ども家庭支援センター

など、施設や制度の違いなどにより利用方法

等に違いがあります。今後、利用方法や料金

のあり方などを検討していきます。 

 

294  一時保育・病児保育の定員をさらに

増やすこと。 

一時保育については、実行計画に基づき、平

成 27年度末までに専用室型を 9所開設し、今

後も充実させていきます。 

また、平成 25 年度には、国立国際医療研究

センター内に開設する保育園に病児・病後児

保育室を併設し、病児保育の枞は倍増する予

定です。 

295 14
① 

学
校
支
援
体
制
の
充
実 

優れた教育実践や研究活動を行った

学校を表彰する制度に反対。24年度の

検討の際には充分考慮すべき。研究校

を指定して、その成果を共有することは

大賛成であるが、教員を競わせて表彰

する必要はない。教員の意欲向上を図

るものではなく、負担が増えるだけであ

る。 

 

学校表彰制度については、24年度に検討委

員会を設置し協議をした上で、要綱や制度等

を整備していきます。新宿区の教育の発展の

ために貢献し、意欲的で優れた教育実践活動

や研究活動等を評価するものです。表彰制度

は教員の負担を増やしたり、競わせたりするこ

とにつながらないよう、配慮していきます。 
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296 15
③ 

日
本
語
サ
ポ
ー
ト
指
導 

 日本語学級（中学校）の設置を軸と

し、外国をルーツとする生徒のトータル

ケアを行う計画にすること。 

日本語の指導が必要な子どもに対して、日

本語学級の設置の如何にかかわらず、適切な

支援を迅速に講じることが必要であり、現在実

施している日本語サポート指導等の事業を十

分に活用し、日本語の習得状況に忚じた柔軟

な対忚をとっていきます。 

なお、日本語学級については、日本語の指

導が必要な子どもへの支援として、有効な方

策の一つであると捉えていますが、現在加配

教員が配置されている中学校における日本語

指導の状況や、「外国にルーツを持つ子どもの

実態調査」の結果などを参考に、検討していき

ます。 

297 16 

学
校
図
書
館
の
充
実 

学校図書館司書の配置の実施年度

を前倒しし、1校に 1人の配置で常駐化

すること。 

 

学校図書館司書の配置については、その配

置方法や支援体制の検討が必要であり、人材

の確保についても一定期間を要することから、

実施時期を 25年度としています。 

なお、今回の計画では、学校図書館司書を 2

校に 1人配置し、教員や現行の図書館スタッフ

と連携した取組みを進めながら、学校図書館

の充実を目指していきます。 

298 17
① 

学
校
適
正
配
置
等
の
推
進 

今年度の津久戸小の 1 クラスのみ、

兄弟姉妹でも、津久戸幼稚園卒業で

も、津久戸小に入れない。小学校に兄・

姉がいるのに、同じ小学校に入れずに

江戸川小にいかざるをえないことは、子

どもにどんなに悲しい負担を強いるか

考えてほしい。 

小学校の受入可能学級数については、学校

の教室数と通学区域内の将来にわたる児童数

とを考慮して決定しています。津久戸小学校の

場合、平成 25 年度以降、通学区域内の児童

が急増し、5年後には教室数が不足することが

想定されることから、平成 24 年度の受入可能

学級数を1学級（35人）としました。兄弟姉妹が

別々の学校に通うことになる御不便さは、新宿

区教育委員会としても理解しておりますので、

補欠登録を優先するとともに、補欠繰上げにつ

いても御意見を参考にしながら、十分に検討し

ていきます。 

また、幼稚園は通園に保護者が付き添うた

め、区民の方であれば、自由に区立幼稚園を

選ぶことができる一方、小学校には児童の通

学上の安全面から学区域を定めており、学校

選択制度の場合も同様に通学区域の学校とそ

の隣接校のみを選択可能校としています。そ

のため、住所によっては、津久戸幼稚園に通っ

ていても、津久戸小学校へは通えないことがあ

ります。ご理解のほどよろしくお願いします。 

299 学校の統合の話や、いきなり来年度

から1クラスしか生徒をとらないだとか、

兄弟が通っているのに学区が違うだけ

で、しかも幼稚園在園なのに小学校に

通えないとか、意味がわからない。余計

なことはしないでほしい。 

300 

 

 小学校の学区がいびつで、近くの学

校に入れない。現在は入学時でないと

小学校を選べないが、距離や通学の安

全性を理由にするのなら入学後でも柔

お住まいの場所によっては、学区域内の学

校よりも通学区域外の学校が近くなるというこ

とが生じることについては、教育委員会として

も認識しています。そのため、指定校変更とい
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 17
① 

学
校
適
正
配
置
等
の
推
進 

軟に対忚してほしい。 う制度を設け、転入時や必要な場合は入学後

も基準に沿った対忚をとっています。 

301 《学校選択制について》 

学校選択制を利用し、本来の学区で

はない落合第亓小学校を選択した。尐

人数校では、体育や運動会などででき

る競技に差が出てしまう。学校選択制

を取り入れると、このような格差ができ

てしまう。隣の小学校は 2 クラスあり、1

学年だけで落亓の全学年分くらい生徒

がいる。公立学校にこんな格差を付け

る必要があるのか。 

PTA 活動も、小規模校だからといっ

て免除されることはほとんどない。10 人

前後のクラスだと、毎年のようにＰＴＡ委

員会や役員の仕事が回ってくる。必要

性は感じているし、なくしてよいとは思

わないが、10 人で回せる量の仕事では

ない。PTA の仕事が回ってくるから、働

いている母親には無理という理由で敬

遠されることも多いと聞く。ＰＴＡ会費も

高く、落亓では 3,600 円の会費が 4,800

円に上がり、負担に感じる保護者も尐

なくないと思う。学校選択制の見直しを

願う。 

平成 22 年度に実施した学校選択制度に関

する意識調査結果において、「学校間の児童

生徒数の差が広がった」ことを課題として指摘

する意見をいただきました。しかしながら、学校

選択制度が導入される以前の指定校変更制

度においても、学校選択制度と同様に、規模

の大きな学校を申請する傾向がありました。 

教育環境検討協議会では、学校選択制度

の基本的なあり方についても協議し、平成 24

年 1 月に答申を取りまとめましたので、今後は

答申の趣旨を踏まえて基本方針を策定しま

す。 

302 
 

《学校選択制度、通学区域、及び区立

学校の適正規模及び適正配置の基本

的なあり方について》 

学校選択制の廃止を求める。上の子

は、本来の学区域とは別の落合第亓小

学校を選択したが、一年生は 17 人で、

しかも「いじめ」などの問題のため二年

の間に 3 人が転校するという事態に。

下の子も、上の子と同じ第亓小学校を

選択したが、学区内の子ども 30人に対

し、流出 18、流入 3で一年生が 15人予

定。さらに就学時検診は 12名のみの参

加で、女子が 2 名のみというアンバラン

スな結果となった。こうしたアンバランス

な構成が毎年続き、上に兄姉のいない

子は第亓小学校を選択しなくなるだろ

う。また、人数の減尐は PTA 活動の負

担増に結びつき、そのことが入学を敬

遠する一つの要因になっている。 

先日の区長と話そうしんじゅくトーク

学校選択制度は、区立小中学校に入学する

新 1 年生の保護者や児童・生徒が自らの意思

で学校を選択できることや、学校が「特色ある

教育活動」「開かれた教育活動」を推進するこ

とを目的としています。平成 22年度に実施した

学校選択制度に関する意識調査結果を見る

と、「学校選択の自由度が高まった」と評価して

いる保護者が多い一方で、「学校間の児童生

徒数の差が広がった」や「学校と地域の繋がり

が薄くなった」ことを課題として指摘する意見も

多く寄せられました。 

教育環境検討協議会では、学校選択制度

の基本的なあり方についても協議し、平成 24

年 1 月に答申を取りまとめましたので、今後は

答申の趣旨を踏まえて基本方針を策定しま

す。 



【パブリック・コメント】意見要旨と区の考え方 

99 

 

№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

 

では、学校の統合は行なわない、しか

し選択制もなくさないと、大いに矛盾す

る発言がなされた。その前に、平成 14

年の「ビジョン」を撤廃することが最低限

必要だと思う。統廃合は行なわないな

ら、第亓小学校区域の児童が流出しな

いよう、何らかの手段をとっていただき

たい。公教育である以上、選択制は不

要であるし、導入の際に考えた成果を

挙げられなかった以上、元に戻してい

ただきたい。 

303 

 

学校選択制は廃止を。地域と学校の

結びつきが大切。学校の特色を作って

他との違いを出すのは義務教育には馴

染まない。 

304 

 

子ども達が通学するときに信号を渡

らないといけなかったり、商店街を通っ

て通学通園することから、近くに幼稚園

や学校は必要だと思う。危ないというこ

と。何があるか分からない。子どもの興

味のあるものが多く、親としても心配。

子どもが尐ないからといって何でもかん

でも無くすのではなく周りの環境や生活

を考えてほしい。 

小学校については、新宿区全体でみると、児

童生徒数と比較して学校数が多く、他区と比較

しても小規模校が多くなっています。通学にお

ける安全の確保とともに、集団教育における教

育効果も考慮する必要があります。教育環境

検討協議会ではこのような視点も含めて協議

し、平成 24 年 1 月に答申を取りまとめました。

今後は答申の趣旨を踏まえて基本方針を策定

します。 

区立幼稚園については、園児の登園及び降

園時に保護者に送り迎えをしていただき、園児

の安全を確保しているところです。区立幼稚園

のあり方の見直しのなかで廃止する園を検討

する際には、代替の園までの通園距離などを

検討に含めていきます。 

305 

 

尐人数学級の推進については、小学

校 1 年生から順次 30 人以下学級にす

ること。尐数学級に対忚した教室数の

確保を行うこと。 

30人学級の実現は、教員の確保、教室の整

備などの課題があります。このため、財政的措

置など国や都の動向を注視しながら、区として

必要な教室数の確保について、適切に対忚し

ていきます。 

また、区が長期的な視点に立った学校教育

を責任を持って推進できるよう、教職員の人事

権を特別区に移譲することを国や都に要望し

ています。 

306 

 

学校適正配置等の推進については、

平成 4 年答申に基づく適正配置を終了

すること。学校選択制度を廃止するこ

と。 

 

 

 

35 人以下学級の導入や未就学児の増加傾

向など教育環境の変化に適切に対忚するた

め、教育環境検討協議会を設置し、平成 24 年

1 月には「新宿区立小・中学校の通学区域、学

校選択制度、適正規模及び適正配置の基本

的なあり方について（答申）」が取りまとめられ

ました。今後は答申の趣旨を踏まえて基本方
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針を策定します。 

307 18 

学
校
施

設
の
改
善 

学校の建て替えについては、老朽化

した学校の校舎建て替えを計画事業に

位置づけること。 

 

建て替えについては、適正配置との整合性

を図りつつ、中長期修繕計画とあわせて検討し

ていきます。 

308 21
② 

総
合
運
動

場
の
整
備 

総合運動場については関係者、利用

者の意見を聞き、計画の再検討を行う

こと。 

有識者意見交換会を立ち上げ、体育協会、

スポーツ推進委員協議会等のスポーツ関係団

体をはじめ、町会や障害者団体等の各分野の

代表の方々とともに区民ニーズを反映した総

合運動場のあり方を検討します。 

309 22 

新
中
央
図
書
館
等
の
建
設 

新中央図書館の建設検討が 24年度

以降､実施されることになっているが､こ

れは､本来24年度から建設計画に着手

する予定であったものが､東日本大震

災の影響により、計画がさき伸ばしとな

ったようである｡実行計画上では 24 年

度の事業費はゼロで､24 年度以降､何

時建設に着手となるのか､不透明となっ

ている。しかし､現中央図書館の老朽化

が進み､東京直下型地震や東海沖大地

震が何時きてもおかしくない状況下に

おいては､むしろ.建設を前倒しで実施

する位でないと､不特定多数の図書館

来訪者の安全確保が図れないものと考

えられる。したがって､24 年度は概要設

計､諸調査等の予算措置を行い､建設

計画を着実に進めるよう､再考をお願い

したい｡ 

 

新中央図書館の建設スケジュールは、新宿

区緊急震災対策により改めて判断することとな

ったため、建設時期は未定となっています。 

今後、新中央図書館の建設は、財政状況等

を踏まえ、総合的に検討していきます。なお、

早稲田大学から新中央図書館等と研究教育

施設との合築等の提案があったことから、今後

はこの提案についても検討していきます。 

一方、現中央図書館は、新耐震基準以前の

建築物であることから、区民や利用者の安全

を第一に考え、旧戸山中学校を仮施設として

移転することにしました。 

310 23 

地
域
図
書
館
の
整
備
（落
合
地
域
） 

新中央図書館を旧戸山中学校跡地

に建設する計画は、落合地域で図書館

が空白になるので、是非とも早く図書館

を作ってほしい。この計画では 27 年度

には完成しない。 

落合地域の図書館の整備については、平成

25 年度の現中央図書館の移転後、施設を解

体し、平成 27年度までの建設をめざしていると

ころです。いただいたご意見を踏まえ、できる

だけ空白期間を短くするように努めていきま

す。 

311 落合地区に地域図書館を残してくれ

たことについて感謝する。建て替えが

決まった地域図書館についての意見を

以下にまとめた。 

① 図書館がない、という空白期間をな

くして欲しい。もしくはその空白期間を、

1 か月でも短いものにして欲しい。子ど

もたちにとって、移転先、もしくは近隣

（まったく近隣でないが）の図書館に行く

ことは困難であり、本好きな子どもたち

① 落合地域の図書館の整備については、平

成 25 年度の現中央図書館の移転後、施設を

解体し、平成 27 年度までの建設をめざしてい

るところです。いただいたご意見を踏まえ、でき

るだけ空白期間を短くするように努めていきま

す。また、地域図書館ができるまでの間も、近

隣の子どもたちの読書環境を確保することは

課題として認識しています。したがって、学校

図書館の本来目的である児童・生徒の学習活

動や読書活動に支障のないように配慮しなが
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№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

の環境を極力守ってあげて欲しい。 

② いまあるこども図書館と同等の内

容・規模の図書館をつくってほしい。規

模が小さくなって、子どもたちをがっくり

させないでほしい。 

ら、学校図書館の活用を検討していきます。 

② 新しいこども図書館は、新中央図書館の中

に整備していく予定です。落合地域に建設する

地域図書館については、いただいたご意見な

どを踏まえ、今後の施設整備計画の中で総合

的に検討していきます。 

 

312 健
康
づ
く
り 

 予防接種を充実させてほしい。任意

接種であるヒブ、肺炎球菌、Ｂ型、Ａ型

肝炎、おたふく風邪、水疱瘡、そして任

意接種にも指定されていないロタウィル

ス、ポリオ不活化等を定期接種として取

り入れてほしい。特にポリオに関しては

生ワクチンを接種された子どもがいると

二次感染してしまう。国が動かないなら

都や区が動いてほしい。 

予防接種には、予防接種法で接種が義務付

けられている定期予防接種と個々人の方の判

断で接種していただく任意予防接種がありま

す。 

国は、現在、予防接種法の対象となる疾病・

ワクチンの見直しや予防接種事業の適正な実

施の確保など予防接種制度の見直しを進めて

います。 

任意予防接種のうち、子宮頸がん予防ワクチ

ン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンに

ついて、国は、ワクチン接種緊急促進事業（平

成 22～23年度）として位置付け、平成 24年度

以降も円滑な接種ができるよう、今後の定期

接種への移行を視野に入れながら検討する、

としています。 

また、水疱瘡（水痘）、おたふくかぜ、Ｂ型肝

炎に係る各ワクチンについては、ワクチンの供

給量や実施体制なども考慮しながら、定期予

防接種化の必要性について検討を進める、と

しています。区は、これらのワクチンについて、

国に対して、定期予防接種として位置付け、財

源措置を講ずるよう特別区長会や全国市長会

を通じて要望しています。 

ロタウイルスワクチンは、平成 23年 11 月 21

日より国内販売が開始された新しいワクチンで

す。このワクチンとＡ型肝炎ワクチンについて

は、任意予防接種ですが、国の予防接種専門

部会では、現在のところ検討対象となっていま

せん。 

ポリオワクチンについては、現在、定期予防

接種として、予防接種実施規則に基づき、生ワ

クチンを使用して接種が行われています。 

国は、不活化ポリオワクチンの導入に向けた

取り組みを進めていますが、不活化ポリオワク

チンは、現時点で国内未承認のワクチンであ

ることから、区として定期接種に位置付けるよ

う要望する考えはありません。 
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313 
健
康
づ
く
り 

高齢者への肺炎球菌ワクチン接種

は、医師及び本人の希望があれば補

助の対象として検討することを求める。 

肺炎の死亡率が高い為、予防対策効

果が期待されるのであれば 5年間有効

な予防接種を希望者に実施したら如何

か。 

 

 

高齢者肺炎球菌ワクチンは、予防接種法で

接種が義務付けられている予防接種ではなく、

個々人の方の判断で接種していただく任意の

予防接種で、その費用についてはご本人の負

担となるものです。 

任意の予防接種のうち、子宮頸がん予防ワ

クチンなど国のワクチン接種緊急促進事業に

よって、新宿区の公費負担により接種を行って

いるものもありますが、高齢者肺炎球菌ワクチ

ンについては、自己負担による接種をお願いし

ています。 

国は、現在、厚生科学審議会予防接種部会

の報告を踏まえ、ワクチンの供給量や実施体

制なども考慮しながら、定期予防接種化の必

要性について検討を進めています。 

区は、子宮頸がん予防ワクチンなどとともに

高齢者肺炎球菌ワクチンについても、国に対し

て、定期予防接種として位置付け、財源措置を

講ずるよう特別区長会や全国市長会を通じて

要望しています。 

このような国の動向や区の財政状況を見極

めた上で、高齢者肺炎球菌ワクチンへの費用

助成について、各種予防接種の優先度なども

含めて検討していきます。 

 

 

 

314  高齢者の肺炎球菌の予防接種助成

を行うこと。 

315 

 

 乳がん・子宮がん検診のみならず、す

べてのがん検診の検診率を高めること

を計画事業に位置づけること。 

 

乳がん・子宮がん以外のがん検診の受診

(検診)率の向上につきましては、これまでも「新

宿区健康づくり行動計画」に受診率の目標値

を定め、普及啓発事業等を実施してきました。

また、今年度（23 年度）、新たに、個別の働き

かけをしていない社会保険などの加入者約 7

万 3 千人の方を対象に、がん検診の申込みが

できる返信用はがきを組み込んだ受診勧奨は

がきを送付しています。24 年度からは、「新宿

区がん対策推進計画」の中に位置づけ、受診

率の向上に取り組んでいきます。 
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316 放
射
能
問
題 

《子どもたちが安心して暮らせるように》 

原子力発電所の事故が再び起こった

場合は、爆発の翌日に学校や幼稚園、

保育園が開園しないよう、新宿区独自の

一定の基準を設けてほしい（例：大気中

の放射線量が通常の倍以上など）。原子

力発電所の爆発の際の原子力マニュア

ルを作っていただきたい。生徒数分のマ

スクを備蓄する、ただちに屋内に退避す

る、線量が下がるまでは窓やドアの開閉

に気をつけるなど。 

また、子どもたちの体内の放射線量が

どうなっているのか、体内被曝量の検査

も行ってほしい。 

新宿区の放射線量は下がったと言わ

れているが、放射性物質は新宿区に大

量に降下した。放射性物質はなくならな

いので、除染活動（アスファルトを洗う、

街路樹や公園の木を剪定する、砂場の

砂を交換するなど）が重要である。 

区は、平成 23 年 12 月から保育園、幼稚

園、小中学校等の区有施設で雤樋の下など

高い線量が予測される箇所を測定していま

す。地上 1 メートルの高さで、毎時 0.23マイク

ロシーベルト以上の値が測定された場合は、

除染を行うとともに、保育園の園庭等では、5

センチメートルでの値についても、毎時 0.23

マイクロシーベルト以上の場合は、必要な措

置を講じます。 

また、福島県の住民に対して内部被ばく検

査が行われていますが、現在のところ健康に

影響のある被ばく量の方はいないことから、

現段階において新宿区で内部被ばくの検査

を実施する予定はありません。 

317 

 

《子どもを放射能から守る新宿計画》 

① まだ福島原発では臨界の可能性もあ

り、収束に至っていない。天候状態など

により、大量の降下物に見舞われる可能

性があるので、小学校や保育園の空気

線量や土壌を定期的に測定する必要が

ある。 

② 落ち葉、土など汚染のひどいゴミを分

別し、燃やさない対策を取ること。 

③ 学校給食などでは生産地を精査し、

子どもの内部被曝を尐なくすること。 

④ 学校カリキュラムで使用される郊外

の施設や、そこで行われる慣例イベント

も、安全性の確認が必要である。 

① 東京都健康安全研究センター（百人町）

にモニタリングポストがあるとともに、区内 2

箇所（区役所分庁舎前、牛込弁天公園）で定

期測定を行っています。また、小学校や保育

園等は随時測定しています。また、学校向け

に測定器 1台を貸し出しています。 

② 地表 1 メートルの高さで毎時 0．23マイク

ロシーベルト以上の汚染土壌や落ち葉等

は、除染を適切に行います。 

③ 学校に対し、給食の食材を特定の生産

地域から取らないように、または、取るよう

に、との指示はできませんが、教育委員会と

しては、子どもの内部被ばくを尐なくするた

め、国や都道府県のモニタリング検査等を注

視し、学校に対して情報提供を行い、生産地

の確認や使用量について注意するように伝

えていきます。 

④ 校外施設の使用やそこで行うイベント等

については、施設所在地の自治体が公表し

ている放射能測定結果等を確認したうえで、

実施の有無や実施時期、使用方法等を検討

します。 

318 

 

基本施策「多様化する課題に対忚した保

健・公衆衛生の推進」（素案 p43）に、放

射能対策を追加してほしい。具体的な項

目は、 

・定期的・長期的な検査体制は既に確立出

来ているので、消費者庁が貸与する測定器

を借り受け、給食食材等の測定など有効活

用を検討します。なお、東京都は学校給食の 



【パブリック・コメント】意見要旨と区の考え方 

104 

 

№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

 放
射
能
問
題 

・食品の放射能検査機器の購入 

借り受けるのではなく、定期的・長期的

な検査体制の確立のため、購入が必須

である。 

・区内教育機関の給食調査の定期的実

施 

放射能の影響は長期的に調査する必

要があるため、どの教育機関でも週に 1

回は検査を実施する体制を早期に確立

すること。 

・区内ホットスポットの除染 

区内にも年間 1 ミリシーベルトを超える

汚染地点があると疑われている。民間か

らの通報を待つのではなく、行政自らが

探し出して直ちに除染する体制を確立す

ること。 

 

検査を目的とした放射線検査機器の購入費

等補助について検討中であることから、今の

ところ区で購入することは考えていません。 

・食品の放射線量検査は、流通する前の段

階で確実に実施していくことが重要であると

考えます。現在は検査体制が強化され、安

全性が向上してきていると思われます。教育

委員会は、保護者の方に安心していただくた

め、都や区の検査体制が整い次第、給食の

検査を実施していく方向で検討しています。 

・小・中学校、幼稚園、保育園等の区有施設

について、平成 23年 12月から順次雤樋下等

高い線量が想定される箇所を測定していま

す。高い値が出た場合は土の入れ替え等必

要な措置を講じます。民有地の測定について

は、測定器の貸出し制度を利用していただ

き、高い値が出た場合は土の入れ替え等の

提言をします。 

319 

 

《微量放射性物質測定の実施について》 

新宿区には原発事故由来の放射性物

質がばら撒かれている。健安研のデータ

では、事故以前はセシウム 2ベクレル/kg

に対し、現在では 790ベクレル/kgが存在

している。溜まりやすい場所にはさらに大

量の放射性物質が存在している。さら

に、食品中にもそれらが混入し、生産地

から私達の口に運ばれている。事故以前

は平均して 1日の食品中 0.1ベクレル/kg

に対し、現在はさらに多くの放射性物質

を含んだ食品に取り囲まれている。この

状況を精査するため、また、母乳を与え

ている乳児の状況を判断するためにも、

自治体での測定器設置事業を立ち上げ

る必要がある。また、各自治体が給食の

定期検査を行うことが文科省の方針とし

て固まりつつある。種々の測定を行い、

かつ被災地や小さい自治体での検査需

要を圧迫しないためにも自治体での対忚

が必要である。 

食品等の放射性物質検査機器について、

消費者庁から貸与を受け給食食材等の測定

など有効活用を検討します。 

320 

 

保育室、園庭等、数か所で放射線量

の測定を定期的に行ってほしい。そして

公表してほしい。 

 

区内 2 箇所（区役所分庁舎前、牛込弁天

公園）で定期測定を継続するとともに、小・中

学校、幼稚園、保育園等の区有施設につい

て、平成 23 年 12 月から順次雤樋下等高い

線量が想定される箇所を測定し、結果を公表

します。 
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321 30
① 

高
齢
者
総
合
相
談
セ

ン
タ
ー
の
機
能
強
化 

高齢者総合相談センターは、地域包括

ケアを担う中心的相談機関である。区有

施設の併設も重要だが、27 年度末の目

標に、職員の質の向上を図り関係機関と

の連携を深めるなど、機能強化も加えた

ほうがよい。 

 

 

高齢者総合相談センターの機能強化で

は、職員の質の向上を図るための各種研修

経費を含んでいます。計画上は、研修回数

や育成についての目標を示していませんが、

27 年度までに職員の質の向上を図り、関係

機関との連携を深めるなど、機能強化を図り

ます。 

322 30
② 

認
知
症
高
齢
者

支
援
の
推
進 

認知症高齢者の介護者リフレッシュ等

支援事業のみならず、介護保険外の家

事支援、外出介護サービスを創設し、計

画事業とすること。区独自の保険料・利

用料減免制度を創設すること。 

 

区では、認知症介護者リフレッシュ等支援

事業の他に、保険外サービスとして回復支援

家事援助サービスを実施しています。現在、

新たなサービスの創設は考えていません。ま

た、利用料の減免については生活保護受給

中や住民税非課税の方を対象にすでに実施

しています。 

323 31
② 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備 

 特別養護老人ホームの多量新設を希

望する。家で介護しながら最後を迎える

のは理想だが、家族が倒れてしまう。土

地がないなら空いている公務員宿舎等を

新宿区が買って建ててほしい。 

 

特別養護老人ホームは、公有地を活用し

た整備を進めておりますが、事業者が直接、

公有地を借り受けて整備する民設民営方式

をとっており、区による公有地の購入は考え

ていません。公有地で特別養護老人ホーム

を整備する場合は、都の「地域の福祉インフ

ラ整備事業」を活用するなど、低廉な価格で

事業者に土地を貸し付け、整備が円滑に進

むよう便宜を図っています。なお、今年度（23

年度）は特別養護老人ホーム入所待機者の

実態に関する調査を実施しており、この結果

も踏まえて、適切な整備計画を検討していき

ます。 

324 特別養護老人ホームを、計画期間内

に増設すること。 

特別養護老人ホームは、在宅での介護が

困難になった高齢者のセーフティネットである

と位置づけています。素案では中央図書館

跡地での整備を計画化していましたが、下落

合駅前国有地を活用した整備計画に変更

し、実行計画期間内（27 年度）の開設に向け

て整備を進めます。今年度（23 年度）は特別

養護老人ホーム入所待機者の実態に関する

調査を実施しており、この結果も踏まえて、適

切な整備計画を検討していきます。 

325 32 

障
害
者
の
福
祉
サ
ー

ビ
ス
基
盤
整
備 

障害者の福祉サービスの基盤整備に

ついては、グループホーム等必要とされ

ている施設の整備をさらに進める計画と

すること。 

障害者生活実態調査の結果や障害者施

策推進協議会の意見を踏まえ、今後も引き

続きグループホーム等必要とされている施設

の整備を検討していきます。 
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326 39 

高
齢
者
等
入
居
支
援 

高齢者等入居支援について生活保

護世帯も協定保証会社へのあっ旋の

対象にすること。中央区の制度も参考

にし、(財）東京都防災・建築まちづくり

センターが実施している「あんしん居住

制度」を利用する際に利用費用の一部

を助成するなど、高齢者の住まいの安

全・安心を推進すること。 

生活保護世帯であっても、60 歳以上の方の

みで構成される世帯、障害者世帯またはひとり

親世帯であればあっ旋の対象としています。 

素案でお示しした「高齢者等入居支援」で行

う「緊急通報装置等利用料助成」は、意見でご

指摘の「あんしん居住制度」のうちの「見守りサ

ービス」を利用した一人暮らしの 60 歳以上の

方に対して費用の一部を助成することを想定し

ているものです。 

327 41 

区
営
住
宅
の
再
編
整
備

（（仮
称
）弁
天
町
コ
ー
ポ
ラ
ス
） 

 区営住宅の再編整備（弁天町コーポ

ラス）については、早稲田南町第 3アパ

ート以外の住宅は残し、希望者のみ弁

天町コーポラスに移転させる計画に変

更すること。あわせて、第 2 アパートに

ついては、技術的にも可能なエレベー

ター設置を実現すること。 

 

区営住宅の再編整備（弁天町コーポラス）に

ついては、3 つの区営住宅を再編整備すること

を考えており、これにより入居者の住環境の向

上や区有地の有効活用を図っていきます。 

したがって、早稲田南町第 2 アパートを存続

させてエレベーターを設置する考えはありませ

ん。また、早稲田南町アパートの入居者すべて

の方にエレベーターを備えた弁天町の新しい

区営住宅に移転していただく考えです。 

328 42
① 

建
築
物
等
耐
震
化
支
援
事
業 

東海地震はいつかは発生すると思う

が、35 年も発生しなければ、日本の木

造住宅の多くは、平均寿命からして建

て替えになったり、増・改築により殆ど

問題は解決されている筈である。改修

を阻む個人がいれば、行政指導で個別

解決すれば良く、産業振興等の理由が

あるならば、他に解決する手段もあると

考える。個人住宅への耐震化補助は不

公平対策であり絶対止めるべきだ。個

人の建築物等の支援事業は、日本の

財政状況から不可能だ。そもそも不燃

化・耐震補強は自己責任のはずで、助

成金を出すのは納税者にとって不公平

である。 

平成 7 年 10 月に定められた耐震改

修促進法に準拠した、都による「地域防

災計画」の再見直し・2006 年度の税制

も見直すことを求める。世の中がかわり

財政が厳しい中、必要であれば融資の

形を採用したらよい。建築基準法にギリ

ギリの性能の建物は、直下型地震では

倒れてしまうと言われているが、支援対

象になる既存建物等をどのレベルまで

耐震性を高めるか、改修に関わる評価

法（特に老朽化による耐震性低下の定

量化）・設計法の整備が必要である。 

建築物の耐震化は、それぞれの建築物の所

有者が、自らの責務として取り組むことが基本

であると考えています。しかし、いつ起きてもお

かしくないと言われる「首都直下地震」に対す

る時間との競争の中で、区民の生命と財産へ

の被害を最小限に留める減災社会を実現する

ことは区の責務であると認識しています。この

ため、個人住宅についても耐震化補助を行っ

ています。 

耐震に関わる評価法については、国土交通

省が定めている「建築物の耐震診断及び耐震

改修の促進を図るための基本的な方針」に基

づき実施しています。その中で定めている構造

耐震指標という耐震性の評点が一定数を超え

るものについて、補助を行っています。 
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329 

 

建築物等耐震化支援事業について

は、モデル地区事業だけでなく、渋谷区

のような悉皆調査を行い、耐震化を誘

導・促進すること。また、接道などの問

題で建て替えができない建築物につい

ても住宅リフォーム助成などを行うなど

して、耐震・不燃化を促進すること。緊

急輸送道路に面している建物の耐震化

については、2013 年度までに達成でき

なかった場合には、制度終了後も区と

して進めること。 

耐震化支援事業の啓発については、モデル

地区事業の他に、広報しんじゅくの活用、パン

フレットのポスティング及び郵送配布に加え、

地域センターまつりなどのイベントを活用した

周知活動を行っています。今後も区民の方に

耐震化の重要性を認識していただくため、周知

の内容について幅広く検討していきます。 区

では、建築物等耐震化支援事業、アスベスト含

有調査及び除去等への助成、高齢者の自立

支援住宅改修など、政策目的に合わせて、住

宅改修に関する様々な助成を実施していま

す。他にも、新宿区リフォーム協議会と連携し

た住宅修繕工事等業者あっせんを行ったり、

東京都建築士事務所協会と連携した安全安

心・建築なんでも相談会を毎月開催することに

より住宅改修を支援しており、住宅リフォーム

助成制度については、実施する考えはありま

せん。 

東京都の耐震化推進条例により耐震診断が

義務化される特定緊急輸送道路沿道に面して

いる建物の耐震化については、東京都が時限

的に区への補助割合を増やします。これによ

り、区からの補助割合を増やす期間は、耐震

診断が平成 25 年度、補強設計が平成 26 年

度、耐震改修が平成 27 年度までですが、その

後は、区がこれまで実施してきた補助内容に

戻し、継続して進めていきます。 

330 42
② 

擁
壁
・が
け
改
修
等
支
援
事
業 

擁壁・がけ改修等支援事業について

は、改修が必要な擁壁・がけの件数に

対して、改修工事費助成の計画数が尐

なすぎるため、2016 年度末の目標を引

き上げ、必要な措置を講ずること。 

改修工事費助成の目標について、事業を立

ち上げる 2年間を除き、各年度 5件を想定し、4

年間で 15件を計画しています。 

区内には高さが 1.5ｍ以上の擁壁が約 3,500

件あります。改修工事費助成の対象を「崩壊

や転倒した際に、生命、財産に大きな危害を及

ぼす恐れのある擁壁」及び「大規模な災害時

の避難や救助活動に重要な道路に近接する

擁壁」に重点化したことで、助成対象となりうる

件数は、約 100件と想定しました。 

事業期間については、擁壁改修工事が建築

物の建替えと同時に施工することが効率的で

あるため、建替えが想定される今後 20 年間に

合わせ、各年度の目標件数を設定しました。 

今後、事業を進める中で、改修工事費助成

の申請が事業の目標を超えることが想定され

る場合には、見直しを検討していきます。 
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331 44 

道
路
の
無
電
柱
化
整
備 

積極的に進めること。地震対策で一

番重要な項目である。地震時の電柱倒

壊は大きな悲劇に繋がり、建造物の破

壊、緊急車両の道路侵入阻止、停電、

光ファイバーネットワークの破壊等いず

れも大事に繋がることは明白である。

普段時においても歩行の妨げ等安全

性、街路景観の阻害等その煩わしさに

辞易する。被災の大きさを考慮すると、

住宅の耐震化レベルではなく、耐震化

の優先順位とその根拠を明確にすべき

である。 

道路の無電柱化の実施に当たっては、地域

の景観や防災性向上、沿道のまちづくりの動

向など、各路線における無電柱の必要性を総

合的に評価し、優先度の高い路線から整備を

行っていきます。 

332 45 

木
造
住
宅
密
集
地
区
整
備
促
進 

新宿区にも木賃ベルト地帯が一部残

存しており老朽化した木賃アパートは

都市災害の元凶になると言われてい

る。'「神田川」の世界’の木賃アパート

の多くは既存不適格（現行法で建て替

え出来ない）と言われているが、一方的

な排除でなく、道路事情も配慮し、都市

防災の為の工夫をし、この無計画さを

魅力ある風景とし、居心地の良さを歩く

人に提供していただきたい。神楽坂と

は別の趣のある文化であり、文化が個

性ある地域社会を支える土台であり、

文化無きまちづくりは砂上の楼閣であ

る。 

いつ起きてもおかしくない「首都直下型地震」

に対する時間との競争の中で、区は、災害に

強いまちを目指し、道路の拡幅整備や建築物

の耐震化、不燃化を促進しているところです。 

一方、地域のまちづくりを進めるうえでは、防

災面に加え、地形や自然環境、まちを形成して

きた歴史や文化など、まちの資源や個性を活

かしたまちづくりの視点も必要なことと考えてい

ます。 

333 46 
再
開
発
に
よ
る
市
街
地
の
整
備 

東京も多くの再開発が実施され、便利

になり・景観も改善されてきた所もある

が、都市環境の点においては反省する

ところも多々ある。それは新都市型公

害である。都市設計に当たり、熱代謝

項目が考慮されていなかった事が地球

温暖化・ヒートアイランドの大きな要因

であるため新しい再開発方式（ノレー

ル）を可視化して、区民に説明していた

だきたい。 

落合地区には住工混合地区が有るが、

それが理由で、住宅地に外来者が入っ

てきて、治安を悪くしている。又、通学路

に車が入って来ているため、小学校と児

童館を結ぶ歩行者軸にコミュニティ道路

の計画を希望する。さらに接続路は歩

車共有道路として、車の速度規制（＜20

キロ／時）も配慮した計画が必要だ。工

場は中小企業が大半であるが、工場構

内が狭い等の為、公道（通学路）でフォ

市街地再開発事業は、既成市街地内におけ

る細分化された宅地や低・未利用地を広く統合

し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る

とともに、良質で防災性の高い建築物に建替

え、併せて、公共施設の整備やオープンスペ

ースの確保をすることで、安全・安心で快適な

都市環境づくりを推進しています。 

事業の実施に際しては、調和のとれた良質な

景観形成や環境に配慮した質の高い建築物

へ誘導するとともに、屋上・壁面緑化や太陽光

パネルの導入等により、地球温暖化やヒートア

イランド対策にも寄与するまちづくりとなるよ

う、市街地再開発組合等を指導、支援していま

す。 

コミュニティ道路の計画や工場用地の確保に

よる集約などは、地区全体で考えていくもので

あり、地域の実情や要望等を踏まえて、地域

の合意を前提とした地区計画制度などを活用

しながらまちづくりの中で行っていくことが適切

と考えています。 
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ークリフト或いは車が作業する交通違反

状態が未だ続いている。住区内道路へ

の大型車の侵入は、規制も必要だ。妙

正寺川沿いに工場用地を確保し（仮保

育園のある場所）、工場の集約も一つの

方法である。住生活基本法、地球環境・

建築憲章の指針を目指す、新しい開発

方式をあみ出していただきたい。 

334 再開発による市街地の整備について

は、総事業費が 55億 7688万 1千円と

突出している。再開発に対する助成

は、不要不急の税金投入はしないとい

う立場で抜本的に見直すこと。とりわけ

今後事業化する予定の地区について

は、真に区民のために税金投入が必要

な事業でない限り、税金投入はしないこ

と。 

市街地再開発事業は、多くの地元地権者等

で構成される民間主導の大規模な共同建替え

によるまちづくりです。地域の抱える課題を個

別の建替えでは効果的に解消することが困難

な地区もあることから、細分化された宅地や

低・未利用地を広く統合し、土地の合理的かつ

健全な高度利用を図るとともに、多数の老朽

木造建築物等を良質で防災性の高い再開発

ビルに建替えることで不燃化、耐震化を図り、

併せて道路等の公共施設の整備や広場・歩道

状空地等のオープンスペースを確保することに

より、災害に強く、安全・安心で快適な都市環

境づくりを推進することができます。 

また、都市計画事業であるため空地を十分

確保するなどの制約があり、必ずしも採算性の

高い事業とはならないことから、市街地再開発

組合に一定の助成をすることで事業の促進を

図っています。歳入面においても、国や都から

交付金等が充当されるとともに、事業の完成に

より多額の税収も見込めるため、効率的・効果

的な事業であると考えます。今後とも必要に忚

じ、地区選定や助成内容等について見直しを

行いながら、災害に備えるまちづくりを進めて

いきます。 
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335 47 

災
害
情
報
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築 

① 災害情報システムの対象となる災

害に、原子力発電所の事故を含めるこ

とを求める。 

災害時の混乱は二次災害・二次被害

の原因となる。原子力発電所の事故に

ついても､確認･連絡体制を明確に定

め､地域住民が主体となって冷静な行

動ができるように新宿区が指導する必

要がある。 

② 原子力発電所の継続的な情報入

手及び事故時の迅速かつ的確な判断･

指示のためのシステム構築 

 福島の原子力発電所の他､特に東海

第二原子力発電所と浜岡原子力発電 

所は新宿区方面へ風が吹く時期があ

り､事故が起きれば新宿区が放射性物

質の高汚染地域になる可能性がある。

軽微な事故であっても情報を速やかに

区が把握することができるシステムの

構築を強く要望する。 

災害時の情報収集・伝達をはじめ新宿区の

災害対策は、東京都地域防災計画との整合性

を保ちながら地域防災計画で規定しています。

災害情報システムについても東京都と緊密な

連携を保ちながら災害時の情報収集・伝達を

行うこととなっています。 

現在、東京都は地域防災計画「原子力災害

編」を策定しています。この計画では、原子力

緊急事態が生じた場合の東京都から区への情

報連絡体制が定められ、これを受けて新宿区

は大規模事故等対策計画に基づき関係機関と

協力し避難指示等区民の安全確保を図ること

としています。 

今回、福島第一原子力発電所事故の経験を

踏まえて、平成 23年 11月 25日に発表された

「東京都防災対忚指針」では、放射性物質等に

よる影響の対策の推進を掲げ、国による抜本

的な対策の強化と都独自の施策の実施による

都民の不安払拭と安全の確保についての体制

整備を構築していくこととしています。 

区としても今後の国や東京都の動向を見据

えながら、ご指摘の情報入手及び判断・指示

のためのシステムも含め原子力発電所事故に

的確に対忚していきます。 

336 

 

 災害情報システムの再構築について

は、西宮市で開発された「被災者システ

ム」を総合防災システムとして検討する

こと。 

ご指摘の西宮市が構築した被災者支援シス

テムは、無償で公開・頒布されており、り災証

明システム発行とその後の被災者支援に関し

ては優れたシステムと言えます。しかし、り災

証明発行のための建物被害認定調査及び調

査結果のデータ化、被災者台帳作成までの過

程については、自動処理ができず、また、新宿

区の実状に合わせるためのカスタマイズが必

要となるなどの課題があります。 

このため、新宿区では、誰にでも建物被害認

定調査ができ、建物被害認定調査票からスキ

ャナ読み込みにより被災者台帳を作成し、り災

証明の発行までを自動化して大幅に時間が短

縮できる被災者支援システムを導入していくこ

とが必要と考え、第二次実行計画に追加しまし

た。 
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 避難訓練に参加したが、粗末だという

印象を受けた。仮設トイレについては、

フードが軽くて弱い、固定用のひもの固

定先がないため意味がない、本下水の

マンホールが開かないため汚水を排出

できない、夜間は懐中電灯を持って使

用するらしいが、電池式のランタンをぶ

ら下げるべきだと思った。ライフラインが

無い中で、特に夜間の配慮を充実すべ

きである。また、全てのライフラインが

復旧するまで入浴ができない。自衛隊

の簡易風呂のようなものが、区内各所

に用意はできないのか。 

 もちろん自助が最も重要であるが、そ

れだけではどうにもならない部分は、共

助と公助で補うべきである。災害直後

の公助は期待できないから、いま最も

強化すべきは共助の部分である。そこ

で、それぞれの地域、コミュニティレベ

ルで地元の事業者・商店街等から協力

金を拠出してもらい、共助の強化を図る

ことを提案する。地域防災に貢献してい

ただいた事業者には、感謝状や区報・

ホームページで取り上げたり、導入機

材に提供した事業者名を貼付するなど

で企業イメージの向上を図り対価とす

る。地域とその地域の事業者や NPO と

の連携が地域防災の底上げにつなが

る。 

 

① 仮設トイレについて 

仮設トイレについては、地域からの要望によ

り今年度（23 年度）から新たに軽量型のトイレ

を配置しています。ご指摘のコンクリート上へ

の固定については付属のテント用ペグを使用

すれば固定することができます。 

 また、夜間照明については、ご提案のランタ

ン等の整備を検討していきます。 

② 避難所での夜間照明について 

現在、各避難所には夜間照明及び炊き出し

バーナー用として、1500W～2500W の発電機 3

台と 150Wの投光器 5台、300Wの自立式投光

器 1 台を配備しています。夜間は、このような

資機材を活用し安全を確保します。 

なお、照明器具の台数等については、避難

所運営管理協議会でご意見をいただきながら

適正な配備に努めていきます。 

③ 災害用風呂について 

避難所生活の中で、心身の健康維持のため

にお風呂は必要なものであると認識していま

す。現在、区には東京都から災害用風呂シス

テム 7 セットが寄託されていますので、災害時

にはその風呂システムを有効活用していきま

す。 

④ 地域事業者との連携について 

災害時に地域事業者の忚援・協力が得られ

れば、救出救護活動等をより効果的に行うこと

ができます。そのためには、まず地域内に連携

可能な事業者があるかどうかを把握し、地域

の防災会議や訓練等に参加してもらうことが大

切だと考えています。落合第二地区について

は、平成 21年 9月に地域の事業者と災害時の

資器材や敶地提供等の協定を締結しており、

このような取り組みについて、他の出張所地域

でも紹介し事業者との連携を推進しているとこ

ろです。 

ご提案の地域と地元事業者や NPO 等との

連携は、地域防災力の向上のために重要であ

ると認識しています。区としても事業所の地域

貢献について、ホームページでの紹介や表彰

制度などの導入等を検討してまいります。これ

からも、町会と事業所との連携・協力の体制づ

くりを支援していきます。 



【パブリック・コメント】意見要旨と区の考え方 

112 

 

№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

338 48 

災
害
用
避
難
施
設
及
び
備
蓄
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資
の
充
実
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自助を勧奨し、共助を担当する部門

の長として、 

① 私の町は高齢者が多く、被災時は

一時集合場所で頑張れるだけのことを

実施しようと計画している。一時集合場

所である公園の中には、可能な限り大

きい防災倉庫を設置して、ブルーシー

ト、アルミホイル、サランラップ、簡易ト

イレ等、共助の役割に必要な備蓄をし

たいと思う。大きな倉庫を設置できるよ

う、規制の枞を緩めていただきたい。 

② 共助と公助の接点である連絡手段

は「プリペイド方式の衛星通信携帯電

話」が有効と考える。ただ、この電話は

現在国内での使用の認可がない。規制

を緩め、各町会に最低一台の設置の途

を開拓してほしい。 

① 防災区民組織倉庫の設置について 

災害時、大切な生命や財産を守るために

は、自助・共助による防災対策が非常に重要

であると認識しています。ご要望の公園内への

倉庫等工作物の設置につきましては都市公園

法による制限等がございますが、ご要望を伺

いながら検討していきます。 

② 衛星携帯電話の導入について 

衛星携帯電話は衛星携帯電話同士で使用

する場合、衛星回線を使用することから、災害

時、地上の電話回線が混み合っても影響を受

けずに使用することが可能です。このため、防

災関係機関における情報連絡通信手段として

注目されています。しかし、適法に使用するこ

とが必要であることから運営事業者の無線局

の免許が必要となっています。また、ご指摘の

プリペイド方式のものは、現在、国内でのサー

ビスはありません。 

さらに、衛星携帯電話と一般電話との連絡

においては、一般電話回線の規制の影響を受

け支障を生じることもあり、現在、各町会への

設置の予定はありません。 

 

 

339 災
害
対
策
全
般 

 水害と原発事故について､定期的な

防災訓練､地域住民と議論する機会､勉

強会を要望する。 

 局地的豪雤に対しての治水事業は急

務だが、並行して地域住民･事業者の

水害対策の推進が必要である。 

 また､放射性物質による汚染は安全

基準とすべきものが不確定のため､相

当なパニックが想定される。地震はさま

ざまな教育･訓練により、一人ひとりが

自発的に対策を考える機会があったか

らこそ､3 月 11 は最小限の混乱ですん

だと考える。 

 したがって､水害･原発事故について

も､勉強会や防災訓練の実施は二次災 

害を防ぐために非常に重要である。 

原子力発電所事故対忚については、今回、

福島第一原子力発電所事故の経験を踏まえ

て、平成 23 年 11 月 25 日に発表された「東京

都防災対忚指針」で、放射性物質等による影

響の対策の推進を掲げ、国による抜本的な対

策の強化と都独自の施策の実施による都民の

不安払拭と安全の確保についての体制整備を

構築していくこととしています。区としても今後

の国や東京都の動向を見据えながら、防災訓

練や勉強会も含め原子力発電所事故に的確

に対忚していきます。次に水害につきまして

は、河川改修等により、台風や大雤による河川

の氾濫等はなくなってきている一方、局地的集

中豪雤による都市型水害の被害が顕著となっ

ています。このため、区では洪水ハザードマッ

プの作成周知や水防訓練の実施、土嚢の配置

場所の周知など水害に備えた対忚を行ってい

ます。今後も効果的な水防訓練の実施など適

切な水害対策を行っていきます。 
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340  脱原発を区からも発信してほしい。 

 

電力を原子力に依存する態勢から脱却する

必要があります。そのためには、社会基盤や

生活スタイルを省エネ型にしていかなければな

りません。今後の省エネ、新エネ等の技術の

進歩や社会情勢の変化を見据えながら、環境

審議会等でエネルギー政策について議論し、

第二次環境基本計画に反映していきます。 

 

341 

 

 福島被災者の受入れ、支援をさらに

強めてほしい。 

 

新宿区には、都営百人町アパートを中心

に、東日本大震災で被災された方々が避難さ

れています。区は、こうした方々に対して、東京

都、社会福祉協議会、地元自治会、有志弁護

士等と連携した様々なサービスを提供していま

す。今後とも、関係機関が一体となり、避難さ

れている方々の日常生活に支障が生じないよ

う、支援していきます。 
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342 50
① 

資
源
回
収
の
推
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 資源回収として､古紙､びん･かん､ペッ

トボトル、白色トレイ､乾電池の回収が行

われてきている。しかし､資源の有効利

用の観点からみれば､中でも乾電池に

ついては、リチウム､ニッケル水素電池

等､再利用可能なものが多いはずであ

るが､現行の緑色のボックスでの回収で

は､無分別で雤水等にさらされた状況下

に置かれており､再生利用に供するよう

な回収方法とは言えないので､再生利

用に向けた回収方法等の仕組みづくり

を行っていく必要がある｡再生利用が可

能なものは､できれば､販売店等におい

て､持ち込んだ者に回収還元費(買取り)

を支払う制度が効果的であるので､これ

を検討していくべきである｡また､これら

について、区独自では実施できないの

であれば､都や国にも働きかけを行う必

要がある｡また､廃パソコン､携帯電話等

の電気電子機器についても､資源再生

利用の観点から､販売店等への持ち込

み、自主回収を推進すべきであり、上記

と同様の制度の導入が必要である。 

リチウムイオン電池、ニッケル水素電池等の

小型充電式電池は、「資源の有効な利用に関

する法律」の規定により、電池メーカー、電池を

使用する機器メーカー及び輸入業者に回収・

再資源化が義務付けられていますので新宿区

では回収していません。リサイクル協力店の回

収ボックスの利用となります。 

パソコンについても同じく「資源の有効な利用

に関する法律」の規定により、パソコンメーカー

に回収・再資源化が義務付けられています。

パソコンメーカーに直接お申込みとなります。 

携帯電話・ＰＨＳの本体、電池、充電器につ

いては、通信事業者、製造・販売会社が参加

する「モバイル・リサイクル・ネットワーク」でメー

カーやブランドにかかわらず無償で回収してい

ます。不要となった携帯電話等は販売店への

持ち込みとなります。 

なお、特別区長会は、平成 23 年 8 月に国に

対し、拡大生産者責任に基づく事業者主体の

リサイクルシステムの確立と事業者による忚分

の費用負担等について要望書を提出していま

す。 

343 

 

資源回収については、廃油や蛍光灯

の回収事業実施に向け検討を開始する

こと。 

 

 既に実施している古紙や容器包装プラスチッ

クの回収等既について普及啓発を継続的に実

施し、資源回収事業の充実を図るとともに、新

たな資源回収事業についての研究を行ってい

きます。 

344 50
③ 

ご
み
の
発
生
抑
制
の
推
進 

《エコ自慢ポイントについて》 

エコ自慢ポイントの仕組みを考え直す

べきである。子どもの頃、空き瓶を酒屋

に持っていくと5円のおこづかいをもらえ

たように、このポイントを同様にできない

か。子ども中心にポイントを集める形に

なれば、自然と家庭でのエコ意識が向

上すると思う。子どもがポイントのため

に家の電気を消して回るようになったら

すばらしい。お父さんに「トイレの電気消

して！」と子どもが言っても「うるさいな

ぁ」とは言えないだろう。そのためには、

ポイント交換もコンビニやスーパーなど

で容易にできるようにする必要がある。

景品も子どもがほしがるものにするなど

改善が必要である。 

植樹ツアーも結構だが、子どもが夢

新宿区 3Ｒ推進協議会のなかで、景品を含

めてのルールについて再検討し、より分かりや

すい仕組みを構築していきます。 



【パブリック・コメント】意見要旨と区の考え方 

115 

 

№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

 

中になる要素ではない。やるからには

魅力ある企画にして普及するように工

夫してほしい。企画イベント会社などの

意見も取り入れたらどうか。 

 

345 特に取り上げたいゴミは、コストの掛

かっているチラシのゴミ化だ。ポストに

投函されたりのチラシ、毎日の新聞への

挟み込み、公共施設に並べられている

チラシ等を減らす工夫をしていただきた

い。 

無断投函されるチラシや新聞の折り込みチラ

シ等に、不愉快な思いをされていることと思い

ます。しかしながら、区としては、企業等に対し

指導を行う立場にないのでご理解ください。入

れられてしまったチラシができる限りごみにな

らないように、資源の回収日に集積所に出して

いただき、古紙リサイクルへのご協力をお願い

します。区役所等で設置・配布しているチラシ

等については、必要最低限な枚数を置くこと

で、ごみになるチラシを減らしていくよう、これ

からも努力していきます。 

 

346 

 

 ガムの道路への吐き捨て、汚れ物を

ふき取った紙・布等処分の為に、道路･

公園にゴミ箱が必要だ。ゴミ箱に対する

課題も色々有ると思うが、自宅までゴミ

を持って帰るのは愚の骨頂だ。パリの

定距離に据え付けられたゴミ袋の管理

方法もよい参考になると思う。 

新宿区では平成 10年度に空き缶や吸い殻な

どの散乱と歩きタバコを防止する目的で「吸い

殻入れ兼用ごみ箱等」（以下、ゴミ箱等とい

う。）を地元の商店街等の協力を得て、街頭へ

約 300基程度設置しました。 

「ゴミ箱等」を設置した直後は一定の効果を

得ましたが、ポイ捨てごみが減尐する一方で

家庭ごみや事業所ごみの不法投棄が増加し、

そこにさらにポイ捨てされる悪循環を招き、周

辺にごみが著しく散乱したことや、喫煙所とし

ても歩きタバコを助長する側面があったことか

ら、地元の商店街や住民などから撤去を要望

する意見が寄せられました。 

そこで、検討を重ねた結果、平成 16年度に、

全ての街頭「ごみ箱等」を撤去しました。なお撤

去にあたっては喫煙所の整備や繁華街の路上

清掃を業務委託で実施することになりました。 

現在はポスターなどでポイ捨て禁止の周知・

啓発をしている他、自販機に回収ボックスを設

置するように指導・協力をお願いしています。さ

らに、美化推進重点地区では道路清掃を行

い、ポイ捨て行為への罰則も設けて啓発を強

化しています。 

一方で私設のごみ箱などを置くと不法投棄や

ポイ捨てが横行する状態は変わっておらず、

今後も歩道上などにごみ箱を置くことは考えて

いません。 

次に公園におけるゴミ箱ですが、公園利用者
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のために設置しています。しかし、ゴミ箱の存

在が公園内への家庭ゴミなどの不法投棄を招

いている事実があり、公園によってはゴミ箱の

撤去を行っています。 

なお、道路を清掃したゴミの回収は、公園の

ゴミ箱で行う性質のものではないと思われます

ので、そのための新たなゴミ箱の設置は考え

ていません。 

347 51 

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進 

CO2 を対象とした場合、個人が出来

る手段には限度があるが、吸収源対策

である庭・ベランダの緑化など創意工夫

を大切にすべきだ。 

吸収源は C02 の現時点の取引価格

からすると、群馬県沼田市の植林は、

事業費が大きすぎないか。現 3 事業所

の吸収源の費用対効果を広報誌に提

示することを望む。 

 住宅分野における新築住宅の次世代

省エネ基準の適合率は未だ低水準に有

るため、住宅金融公庫による誘導プラス

この分野での新・既住宅への助成も課

題であると考える。 

 

区民の皆さんが身近に取り組むことが出来

る「みどりのカーテン」などの緑化については、

地球温暖化対策や省エネにつながる有効な方

策として今後も推進していきます。 

沼田を含めた 3 つの新宿の森については、

間伐、植林事業によるCO2吸収にとどまらず、

区民対象に、森林保全活動を通じた環境体験

学習を行い、普及啓発効果が大きいと考えて

います。 

区で実施している「新エネルギー及び省エネ

ルギー機器等導入補助金制度」は、広い意味

で住宅分野における補助制度と考えていま

す。今後、他自治体の実施状況も考慮のうえ、

対象機器の補助額及び補助件数の検討を行

い、導入促進を図ります。 

348 

 

太陽光発電システムについては、具

体的数値目標を定めて促進すること。

家庭については初期投資なしで設置で

きる制度を実施し、公共施設について

は加重調査などを行い可能なところは

すべて設置するよう計画すること。 

 

 公共施設の太陽光発電システム設置計画

は、荷重調査等などを行い、平成 22 年度から

平成 26年度までに、新規施設、既存施設合わ

せて各年度 2か所程度導入予定です。 

 家庭における初期投資がなく設置できる制度

について、実施自治体の事例を検証し、導入

可能性について研究します。 

349 51
① 

区
民
の
低
炭
素
な
暮
ら
し
と
ま
ち
づ
く

り
へ
の
取
組
み
の
促
進
・
支
援 

 省エネルギー機器への設置助成とし

て、高効率給湯器、高反射率塗料、太

陽光発電システムと書かれているが、

現在でもこれらに加え、燃料電池、太陽

熱温水器・太陽熱給湯システムが補助

金の対象になっている。燃料電池はコ

ストが高いものの省エネルギー効果が

大きく、今後の技術開発や量産化によ

るコストダウンが見込まれる。太陽熱利

用は給湯負荷などの熱需要に対して大

きな効果が見込まれる。このことによ

り、燃料電池、太陽熱温水器・太陽熱給

湯システムを助成対象に加えてほしい。 

 燃料電池、太陽熱温水器・太陽熱給湯システ

ムについては、平成 23 年度に引き続き、計画

事業として実施していきます。 
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350 51
③ 

区
が
率
先
し
て
取
り
組
む
地

球
温
暖
化
対
策 

 「区有施設における太陽光発電設備

の設置」、「グリーン電力の購入」とある

が、新宿区温暖化対策指針にあった

「太陽熱温水器、太陽熱給湯システム」

の記載がない。区が整備する施設にお

いて、給湯負荷等の熱需要が見込まれ

る案件に対し、地球温暖化対策に資す

る再生可能エネルギーを活用した「太陽

熱利用機器」が効果的であり、対象事

業に加えてほしい。 

 設置場所の可否や設置効果の検証を踏ま

え、今後検討していきます。 

351 52 

道
路
の
温
暖
化
対
策 

《遮熱性舗装について》 

年間 1,000 ㎡の施工ではヒートアイラ

ンド抑制の効果はほとんど期待できな

い。ただ歩道での施工は体感上有効だ

とされているし、乳幼児の母親などは乳

母車の赤ちゃんのことを思うと増やして

ほしいとのことだったので、歩道のみの

施工にすれば同じ 1,000 ㎡でも距離が

増える。また、遮熱塗料も進化している

ので、新材料の検討は常にアンテナを

張っておくべきである。 

《木製防護柵について》 

① 資源の有効活用とあるが、輸送や

加工のことを考えると疑問である。 

② 強度・耐久性に不安がある。腐った

り燃えたりしないのか。 

③ 他に間伐材の有効利用はないの

か。コストが金属製より安いのか。金属

製より温もりはあるが、防護柵には安全

安心が優先されるべきである。 

《低ＶＯＣ塗装について》 

年間 700 ㎡程度の施工を区の事業と

して取り上げるべきことなのか疑問であ

る。費用対効果を考えるべきである。 

《街路灯の改修について》 

大いに進めるべきである。ＬＥＤ照明

は日々進化し、100Ｗ水銀灯クラスの照

度をＬＥＤ照明なら 40Ｗ程度で作れる

し、長寿命で価格も依然よりはるかに安

価になっている。また、ソーラーパネル

の併用を提案したい。30 ㎝角程度のソ

ーラーパネルなら付けられると思う。数

灯に 1 機コントローラーを付け、日中は

売電すれば節電に大きく貢献できる。 

 

遮熱性舗装については、施工規模が限られ

ている中で、歩行者への効果を第一に考え、

歩道部への施工としました。 

木製防護柵は、鉄製のものと比べ割高です

が、資源の有効活用は重要と考え利用してい

ます。また、歩行者の横断抑止を目的としてい

るため、基準に適合した強度を備えています。

耐久性については現在経過観察中です。 

大気汚染防止のためのＶＯＣ排出削減対策

は重要であり、実行計画素案に盛り込みました

が、4 年間で計画的に進めていくよりも、毎年、

経常的に実施していくことが適当と考え、これ

までどおり経常事業として実施することとしま

す。 

街路灯については今まで省エネの電球を導

入してきましたが、ＬＥＤの技術が急速に進ん

でいるため、ＬＥＤの設置が適切なところは設

置していきます。ソーラーパネル付きの街路灯

は、支柱が大きくなることに加え価格が非常に

高いため、現段階での採用は見送っているとこ

ろです。また、公園灯では部分的にソーラーの

導入も行っています。今後もできることから実

施していきます。 
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352 52
① 

環
境
に
配
慮

し
た
道
づ
く
り 

 新都市生活型公害であるヒートアイラ

ンドを早急に解決する計画を提示してい

ただきたい。計画にある遮熱透水性舗

装も、経年劣化をチェックしながら、大い

に普及させてほしい。 

 

平成 23 年 3 月に新宿区地球温暖化対策指

針を策定し、対策に取り組んでいます。 

遮熱透水性舗装については、毎年経過観察

を行っており、今後も利用を促進していきま

す。 

353 55 

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策 

公共の施設でアスベスト（石綿）含有

施設がある。アスベスト含有施設である

にもかかわらず、そのことを一部の施設

担当者しか知らないことは問題である。

3.11 の大震災の際は、公共施設屋上に

あった吹付けアスベストの安全確認が

区民の指摘があるまで行われず、安全

確認が行われるまで窓を締めて欲しい

という要望もすぐに聞いてもらえない状

況だった。 

アスベスト含有施設の全職員に危険

性を周知徹底してほしい。また、大震災

に備えて、アスベスト含有施設は、含有

箇所が破損した場合の対処・避難方法

の確立と防塵マスクなどの備蓄を職員

と施設利用者分準備してほしい。職員

によるアスベスト含有箇所の簡単なチェ

ック方法と破損が生じた場合の通報の

手段も徹底すべき。また、含有施設の

定期的なチェックのサイクルとその結果

を公表してほしい。 

区有施設のアスベスト存否確認は、平成 17

年度の調査により 37 施設に含有建材の使用

が確認され、施設の解体、改修工事時に撤去

を進め、平成23年度末には16施設となる予定

です。また、アスベスト含有施設については、

区のＨＰの総務部施設課のページに「吹き付け

石綿等が残存している区有施設」として掲載し

ています。 

残存区有施設については、施設管理者と施

設課の情報交換を密にし、施設利用者等への

情報提供と、アスベストの囲い込み、封じ込め

等の状況観察を継続していきます。 

354 56 

環
境
学
習
・
環
境
教
育

の
推
進 

 新宿中央公園内ギャラリーでの実施

が多いが、ホームレスが多い現環境の

状況では女性や子どもの教育の場とし

ては相忚しない。早急に解決を望む。 

 新宿中央公園内エコギャラリーは新宿区の

環境施策の拠点となるため、事業等を積極的

に実施することはとても有意義なことと考えま

す。また、ホームレスへの対忚については、区

職員や警備員が 24時間、公園内を巡回してい

ます。引き続き、来館者や公園利用者が安心

して利用できるよう、関係部署とも連携してい

きます。 

355 57 

区
民
ふ
れ
あ
い
の
森
の
整
備 

 維持費（整枝・剪定・草むしり・地ならし

等）は地域民で負担するよう頑張ってい

ただきたい。計画図が見たい。 

おとめ山公園では、現在、地域住民が公園

サポーターとして清掃活動をしています。今後

は、森づくりや環境学習といった活動等につい

ても地域住民との協働活動を検討していきま

す。「区民ふれあいの森」の基本計画に関して

は、計画図やコンセプト等を当区のホームペー

ジに掲載しています。また、みどり公園課の窓

口でもご覧いただけます。 
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356 59
② 

空
中
緑
花
都
市
づ
く
り 

 空中緑花都市づくりはとても素敵な計

画だが日本の気候が曲者だ。管理が難

しそうだ。 

 「空中緑花都市づくり」は、都市建築物の屋

上や壁面の緑化の普及促進を図る事業です。

特に新宿区内の屋上緑地は、この 5 年間に箇

所数、面積とも 2 倍以上に増加しており、新た

な都市緑化の手法として定着したものと考えて

います。一方で屋上は、地盤上と比べて樹木

や植物の生育環境が厳しいために、維持管理

に際しても注意や配慮が必要です。このため

今後は、機会をとらえて、屋上緑地の維持管

理の手法や留意点について情報を発信してい

きたいと考えています。 

357 59
③ 

樹
木
、
樹
林
の
保
存
支
援 

緑被率の向上を。壁面・屋上緑化以上

に立木の増加に力を入れるべき。 

平成 22 年度に実施した「新宿区みどりの実

態調査（第 7 次）」において、区内の直径 30cm

以上の樹木の調査を行ったところ、15,243本で

した。この結果は、平成17年度に行った調査と

比較して 21 本の減尐でしたが、直径 50cm 以

上の樹木には増加の傾向が見られました。 

区では、保護樹木制度により、一定の基準を

満たす樹木樹林等の保存支援を行う一方、緑

化計画書制度により、敶地が 250 ㎡を超える

建築行為等を行う際には基準を満たす緑地の

確保を指導しています。 

今後も、両制度に基づく保存支援及び指導を

行うことにより、樹木の増加に努めていきま

す。 

 

358 60 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
推
進 

① 23 年度の現況に「庁内推進会議の

立ち上げ」「有識者、関係団体、行政等

による推進組織の立ち上げ」とあるが、

どのように活用していくのか。 

② 26年度の調査、27年度のガイドライ

ン見直しまで、上記①の会議・組織はど

うするのか。 

③ 24年度からの区有施設への導入推

進をすることと、上記①の会議・組織と

はどう関係するのか。 

 

① ユニバーサルデザインの推進は、区、区

民、民間事業者等がそれぞれに、また連携し

て進めていくことが必要です。そのため「庁内

推進会議」と「有識者、関係団体、行政等によ

る推進組織」の二つを立ち上げ、情報交換や

連携を図りながらまちづくりを進めていきます。 

② ユニバーサルデザインの普及・啓発や区

内におけるユニバーサルデザインの取組みの

現状把握、区事業や大規模開発などへのガイ

ドライン反映のための検討などを行っていきま

す。またそれらを通じて、策定したガイドライン

についての効果や課題を把握していきます。 

③ 区有施設へのガイドラインの反映には、庁

内関係部署の連携が不可欠となります。その

ため庁内推進会議を通じて調整・協議等を行

っていきます。また、推進組織においては、ガ

イドラインの反映の方法などについて様々な立

場・視点から検討していきます。 
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359 61 

道
路
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

 道路にある多くのバリアの中で我慢で

きないものは①電柱、②放置自転車、

③横断歩道等の段差、④駐車である。 

 

①電柱は、災害時の最大問題である。 

②放置自転車は、落合南長崎駅前付近

路上を例とする。公道を三角帽子で隔

離して駐輪場にしているが私的なもの

に許可して使用させないのは如何なも

のか。何故、南長崎の新しいショッピン

グセンターの駐輸場が取りやめになっ

たのか。 

③段差は、特に障害者高齢者等弱者対

策である。私自身、買い物車を押してい

た高齢者が病院前の横断歩道で歩道

へ上がる段差でひっくりかえったのを助

けた経験がある。現在の段差 15mm 許

容は大きすぎやしないか。 

 

①電柱について 

 安全で快適な歩行空間の確保、都市景観の

向上、防災機能強化の観点から無電柱化を推

進します。 

②放置自転車について 

 落合南長崎駅前の駐輪施設は、通勤や通学

による利用者を主な対象とした、有料の契約者

専用駐輪場として供用しています。そのため、

契約者以外の方は駐輪できないことになってい

ます。 

 今後は、駅周辺における用地確保と設置条件

の整った場所に誰でも利用できる時間利用駐

輪機の整備を進めてまいります。 

 また、新しいショッピングセンターの駐輪場に

ついては、事業者が独自に駐輪場を開設する

ことを受け、計画を中止しました。 

③段差について 

 視覚障害者は、歩車道の区分を段差により判

断しています。このため横断歩道部における歩

車道の段差は 2㎝を標準としています。 

 

360 62 

新
宿
駅
周
辺
地
区

の
整
備
推
進 

 新宿駅周辺地区の整備事業について

は、いずれの事業についても区として税

金投入は行わず、国や都、周辺の事業

者の負担で進めること。 

 新宿駅周辺地区の整備は、区として、まちの

回遊性の向上などによる賑わいの創出を目指

して行っている事業です。区としての事業費補

助は最小限に抑えるように調整しながら事業

を進めていきます。 

361 64
① 

駐
輪
場
等
の
整
備 

駅隣接土地がないのは理解している。

利用している人のマナーも加わるだろう

が、買い物の 10 分間、自転車を預ける

場所がほしい。戸塚センターの自転車

置き場に行ったら、「戸山口の近くに一

時預かりがあるのでそっちに持って行っ

てください」と。富士大学の川横も駄目、

ぐるぐる回った後に線路下に預ける事

ができた。そして、定期にあずかる場所

の係員も何処に一時預かりがあるかを

理解し案内してほしい。以前、大久保駅

下の駐輪場に止めたら、｢そこは定期の

人だけだよ、持って行かれるよ｣と言わ

れた。掲示も大きく、はっきりとし、親切

なら一時駐輪場の案内も図示してほし

い。それが完備したら違法駐車はドンド

ン撤去していい。 

 

 駐輪場の案内については、区公式ホームペ

ージとパンフレットにより、駅ごとの自転車駐輪

場と時間利用駐輪箇所を案内しています。 

 パンフレットについては、区役所窓口と係員

が常駐する駐輪場に用意しています。係員に

お声掛けください。 

 係員による案内については、委託業者と連携

し、係員の指導を行います。 

 また、あわせて駅周辺への案内看板の設置

や表示内容の充実に努めていきます。 
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362 

 

 駐輪場について、月極利用だけでな

く、練馬区等のように一回利用制度な

ど、利用に則した制度にすれば、駐輪

施設を利用するのではないか。 

 

時間利用駐輪については、13 駅で 327 台の

駐輪機を設置しています。今後も用地の確保

や設置条件の整った場所について順次増設を

行っていきます。 

また、係員の常駐する駐輪場についても、一

日利用の駐輪を行っています。利用の際は、

係員に一日利用料金 100 円を支払えば、どな

たでも利用できます。 

 

363  自転車通行帯の整備を。駐輪場も足

りない。 

自転車通行帯を整備することは、自転車の

利用促進と事故防止の観点から有効な手段で

あり、整備が必要であると認識しています。現

在の区道は幅員が狭いため、道路空間を分離

した自転車通行帯の設置は困難な状況にあり

ますが、整備が可能な場所や手法について検

討しています。また、国や東京都に対し、道路

へ自転車通行帯等の自転車走行空間を確保

するよう要請してきました。今後も引き続き、都

道や都市計画道路の整備に合わせ、自転車

通行帯等の設置を要望していきます。 

 駐輪場の整備については、用地の確保や設

置条件の整った場所に順次整備しています。

今後も駐輪場の再整備や幅員の広い歩道を

活用した路上駐輪場の整備を行い、収容台数

の拡大に努めていきます。 

 

364 交
通
環
境
の
整
備 

 コミュニティバスの運行計画を策定す

ること。 

 

新宿区内は他の自治体と比べても、鉄道や

路線バス網が整備され、公共交通の利便性が

高い状況にあります。こうした状況を踏まえる

と、新たなバス路線を導入しても需要は尐な

く、永続的で安定的な自立した運営が困難で

す。 

 なお、地域の交通手段としては、コミュニティ

バスに限らず、乗合タクシーやデマンド型交通

など様々なものがあり、こうした交通手段に関

して、利用者である地域の方々が検討する際

には、技術的な支援を行っていきます。 
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365 65
① 

補
助
第
72
号
線
の
整
備 

近年の韓流ブームにより、新大久保駅

周辺､大久保通り周辺は休日はもとよ

り、平日も大混雑で､歩道･車道とも混雑

が著しく､地区住民にとって､通行上も非

常に迷惑を被っている｡そこで､車道の

整備についてみると､都市計画道路補

助第 72 号線の未開通区間(職安通り～

大久保通り)の整備が挙げられており、

この区間の整備が進めば､車両の混雑

はかなり緩和されるものと考えられる。

しかしながら、当該区間については、ご

く一部の住民(職安通りに近い方)が立ち

退き･用地買収に忚じないため､長期に

亘り未整備のままになっており、一次計

画期間中においてもほとんど進展がみ

られなかったはずである。したがって､法

的措置(土地収用法上の事業認定制度

の活用)等を取るなどの推進策をとらな

ければ､用地買収が進むことは考えられ

ないにもかかわらず､二次計画における

事業費をみても毎年31万2千円の予算

しか計上されておらず､とても､積極的に

道路整備を進めていこうとする行政当

局の熱意は到底感じられないので､再

考してほしい。 

 

 現在、地権者等と積極的な交渉を実施してい

ます。 

 用地の取得に際しては、土地開発公社を活

用し、公社が取得した道路用地を、区が翌年

度以降買戻す方法をとっており、今後も積極的

な用地取得交渉を継続します。 

366 67 
細
街
路
の
拡
幅
整
備 

木賃ベルト地帯には幅員4m未満の道

路が至る所にあるが、防災対策さえ可

能であれば、現状を余り変える必要は

ない。神楽坂の裏道の文化と一緒で、こ

のような道を歩くのは楽しいことだ。 

 

細街路拡幅整備も防災対策の観点から同様

に大切なものと考えています。 

風情ある細街路については、地域の方の意

見を参考に整備方法を関係部署の協力のも

と、検討していきます。 

 

 

 

367 78 

歌
舞
伎
町
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

 人と車の動線が交差しないまちづくり

を考えてほしいと今までに 3 回位提言し

ている。入れ・出荷・ゴミだしの車の出入

りを地下で実施させる計画だ。検討、計

画していただきたい。 

 

ご指摘にある人と車の動線の交差について

は、歩行者が多い歌舞伎町一丁目について、

特に配慮が必要であると考えます。区が策定

した「歌舞伎町まちづくり誘導方針」では、歌舞

伎町一丁目は、車交通のタイムシェアリングで

「歩行者専用ゾーン」とする考えを示していま

す。なお、この地域については、現在、歩行者

が多くなる夕方 4 時以降（翌朝 5 時まで）は車

の交通が規制されています。 
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368 83 

地
域
と
育
む
外
国
人
参
加
の
促
進 

 職業外交官だけでは外交はうまくいか

ない。言葉の苦手な日本人は、とかく外

国人との交流に消極的になるが、進ん

で参加し、外国にもどんどん行き色々学

ぶとよい。 

110 を超える国籍の外国人が住み暮らす国

際都市新宿の多様性を生かせるよう、区民が

外国文化に触れる機会を増やすとともに、友

好都市との青尐年交流などを通じた海外との

交流を積極的に推進します。 

369  外国人との共生を目指す指針の策

定、外国人への就労支援、多文化共生

プラザの機能と体制の強化を計画事業

に位置づけること。 

24 年度に設置予定の「（仮称）多文化共生

推進会議」において、指針の策定を議題として

検討します。また、計画事業「地域と育む外国

人参加の促進」では、外国人への就労支援も

含めて多文化共生プラザの機能強化に取り組

みます。 

 

370 広
聴
制
度 

 第一次実行計画事業「93 区民意見の

分析と施策への有効活用」が経常事業

化されているが、 

① 区長はご自分のパスワードで、区民

意見システムを自由に閲覧できるの

か。 

② 職員は、窓口業務等で受けた区民

意見はすべて入力するのか。 

③ 第一次実行計画における、この事

業の内部評価の結果を教えてほしい。 

 

① 区長は、区民意見システム内の全てのデ

ータを閲覧することができます。 

② 区長からの回答が必要な意見、匿名であ

っても区長に伝えて欲しいという意見は入力し

ています。（担当課の説明で了承が得られた意

見は原則として入力しません） 

③ 総合的には、寄せられた意見を区政に反

映することができたため、「計画どおり」と評価

しています。また、意見のデータベース化が図

られ、回答処理に有効活用できる仕組みであ

ると評価しています。今後もこの手段が有効で

あることから、経常事業として事業を継続しま

す。 

 

371 
 

 意見公募の期間をもっと長くしてほし

い。せめて区報に出してから 1 か月以

上。 

第二次実行計画については、素案を広報 10

月 15 日号に掲載した後、パブリック・コメントに

よる意見公募を平成 23年 11月 15日までの 1

か月間行いました。 

 

 

372 87 

区
民
の
視
点
に
立
ち
自
治
の
実
現
に
努

め
る
職
員
の
育
成 

全般的に言えることだが、職員の質の

向上が図られなければ、いくら立派な施

設や建物をつくっても意味がない。 

 

新宿区人材育成基本方針に掲げている 3 つ

の目指す職員像（①区民起点で考え、区民と

協働する職員 ②変化に柔軟に対忚し、自ら

政策を立案する職員 ③プロ意識を持ち、職場

や仕事を改善する職員）に向かって、人材育成

に努めています。今後も引き続き、区民の視点

に立って、区の自治の実現に努める職員の育

成を進めていきます。 
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373 89 

児
童
館
に
お
け
る
指
定
管
理
者
制
度
の
活
用 

 指定管理者制度導入園における補修

の未実施及び遅延防止のため、軽微な

補修も報告義務のみとし、補修にかか

る経費については大規模な補修と同様

に区側から支出すること。 

施設管理も含めた、指定管理者制度を導入

している児童館内の学童クラブについては、小

規模な施設修繕については指定管理経費に

含めています。これは、例えば簡単な水漏れ

の修理などの場合、指定管理者が直接修繕し

た方が迅速で効率的な対忚が可能なためで

す。一定規模以上の施設修繕については、区

が指定管理予算とは別建てで予算計上し、直

接対忚しています。指定管理者制度を導入し

ていない児童館内や学校内の学童クラブにつ

いては、施設修繕は区が直接対忚していま

す。 

 

374  児童館における指定管理者制度は行

わないこと。 

柔軟で多様なサービスの提供と施設管理の

効率化を図るために、ことぶき館の機能転換

の機会や地域バランスを考慮の上、児童館へ

の指定管理者制度の導入を推進していきま

す。 

 

375 指
定
管
理
者
制
度
全
般 

第一次実行計画事業「102図書館にお

ける指定管理者制度の活用」が経常事

業化されている。平成 23年度の予算概

要などによると 25 年度で終了してしまう

事業だが、26 年度以降についてどうす

るかを第二次実行計画にも明示した方

が良い。 

 26 年度以降も継続すると考えてよい

か。 

 

 

 第一次実行計画では、指定管理者制度を導

入することについて、計画事業としたもので

す。平成 23 年度までに予定した地域図書館 8

館への指定管理者制度導入が完了したため、

経常事業化しました。平成 26 年度以降も指定

管理者による運営を継続していきます。 

376 

 

 公共サービスは待遇の保障された公

務員によって担われるべき、民間活力

によりサービス低下が起こっている。 

指定管理者を導入した施設については、区

の担当者が公共サービスの提供状況や施設

の運営・管理が適切に行われていることを確

認しています。また、事業評価、労働環境モニ

タリング及び利用者アンケート等によりサービ

スの向上に努めています。今後とも適切な進

行管理を行い区の役割を果たしていきます。 

 

 

 

 

 

 



【パブリック・コメント】意見要旨と区の考え方 

125 

 

№ 事業名等 意見要旨 区の考え方 

377 公
契
約 

 公契約条例の制定と入札の総合評価

制度の確立を計画事業としてすすめる

こと。 

 

新宿区では、昨年度（22 年度）、「新宿区調

達のあり方について（指針）」を作成し、指針に

基づく具体的な入札契約制度の見直しを行い

ました。この中で、工事請負契約や委託契約

について、公共サービスの質の向上を図るた

めその業務が適正な労働環境の下に行なわ

れているか、賃金を含めた「労働環境チェック

シート」を活用した労働環境の確認を行うことと

しました。事業者には本制度の趣旨を説明し、

適切な労働環境に関して指導しています。実

施後 1 年が経過する中で、実際に改善指導を

行ったケースも数件あり成果が上がっているも

のと考えています。引き続きこの取組を実施し

定着させていく考えです。なお、あわせて最低

制限価格制度の適用拡大（委託契約）を同時

に実施しており、ダンピングによる低価格入札

を排除しています。したがって、公契約条例に

ついては、当面考えていません。 

 なお、総合評価方式については、現在、導入

にむけ検討を進めています。 

 

378 費
用
負
担
の
あ
り
方 

 費用負担のあり方については、区民

の生活の厳しさに鑑み、利用料等の値

上げは行わないこと。 

 

受益者負担の適正化は、「歳入の確保」と

「住民間の負担の公平を図る」という 2 つの側

面があります。その両面を活かすことにより、

行政サービスの向上を図ることが大切であると

考えます。このような基本的な考えに基づき、

第二次実行計画に合わせ、受益者負担のあり

方について基本的な考え方を整理していきま

す。 

 

379 96 

こ
と
ぶ
き
館
の
機
能
転
換 

 ことぶき館の風呂については、機能転

換の際も存続すること。 

 

ことぶき館の風呂は、これまでは高齢者の

外出機会の提供や交流の促進を目的とした設

備として配置してきましたが、大規模改修や移

転の際には機能転換を図り、食事サービスが

展開できる調理室や介護予防教室ができる多

目的室などの用途に振り向けていきます。 

 

 

380 施
設
活
用
全
般 

 施設の見直しについては利用者・区民

の意見を重視し活用方法を検討するこ

と。 

 

 区有施設の跡活用を検討する際には、区全

体の行政需要や地域の要望、区財政の動向

等を総合的に勘案したうえで活用方針を策定

しています。 
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381 103 

戸
山
第
三
保
育
園
廃
園
後
の
活
用 

廃案にしてほしい。戸山第三保育園の

廃園は、利用者の多くが納得していない

中で強行に進められている。そのような

中で、第二次実行計画では既に廃園が

決定済みであるかのような「廃園後の活

用」計画が出されたことは遺憾である。

廃園については、利用者や地域住民と

議論を尽くす必要がある。一方的な「説

明会」を開くだけで、住民の意見をひと

つも取り上げていない中で、このような

計画を打ち出されたことは残念だ。ま

た、保育の充実を理由とするなら、「9 

保護者が選択できる多様な保育環境の

整備」案の（関連事業）に「戸三廃園後

の活用」も明記すべきである。良いこと

ばかりを強調し、廃園というデメリットの

部分を、あえて目につかない書きぶりに

する意図が見える。戸三の件は公の場

で議論を尽くしてほしい。条例改正案も

議会で審議されないうちに、廃園後の活

用云々の計画を論じるのはいかがなも

のか。住民サービスの向上を目指すの

なら、住民の意見にもっと耳を傾ける必

要がある。 

 

 戸山第三保育園の廃園についてですが、国

立国際医療研究センター内にある保育室と戸

山第三保育園を統合し、新たに民設民営の(仮

称)国立国際医療研究センター内保育園を設

置して移行するものです。そして、新園への移

行にあたっては、定員拡充及び専用室型一時

保育や病児・病後児保育の新規実施など保育

サービスの拡充を行います。 

 したがって、戸山第三保育園を、平成 25年 4

月に新園に移行する考えに変わりはありませ

ん。 

382 

 

 区立戸山第三保育園の廃園計画につ

いては、待機児童が年間を通じ 0になる

まで実施しないこと。区が戸山第三保育

園廃止後に計画している地域安心カフ

ェなどについては、戸山ことぶき館や周

辺地域にある国有地等を利用して実施

すること。 

 戸山第三保育園の廃園についてですが、国

立国際医療研究センター内にある保育室と戸

山第三保育園を統合し、新たに民設民営の(仮

称)国立国際医療研究センター内保育園を設

置して移行するものです。そして、新園への移

行にあたっては、定員拡充及び専用室型一時

保育や病児・病後児保育の新規実施など保育

サービスの拡充を行います。 

したがって、戸山第三保育園を、平成 25年4

月に新園に移行する考えに変わりはありませ

ん。 

 また、戸山ことぶき館については、シニア活

動館への機能転換を図るとともに、若松町高

齢者総合相談センターを移設するとしています

が、新たに国有地等を取得したり借りたりする

ことは、厳しい財政状況においては困難です。

このため、高齢者が多くお住まいの戸山地域

において地域安心カフェなどを実施するにあた

っては、戸山第三保育園廃園後の施設を活用

することが最も適しています。 
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383 

 

保育園廃園後、待機児童の一時保育

サービス等を暫定的に行って欲しい。理

由は以下の通り。 

① 高齢者向け施設にしてしまうことで、

戸三界隈が静かになってしまい、通りづ

らくなる。静かになれば、犯罪が起こり

やすい、またホームレスの増加があると

考える。 

② 戸三があることで、界隈に活気があ

り、周辺住民との交流ができている。年

配者だけになってしまうと現住民も町が

廃れると危惧している。 

③ 100%高齢者施設にするのではなく、

その半分を待機児童向けの暫定的施

設にすることで、高齢者と子どもたちの

交流が図れる。年配者には刺激が多く

なり健康増進が図れ、子どもたちには

世代を超えた遊びや思いやりの心が育

つ。 

④ 仕事を持つ母親は、育児休暇が明

けると復帰しなければならないが、子の

預け先がないばかりに失業している方

が尐なくない。認証保育所や無認可園

もあるが、すべての人が高額な施設に

預けられるとは限らず、むしろ預けられ

ない人の方が多いのが現状。一度失業

してしまうと、点数が下がり保育所にも

入園できず、就職活動もできず、数年間

社会復帰の断念を余儀なくされる。子ど

もが自立できる頃、再就職先を探して

も、今度は年齢で落とされ正規社員の

道は本当に狭き門となっている。 

残念ながら子どもを産むことで、雇用

の悪循環にはまっている女性が非常に

多い。今、子どもの待機児童問題の後

ろには、母親の失業不安における問題

が存在する。そして、その不安が子ども

虐待の一要因にもつながっている。 

上記を踏まえ、戸三廃園後の活用方

法を再考してほしい。 

 

 

戸山第三保育園廃園後は、小規模多機能型

介護等を整備します。介護が必要な状態にな

っても、住み慣れた地域で生活できるよう、地

域密着型サービスである小規模多機能型居宅

介護の整備を進める必要があります。また、保

育園廃園後には、地域の高齢者や介護者の

方をはじめ地域の方々が、気軽に立ち寄り、茶

菓子などを楽しみながら情報交換・交流・相談

ができる場である地域安心カフェも設置しま

す。高齢者に限らず地域の方々が集える場を

つくることにより、活気は保たれるものと考えて

います。地域のつながりや支え合いの輪が広

がることも期待されます。 

これに加えて、一時保育等のサービスを実施

することは、面積が狭小なため困難です。 

計画事業 9「保護者が選択できる多様な保

育環境の整備」の中で進めている(仮称)国立

国際医療研究センター内保育園設置の計画の

中で、一時保育専用室や病児・病後児保育の

新規実施など保育サービスの拡充を行いま

す。 

今後も、区内全域を視野に入れ、施設の新

設や改修などの際に、多様な保育サービスの

充実を図っていきます。 
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384 106 

大
久
保
第
二
保
育
園
・こ
と
ぶ
き
館
の
解
体
後
の
施
設
活
用 

《大久保第二保育園の私立子ども園化

について》 

子どもの教育を考えると他の場所に

すべき。先日、保育園前の細い路地に

て大きな火事があり亡くなった方がい

る。近隣は古い家や狭い道、不法投棄

物が散乱し、子どもたちにはよい環境で

はない。私立子ども園の際には定員が

100 名以上と聞いているが、もし地震や

火事があったら子どもたちをどのように

安全に避難させるのか。まず道路の拡

幅や近隣住宅の整備が先ではないだろ

うか。大久保の地域柄子どもの安全を

考えた時、小規模な施設でもよいと思

う。休園している幼稚園や駅に近く整備

された土地に建てることも検討した方が

良いと思う。 

 

大久保第二保育園は、新宿区の中央部に

位置し、この地域にとって重要な施設となって

います。近隣には適地がないことから地域バラ

ンスを図るうえからも現在地での建替えが適当

であると判断しました。 

災害時にはすぐそばの大久保小学校と連携

を取るなど、安全面にも配慮していきます。 

385 《大久保第二保育園解体について》 

建物の3階にあった児童館で、2、3年

前に「アスベスト補修工事をしている」と

耳にした。建物の解体計画があると聞き

大変心配している。 

① アスベストの粉塵は大丈夫なのか。 

② 時期は前倒しできないのか。せめて

夏休み中に解体・残骸処理の終了まで

できないのか。 

③ その際には粉塵の残灰処理も完璧

にして解体終了としてほしい。 

④ 解体中の建物を囲むカバーも目の

細かいものにしてほしい。 

⑤ アスベストでなくても、粉塵問題は

変わらず、解体時期やカバーは厳重に

してほしい。 

⑥ ①～⑤までの事を踏まえたものを実

行計画の一部に盛り込んでほしい。 

 

解体工事については、仮施設が完成し、移

転が完了する平成 24年9月以降に行う予定で

す。 

また、アスベストの除去を含め、区が実施主

体となり、法令に基づき、安全に解体工事を進

めます。 

386 111 

高
齢
者
い
こ
い
の
家
「
清

風
園
」の
あ
り
方
の
検
討 

清風園を存続すること。 清風園は昭和 40年に東京都より移管され、

昭和55年の改築後31年が経過しており、施設

の老朽化が進み、施設の維持管理にかかる負

担が増大してきていることから、地域の高齢者

施策に対する需要を踏まえながら、今後のあり

方を検討していきます。 
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387 人
事
制
度
全
般 

職員の区内在住比率を高めること。 

 

新宿区では、平成 25 年度に予定している上

落合防災活動拠点の建替えに伴う職員防災

住宅の併設など、在住職員の増加に努めてい

ます。 

なお、特別区職員の採用試験等は、特別区

人事委員会が地方公務員法に基づき、有能な

人材を確保するために、住所地を限定すること

なく広く平等に行っています。 

388 

 

定員適正化については、災害対忚の

観点からも人員削減はやめること。 

 

定員適正化計画は、再任用職員の活用、指

定管理者制度の導入や業務の委託化等の事

務事業の見直しにより、職員数の削減を図り、

効率的な行政運営を目指すものです。 

今後とも、多様化する行政ニーズに的確に

対忚すべく、効率的な組織づくりに取り組んで

いきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

新宿区第二次実行計画策定に向けた 

区 民 討 議 会 

 

第二次実行計画素案に対する 

意見要旨 及び 区の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区民討議会は、無作為抽出した18 歳以上 1,200人の区民のうち、参加申し

込みのあった 94 名の応募者の中から抽選で 60 名（当日の参加者は 55名）

を選出し、平成 23 年 10 月 22 日（土）、23日（日）の 2 日間にわたって第

二次実行計画素案に掲げる事業について討議を行いました。 

討議会では55名の参加者を３つのグループに分け、さらに班単位（1 班 4

～５名）で討議を行い、各事業について評価と判定の投票を行いました。 

ここでは、討議の中で出された主な意見とそれに対する区の考え方をお示し

します。 

なお、区民討議会の実施結果は「区民討議会実施報告書」として、企画政策

課・区政情報センター・特別出張所・区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホ

ームページでご覧いただけます。 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

1 

 
2 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
地
域
活
動
団
体
等
、
多
様
な
主
体
と
の
協
働
の
推
進 

・各事業について事業費の情

報公開、コスト分析、継続的評

価 

・助成基金の管理･運用の監

視強化 

・助成などの決定への市民参

加を行う。 

本事業は、計画事業として事業費の情報公開を行って

おり、また、費用対効果も含めた継続的な外部評価を受け

その結果も公開されています。 

さらに、協働事業提案制度で選定され実施している事業

については、第三者評価を行い、その結果を報告書にまと

め公開しています。協働推進基金を活用した NPO 活動資

金助成によって実施される事業についは、実施現場を適宜

視察し、助成事業の遂行及び支出が適正に行われたかを

調査したうえで実績報告書の内容を審査し、区ホームペー

ジに公開しています。 

なお、協働事業提案及び NPO 活動資金助成の事業採

択は新宿区協働支援会議が行っていますが、この会議に

は公募委員として３名の区民の方が参加しており、決定に

関与していただいています。また、現在、編集の基礎を学

ぶ講座を修了し編集委員となった区民の方にそれぞれの

実施事業の取材と編集に携わっていただき、事業紹介冊

子を作成しています。今後も多くの区民の方に参加・協力

していただき、協働事業に関する情報をわかりやすく提供

できるように取り組んでいきます。 

 

 

2 

 

 ＮＰＯに対し活動の透明化、

第三者機関による監視、行政

によるコントロールを図る。 

新宿区には区民を対象とする特定非営利活動を行って

いるＮＰＯ法人に任意で登録していただく制度があり、登録

ＮＰＯ法人の活動情報等については新宿区ホームページ

でも公開しています。 

さらに、新宿区では身近な地域活動情報等を発信する

区民活動支援サイト「キラミラネット」を設置し、このサイト

に登録する団体（ＮＰＯ法人、地域活動団体等）の活動情

報を掲載しています。 

協働を促進していくうえでは、地域で活動するＮＰＯ等の

社会貢献活動団体の情報等を周知し、多くの区民の方に

その活動を知っていただくことが大切です。今後も、登録団

体を増やし、情報発信の方法を工夫しながら区内社会貢

献活動の周知を図っていきます。 

なお、第三者機関による監視と行政によるコントロール

については、ＮＰＯ法人は特定非営利活動促進法に定めら

れた特定非営利活動を行うことを目的に設立されおり、そ

の設立の認証や監督は同法に基づき事務所が所在する

都道府県知事（事務所が二以上の都道府県にある場合は

内閣総理大臣）が所轄庁として行っているため、新宿区で

は行っておりません。ＮＰＯ法人は年度ごとに事業報告を

所轄庁に行うことが義務付けられており、その内容は都道

府県や内閣府のホームページで公開されています。 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

3 

 

 

2 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
地
域
活
動
団
体
等
、
多
様
な
主
体
と
の
協
働
の
推
進 

・協働を推進するために、自

立したＮＰＯ育成を基本方針

とする。 

・ふれあい広場をＮＰＯ育成

の拠点として活用 

・基金による寄付集めの仕組

みづくり 

・助成金にコストをかけるより

側面支援を重視することを提

案する。 

協働を推進していくためには、自立性と実行力を持ち新

たな公共的サービスの担い手となるＮＰＯの活躍が不可欠

です。そのため新宿区では、協働推進基金を活用したＮＰ

Ｏ活動資金助成事業やＮＰＯ活動交流・支援事業によって

ＮＰＯの育成を視野に入れた支援を行っています。（仮称）

ＮＰＯふれあいひろば開設後は、ＮＰＯ活動交流・支援事業

を「ひろば」の事業として位置づけ、更に充実した内容で実

施していきます。 

また、ＮＰＯ活動資金助成は、区民や事業者等からの寄

附金を主たる財源とする協働推進基金を原資として、ＮＰＯ

法人が区民を対象として実施する社会貢献活動事業に対

して助成を行っており、寄附という形での区民の社会貢献

活動への参加を実現する一つのしくみとなっています。ＮＰ

Ｏの事業を財政面で支援することで新たな公共的サービス

の担い手となるＮＰＯを育成すること、また様々な分野で専

門性を持つＮＰＯ法人のサービスを提供することで、区民

がＮＰＯ活動に参加する機会を増やしていくことを目的とし

て実施しています。 

 

4 ・やすらぎ・にぎわいにどうつ

ながるのかが見えてこない。 

・ふれあい広場について目的

と実態が不明である。 

 （仮称）ＮＰＯふれあいひろばは、多様な主体が担い手

となり地域を支え「暮らしやすい新宿区」を実現していくた

めに区内における社会貢献活動を促進することを目的とし

て、区内の社会貢献活動団体の活動支援とネットワークづ

くりの拠点として開設します。「ひろば」では、団体間並びに

区民・地域・企業等との交流事業、スキルアップ講座等の

実施による団体の基盤強化支援、地域活動情報の発信、

活動場所の提供等を行う計画です。 

 「ひろば」の管理は指定管理者により行う予定ですが、

実施内容等については広く区民の方に知っていただけるよ

う、新宿区広報やホームページで適宜情報提供をしていき

ます。 

 

5 9 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多
様
な
保
育
環
境
の 

 

整
備 

・待機児童を０とする。 

・子育てしやすい環境を作る。 

・保育園・子ども園の場所の

選定は適切に決める。 

・空いている小学校等をもっと

活用する。 

・長期的な対策より緊急対策

をしてほしい。 

待機児童の解消については、区政の最重要課題のひと

つとして、計画事業と緊急対策の両面から取り組んでいま

す。就学前人口に対する保育サービス定員の割合は、23

区の中でもトップクラスになっています。 

計画事業としては、私立保育園の建設等による認可保育

園の定員拡大や認証保育所の増設、子ども園の開設を進

めます。開設にあたっては、待機児童の発生状況を踏ま

え、地域バランスに考慮して、公有地や公共施設の活用も

視野に入れて検討していきます。また、緊急対策として、認

可保育園定員の弾力的受入れ、保育ルームの設置など、

様々な手段を尽くして待機児童の解消に努めていきます。 

保育サービスへのニーズは増え続け、多様化しています

が、今後もこれまで同様、積極的に保育環境の整備を進め

ていきます。 
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6 9 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多
様
な
保
育
環
境
の
整
備 

・認証保育支援をもっと高額

に（２万円現状）する。 

・認証保育所の補助金増額・

保育料の低負担化を図る。 

・認証保育所整備を進める。

ボランティアを活用する。 

認証保育所の保育料の助成については、保護者負担を

軽減するため、20,000円の補助を行っています。しかし、年

齢により保育料負担が異なることから、負担に応じた助成

とすることで利用しやすい制度とします。また、所得制限を

導入し、高額所得者は助成対象外とします。 

待機児童解消と多様な保育需要に応えるため、認証保

育所を計画的に開設していきます。 

子育て支援におけるボランティア等民間との協働につい

ても今後検討していきます。 

 

7 

 

・子ども園を促進する。 

・子ども園の教師の研修・経

験を増やす。 

・大学院枠（児童心理のプロ）

を増やす。 

・子ども園の一元化には指導

者の一元化を考える。 

保育園については平成 27 年度までに子ども園化を計画

しています。区立幼稚園については適正規模・適正配置を

進めた後に周辺の実態を踏まえ、そのあり方について引き

続き検討を進めて行きます。 

職員の研修については、保育士、教諭の合同研修、相互

の研修参加などにより保育者の育成を図ります。なお、採

用については、資格を有する者から選考することになりま

す。 

特別支援や保育・教育指針に基づく指導について、教育

委員会と連携して充実を図ります。   

 

 

8 ・認可保育所の整備・増設や

空き校舎を活用する。 

・認可保育所の民間委託を進

める。利用料の平準化を図

る。 

待機児童解消対策は、計画事業と緊急対策の両面から

取り組んでいます。計画事業としては、私立保育園の建設

等による認可保育園の定員拡大や認証保育所の増設、子

ども園の開設を、緊急対策としては、認可保育園定員の弾

力的受入れ、保育ルームの設置など、様々な手段を尽くし

ています。保育サービスへのニーズは増え続け、多様化し

ています。今後も、公有地や公共施設の活用も視野に入

れて、積極的に保育環境の整備を進めていきます。 

また、認可保育園の保育料は、区立・私立ともに同額で、

所得に応じて応能負担となっています。 

 

9 病児保育（急な発熱等）す

る所を作る。 

新宿区では、病気の回復期にあって集団保育が困難な

時期に仕事により家庭で保育ができない場合に専用室で

保育する病後児保育を現在 4 か所で行っています。また、

平成 23 年度から、病中または病気回復期にあり、保育園

へ通うことができない子どもを預かる病児・病後児保育を 1

所で実施しています。平成 25 年には、国立国際医療研究

センターに開設する保育園に病児・病後児保育室を併設

し、病児保育の受入れ枠は倍増する予定です。 
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10 9 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多
様
な
保
育
環
境
の
整
備 

・事業計画の基となっている

定員枠 1000 人増という数字

に納得感がない。 

・保育料が高い。選択枠が尐

ない。 

新宿区の待機児童数は平成 20年 4月の 60人以後増加

傾向にあり、平成 23年 4月には 92人となっています。そし

て、その内訳は 0歳、1歳が大部分となっています。 

受入れ枠の 1,000 人増の計画については、昨今の出生

数の増加や認可保育園の申込者数の増加傾向を背景に

幼児への繰り上がりにも配慮しながら、0 歳児から 2 歳児

への定員設定が過半数を占めるように考えたものです。年

度によって異なりますが、計画期間(平成 24 年度～27 年

度)に各年度平均 0歳児 45人､1歳児 50人､2歳児 50人､

3歳児 50人､4歳児 30人､5歳児 25人計 250人増というも

のです。 

また、新宿区の保育料は、国が「保護者が負担する額」と

定めている額（基準額）の半額程度に低くしています。差額

は区が負担しています。 

 さらに、第二次実行計画期間においても、引き続き地域

需要を考慮して、認可保育園、子ども園及び認証保育所を

バランス良く配置し、選択の幅の幅を広げていきます。 

 

 

11 

 
20 

地
域
協
働
学
校
（コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・ス
ク
ー
ル
）
の
推
進 

地域の参加は、多様な教

育、学校に提言できる機関と

して有効である。 

今後も、学校・家庭・地域の連携を図り、保護者や地域の

方の意見や要望を反映させながら、地域に開かれ、地域

に支えられる学校づくりを推進していきます。 

 

 

12 地域のつながりを育み、担

い手育成にメリットがある。 

 地域協働学校を推進し、地域の方が子ども・保護者と一

緒に学校を拠点とした様々な活動を行うなかで、新たな地

域人材の発掘や、地域全体の活性化につなげていきたい

と考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 地域・保護者・学校が建設

的に議論できる場・参加しや

すい場、子どもたちの意見を

吸い上げる体制として育成す

る。 

地域協働学校では、学校・家庭・地域がともに議論できる

場として、地域の方・保護者・学校職員で構成する学校運

営協議会を設置しています。 

この協議会は、学校からの情報提供だけでなく、委員相

互の情報交換や学校への支援活動等について話し合いを

行う場としています。 

 今後は協議会の運営を通して、保護者や地域の意見・要

望を学校運営に的確に反映していきます。 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

14 20 

地
域
協
働
学
校
（コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・ス
ク
ー
ル
）の
推
進 

・学校の情報の透明化・公開

を進める。 

・活動内容の公開・存在の周

知を図る。 

従来も、各学校では、学校だよりの配付やホームページ

の開設等により学校側からの情報提供を進めてきました。 

地域協働学校では、これまでの情報提供に加え、学校運

営協議会での検討内容や学校を支援する活動状況等につ

いても、協議会だよりを作成したりホームページに掲載す

るなど、より一層の情報発信に努めます。 

学校の情報や学校運営協議会の活動を、地域へ積極的

に周知することで、地域協働学校への理解・参画を進めて

いきます。 

15 ・モデル校、他自治体の問題

点の整理・分析強化。 

・データを集めメリットを明確

にして地域住民にアピールす

る。 

現在、四谷地区で実施している、中学校 1 校、小学校 3

校の地域協働学校での取組みの検証を行い、成果や課題

等について明確にしていきます。 

検証内容については、保護者の方や地域の方にわかり

やすい資料を作成し説明していくことで、地域協働学校へ

のご理解とご協力を得ていきたいと考えています。 

 

16 

 

・協働委員の権限・業務範囲

を明確化する。 

・人選などを考慮する。 

地域協働学校に設置する学校運営協議会の権限や業務

範囲については、規則や要綱で定めています。 

また、協議会の委員の人選については、各学校の状況

や地域の実情なども十分配慮していきます。 

17 22 

新
中
央
図
書
館
等
の
建
設 

・旧戸山中学校の校舎をその

まま使えないのか。 

・中央図書館を補強工事して

継続利用をする。 

・情報の拠点にお金をかける

必要はない。 

・新図書館建設予定地は交

通の便が悪い。 

新耐震基準以前の建築物である現中央図書館は、老朽

化が進んでおり、耐震補強工事を行ったとしても多大な経

費が必要となり、さらに図書館のレイアウトに支障をきたす

ため、施設としての機能を果たすことが困難になります。そ

のため、中央図書館の役割や機能を抜本的に見直し、 IT

社会に対応した情報センターとしての機能を強化した新中

央図書館の整備を検討し、その方向性となる新中央図書

館等基本計画を平成 22年 11月に策定しました。この計画

は、来館者調査、郵送調査、ヒアリング調査、新しい図書

館を考えるつどい、パブリック・コメントなど、多くの区民や

利用者の意見を踏まえて策定したものです。 

また、新中央図書館の建設予定地である旧戸山中学校

跡地は、新宿区のほぼ中心に位置し、東京メトロ副都心線

の西早稲田駅から徒歩 2 分くらいであるなど、交通の便も

大変良いところです。 

 しかしながら、東日本大震災を受けた新宿区緊急震災

対策により、新中央図書館の建設スケジュールについては

改めて判断することとなり、現中央図書館は、旧戸山中学

校を仮施設として移転することとしました。 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

18 22 

新
中
央
図
書
館
等
の
建
設 

・駅の近くがいい。 

・今まで討議した内容をすべ

て網羅した夢の図書館を作っ

てはどうか〔みどり・空中庭

園・災害トイレ・治水・キッズ

ルーム<保育士>・シェア自転

車の利用（尐しだけなら有料

あり）、災害時の避難所にな

るようにする〕。 

新中央図書館のあり方の検討にあたっては、来館者調

査や郵送調査、ヒアリング調査、新しい図書館を考えるつ

どい、パブリック・コメントなど、多くの区民や利用者の意見

を踏まえ、その方向性となる新中央図書館等基本計画を

策定しました。今回いただいたご意見は、新中央図書館の

設計や具体的なサービス検討にあたって、参考とさせてい

ただきます。 

19 ・老朽化は予想できたはずな

のに何をしていたのか。 

・仮図書館は本当に必要なの

か、お金の無駄にならないの

か。 

新耐震基準以前の建築物である現中央図書館は、老朽

化が進んでおり、耐震補強工事を行ったとしても多大な経

費が必要となり、さらに図書館のレイアウトに支障をきたす

ため、施設としての機能を果たすことが困難になります。そ

のため、中央図書館の役割や機能を抜本的に見直し、 IT

社会に対応した情報センターとしての機能を強化した新中

央図書館の整備を検討し、その方向性となる新中央図書

館等基本計画を平成 22 年 11 月に策定しました。しかしな

がら、東日本大震災を受けた新宿区緊急震災対策により、

新中央図書館の建設スケジュールについては改めて判断

することとなり、現中央図書館は、旧戸山中学校を仮施設

として移転することとしました。この移転は区民や利用者の

安全を第一に考え実施するものです。 

20 24 
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（区
民
に
役
立
つ
情
報
セ
ン
タ
ー
） 

・バリアフリー、空間を仕切る

（静かな）、カフェ・レストラン・

ミニシアター（デザイナーを入

れる）を整備する。 

・身近なサービスの充実（講

習会、シアター、カフェ、i pad

貸出、インターネットの充実）

を図る。 

・パソコン・老眼鏡利用など高

齢者サービス・視覚障害者サ

ービスを検討する。 

・返却を郵送にする。 

 新中央図書館の建設にあたっては、ユニバーサルデザ

インまちづくりガイドラインを踏まえ、すべての区民や利用

者に使いやすく、魅力的な施設をめざしていきます。視覚

障害者等サービスや高齢者へ配慮したサービスは現在も

行っていますが、電子書籍の導入をはじめとする、今後求

められる図書館サービスの充実については、図書館運営

協議会等で具体的に検討しているところです。 

21 ・古典・古文など本の文化を

楽しめる環境づくり。 

・区の教育施設との貸し出し

の連携を図る。 

図書館では図書の展示や、講演会、映画会など本の文

化を楽しめる機会を数多く設けています。区の教育施設と

の連携については、学校への団体貸出や学習支援便、読

み聞かせなどを実施しています。今後も連携を強め、サー

ビスの充実を図っていきます。 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

22 24 

図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（区
民
に
役
立
つ
情
報
セ
ン

タ
ー
） 

・サービスは現在のレベルで

充分、インターネット利用で各

自でできる。 

・中小企業診断士・情報コン

シェルジュは不要である。 

全ての情報がインターネットで提供されているわけではな

いことや、インターネットを利用できる環境のない方もいる

ことなどから、今後とも図書館サービスの充実が必要で

す。中小企業診断士によるビジネス情報支援相談会につ

いても、相談者が増えており、起業にも結びついていること

から必要性は高まっています。したがって、図書館での情

報サービスの提供は今後も継続していきます。 

また、区民や利用者など多くの方の意見を踏まえて策定

した新中央図書館等基本計画では、情報コンシェルジュと

いうサービスを掲げています。これは、利用者からの様々

な相談に対して施設内の豊富な資料等を活用しながら回

答したり、必要に応じて他の問合せ先を案内したりするサ

ービスであり、区民や利用者の多様なニーズに対応してい

くうえで必要であると考えています。 

 

23 30
② 

認
知
症
高
齢
者
支
援
の
推
進 

・個々の地域の人たちが熱意

を持って認知症高齢者を支え

る。 

・若い世代（子供）のボランテ

ィアを活用する。 

認知症サポーター養成講座を多くの方に受講していただ

き、幅広い層の認知症サポーターを養成していくことは、認

知症高齢者を地域で支えるうえで、大変重要です。昨年度

（22 年度）は、小、中、高校、大学でも講座を実施し、若い

世代の認知症サポーターも誕生しています。現在、認知症

サポーターが具体的に活動できるよう、その活動を支援す

る体制づくりを進めています。 

 

 

24 ・認知症サポーターの必要性

に疑問、物理的ケアを拡充す

る。 

・後見人制度の拡充が急務で

ある。 

認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し偏見を持た

ず、自分のできる範囲で活動する人のことです。新宿区で

は、介護保険の要介護・要支援の認定者のうち、何らかの

認知症状があり、見守りや支援を要する方が 2人に 1人お

り、その中で在宅で生活されている方が約 6割というデータ

があります。このことから、一人でも多くの地域の方々のサ

ポートのしくみは必要と考えます。同時に、成年後見制度

の拡充やケアの充実も必要です。関係機関と連携し取り組

んでいきます。 

 

25 ・全体的に計画が漠然として

いる。 

・民生委員の選出方法が不

明、申請後時間がかかる。 

・すべてにおいてスタッフが尐

なすぎる（給料も尐ない）。 

第二次実行計画については、できるだけ具体的にお示し

するよう努めます。 

また、民生委員の選出方法については、東京都民生委

員・児童委員選任要綱に基づき、まずは新宿区民生委員・

児童委員推薦準備会で候補者を選出しています。次にそ

の候補者について新宿区民生委員・児童委員推薦会で審

査をし、区の候補者として決定後、東京都へ推薦していま

す。選考のための一定の期間は必要と考えています 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

26 30
③ 

地
域
安
心
カ
フ
ェ
の
展
開 

・歳を重ねるのが楽しくなる様

にほっと安心カフェの充実 

・安心カフェのピーアールを行

う。 

これまで都営百人町アパートで取り組みを進めてきまし

たが、今後は、これまでの実践を活かして、区内の他の高

齢化率の高い都営住宅等で計画的に展開していきます。 

27 ・カフェでの活動内容が当事

者のニーズに答えていない

（年寄り扱いしすぎる、スマー

トフォン、メイク）。 

「ほっと安心カフェ」は一人暮らし高齢者等が気軽に交流

や相談ができる場として設置しており、ミニイベントとして

「マジックショー」や「よさこい」など様々な内容を楽しんでい

ただいています。今後も、参加者の声を聞くとともに区が実

施する多様な催し物の情報提供を行い、事業を推進してい

きます。 

28 30
④ 

支
援
付
き
高
齢
者
住
宅
の
整
備 

・住宅は充実してほしい、入

居代を落としてほしい。 

・支援付き住宅の必要性は強

く感ずる。 

・支援付高齢者住宅の民間

企業参入の促進を早くする。 

支援付き高齢者住宅の整備については、国及び都の補

助制度を活用して、民間事業者の参入促進に努めていき

ます。また、既存の住宅ストックを活用した方策を検討し、

支援付き高齢者住宅の整備に努めていきます。 

 

 

 

29 支援付住宅整備より 1人暮

らしの高齢者サポートを図

る。 

区としても一人暮らし高齢者を支える事業を展開すること

は重要と考えており、情報誌「ぬくもりだより」訪問配布事

業等の施策を引き続き推進していきます。それとともに、地

域包括ケアの観点から、支援付き高齢者住宅の整備につ

いても、民間事業者の参入促進に努めていきます。 

 

30 37 

障
害
者
、
高
齢
者
、
若
年
非
就
業
者
等
に
対
す
る
総
合
的
な
就
労
支
援 

38 

雇
用
促
進
支
援
の
充
実 

・対象者が不明確。55 歳でな

ぜ区切りをつけるのか。 

・国のハローワーク・区の仕

事支援センターや新宿わく☆

わーくとすみわけが不明確で

ハローワークのみで良いでは

ないか。 

・ハローワークとの違いがわ

からない。 

・告知不足（リーフレットがどこ

にあるのかわからない） 

ハローワークでは対象年齢を限定していないため、高年

齢者（55 歳以上）は就職に結びつきにくいのが現状です。

このため、区と区の外郭団体である勤労者・仕事支援セン

ターで 55 歳以上を対象に高年齢者無料職業紹介所として

就労支援を行っています。その愛称が「新宿わく☆ワーク」

です。 

今後、就労支援事業について、さらに積極的なＰＲを行っ

ていきます。 

 

 

 

31 ・事業内容・成果と事業費が

合っていない。 

・費用対効果を考える。雇用

促進支援は税金の無駄遣い

だから高齢者支援に回した方

がよい。 

障害者や若年非就業者等、自力のみでは一般の労働市

場における就労困難な方が、就労を通じて社会に参加して

いくことが重要な成果です。そのためには、様々な訓練を

行うなど、相当の時間と経費が必要となります。 

 区が一般区民向けの就労支援事業に取り組み始めて間

がなく、今後費用対効果を充分に検証しなければならない

と認識しています。しかし、景気が低迷する中、東京都にお

ける完全失業率は 4.9％前後で推移する状況であり、区と

しても雇用促進のための対策を講じる必要があると考えま

す。 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

32 37 

障
害
者
、
高
齢
者
、
若
年
非
就
業
者
等
に
対
す
る
総
合
的
な
就
労
支
援 

38 

雇
用
促
進
支
援
の
充
実 

・雇用促進支援と就労支援の

統合。 

・就労支援や促進支援ばかり

でなく区として具体的に雇用

を促進すべきではないか。 

区と財団（新宿区勤労者・仕事支援センター）の役割分担

が明確でない面があるため、今後相談窓口のあり方等を

含め、業務内容の統合について検討していくこととし、実行

計画にその旨を追記し、素案を見直します。また、区にお

いても、国の緊急雇用創出補助制度を活用し、直接及び

間接的な雇用を促進しています。 

 

33 ・若年層に対して別枠で考え

る。 

・促進支援の違った方向はな

いか（インターンシップ制度な

ど）。 

・障害者・高齢者支援の充実

を図る。 

現在、財団（新宿区勤労者・仕事支援センター）で行って

いる若年者就労支援事業は、ニート、ひきこもりなど困難な

課題を抱える若者に働くことへの道筋を示し、最初のステ

ップとしての実習の場を提供し、本格的な就労への橋渡し

をすることを目的としています。若年非就業者のうち、仕事

への意識づけや生活習慣の確立が必要な方は、時間をか

けて訓練を行わなくてはならないため、障害者に準じた支

援が効果的です。 

インターンシップについては、財団、区や企業などにおい

て既に実施しているところですが、より効果のあるものに改

善していきます。 

障害者・高齢者の就労支援については、財団の主要な事

業であり、より一層充実していきます。 

 

34 42 

建
築
物
等
の
耐
震
性
強
化 

・火災対策もあわせたほうが

よい。 

・高齢者世帯などに対し津

波・地震火災など複合的に考

える。 

・人口の密集も考慮する。 

区では、建築物等耐震化支援事業の他にも、細街路拡

幅整備事業による道路拡幅や木造住宅密集地区整備促

進事業等を積極的に進めながら、防災性の高いまちづくり

に取り組んでいきます。 

 

35 ・耐震診断はすべての家屋を

対象にする。 

・耐震補強・診断をもっとアピ

ールする。 

区内の耐震化を促進するためには、新耐震基準以前に

建築された建築物の耐震化を優先的に図る必要があると

考え、これを対象として耐震化支援事業を実施していま

す。 

啓発については、広報しんじゅくの活用、パンフレットの

ポスティング及び郵送配布に加え、地域センター祭りなど

のイベントを活用した周知活動を行っています。 

 

36 

 

・危険な擁壁箇所を看板等で

知らせる。 

・擁壁・がけ改修をもっと早く

進める。 

危険な擁壁を看板等で表示することについては、状況に

応じて必要と考えますが、所有者等への配慮も必要なこと

から慎重に検討していきます。 

 区内には高さが 1.5ｍ以上の擁壁が約 3,500件あります。

そのうち助成の対象を「崩壊や転倒した際に生命、財産に

大きな危害を及ぼす恐れのある擁壁」及び「大規模な災害

時の避難や救助活動に重要な道路に近接する擁壁」に重

点化したことで、対象となりうる件数は約 100 件と想定しま

した。 
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42 

建
築
物
等
の
耐
震
性
強
化 

 事業期間については、擁壁改修工事が建築物の建替え

と同時に施工することが効率的であるため、建替えが想定

される 20 年間に合わせ、各年度の目標件数を設定しまし

た。 

 区では、平成 21年度から３年間で、現地点検調査を実施

しています。その結果に基づく安全化指導を行うとともに、

改修工事費助成等の支援制度の周知を図ることにより、改

修工事の実施を促進します。 

 また、事業を進める中で、改修工事費助成の申請が事業

の目標を超えることが想定される場合には、見直しを検討

していきます。 

 

37 

 

看板・ビルの窓ガラスの基

準は守られているのか、基準

はあるのか。 

看板やビルの窓ガラスについては建築基準法で強風や

地震等に対し脱落防止措置を講じることが定められていま

す。 

また、一定規模以上の既存建築物に設置されている看

板や窓ガラスの落下防止については、建築基準法による

定期調査報告制度により、劣化状況や損傷状況などを把

握し、必要な改善指導を行っています。 

38 

 

・国・都・鉄道事業者・民間企

業との財源負担を調整する。 

・補助金について告知が不足

している。 

・防災ベッドの補助は認知さ

れていない。 

・耐震補強の補助金増額を望

む。 

事業周知の一つとして、木造住宅編パンフレットを区内の

旧耐震基準で建築された木造住宅約 12,000棟を対象にポ

スティング配布しています。その中で、耐震シェルターや耐

震ベッドについても紹介をするとともに、区役所本庁舎１階

ロビーで年に２回、耐震シェルター、耐震ベッド等の展示会

を実施しています。今後も引き続き区民の方に耐震化の重

要性を認識していただくため、周知の方法について幅広く

検討していきます。 

 耐震改修工事の助成金については木造住宅等におい

て最大 300 万円の補助を行うなど、他の地方公共団体に

比べても手厚い補助を行っています。このため、補助金額

の増額については現在のところ考えていません。 

 

 

39 ・優先度と重要度を考慮して

進める。 

・目標に対し進捗が遅い。 

木造住宅の耐震改修工事については、東京都が発表す

る地域危険度測定調査等に基づき設定した重点地区や所

得の尐ない世帯に対してより手厚く補助するなど、優先度

によって補助割合及び上限額を決めています。また、進捗

については、ここ数年着実に伸びてきています。 

 

40 43 

道
路
・公
園
の
防
災
性
の

向
上 

防災対策は今できることか

らやってほしい。 

今後とも様々な道路・公園事業を進める中で防災性の向

上に努め、災害に強い安全なまちの実現を図ります。 

 

41 防災マップやイベント等で

防災トイレや井戸、公園の非

常用電源を紹介する。 

公園内の災害用トイレは区のホームページにて紹介して

います。それ以外の防災設備の情報提供については、そ

の方法も含め検討していきます。 



【区民討議会】意見要旨と区の考え方 

143 

 

№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

42 43 

道
路
・公
園
の
防
災
性
の
向
上 

・防災トイレをたくさん作る。 

・簡易トイレを各家に配布す

る。 

・防災トイレの設置場所・使用

方法を区民に知らせる。 

公園内の災害用トイレは、これからも拡充していくととも

に、設置場所や使用方法に関する情報提供の充実を図り

ます。なお、簡易トイレを各戸配布する考えはありません。 

43 ・豪雨対策を時間あたり雨量

１００ミリまであげる。 

・雨水を貯める空間を有効に

使う。 

東京都及び神田川渋谷川流域の自治体とともに豪雨対

策計画を推進しています。これに基づき、区では一定規模

以上の敷地における建築に対し雨水貯留施設等の設置を

指導しています。 

44 

 

・風対策の検討を始める。 

・区民が使う私道の整備を区

で負担する。 

強風により道路等への倒壊や落下のおそれのある物件

については、定期的な点検と計画的な改修に努めていま

す。 

私道整備については、受益者負担等も考慮し、８割を区

が助成しています。 

 

45 道路の透水性舗装、緑化

による保水性確保の検討過

程を知りたい。 

区では総合治水対策として、透水性舗装や緑化等の雨

水流出抑制施設の整備を進めています。透水性舗装は、

既存の機能回復と併せ、水害の危険性のある地区を中心

に、整備を行っています。 

46 

 

歩道の目詰まり対策は歩

行者の安全性からみてどう

か。 

歩道などの透水性舗装に関しては、高圧洗浄により計画

的に機能回復を図っています。 

 歩道の勾配は、沿道の建物や地形との取り合わせを考

慮し、また安全に歩行できるよう配慮しつつ、排水勾配を

設けています。 

47 ・危険をどうやって知るのか。 

・道路に樹木が倒れたときの

情報はどうやって知るのか。 

集中豪雨による河川の水位状況等は、ホームページ等

によりタイムリーに情報を流すとともに、危険水位を超えた

場合は、サイレンにより沿線に警報します。 

倒木については、区が行う道路巡回とともに、住民から

の連絡や警察からの情報提供を受け、迅速かつ適切な対

応に努めています。 

48 防災トイレは誰が設置する

のか。 

避難所である区内小中学校に整備された災害用トイレ

は、避難所運営管理協議会が設置等を含めた運用を自主

的に行うこととなっています。公園内の災害用トイレについ

ては、区職員以外に地域の方々でも設置できるよう調整を

図っていきます。 
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49 47 

災
害
情
報
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築 

・必要な情報を的確に提供・

受け取る体制を整備（防災無

線の使い方の検証、AM ラジ

オの活用など）する。 

・避難地図を各戸配布する。 

現在区では、音声未達地域の解消と的確な情報提供に

向けて、防災無線のデジタル化に伴う屋外スピーカーの増

設や水位警報装置との連動などの整備を進めています。

また、防災区民組織等に対する防災ラジオ(戸別受信機）

の配布なども含め、災害時の情報提供体制を整備してい

ます。 

避難場所地図については以前、各戸配布しましたが、避

難所の新設や避難場所の変更等の機会に併せて、適宜、

修正し、各戸配布を行っていきます。 

 

50 ・災害弱者への情報提供 

・家族などの安否確認、商業

施設や企業など大きな組織

への情報伝達の方法・システ

ムの充実を図る。 

災害時要援護者への情報提供については、防災行政無

線のデジタル化により、防災ラジオ（戸別受信機）が音声だ

けでなく、文字放送も受信可能となったことから、聴覚障害

者の方などへ有効な情報提供ができるようになりました。こ

のため、障害者福祉団体への防災ラジオ（戸別受信機）の

設置など、効果的な災害時要援護者への情報提供につい

て検討していきます。 

また、安否情報確認については、災害情報システムの中

で対応していきます。商業施設や企業に対しては、新宿駅

周辺防災対策協議会員企業や希望する企業に対する防

災ラジオ（戸別受信機）の配備ができるようなしくみづくりを

進めています。 

 

51 48 

災
害
用
避
難
施
設
及
び
備
蓄
物
資
の
充
実
等 

・防災訓練の充実 

・災害時要援護者の避難対

応 

・区境住民の隣区施設の相

互利用を図る。 

①防災訓練の充実 

 各避難所には、地域住民、ＰＴＡ、学校及び区職員から

なる避難所運営管理協議会が設置されており、毎年、地域

の実情に応じた実践的な訓練を行っています。そして、こ

の訓練については、町会掲示板や区ホームページに掲載

するなど広く周知を行っています。また、町会や自治会を

中心とした訓練も各地域において積極的に行われていま

す。今後も自助・共助による地域防災力向上のために、こ

のような訓練を地域の方々と連携し充実させていきます。 

②災害時要援護者の避難対応 

現在区では、65 歳以上一人暮らし高齢者や障害者など

を中心に、本人申請による「災害時要援護者名簿」を作成

し、防災区民組織や民生・児童委員、警察、消防に配布

し、災害時の安否確認や避難誘導を行うこととしています。

そして、この名簿登録について、広報や各課の事業を通じ

て周知、勧奨を積極的に行い登録者数の拡大を図ってい

るところです。 

要援護者対策については、地域や関係機関との緊密な

連携が重要であると認識しています。このことから、区は、

「新宿区災害時要援護者対策関係機関連絡会」を設置し、

災害時要援護者の具体的な支援について検討を進めてい

ます。 

③区界住民の隣区施設の相互利用 
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 48 

災
害
用
避
難
施
設
及
び
備
蓄
物
資
の
充
実
等 

 東京 23区は、平成 8年 2月 16日に「特別区災害時相互

協力及び相互支援に関する協定」を締結しており、災害時

には、職員の派遣、救援物資の提供、避難場所の共用な

ど、相互に協力を行うこととなっています。したがって、隣接

区施設の相互利用も可能となっています。 

 

52 ・備蓄の適正配置 

・備蓄の奨励。コンビニ・ガソ

リンスタンドを備蓄場所とす

る。 

①備蓄の適正配置 

現在、東京都の首都直下地震の被害想定に基づき、区

民の 28％が避難所に避難することを想定して食糧や日用

品などを、各避難所及び区倉庫に備蓄しています。今回の

東日本大震災では、大渋滞によって物資搬送に支障を来

たしたことを踏まえ、第二次実行計画の中で、備蓄物資の

適正な配置を実施していきます。 

②備蓄の奨励 

大切な命と財産を守るためには、自助による防災対策が

最も重要となります。区では、地域の防災訓練や会議の場

において、自宅の耐震対策や各家庭での家具転倒防止器

具の設置、飲料水・食糧等の備蓄について積極的な啓発

を行っています。今後は、地域での会合やイベントなどの

様々な機会をとらえ、備蓄の症例をはじめ、自助による災

害に対する備えの重要性を周知していきます。 

③コンビニ・ガソリンスタンドを備蓄場所とする 

区では、新宿スーパー・コンビニエンス協議会と平成 7 年

8 月に「災害時における食料品及び日用品の安定供給等

に関する協定」を締結し、災害時に応急物資の提供を受け

ることとしています。また、東京都石油業協同組合新宿支

部とは「災害時における石油類の優先供給に関する協定」

を締結し、ガソリン等の優先供給を受けることとなっていま

す。さらに、都内コンビニエンスストアやガソリンスタンド

は、災害時帰宅困難者支援ステーションに指定されてお

り、災害時には水道水の提供等が行われることになってい

ます。このように、災害時には当該事業者から様々な支援

活動が実施されることとなっています。 

 

53 公園、公共施設にある緊急

時に簡易トイレとなるベンチを

増やし、場所を明示する。 

災害時におけるトイレの問題は重要な課題であると認識

しています。現在、平成 21 年度開園した富久さくら公園、

新宿中央公園、大久保公園などには、災害用トイレが整備

されています。今後も公園整備計画等に基づき、災害用の

トイレなど防災機能を備えた公園整備を検討していきま

す。 
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54 50 

ご
み
発
生
抑
制
を
基
本
と
す
る
ご
み
の
減
量
と
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進 

・個人の意識改革の推進。学

校教育の場で教える。 

・分別の為の教育が必要で外

国のようにごみ量に応じた料

金負担を考える。 

・資源回収は啓発に力を入れ

る。 

・エコ自慢ポイントは子供にも

分かる様にして教育に組み入

れる。 

・「買う時には捨てる時の事も

考えて」啓発する。 

新宿エコ自慢ポイントは導入から３年が経過し、登録者も

1,106名、累計ポイントも 62,540ポイントとなっています。新

宿区３Ｒ推進協議会のなかで、景品も含めてのルールにつ

いて再検討し、子どもにとっても、より分かりやすい仕組み

づくりを行っていきます。また、区民のごみの減量やリサイ

クルへの当事者意識を高めるとともに、消費者としてごみ

の出にくい商品を提供を求めることで、生産・販売側もごみ

の尐ない商品を提供するように誘導されるなど、ごみの発

生抑制を期待されると考えています。  

新宿区リサイクル審議会では、家庭ごみの有料化に関し

ては、いくつかの課題はありますが、その有効性に関して

は評価をしています。しかし、有料化は区民に直接負担を

課するものであり、不法投棄などの懸念もあり、区民との

十分な意見交換が必要と考えます。今後も、他自治体の

動向を把握し、ごみ量の推移もみながら検討を進めていき

ます。 

 

55 

 

・エコポイント・景品を新宿区

内で使用できる商品券にす

る。 

・23 区内または都内での連携

を図る。 

・企業レベルでゴミの発生を減

らす仕組みを推進する。 

新宿区３Ｒ推進協議会のなかで、景品も含めてのルール

について再検討し、より分かりやすい仕組みづくりを行って

いきます。 

56 

 

・ゴミの分類方法がわかりづ

らく分別ボックスを置く等対応

する。 

・有価資源ならば可能な限り

高価で売る。 

ごみ集積所では、日によって収集するものは、一種類とし

ていますので、分別ボックスを設置していません。どの日に

何を収集するかについては、ﾊﾟﾈﾙを設置しています。区内

約 3,400 箇所に資源回収拠点では、黄色（びん）、青色

（缶）、緑色（スプレー缶・カセットボンベ、乾電池）の回収ボ

ックスと青色のネット（ペットボトル）を設置して分別回収を

お願いしています。 

 今後も、より分かりやすいパンフレット等の作成等を通

じて資源・ごみの分別についてお知らせしていきます。 

 区で回収した古紙やびん、缶などの資源のうち、有価で

売却できるものは売却し、特定財源として資源回収予算に

充当しています。平成 22 年度の資源売払収入は、

71,883,464円でした。 
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57 50 

ご
み
発
生
抑
制
を
基
本
と
す
る
ご
み
の
減
量
と
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進 

・エコ自慢ポイントは魅力がな

いので廃止する。 

・レジ袋辞退の推進について

不明確 

新宿エコ自慢ポイントについては、当初、レジ袋を辞退す

ることでポイントが貯まる仕組みとしてスタートしましたが、

現在は区で開催する環境イベントに参加することでポイン

トとなったり、昨年同月より電気使用量を減らすことでポイ

ントになる節電ポイントを導入しています。今後も、さまざま

な環境活動をポイントの対象とすることや景品を含めて魅

力ある仕組みづくりを、新宿区３Ｒ推進協議会のなかで、

検討していきます。 

 

58 ・全体的にアピール不足で配

布資料の存在も知らなかっ

た。 

・資源ごみを洗うことで水が汚

れ本当に環境にやさしいの

か。 

・違法投棄の対策はどうお考

えか。 

・費用の掛け加減が分からな

い、焼却炉を区でもつのはど

うか。 

資源・ごみの正しい出し方・分け方についてはパンフレッ

トやチラシの全戸配布、広報しんじゅくやリサイクル・清掃

広報紙「すてないで」の発行、ホームページの作成、地域

説明会、講演会の実施等を通じてお知らせしています。今

後も一人でも多くの区民の皆様へ浸透していくよう継続的

に情報発信をしていきます。 

 容器包装プラスチックを洗っていただくときは、食器を洗

った後の残り水などを利用すれば、節水・省エネになりま

す。不法投棄は犯罪ですので、警察や町会・自治会等と協

力のうえ、防止に努めていきます。リサイクルには経費が

かかりますが、民間委託をほぼ全面的に導入し、経費削減

に努めていきます。 

 

59 51
① 

区
民
の
低
炭
素
な
暮
ら
し
と
ま
ち
づ 

く
り
へ
の
取
組
み
の
促
進
・支
援 

・家電製品など購入への特典

制度 

・節電効果が明確に分かる装

置への補助を行う。 

限られた財源の中で優先順位の高いものに対して「新エ

ネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度」を実

施しています。家電製品など購入への特典制度や節電効

果が明確に分かる装置への補助を行う考えはありません

が、普及啓発を図っていきます。 

60 ・区民に対する具体的行動メ

ニューの提示 

・すだれ・打ち水の呼びかけ 

・区民の啓発を行う。 

毎年、「新宿打ち水大作戦」、「みどりのカーテンプロジェ

クト」やすだれの利用などの呼びかけを行っています。引き

続き、区広報やホームページなどを通じて、情報提供及び

啓発の働きかけを積極的に実施します。 

61 51
② 

事
業
者
の
低
炭
素
な
暮
ら
し
と
ま
ち 

づ
く
り
へ
の
取
組
み
の
促
進
・支
援 

・中小企業へのＩＳＯ取得支

援・補助 

・新宿エコ隊への参加の呼び

かけを行う。 

東京商工会議所新宿支部や新宿区エコ事業者連絡会等

を通じて各種事業者に対し、今後も引き続き、呼びかけを

行います。 

62 事業者対策の実施効果に

疑問、事業者のインセンティ

ブを高める手法を再検討す

る。 

 平成 22年度に実施した「中小事業者に対する省エネル

ギーへの取組みに関する調査報告書」により、中小事業者

の実態やニーズ等を把握し、平成 23年度には中小事業者

を対象とした「省エネルギー支援制度セミナー」を実施して

います。引き続き、事業者のインセンティブが高まるよう、

情報提供やセミナー等を実施していきます。 
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63 51
③ 

区
が
率
先
し
て
取
り
組
む
地
球
温
暖
化
対
策 

・全体目標達成までのロード

マップを示す。 

・長期的に展開できる計画を

作成する。 

平成 23年 3月に地球温暖化対策指針を策定し、ＣＯ2排

出量の削減目標の中期削減目標（平成 32 年度）、長期削

減目標（平成 62年度）を設定しています。 

64 ・「新宿らしさ」のある施策に

注力 

・マンション・企業・道路対策

を重点化する。 

都市型の温暖化であるヒートアイランドを早急に解決する

ために、建物の省エネ性能向上のための一層の普及啓発

や道路の遮熱透水性舗装の推進、水辺空間やみどりを増

やしていきます。 

65 学校での教育による子ども

の参加や取り組みの効果を

実感できる仕組みをつくる。 

平成 23 年 3 月に策定した地球温暖化対策指針の「環境

学習・環境教育の推進」に基づき、取り組みの効果を実感

できる体験型学習を行い、今後さらなる充実を図ります。 

66 新たな建設物への庭園・太

陽光発電装置の義務化、駐

車場の緑化・透水性の義務

化を図る。 

区内の開発や建築行為に対する緑化の誘導や低炭素地

域づくり計画の検討を行っていきます。 

67 52
① 

環
境
に
配
慮
し
た
道
づ
く
り 

・なぜ低VOC塗装と木製防護

柵を取り入れたのか。 

・木製防護柵は必要か。 

・3 事業の必要性が感じられ

ない。 

・低 VOC 塗装の費用対効果

に疑問がある。 

木製防護柵は、資源の有効活用を図るとともにまちに潤

いと安らぎを与えます。また、低ＶＯＣ塗装については、高

価とはなりますが、環境対策のみならず鋼構造物の長寿

命化にも有効です。しかし、4 年間で計画的に進めていくよ

りも、経常的に実施していくことが適当であると考え、これ

までどおり経常事業として実施することとします。 

68 ・低 VOC 塗装は環境汚染低

減だけでなくほかにも適用し

たい。 

・遮熱性舗装はぜひ推進す

る。 

・繁華街のイメージアップの為

にも木製防柵を設置する。 

 

低ＶＯＣ塗装は、高耐久性であることから鋼構造物の長

寿命化に寄与します。また、木製防護柵は、計画的に整備

を進めるとともに繁華街への設置も検討します。 

69 ・遮熱性舗装は歩道に限定し

て利用する。 

・低 VOC 塗装は除染を優先

する。 

・木製防護柵は頑丈か疑問で

ある。 

 

遮熱性舗装は、歩行者の体感性を重視し、主として歩道

部への施工とします。低 VOC塗装は大気汚染防止効果が

あります。木製防護柵の強度は、歩行者自転車用柵の設

計強度を満たしています。 



【区民討議会】意見要旨と区の考え方 

149 

 

№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

70 52
② 

道
路
の
節
電
対
策 

・LED 街路灯を早めに導入す

る。導入は世界の流れ。 

・LED 街路灯は率先して増や

す。 

・蛍光灯が切れたら LEDに交

換していく。 

街路灯については今まで省エネの電球を導入してきまし

たが、ＬＥＤ灯は長寿命、省電力、ＣＯ2 排出量の削減など

のメリットがあるため、今後、小型の街路灯に導入していき

ます。 

71 ・街灯は太陽光パネル・バッ

テリーとの併用を。 

・街路灯にソーラーパネルを

つけ自家発電できるようにし

てはどうか。 

ソーラーパネル付きの街路灯は、支柱が大きくなることに

加え価格が非常に高いため、現段階での採用は見送って

いるところですが、公園灯の一部ではソーラーの導入も行

っています。今後もできることから実施していきます。 

72 54 

路
上
喫
煙
対
策
の
推
進 

・喫煙場所の数を増やす。 

・場所を確保するために企業

と連携する。 

 路上での受動喫煙を防止するため、分煙のための喫煙

所の増設は必要だと考えています。しかし受動喫煙になら

ず、喫煙者が利用しやすい喫煙所として適切な場所（路

上）がなく、苦慮しています。企業との連携については、平

成２０年度に新宿駅を擁する鉄道事業者５社に対して施設

に喫煙所を設置することや敷地などの利用についてお願

いしましたが、健康増進法や管理上の問題などを理由に

理解いただけませんでした。また映画館など大型の集客施

設にも施設利用者向けの喫煙所の設置をお願いしたので

すが、やはり健康増進法と逆行するなどの問題があり難し

い状況でしたが、引き続き、喫煙場所の増設に向けて各企

業に理解を求めていきます。 

73 

 

 

・行きたくなる喫煙所を増や

し、喫煙者が集まるように工

夫する。 

・設置・管理に区も負担する。 

区が設置した喫煙所は道路上に設置していることから、

屋根などを設置することができませんが、周辺の清掃など

可能な限り喫煙所内外の清潔を保ち、気持ちよく利用でき

る喫煙所環境を維持するようにしていきます。 

 なお、喫煙所の設置は日本たばこ産業（株）に負担をお

願いしていますが、周辺の管理は新宿区と日本たばこ産

業（株）が費用も含め、分担して行っています。 

 

74 

 

費用をかけないパトロール

強化～地元の町会、コンビ

ニ、ＰＴＡの協力のほか住民

から有償ボランティアを募る。 

路上喫煙禁止パトロールは喫煙者に直接、路上禁煙を

呼び掛け、指導することから、一部に過剰な反応をする喫

煙者が存在し、危険を伴う場合があるため、一般の方にパ

トロール業務をお願いすることは適切でないと考えていま

す。なお、区では町会など地域団体からの推薦を受けた方

を「路上喫煙対策協力員」として登録して、無償で地域毎に

路上喫煙禁止の周知・啓発を図っていただいています。 
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75 54 

路
上
喫
煙
対
策
の
推
進 

・パトロールの効果測定を行

う。 

・目的を複合化して見直す。 

パトロールの効果については、直接測定する指標の設定

が難しいため、条例設定時から路上喫煙率調査を実施し、

効果測定の目安としています。直近の調査では、路上喫煙

率 0.25％と条例制定時から比べると大幅に改善されていま

す。 

また、区では、路上喫煙対策、自転車対策、などの業務

を事業ごとに委託により実施していますが、今後それぞれ

の事業の特徴を生かしつつ費用対効果を考慮した方法を

検討していきます。 

76 

 

・目標達成にロードマップを作

成し、施策効果を測定する。 

・重点地区を設置し成果をあ

げるシステムをつくる。 

路上喫煙対策を推進するために実行計画として実施し、

指標として路上喫煙率を調査して効果測定としています。 

また新宿駅周辺や高田馬場駅周辺では、ポイ捨て防止

キャンペーンと一緒に、路上喫煙禁止キャンペーンを重点

的に行っています。 

77 

 

マナーの徹底。路上や喫

煙場所をきれいにすることに

よる意識の啓発を図る。 

喫煙マナーの徹底に向けては、路上喫煙禁止パトロール

員による指導・啓発、新宿駅周辺及び高田馬場駅周辺で

年 24 回実施するポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペー

ンの実施、路面標示タイルをはじめとした表示物の設置、

ポスターなどの掲出・配布等により、今後も幅広く実施して

いきます。また、路上や喫煙所の美化については、重点地

区での年間を通じた路上清掃や年 2 回のごみゼロ運動、

喫煙所の年間清掃や喫煙所に囲いを設けた分煙化などの

対策を進め、喫煙者への意識啓発に努めています。 

 

78 

 

・罰則・罰金を設ける。 

・区役所など喫煙を人事評価

に関連させる。 

区では条例制定にあたり、多くの区民、在勤者、事業者

等の参加を得て「歩きタバコをなくそう！新宿フォーラム」を

開催するなど十分な議論と検討を重ねました。条例は、違

反者を取り締まることが目的ではなく、人を思いやり、迷惑

をかけないというマナーの基本に立ち戻り、路上喫煙をや

めてもらうということと、適用地域が区内全域であり、昼夜

を問わず大勢の人が訪れることから、罰則を公平に適用す

ることができないと考え、条例に罰則を設けないこととしま

した。また、喫煙を人事評価に関連させる考えはありませ

ん。 

79 59 

新
宿
ら
し
い
み
ど
り
づ
く
り 

・川沿いのツタは涼しそうなの

で増やす。 

・長期的目標をもって公共施

設で緑化する。 

・大きい樹木は癒されるので

保存する。 

・区立公園は災害時避難場

所と緑の保護の両立を図る。 

・子どもたちの集まる公園に

緑を増やす。 

 庁舎、学校、道路、河川などの公共施設の緑化につい

ては、「新宿区みどりの基本計画」に基づき、豊かな緑量と

ともに民間施設の模範となるようみどりの質も考慮しなが

ら推進しています。また、区内にある大きな樹木について

は、区が保護樹木に指定することにより維持管理等の支

援を行っており、今後も保護指定を増やすことによって、こ

れらの樹木の保存に努めていきます。 

 区立公園の整備に当たっては、公園の魅力や機能をよ

り高めるため、みどりの拡充、憩いや遊び場の充実、さら

には防災機能の一層の強化を進めていきます。 
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80 59 

新
宿
ら
し
い
み
ど
り
づ
く
り 

・今後建設する建物に一定の

補助を出す。 

・緑化への助成を拡大する。 

・屋上緑化補助の基準をきめ

細かくする。 

平成 20年度から屋上緑化を実施する際に工事費用の一

部を助成しています。特に、新宿駅周辺地区については

「屋上緑化等推進モデル地区」に指定し、助成基準の細分

化や助成金を増額することによって屋上緑化の普及促進

に努めています。 

81 ・「新宿らしさ」はデザイナーを

付けて都会らしく考える。 

・「花の名所としての公園作

り」「屋上緑化に野菜作り」を

とり入れ区民参加を促す。 

・区民への協力の連携方法を

考える。 

 

「新宿らしいみどりづくり」では、事業の推進に当たり地域

を対象としたワークショップを開催するなど多くの区民の意

見を参考にしながら取り組んでいるところですが、デザイナ

ーによる緑の創出については、今後検討します。 

「花の名所としての公園作り」については、第二次実行計

画の中で、区立公園など 3 箇所において新たに創出する

予定です。「屋上緑化に野菜作り」については、屋上緑地

の活用方法として野菜作りの普及を図っており、すでに区

役所屋上や小学校の一部に菜園を設けて活用しています

が、今後も区民に親しまれる屋上菜園の普及に努めてい

きます。 

新宿らしいみどりの創出には区民の協力が不可欠である

ことから、より一層の協力体制を築けるように検討していき

ます。 

 

82 

 

・業者への技術・知識の指導･

管理をする。 

・今ある樹木をきちんと管理

する。 

都市は、みどりの生育にとって厳しい環境です。このため

公園や街路樹等の区内のみどりの管理に携わる委託業者

等に対しては、草花や樹木等が良好に生育するようにきめ

細やかな維持管理の指導を行っており、既存の樹木の適

正な管理に努めています。 

83 

 

・ソーラー化の推進から屋上

緑化は難しい。 

・根付かない・高所で見えにく

いハンギングバスケット導入

はいかがなものか。 

・空中緑花はビルを傷めるこ

とがある。 

 

 屋上緑化及び太陽光発電システムの推進については、周

辺環境や施設の利用状況等を考慮し、当該地に相応しい施

設を設置していきます。 

ハンギングバスケットは、みどりの尐ない道路空間におい

て景観の向上を図り、道行く人に安らぎとうるおいを与えて

おり、地域との協働により今後も推進していきたいと考えて

います。 

屋上緑化や壁面緑化は、荷重制限等の構造上の基準を

遵守し、設置後の適正な維持管理を継続することにより建築

物に支障を与えることはないと考えています。 
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84 59 

新
宿
ら
し
い
み
ど
り
づ
く
り 

樹木への一律補助はや

め、所得制限を設ける。 

保護樹木等所有者への助成金は、保護樹木 1 本につき

9,000 円、2 本目以降 4,500 円、合計 90,000 円を限度額とし

て支給しています。しかしながら保護樹木の剪定には 1本当

たり十万円以上の費用がかかることから、大きな樹木や樹

林地を有する社寺等にとっては、これらの助成金の支給を

受けても 1年間にかかる維持管理費用からみれば尐ない金

額であると考えています。このことから保護樹木助成金の支

給に当たり所得制限を設けることについては、参考意見とさ

せていただきます。 

 

85 64 

自
転
車
等
の
適
正
利
用
の
推
進 

・駐輪場を整備する。 

・時間貸しの駐輪場を作る。 

・タイム 24 との提携等をして

小規模で設置箇所を多くす

る。 

・（駐輪場は）駅だけでなく公

共施設についても検討する。 

定期利用及び時間利用の駐輪場については、用地の確

保や設置条件の整った場所に順次整備しています。 

民間事業者との連携や働きかけによる駐輪場整備につ

いて検討していきます。 

 また、公共施設の駐輪場については、建設計画にあわせ

て必要台数を確保するよう努めています。 

86 ・駐輪場のパンフレットを作

る。 

・自転車を買った人に規則の

パンフレットを配る。 

・小学校等でマナーを教え

る、教育を徹底する。 

・行政以外にも個人も意識を

持てるようにしていく。 

・保険の加入を進める。 

駐輪場のパンフレットは、区役所窓口や係員が常駐する

駐輪場で配布しています。自転車のルール、マナーを周知

するパンフレットでは、安全利用五則や事故の賠償責任に

ついて記載しており、様々な機会をとらえて配布していま

す。自転車店での配布についても検討していきます。 

小学生に対しては、自転車交通安全教室を実施してお

り、今後も継続していきます。 

87 

 

・撤去日を決めない。 

・強制力を持って一斉撤去す

る。 

駅周辺の放置禁止区域における撤去活動については、

事前の周知を行わず一斉撤去を実施しています。なお、実

施日の告知については、条例に定められている撤去活動

後に行っています。 

88 

 

・自転車を登録番号制にす

る。 

・区で震災用自転車の確保も

含め再利用する。 

・国・都・区でやるべきことを

明確にする。 

撤去自転車で保管期間を過ぎた自転車については、現

在海外供与やリサイクルをしています。また、東日本大震

災の被災地での移動に役立ててもらおうと、引き取り手の

ない放置自転車を提供しました。 

 自転車の登録番号制については、国や都との役割を明

確にしていく中で、検討していきます。 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

89 64 

自
転
車
等
の
適
正
利
用
の
推
進 

駐輪代・保管料が高すぎ

る。 

駐輪場利用料金については、申請手続きに関する用紙、

承認書等の郵送代、利用承認シールや自転車の整理要

員に伴う人件費を含んでおり、区としては、適切な料金と考

えています。  

 保管料については徴収していませんが、返還手数料とし

て法律に基づき、撤去された自転車の所有者または、利用

者に対して撤去に伴う費用を徴収しています。 

 

90 

 

車両の中の自転車の位置

付けがあいまい（自転車の免

許制・自転車の全面登録番

号制、ナンバープレートを検

討する） 

自転車の免許制度等は、区だけで取り組む課題ではな

く、警察や国が検討すべき課題です。 

 警察や国の動きを見ながら、区の役割について検討して

いきます。 

91 

 
77 

新
宿
の
魅
力
の
発
信 

・若年層（小・中・高校生）へ

のアピールが不足している。 

・学校の課外授業での利用、

携帯・スマートフォンの活用を

進める。 

区内の都立総合芸術高校や（特）あそびと文化のＮＰＯ

新宿子ども劇場等と連携し、若年層への周知を行うととも

に、通年で実施する文化体験プログラムについては、区立

保育園から中学校まで、児童・生徒あて全員にチラシを配

布しています。さらに教育委員会も学校単位で特色ある教

育活動としての文化・新宿の魅力に触れる機会を確保して

います。 

また、携帯・スマートフォンの利用を考え、四谷地域の文

化財説明板、坂道標柱に 2 次元ﾊﾞｰｺｰﾄﾞを刷り、より詳細

な説明を乗せたサイトを利用していただける取組みも試行

的に実施していきたいと考えています。 

引き続き、効果的なＰＲに取組み、参加を促進していきま

す。 

92 

 

区民、地元向けの情報発

信、地域振興を兼ねた地域の

ＰＲに力を入れ、地元・学校を

巻き込んで取り組む。 

新宿フィールドミュージアムを試行実施した平成 23 年度

も特別出張所、図書館、生涯学習館等を通して、区民・地

元向け情報発信を行いました。 

また、区内の都立総合芸術高校や（特）あそびと文化の

ＮＰＯ新宿子ども劇場等と連携し、若年層への周知を行うと

ともに、通年で実施する文化体験プログラムについては、

区立保育園～中学校まで、児童・生徒あて全員にチラシを

配布しました。更に教育委員会も学校単位で特色ある教育

活動としての文化・新宿の魅力に触れる機会を確保してい

ます。 

平成 23 年度の実施内容を踏まえて、フィールドミュージ

アム協議会で議論し、地域団体、学校にもさらに加わって

いただける取組みとしていきます。 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

93 77 

新
宿
の
魅
力
の
発
信 

地域振興、雇用、緑化事業

に結び付けた企画をたてる。 

新宿フィールドミュージアムを試行実施した平成 23 年度

の取組みを踏まえ、新宿のまちの振興・雇用の創出に結び

付けていけるよう、フィールドミュージアム協議会の中で議

論していきます。  

緑化については、基本構想・総合計画で「文化芸術創造

のまち」づくりとして位置づけられた当事業の趣旨になじま

ないものと考えますが、区が取り組んでいる「みどりや花の

名所づくり」等と連携し、区内のこうした名所についても新

宿のまちの魅力の一つとして発信していきます。 

94 

 

国際化に向けた発信では、

ホテル・都庁・企業との協働

による企画の重点ポイントづ

くりを図る。 

国際化に向けた発信として、既に都庁・区内ホテル等で４

言語による情報発信を行ってきています。さらに、第二次

実行計画期間における取組みとして、外国人向けガイドブ

ックを発刊している出版社のノウハウの活用や海外に持つ

観光インフラを利用したＰＲを行う等、国内外での紹介を図

っていきます。 

95 

 

大震災対策、参加困難者

の参加対策および事業経費

の無駄をなくすための分かり

やすい収支報告づくりを行う。 

区民討議会でイベント時の震災対策の意見をいただいた

ことは、フィールドミュージアム協議会において、参加団体

に伝えていきます。また、障害等により参加困難な方も参

加できるイベントについては、ハンディガイドに明記する等

情報発信における工夫を考えていきます。 

イベント実施経費については協議会参加各団体がそれ

ぞれ負担をしているものであり、基本的に、区費を充てて

いるものではありません。 区費については、フィールドミュ

ージアム協議会参加団体のイベントを集中的・広範に情報

発信すること及び区と協議会参加各団体とが対等な立場

で議論する協議会の運営に充てています。 

事業の収支については、区全体の決算報告、行政評価

等の中で報告していきます。 

96 

 

事業のアピールが不足して

いる。 

平成 23年度の新宿フィールドミュージアムの試行的な取

組みにおける広報宣伝計画を踏まえ、フィールドミュージア

ム協議会の中で議論し、更に効果的な情報発信を行って

いきます。 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

97 77 

新
宿
の
魅
力
の
発
信 

事業の名称が分かりにく

い、よくない。 

事業名称については、文化芸術振興会議の議論に基づ

き決定したものであり、今後もこの名称を使用していきま

す。 

なお、「新宿フィールドミュージアム」は、次の内容を包括

する総称です。 

・「まちの歴史を継ぐ・活かす」「まちへの愛着と誇りを育

てる」ための史跡・景観の活用 

・ホール、美術館、劇場、ギャラリー、街角空間の活用等 

・文化芸術振興のネットワークの構築 

・「新宿のまちの魅力の創出」の方法となるもの 

・文化芸術の力を活かし、「私たち区民」で創り上げるも

の 

98 

 

実施期間が短い。地区に

偏りがある。 

「新宿フィールドミュージアム文化月間」は、10月・11月の

２か月を文化で彩る集中強化月間として設定したもので

す。また、新宿の魅力を発信する取組みは、通年で行って

います。 

地区による偏りについては、新宿全体に広がるようにフィ

ールドミュージアム協議会の中で、検討していきます。新宿

のまち全体の文化芸術振興の取組みについては、文化観

光国際課のホームページで紹介しているのでご覧くださ

い。

（http://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/261000bunka.html） 

99 
 

費用対効果を重視する。 区費については、フィールドミュージアム協議会参加団体

のイベントを集中的・広範に情報発信すること及び区と協

議会参加各団体とが対等な立場で議論する協議会の運営

に充てています。各イベントは参加団体が自らの負担で実

施するものであり、イベントを含めたすべての経費を区が

負担する場合を考えると、費用対効果の高い事業と言えま

す。 

今後の事業の展開に際しても、費用対効果を重視しつ

つ、さらなる効率的、効果的な実施となるよう、十分に留意

していきます。 
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№ 事業名 意見要旨 区の考え方 

100 77 

新
宿
の
魅
力
の
発
信 

事業目的がどの層を対象

に設定しているのか不明であ

る。 

この事業は、①区民②巨大ターミナル駅を有する新宿の

まちに集う区外の人③国際都市新宿の３つのターゲットを

設定しています。 

①区民に対しては、この事業を通して、自らの住む新宿

のまちの文化的な多様性や歴史の深さを実感していただ

く。 

②新宿のまちに集う区外の人に対しては、新宿・四谷・神

楽坂・早稲田・落合等、新宿のまちの持つ多面性やにぎや

かさを実感していただく。 

③外国人に対しては、②について、4 言語による観光マッ

プのほか、訪日外国人向けガイドブックを作成している民

間企業等のノウハウを活用し、積極的に新宿の魅力を伝

える。 

以上、対象を３層として設定し、各層にしっかりと新宿の

魅力を発信していきます。 

101 

 

経済（波及）効果重視のメ

ニューを組み立てる。 

文化月間・歴史再発見それぞれのフィールドミュージアム

に参加した方々が、単にイベントやまち歩きに参加しただ

けではなく、まちを回遊し、経済的な波及効果を生み出せ

るような取組みにしていけるよう、フィールドミュージアム協

議会で、議論していきます。 

102 

 

シンボルとなる「新宿ブラン

ド」作成やイベントを実施す

る。 

平成 23 年度の試行的取組みを踏まえて、文化月間のコ

アとなるイベントについて、フィールドミュージアム協議会で

しっかり検討を行っていきます。 

 新宿ブランドについては、平成 18年度観光施策推進協

働委員会において「新宿の魅力は多様性にあり、自由なブ

ランドが多彩に成立できることが持ち味なため、それぞれ

の地域が持つ特色や、プロダクト(製品)ブランドを、個々に

支援できるような施策をとるべき」と結論づけられました。こ

れを踏まえ、地域的特色や既存ブランドの魅力発信と、地

域で自発的に取り組む新たなブランド開発・発掘への支援

を行うことで、「新宿」全体としてのブランド的なイメージの

確立を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 外国人への有効なＰＲを工

夫する。 

外国人に向けたＰＲとして、既に都庁・ホテル等で４言語

による情報発信を行っています。第二次実行計画期間に

おける取組みとして、更に、外国人向けガイドブックを発刊

している出版社のノウハウの活用や海外に持つ観光インフ

ラを利用したＰＲを行う等、国内外での紹介を図っていきま

す。 
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104 77 

新
宿
の
魅
力
の
発
信 

民間・事業者の自由な参

加、ボランティアの活用を図

る。 

平成 23 年度の試行的取組みに当っても、緩やかな条件

設定で、民間の自由な参加を基本に「フィールドミュージア

ム協議会」を運営し、28 もの団体に参加していただきまし

た。また、フィールドミュージアムイベントでも、まち歩き等

でボランティアに活躍していただいています。 

 今後も、民間の方の参加やボランティアの活動を促進し

ていきます。 

105 ・何を発信したいのか目的が

わからない。 

・テーマも対象もぼやけてい

る。 

新宿区の基本構想・総合計画には、「暮らしと賑わいの

交流創造都市」を新宿の都市像として掲げています。ま

た、その実現に向けて、「暮らしと賑わいが調和し、住む

人、働く人や訪れる人々が心地よく感じることができるま

ち」、「誰にも愛される魅力あふれる文化を創造するまち」、

「新宿を訪れる人々によって生み出される活力が住む人々

の利益にも結びつくまち」、このようなまちづくりに取り組ん

でいくべきということを明示しています。 

 この「新宿の魅力の発信 新宿フィールドミュージアムの

展開」は、そのための具体的な取組みの一つとして、新宿

のまち全体を博物館（ミュージアム）と見立て、①10 月から

11 月を文化月間に設定し、「来て・見て・楽しい新宿フィー

ルドミュージアム」の取組みを進めるとともに、②区内を 10

のエリアに分け、文化財、歴史的建造物、近現代遺産、歴

史上の人物ゆかりの地、博物館・美術館、地名等、豊かな

歴史文化遺産等を活用した新宿の魅力を再発見する取組

みを進めていくものです。 

106 

 

・内容がわからない。 

・各事業の歴史的意味が良く

分からない。 

107 住んでいる外国人へのガイ

ドがない。区民へのアピール

が必要。事業の場所が分かり

にくい。 

平成 23年度の新宿フィールドミュージアムの試行的な取

組みにおける広報宣伝計画を踏まえ、フィールドミュージア

ム協議会の中で議論し、更に効果的な情報発信を行って

いきます。その中で在住外国人への効果的な情報発信に

ついても検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

展示方法を考える。掲示板

を利用したアピールを行う。

パンフレットの置き場所を工

夫する。 

平成 23年度の新宿フィールドミュージアムの試行的取組

みの中の広報宣伝計画を踏まえ、フィールドミュージアム

協議会において、更に効果的な情報発信方法を検討して

いきます。 

 

109 町名にキャッチフレーズを

つけインスピレーションがわく

ようにする。外国人向けに日

本文化を強調する。１か所で

恒常的に行う事業も必要。大

久保通りの韓国文化を提案

する。 

町名へのキャッチフレーズは、一つのご提案として伺い

ます。外国人向けの日本文化の強調・韓国文化の発信に

ついては、平成 23 年度の試行結果を踏まえ、実行計画期

間中の事業展開の中で新宿発の文化の一つとして発信で

きるか検討していきます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

新宿区第二次実行計画素案に関する地域説明会 

（区長と話そう～しんじゅくトーク） 

 

意見・質問要旨 及び 回答要旨 

 

 

 

 

 

 

平成 23年 10月 17日（月）から 11月 13日（日）にかけて、区内 10か所

の地域センターで開催された「区長と話そう～しんじゅくトーク」における 

第二次実行計画素案に関しての質疑応答の要旨をまとめたものです。 



【地域説明会（区長と話そう～しんじゅくトーク）】意見・質問要旨と回答要旨 

161 

 

No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

1 計
画
全
般 

施策の選択と集中とは具体的にど

のようなことか。 

尐子高齢社会の中で、新宿区で気持ちよく住んでいた

だくために、子育て支援と高齢者施策に重点的に力を入

れています。また、文化や賑わい、歴史にも力を入れ、

新宿区に愛着を持っていただけるように計画を策定して

います。 

2 計
画
全
般 

尐ない予算の中で増加する区民サ

ービスに対応するためには、民間活

力の活用、協働を推進していくことが

必要である。 

協働の推進は区政の基本方針の一つです。協働とは、

自分達のまちのことを自分のことと捉えて参画してもらう

ことです。たとえば区民討議会などの参画の機会を捉え

てご意見をいただいたりしながら、それぞれ関心がある

分野で関わっていただけるようなしくみを作っていきたい

と思います。 

3 計
画
全
般 

景気低迷の状況で、今後の区税収

入も大きく落ち込んでいくだろう。しか

しながら計画は総花的である。多様

な NGOも育ってきているので、NGO

が活動できる分野では、行政は事業

をせず、NGO と連携しながら事業を

絞り込むのがよいと思う。 

 NPOに任せられる部分は任せ、行政がそれを支援し、

施策の選択と集中を図る、というご指摘はその通りで

す。計画は総花的とのことですが、資源の有効活用を図

り、効果的・重点的な財源配分を行えたものと考えてい

ます。 

 NPO との連携という点では、区内の NPOによる新宿Ｎ

ＰＯネットワーク協議会が立ち上がっており、また旧西戸

山第二中学校跡地には（仮称）NPOふれあいひろばを

整備して、連携を強化していきます。その他、協働事業

提案制度により NPOの専門性や柔軟性等を活かした事

業を提案してもらい、区と一緒に事業を行っています。ま

た、ノウハウはあるけれど資金的に実施が難しい、NPO

の事業への補助金も継続して実施しています。 

4 計
画
全
般 

東日本大震災での公務員の活躍は

評価している。震災への不安が大き

く、安全なまちづくりが求められてい

る中、第一次実行計画をそのまま引

き継ぎ第二次実行計画を進めていく

こと、特に職員を削減することに対

し、矛盾を感じる。 

 

 今、必要なことは、みんなでまちを支えることです。公

務員だけがまちを支えるのではなく、民間の力、ＮＰＯや

ボランティアなど様々な人たちとともに、このまちを支え

ていきたいと考えています。 

5 計
画
全
般 

以前、新宿区の将来人口構成につ

いて質問したら、新宿区にシンクタン

クができたら考えますと言っていた。

高齢者、外国人の問題があるので 20

年、30年後の状況をつかんで計画を

考えるべきである。 

 自治創造研究所で現在研究しています。子どもの出生

数が増えていることや外国人の動向などしっかりした分

析を行っています。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

6 １ 

特
別
区
の
あ
り
方
の
見
直

し
と
自
治
権
の
拡
充 

区立小・中学校といっても教職員の

大部分は都の職員である。23区で連

携して教職員を採用できれば、人事

異動等も可能になるのでぜひ早急に

対応してほしい。地域に根差した学

校をつくってほしいと思うがいかが

か。 

 

 教職員の人事権については、23区区長会で意見統一

して、区へ移管するように都へ申し入れ、原則的には都

と合意しています。児童相談所の移管、都市計画の権

限などと合わせ、区へ移譲することが重要と考えていま

す。引き続き力を尽くしていきたいと考えています。 

7 １ 

特
別
区
の
あ
り
方
の
見
直
し
と
自

治
権
の
拡
充 

「特別区のあり方の見直しと自治権

の拡充」について、「自立した行財政

運営が行えるよう、…国や都に対し

て働きかけます」という説明がありな

がら、事業費が計上されていない。

他の事業は綿密な事業費が掲載さ

れているのに、この事業については

事業費が計上されていないことに違

和感がある。 

 

 この事業は、制度改革を行うための提案や提言、相手

方への働きかけを実施するものです。事務的に必要な

経費、例えば広報周知の経費や職員の交通費等につい

ては、別の箇所でそれぞれ計上しています。 

 児童相談所の移管をはじめ、東京都と特別区のあり方

を見直すという大切な項目ですので、直接の予算は伴い

ませんが、計画事業として載せています。 

8 自
治 

自治基本条例に次ぐ条例として、地

域自治組織の条例を作るとのことで

あったが、実行計画の中に載ってい

ないのはなぜか。 

 地域自治組織については、自治基本条例の検討の中

で、もっときちんと議論しようということで、別の条例に委

ねることとしました。この地域自治組織に地区協議会を

位置づける考え方もありましたが、合意形成に至りませ

んでした。議論をしながら、多くの皆さんの合意形成を図

っていきたいと思います。 

9 ３ 
町
会
・
自
治
会
及
び
地
区
協
議
会

活
動
へ
の
支
援 

地区協議会の活動も町会の活動も

知らない。知らない人は多いのでは

ないか。どのように情報を集めれば

いいのか。 

 それぞれの特別出張所に地域コミュニティの担当者が

居ます。まずは、そこに尋ねてもらうのがよいです。ま

た、各地区で活動を実践している方がたくさん居ます。そ

うした方々からも、ぜひ聞いてもらいたいと思います。 

 区としては、折々に広報紙に載せています。また、地区

協議会については、ＰＲ紙の全戸配布もしています。周

知活動が足りていない部分もあるかもしれませんが、情

報は求めていかないと手に入らない側面もあります。お

互いの努力が必要だと思います。 

10 ３
① 

町
会
・
自
治
会
活
性
化
へ

の
支
援 

マンション住民は町会に入ろうとし

ない。特に賃貸マンションに勧誘に行

くと、管理会社に門前払いされること

がある。町会・自治会への加入率を

高めるため、区が条例でバックアップ

してほしい。 

 区では、マンション住民も同じ地域の中の担い手となる

よう町会加入を働きかけています。ワンルームマンション

条例を改正し、建築主等が入居者に町会・自治会の案

内書等を配布することを努力義務としたり、新しいマンシ

ョンが建つ場合に町会に連絡がいくようにしたりしていま

す。顔が見える町会長のパンフレットを配布するなど、区

として、できる限り、加入促進を支援しています。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

11 ３
① 

町
会
・自
治
会
活
性
化
へ

の
支
援 

町会・自治会は自分たちがつくった

組織なので、加入の努力は自分たち

で行うべきで、強制するものではな

い。行政がそこにお金を使うのはよく

考えるべき。 住民一人ひとりがきち

んと考えを持って、意見を交わすこと

が大事。 

 

 行政としては、地域で暮らすみんなで地域を担っていく

という考えから、環境整備や支援をしていきます。 

12 ３
① 

町
会
・自
治
会

活
性
化
へ
の
支
援 

マンション住民への町会加入の努

力を全力で行ってきたが、町会には

何の権限がないので難しい。そうした

ことを踏まえて、区でも取り組んでほ

しい。 

 区としてできることを行っていきます。 

13 ３
① 

町
会
・自
治
会

活
性
化
へ
の
支
援 

町会・自治会の活動についてだが、

出てくる人が限定されている。町会・

自治会の活動を紹介する取組みを、

町会のホームページなどを作って、

支援してほしい。 

 「シンジュクイレブン」という町会連合会のホームページ

が現在あります。町会が色々な活動をし、地域の活力に

なっていることを、とても大切に思っています。 

14 ３
② 

地
区
協
議
会
活
動
へ
の
支
援 

地区協議会の現状について区長が

当初考えていたものと比べてどのよ

うに感じているか。 

 地区協議会への補助金について計

画素案では引き続き一律に継続する

ように書いてあるが、要らないという

地区協議会もあると聞いている。そ

のような地区へ支援することは考え

た方がよいと思うがどうか。 

 今後、地区協議会は自治基本条例

でいう地域自治組織になり得ると考

えているのか。 

 地区協議会は、地域の課題を解決する組織として発展

していってほしいと考えていました。自治基本条例を検

討していただく中で、地区協議会の現状について色々認

識が違うということから、住民投票とともに地域自治組織

に関する条例については別に定め、皆さんで十分に議

論し、合意形成を図っていくことが重要であると考えまし

た。 

 地区協議会への支援については、地区協議会のあり

方を含め、皆さんの意見を聞きながら、今後、十分検討

していきたいと考えています。 

15 ３
② 

地
区
協
議
会
活
動
へ
の
支
援 

 ３②「地区協議会への支援」につい

て、「地区協議会のあり方と財政的な

支援制度の検討」とある。また、事業

費も若干増えているようだ。内容を具

体的に教えてほしい。 

 昨年度策定した自治基本条例において、地域自治組

織については別条例を定めていくこととしました。区とし

ては第二次実行計画においても、自治の推進を図って

いきます。 

 

【企画政策課長】 

 まちづくり活動支援員の位置づけをコミュニティ全般を

担当する者に変更するとともに、その人件費を経常経費

に回したものです。トータルではほとんど変わっていませ

ん。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

16 ７ 

男
女
共
同
参
画
の
推
進 

 男女共同参画の推進についてだ

が、来年（24年）３月に第二次男女共

同参画推進計画ができるのに、実行

計画素案の中で一言も触れられてい

ない。ぜひ、この計画どおりに進めて

いくことを実行計画に載せてほしい。 

 整合性をとり、わかりやすくしていきます。行政が策定

する計画については、法律に基づいて作ると何十本もで

きてしまいます。区としてはなるべく総合化してわかりや

すくしたいと考えており、実行計画では、様々な計画の

主要な部分を総合化し、今後４年間で区が優先的・計画

的に取り組むべき事業をとりまとめています。 

17 ８ 

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・バ
ラ
ン
ス

（仕
事
と
生
活
の
調
和
）の
推
進 

ワーク・ライフ・バランスの推進につ

いてだが、住みやすいまちにするた

めの取組みであることを皆さんに知っ

てもらいたい。仕事と家庭を両立しや

すい環境をつくり調和を図ることだと

思うが説明してほしい。 

 

 

 ワーク・ライフ・バランスは男性・女性が互いに尊重す

ることが大事です。現在、企業に対しても男性の育児休

業や介護のための休業など推進企業の認定制度を立ち

上げ、また、奨励金なども出しながら要請しているところ

です。  

18 ９ 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多
様
な
保
育
環
境
の
整
備 

 保育所待機児童について、今年（23

年度）も入所できない人が多い。公立

保育園を減らして、待機児が発生し

て、認証保育所を作るという流れにな

っている。子どもにとって、働く親にと

って安心できる公立保育園を残して

ほしい。また、学校の空き教室などを

活用しながら、待機児童の解消に努

めてほしい。 

 区長に就任以来、子育てしやすいまちづくりに取り組ん

できました。就学前児童人口に対する認可保育所の定

数は、23区平均では３割強であるのに対し、新宿区は約

４割とトップクラスです。それでも待機児童が発生してい

る状況に鑑み、定員枠の 1,000名増に取り組んでいきま

す。子ども園の整備や認証保育所の誘致、保育ルーム

の設置など、あらゆる手段を尽くして待機児童の解消に

努めています。 

 待機児童が多い理由は、年間出生数が 1,600人から

2,000人を超えるまでに増えてきましたので、保育定数を

増やしてきたのですが、対応しきれていないということが

実情です。これからも子育てがしやすいまちをめざし、し

っかり取り組んでいきます。 

19 ９ 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多
様
な
保
育
環
境

の
整
備 

 私立認可保育園や認証保育所を増

やしたり、中央図書館の跡地活用で

も民設民営の特養ができるとの話だ

が、いずれも民営施設で、区立と民

営では利用者の対応にバラツキがあ

ると聞いている。区立と民間のレベル

の統一化について考えてほしい。 

 これまで区立保育園が多くありましたが、区立保育園

の老朽化による建て替えに際して民営化しています。ぜ

ひ、民営化した保育園の実態を見ていただきたいと思い

ます。 

 私立認可保育園について区では補助金を投入し、全

国的にレベルの高い保育園に手を上げていただき、一

定の基準以上の事業者をプロポーザルで選んでいま

す。区立も私立も頑張っています。もし、レベルが違うよ

うな具体的なことがあれば、区にお伝えください。 

 認証保育所も早期の待機児童の解消が必要との考え

から、一定の基準のもと誘致を行っています。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

20 ９ 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多

様
な
保
育
環
境
の
整
備 

保育園について、保育に欠ける人た

ちへの待機児解消を図り、さらにそう

でない人に対する一時保育を行って

ほしい。 

 区でも力を入れて取り組んでいます。新宿区は 23区で

もトップクラスの水準にありますが、区内において子ども

が増えている実情がありますので、今後も重点的に行っ

ていきます。 

 

 

 

21 ９ 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多
様
な
保
育
環
境
の
整
備 

 かつて 30あった区立保育園がどん

どん尐なくなっている。27年度まで

に、区立保育園が、子ども園になった

り、民営化していくとのことであるが、

そうなった経緯が知りたい。 

 新宿区では、老朽化した区立保育園を建て替える際に

民営化していく手法をとっています。昭和 40年代、保育

需要の高まりの中、区立保育園を設置してきましたが、

今は、よい保育を行っている民間と協力していくことがで

きます。また、子ども園については、保護者の就労状況

に関わらず、子どもの発達段階に応じた保育・教育を行

うことを目的に推進しています。 

私立化した園は人気が高まっています。また、子ども園

では専用室型一時保育や子育て相談を実施するなど、

子育て支援の拠点としての機能を果たしています。 

子育て支援策に力を入れ、19年度は待機児童が 26人

まで減りましたが、また 100人近くになっています。子育

てしやすいまちづくりを進めてきた結果、年間の出生児

が 1,600人から 2,200人前後まで増えています。急速に

増えたため、なかなか待機児童に対応しきれなくなって

います。新規巻き直しで取り組んでまいります。 

22 ９ 
保
護
者
が
選
択
で
き
る

多
様
な
保
育
環
境
の
整
備 

子どもを高田馬場第一保育園に預

け、私立オルト保育園への移行を経

験した。区立時代の方がよかったと

思う。定員拡大に重きを置いて、質が

ついていってないのでは。 

 

 

 評価はいろいろとあるかと思います。オルト保育園は、

これまで一定の評価をいただいていますので、具体的に

どこが問題なのかを指摘していただければ、直していき

ます。 

23 ９ 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多
様
な
保
育
環

境
の
整
備 

 区立保育園についてだが、2003年

に 30園あったのが現在 19園に減ら

されている。区立保育園を私立保育

園に変えて待機児童を減らすことを

区は考えているが、子どもたちをすし

詰めにすることなく、しっかりとした保

育士のいる区立保育園を維持し、質

の低下を招かないようにしてほしい。

アルバイト、パートなどでなく正規の

保育士を維持してほしい。 

 

 老朽化した区立保育園が建て替えにより私立保育園と

なったところを、ぜひ見ていただきたいと思います。施設

基準も保育士の資格等も基準は同じです。民営化され

た認可保育園でも質はしっかりと維持されています。区

立保育園の保育士さんたちも研究会をやって努力してい

るが、民間も人気園もあり、しっかり取り組んでいます。

認証保育園も一定の基準の下で運営しています。区で

は、多くの人たちの課題を解消していくという視点で対応

していきたいと考えています。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

24 ９ 

保
護
者
が
選
択
で
き
る
多
様
な
保
育
環
境
の
整
備 

１０３ 

戸
山
第
三
保
育
園
廃
園
後
の
活
用 

保育園の待機児が多いのに、公立

保育園を減らしてきているがそれは

なぜか。 

 また、戸山第三保育園については、

１万人を超える反対署名を集めたの

に、廃止し、高齢者のための施設を

つくる計画となっている。なぜなくす

のか。 

 区は公立保育園が老朽化し、建て替える時は、民設民

営を進めています。その際、プレゼンテーション等により

本当に良い保育ができる事業者を選んでいますので、

私立認可保育園をぜひご覧いただきたい。公立も私立も

お互い切磋琢磨しながら子どもを育てています。待機児

童が増える中、公立園だけで対応できるものではありま

せん。 

 戸山第三保育園については、近くの国立国際医療セン

ターの中に保育園を整備し、定員を増やすとともに、急

速に増える高齢者サービス需要に対応し、子どもから高

齢者まで生き生き暮らせるまちづくりを進めていきます。 

 

 

25 ９
③ 

保
育
園
・幼
稚
園
の
子
ど
も
園
へ
の
一
元

化  この地域でも落合第五幼稚園と中

井保育園とが一緒になり子ども園が

できるが、幼稚園と保育園は性格が

異なる。また、施設が別々で不便だっ

たり、保育士や幼稚園の先生が培っ

てきた歴史があり、先生方も大変に

なる。幼保一元化は区民からの要望

によるものとは考えていない。元に戻

すことはできないか。 

 子ども園についてですが、幼保一元化は子どもを大切

にするという観点で進めているものです。子どもの発達

状況や必要なものにあわせて保育・教育がなされる必要

があり、親の就労のいかんを問わず、子どもを真ん中に

おきながら子どもに必要な保育をしていこうというのが子

ども園の考え方です。ぜひ、四谷子ども園やあいじつ子

ども園などの施設を見てほしいと思います。 

 現場の保育士さんや先生方と一緒になって作り上げ

て、研修なども一緒に行っています。必要な保育・教育を

受けられる子ども園化を皆さんの理解を得ながら進めて

いきたいと考えています。 

26 ９
③ 

保
育
園
・
幼
稚
園
の

子
ど
も
園
へ
の
一
元
化 

 国では、幼稚園は文部科学省、保

育園は厚生労働省の管轄とされてい

るが、区では幼保の一体化をどう考

えているのか。 

 

 

 

 国の動きより早く、区は幼保の一元化を進めてきまし

た。保護者の就労の有無にかかわらず、子どもの発達

段階に応じた保育・教育を一体的に行っていくため、今

後も推進していきます。 

27 ９
③ 

保
育
園
・
幼
稚
園
の
子
ど
も
園
へ
の

一
元
化 

 「保育園・幼稚園の子ども園への一

元化」について。一元化の目的は待

機児解消とあるが、現在の新宿で本

当に多くの待機児が発生しているの

か。 

 保育園では 100名を超える待機児が発生しています。

一方、区立幼稚園では定員数に占める在園児数の割合

が低い状況です。子ども園化は、待機児童解消だけが

目的という訳ではありません。子ども園化の大きな目的

は、親の就労状況にかかわらず、子どもを中心に据えて

子どもの発達段階に応じた保育や教育ができる子ども

園を進めていこうというものです。また、子ども園化する

ことによって、一時保育や子育てひろばとして、自宅でひ

とりで子育てしているような家庭にも、必要な支援をする

機能も持たせています。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

28 地
域
に
お
い
て
子
ど
も
が
育
つ
場
の
整

備
・充
実
（病
児
・病
後
児
保
育
） 

 区立保育園を利用しているが、病

気の時に預かってもらえないのが困

る。病児保育を利用したい時も、満員

だったため利用できなかった。今回

の計画になかったので聞きたい。ファ

ミリーサポートでも病後児保育を始め

ているが、なり手がなく紹介を待って

いる状態である。 

 これまで取り組んできた病後児保育は、あまり利用さ

れてこなかったのが実情です。病児保育については、四

谷で始めましたが、もう尐し様子を見てみたいと思いま

す。ファミリーサポートや派遣型の病児保育にも取り組

んでいますので、今後のニーズを見ながら対応していき

たいと思います。 

29 地
域
に
お
い
て
子
ど
も
が
育
つ
場
の
整
備
・
充
実
（
私

立
幼
稚
園
） 

 本日の説明の「子育てのしやすい、

子供が生き生き育つまち」の中で、保

育環境の整備があることは評価する

が、認可保育所や認証保育所、子ど

も園への一元化などだけで、私立幼

稚園のことが触れられていない。新

宿区の子育て環境の整備において

は、私立幼稚園が果たした役割は大

きいと自負している者にとって非常に

残念だ。 

 区長が思う私立幼稚園の意義と役

割について伺いたい。 

 

 幼稚園教育を担ってきたのは、歴史的に見て、私立幼

稚園であり、果たされてきた役割も非常に重要であると

認識しています。私立幼稚園保護者への補助の事業

は、第二次実行計画から経常事業へ移しますが、力を

入れて引き続き支援していきます。 

30 １０ 

学
童
ク
ラ
ブ
の
充
実 

 「学童クラブの充実」について、時間

延長を導入する代わりに全館民営化

というのは、短絡的ではないか。 

 民営化自体には反対ではないが、

今のままの民営化では「丸投げ」とな

ってしまう。公設館が１館もなくなって

しまうと、職員は現場を把握できなく

なってしまうことが懸念される。 

 「丸投げ」ではなく、民間にノウハウがあって、そのノウ

ハウを区が十分管理できる体制を整えた上で民営化し

ていきます。他区では放課後子どもクラブを整備する中

で、学童クラブを廃止している例もありますが、新宿区は

それぞれの役割を持って、共存・運営しています。 

 「ここ・から広場」に子ども総合センターを開設し、地域

の児童館・学童クラブ・子ども家庭支援センター等を総合

化して支援できるような仕組みを作っています。 

 学童クラブに求められる役割も時代とともに変遷してい

ます。また限られた財源の中で、いかに効率的に運営す

るかも課題となります。限られた資源を効率的・効果的・

柔軟に配分するためには、民間の力を活用することも必

要であると考えます。 

 子どもたちの発達・自立という観点を大切にしながら、

民営化にあたって懸念や不安があれば、十分に意見交

換しながら実施していきたいと考えます。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

31 １０ 

学
童
ク
ラ
ブ
の
充
実 

 学童クラブについて、10月 17日付

の子ども総合センター所長通知「学

童クラブの児童指導業務委託につい

て」が保護者に配布された。25年度

から民営化するという通知に驚いて

いる。通知には時間延長のメリットし

か記載がなく、民営化によるデメリッ

トが記載されていない。パブリック・コ

メント制度が始まっている中で突然の

通知であり、意見を寄せるにも１か月

しか時間がない。区はそれを受けて

１月には政策決定すると記載されて

いる。 

 大事な計画であるにもかかわらず、

保護者としては勉強会をする時間も

なく、区の進め方が強引であると感じ

る。延長を望む保護者のニーズ調査

も実施していないのではないか。民

営化するならば、保護者も納得した

上で民営化してほしい。民営化計画

を例えば１年間先送りすることやパブ

リック・コメントの期間を延長していた

だいて、保護者の意見をまとめてい

きたいと思うがいかがか。 

 具体的な不安や懸念に対し、具体的に答えていきたい

と思います。保育園の民営化についても導入当初は不

安がありましたが、具体的に良い保育をお願いできると

ころに民営化しています。学童クラブ事業については、

限られた人員と財源の中、民間の力を借りて、かつ「丸

投げ」をせずに、子どもたちが良い時間となるよう学童保

育の機能を持たせていくという考えで進めています。25

年度までには時間もあり、これまで行ってきていることを

互いに理解し、具体的に検討してくことが大事だと思い

ます。 

32 １０ 
学
童
ク
ラ
ブ
の
充
実 

 学童クラブの民営化についても、見

直しを願いたい。それが無理なら、学

童クラブの運営について、親が意見

を言え、それを区が取り入れ、事業

者に伝えていくしくみを作ってほしい。 

 学童クラブの保育時間は学校が終わってからなので、

多くのニーズに対応するためには、民間の力を借りるこ

とも大切と考えています。ご指摘のとおり、保護者の意

見も聞きながら、よりよい子育てができるように、誰もが

当事者意識を持ちながら協力しあっていけたらと思いま

す。もちろん、区立の学童クラブなので、区が責任をもっ

て取り組んでいきます。 

33 １０ 

学
童
ク
ラ
ブ
の

充
実 

学童クラブは世田谷区ではすべて

の小学校に設置している。 

 新宿区でもすべての小学校に放課後子どもひろばを設

置しており、これに加えて、さらに学童クラブも設置して

います。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

34 地
域
で
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
し
く
み
づ
く

り(

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
・児
童
館
） 

 子ども支援センターや児童館での

土日のイベントが尐ない。講座など増

やしてほしい。 

 土曜、日曜日に、地域の中で様々な子ども向けのイベ

ントが行われていると思います。 

 

【地域福祉課長】 

 地域の育成会や NPO等の催しが色々と行われていま

す。開催情報は出張所や児童館等にチラシを置いたり、

子ども向けのホームページもあるので、ぜひ活用して参

加いただきたいと思います。 

 

 

35 地
域
で
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
し
く
み

づ
く
り
（次
世
代
育
成
支
援
） 

 町会や地区協議会などで、これま

で高齢者に対する取組みを中心に取

り組んできたが、高齢者の人口が多

く、若い人の人口が非常に尐ない。そ

のような若い人たちがいじめや不登

校、ひきこもり、犯罪などに手を染め

たりし、傷ついている人が多い。将来

を担う若い人がそのような状況では、

これからの将来大変不安である。どう

思うか。 

 区ではこれまで、高齢者に対する施策はもちろん、子

育て支援のための施策についても精一杯やってきまし

た。子どもたちには、将来の担い手となるよう育ってもら

いたいと考えています。区内の出生者数も一番尐なかっ

た頃の年 1600人から現在 2000人を超えるようになりま

した。子どもたちを取り巻く環境が大きく変化しており、地

域で、また、社会全体が手を貸すことが大事です。「ここ・

から広場」でも、いじめや不登校の問題についてＮＰＯ

や、地域のネッワークをつくり、対応しています。皆さん

にも力を尽くしていただいていることに感謝しています。 

36 １６ 

学
校
図
書
館
の
充
実 

 「学校図書館司書を２校に 1人配置

し、…学校図書館の充実を図りま

す。」という説明になっている。 

 まず、「学校図書館司書」「図書館

司書」という資格はなく、表現として不

適切である。 

 そして、「２校に１人」という配置基

準は非常に甘く、担当する人間に非

常に失礼である。最大の被害者は小

学生であり中学生である。「１校に１

人」が最低基準であり、計画を前倒し

してでも実現すべきである。 

 １校に１名の司書の配置とのご意見について、教育委

員会によく聞いてみたいと思います。 

 

●検討結果 

用語の記述を分かりやすく改めます。 

区立学校には司書教諭または図書館担当の教諭がお

り、学校図書館の運営は司書教諭等が中心となって行

っています。そのサポートを行う、司書教諭や司書の資

格を有する者を、この計画事業により配置していきます。 

 

37 １６ 

学
校
図
書
館
の
充
実 

 牛込二中で図書館ボランティアをし

ているが、公立学校、特に中学校の

図書館は充実していない。 

 子どもたちが本を読み、読解力を身につけることは大

切です。区では、教育委員会に予算を付け、読書環境を

整備しているとともに、子ども読書活動を推進するため、

「学校図書館の充実」を第二次実行計画で事業化して、

学校図書館司書を２校に１人配置することとしています。

12学級以上ある学校には基本的に司書教諭が置かれ

ています。また、ボランティアの方もいらっしゃいます。そ

うした方と連携をしながら、学校図書館を良くしていこうと

いう計画です。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

38 １６ 

学
校
図
書

館
の
充
実 

 現在の学校への図書館司書の派

遣は月に３回ぐらいで足りないと思

う。将来的には毎日常駐する形でお

願いしたい。 

 第二次実行計画では、学校図書館司書の配置を 24年

度にモデル実施し、その後に２校に１人の割合で配置し

ていきます。読書活動はとても重要だと考えています。 

39 １７
① 

学
校
適
正
配
置
等
の
推
進 

 平成 16年から学校選択制を行って

いるが、40人学級から 35人学級へ

移行する流れの中で、学校選択制を

利用して兄が通っている学校に弟が

入学できないという実情があるので

対応を考えてほしい。兄弟の優先枠

を実施してほしい。 

 学校選択制と１・２年生 35人学級を取り組む中でその

ような問題が生じていることは認識していますので、柔軟

な対応ができないかを教育委員会に確認します。 

 

●検討結果 

 35人以下学級の導入や未就学児の増加傾向など教

育環境の変化に対応するため、教育環境検討協議会に

おいてとりまとめた「新宿区立小・中学校の通学区域、学

校選択制度、適正規模及び適正配置の基本的なあり方

について（答申）」の趣旨を踏まえ、基本方針を策定しま

す。 

 兄弟の優先枠についても、同答申の趣旨を踏まえ、基

本方針に盛り込んでいきます。 

40 １７
① 

学
校
適
正
配
置
等
の
推
進 

 学校選択制により、自宅と学校が

離れている子どもがいる。大地震な

ど起こったときなどの問題についても

検討してほしい。 

 そういう子どもたちについては、学校と地域全体の中

で、みんなで見守っていくようにしたいと考えています。

学校選択制については来年度（24年度）新しい内容が

示されることになっています。 

 

●検討結果 

 35人以下学級の導入や未就学児の増加傾向など教

育環境の変化に対応するため、教育環境検討協議会に

おいてとりまとめた「新宿区立小・中学校の通学区域、学

校選択制度、適正規模及び適正配置の基本的なあり方

について（答申）」の趣旨を踏まえ、基本方針を策定しま

す。 

41 １７
① 

学
校
適
正
配
置
等
の
推
進 

 学校選択制は中止してほしい。  ご意見は教育委員会に伝えます。 

 

●検討結果 

 35人以下学級の導入や未就学児の増加傾向など教

育環境の変化に対応するため、教育環境検討協議会に

おいてとりまとめた「新宿区立小・中学校の通学区域、学

校選択制度、適正規模及び適正配置の基本的なあり方

について（答申）」の趣旨を踏まえ、基本方針を策定しま

す。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

42 １７
① 

学
校
適
正
配
置
等
の
推
進 

 学校選択制により、地域の子供は

地域の学校を選ばない。競争によっ

て教育力を高めること、特色ある学

校づくりが制度導入当初の目的だっ

たが、保護者にとっては関係ない。保

護者は自分の子どもにとって部活・

進学等がいかに有利かしか見ていな

い。その結果、地域の学校に愛着が

持てない。震災時にはそこで生活し

なければならないかもしれないのに。

何か工夫が必要ではないか。 

 新宿区では子供が生まれる数が増えてきています。子

育て支援施策の成果でもあると思っています。そのよう

な状況で、学校選択制度が果たしてこのままで良いの

か、教育委員会で調査や検討をしている状況です。 

 本日ご指摘いただいた点は、教育委員会にも伝えたい

と思います。 

 学校選択制度の効果として、学校が地域に開かれたこ

と、学校の発信力が高まったことについては、私は良い

ことだと思っています。 

 

●検討結果 

 35人以下学級の導入や未就学児の増加傾向など教

育環境の変化に対応するため、教育環境検討協議会に

おいてとりまとめた「新宿区立小・中学校の通学区域、学

校選択制度、適正規模及び適正配置の基本的なあり方

について（答申）」の趣旨を踏まえ、基本方針を策定しま

す。 

43 １７
① 

学
校
適
正
配
置
等
の
推
進 

 小学校の適正配置と学校選択制に

も疑問がある。その考え方を示して

ほしい。 

 小・中学校の学校選択制等の問題については、これま

でもご意見をいただいていますので、そのことは教育委

員会に伝えていきたいと思っています。 

 

●検討結果 

 35人以下学級の導入や未就学児の増加傾向など教

育環境の変化に対応するため、教育環境検討協議会に

おいてとりまとめた「新宿区立小・中学校の通学区域、学

校選択制度、適正規模及び適正配置の基本的なあり方

について（答申）」の趣旨を踏まえ、基本方針を策定しま

す。 

44 １７
② 

区
立
幼
稚
園
の
あ
り
方
の
見
直
し 

９
③ 

保
育
園
・幼
稚
園
の
子
ど
も
園
へ
の
一
元
化 

 四谷や愛日など、区立幼稚園が子

ども園化された園では、保育園の保

護者は幼稚園PTAが活動してきたの

と同じようには活動できないため、園

の行事も縮小される傾向にあると聞

く。 

 今は幼稚園の PTA活動に尽力して

いる人達も、将来的に自分の園が廃

園や子ども園化されてしまうのではな

いかという不安で、活動も先細ってし

まう。 

 また、保育園は子ども園化される園

の名称が明らかになっているが、幼

稚園は園数しか明らかにされていな

い。具体的にどの園が廃園になるか

決まっているならば、教えてほしい。 

 現在、教育委員会において検討が進められている「区

立幼稚園のあり方」では定員数の約４割も空きが発生し

ている中で、区全体の適正規模としては 10園程度が望

ましいという検討をしたと聞いています。具体的にどの幼

稚園を廃園するのかについては、地域の状況や定員の

状況を見ながら今後検討するもので、まだ具体的には決

まっていません。 

 また、子ども園化によって幼稚園の PTA活動が弱くな

るのではというご指摘ですが、子どもを思う気持ちは保

育園も同じです。保護者だけでなく、地域の方々も子ども

に目を向けていただけるような子ども園を実施していき

ます。 
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45 ２０ 

地
域
協
働
学
校(

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・ス
ク
ー

ル
）の
推
進 

 四谷中の地域協働学校に携わって

いる。施設面を中心に細かい問題が

あるのだが、それを指摘しても活かさ

れない。具体的には、プールが道路

から丸見えで、それを指摘したが、応

急措置もなかった。これでは地域とし

ても支援のしがいがない。 

 学校は歴史的に見ても地域の拠点です。学校が地域

の支援を得られることは幸せなことです。今回のケース

で、何故、対応が取れなかったのかは調査します。 

 

●検討結果 

 目隠しの設置には風通しの問題や設置範囲について

の検討が必要です。23年 12月までに部材の選定と費用

の見積りを行いました。24年１月現在、設置範囲の調整

を行っています。今年度（23年度）中に設置の予定で

す。 

 

46 生
涯
に
わ
た
り
学
習
・ス
ポ
ー
ツ
活
動
な
ど
を
楽
し
む
環
境
の
充
実 

 区内で一輪車クラブの代表をしてい

る。 

 放課後子どもひろばや学校の土日

開放での一輪車の持込禁止という禁

止事項を無くしてほしい。また、学校

行事と重複する時期は、学校開放さ

れず練習場所の確保が困難。区内

には一輪車の全国大会にも出場する

ようなトップレベルの選手がいるにも

かかわらず、スポーツできる環境が

不充分。 

 主な活動拠点としてる愛日小学校

が使用できない場合は、区内でもま

ったく違う地域で練習場所を確保しな

ければならない。スポーツ振興の観

点から、拠点方式等で施設整備をし

てもらいたい。 

 新宿において生涯スポーツを持てるということは、健康

づくりの面からも、子どもたちにとっては自分自身に自信

をはぐくむ面からも重要と考えます。 

 放課後子どもクラブや学校開放については、それぞれ

の場所の実情を踏まえてルールづくりをしていると思い

ますので、どのような対応が可能なのかを持ち帰って検

討します。 

 

●検討結果 

 学校開放事業については、学校の教育活動に支障が

ないことを前提に、学校施設を地域に開放しています。

このため、学校行事等によっては、各団体の希望する利

用に全て応えられない状況にあります。 

 学校施設の利用については、施設活用運営委員会に

よる申し込み及びインターネットによる申し込みにより、

各団体に学校施設を利用いただいているところです。施

設活用運営委員会は、各登録団体が不公平なく利用で

きることを目的とした各登録団体間の調整の場となって

おり、また、ひとつの団体が登録できる委員会は一か所

です。 

 なお、校庭については、原則として一輪車の持ち込み

を制限している学校はありませんでしたので、各校の使

用方法等を確認のうえ、ご活用ください。 

 次に、放課後子どもひろば事業ですが、放課後、ひろ

ばに登録した子どもたち（小学生）が、学校施設（校庭、

体育館、活動室等）を利用して、自由な遊ぶ場を提供す

る事業です。このため、団体利用のためにスペースを提

供することはしていません。 

 また、ひろば内で使える一輪車は、子どもひろば所有

のもの、学校所有でひろばでの使用許可を受けたもの

に限っており、持ち込みは認めていません。これは、子

どもひろばは学校内で実施する事業であることから、学

校に持ってきてはいけないもの（遊具等）の持ち込みは

認めていないからです。 
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 スポーツ振興における拠点方式等による施設整備に

ついては、都心区である新宿区の特性を鑑みると、新た

な施設整備は大変困難であるため、区内全域のスポー

ツ関連施設をより身近で利用しやすい施設となるよう工

夫するとともに、限られた資源を最大限有効活用してい

きます。 

47 ２３ 

地
域
図
書
館
の
整
備
（落
合
地
域
） 

１０５ 

旧
戸
山
中
学
校
の
活
用 

 中央図書館の仮施設への移転を

25年度までに行い、跡地に特養と地

域図書館ができるとのことだが、３年

間地域に図書館がなくなってしまう。

各学校で司書を配置し団体貸し出し

を行うとか、電話予約で地域センター

を借りられるなど何らかの対応を考

えてほしい。 

 中央図書館の移転については今回の大震災以降の状

況を踏まえて判断したものです。これまで区では公共施

設の耐震化に取り組んできましたが、建て替え予定があ

ったので耐震補強を行っていない施設があります。今回

の震災を受け、緊急震災対策として中央図書館の旧戸

山中学校への移転を決定しました。現在、身体障害等に

より図書館への来館が困難な方を対象に、家庭配本サ

ービスを実施しているところです。地域図書館ができるま

での間の対応については、この他にどのようなことがで

きるのか検討していきたいと思います。 

48 一
人
ひ
と
り
の
健
康
づ
く
り
を
支

え
る
取
組
み
の
推
進
（が
ん
検
診
） 

 がん検診の費用について、他区で

は無料のところもあるが、新宿区で

は無料化の方向にはならないのか。 

 区では現在、受診する方にがん検診にかかる経費の

一部を負担していただいています。ただし、低所得の方

には費用の免除などの配慮もしています。区としては、

自分の健康には自分で高い意識を持っていただくこと、

また受診者のご負担はがん検診にかかる経費の約１割

であることから、今後ともご負担をいただきつつ、検診を

受診いただきたいと考えています。 

 

 

49 ３０

① 

高
齢
者
総
合
相

談
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化 

高齢者総合相談センターを区有施

設に併設するという計画だが、柏木

は対象になっていない。今はビルの４

階にあり看板が小さく分かりづらい。 

 手を尽くしていますが、現在場所が見つからない状況

です。仕事の中身で頑張るので、場所についてはしばら

く待っていただきたいと思います。 

 

 

 

50 ３０
② 

認
知
症
高
齢
者
支
援

の
推
進 

 認知症サポーター制度と言っても、

強力なバックアップ体制が無ければ

サポーターは非常に大変だろう。社

会福祉協議会との連携はどのように

なっているのか。 

 認知症については、サポーターが一人ですべてを抱え

込むのではなく、出来る範囲で支援していただくこと、そ

して関係機関含めて地域で支え合うことが重要です。サ

ポーター養成講座を受講したけれど、実際にどのような

支援をすべきかわからないというケースも多いので、地

域に拠点を作って、支援の内容を話し合うように進めて

いきます。 
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51 ３０
② 

認
知
症
高
齢
者
支
援
の
推
進 

 認知症サポーターとはどういうもの

か。養成講座を受講するにはどのよ

うにしたらよいか。講座の内容はどの

ようなものか。オレンジリボンの意味

は何か。 

 認知症サポーターとは、誰もが認知症についての知識

を持ってもらって、地域においてみんなで支え合おうとい

う制度ですから、養成講座も誰でも受けることができま

す。広報などでもお知らせしています。 

 養成講座では、認知症というのは病気であり早期に治

療することで悪化を防ぐことができることや、物忘れを責

められると余計かたくなになって周囲とコミュニケーショ

ンが取れなくなってしまうことなどを理解し、患者とどのよ

うに接していくのがよいかを伝えています。 

 オレンジリボンは講座を受講した方に、認知症サポー

ターのしるしとしてお配りしています。サポーターが地域

の中でより一層活動できるよう、第二次実行計画では活

動拠点の整備を計画しています。 

 

【介護保険課長】 

 認知症サポーターは 22年度末で 3,500人、職員が 500

人弱で、現時点では合計で5,000人ほどとなっています。 

52 ３０

③ 

地
域
安

心
カ
フ
ェ
の
展
開 

 地域安心カフェは高齢者総合相談

センターに併設してはどうか。 

 地域安心カフェは、都営住宅など高齢化率の高いとこ

ろから設置していきます。 

 

53 ３０
③ 

地
域
安
心
カ
フ
ェ
の
展
開 

 地域安心カフェについて、北新宿四

丁目には区有施設が無く、地域セン

ターまでは歩いて 40分かかる。せい

ぜい半径 500ｍに高齢者が集う施設

を簡単なものでいいので作ってほし

い。団地よりも戸建ての方が孤独に

なりやすい。北新宿四丁目は戸建て

が多い。 

 

 地域安心カフェは建物を作るのではなく、集会室など

の場所を借りて開催しますので、場所があれば借りてや

っていきます。 

54 高
齢
者
と
そ
の
家
族
を
支
え
る
サ

ー
ビ
ス
の
充
実
（人
材
育
成
） 

 地域のキーパーソンとなるべきケア

マネージャーが育っていない。介護

現場の人たちも、離職者が多い。しっ

かりと向き合い、コミュニケーションを

とりながら育てていくことが必要であ

る。区の中で考えてほしい。 

 

 

 

 人を育てていくことはとても重要なことだと思います。区

は高齢者総合相談センターの機能強化を図ってきました

が、本当に機能させるためには、研修やコミュニケーショ

ンの機会を増やし、人を育てていくことが大切だと思いま

す。 
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55 高
齢
者
と
そ
の
家
族
を
支
え
る
サ

ー
ビ
ス
の
充
実
（在
宅
医
療
） 

在宅医療を支える仕組みについて

万全だと思っている。高齢者のケア

についてだが、身体的なケアでなく、

人間として心のケアをお願いしたい。

将来に希望を持てるような、幸せな

人生と言えるような心のケアをお願い

したい。 

 

 

 人間としての尊厳をもって在宅サービスの中でどれだ

けできるかということが重要だと思っています。 

 

【介護保険課長】 

 私たちがまさしく目指しているところです。高齢者総合

相談センターなどとの連携の中でメンタルケアの視点を

取り入れた支援を行っていきたいと考えています。 

56 高
齢
者
と
そ
の
家
族
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
充

実
（一
人
暮
ら
し
高
齢
者
） 

 新宿は持ち家に住んでいる一人住

まい高齢者が多い。地域に何でもで

きるボランティアがいることが必要。

友人・知人のネットワークでは限界が

あるので、区として NPOを積極的に

支援すべき。世田谷区や杉並区で

は、ボランティアの調整を図る専門家

育成を支援しているようだ。 

 一人暮らし高齢者対策は、他区に先駆けて充実した施

策を実施しています。 

 具体的には、75歳以上の方には月２回『ぬくもりだよ

り』をお届けしています。情報誌の配付は一つの手段で

すが、実際にお会いすること、そしてある部分では「おせ

っかいやき」をすることのきっかけにもなっています。 

 また、日常の様々な困りごとについては、「ちょこっと困

りごと援助サービス事業」として区社会福祉協議会に委

託して実施しています。ボランティアのコーディネートに

ついても、「ボランティア・市民活動コーディネート事業」

を区の社会福祉協議会が実施しています。 

57 高
齢
者
と
そ
の
家
族
を
支
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
） 

 認知症の説明があった。予防よりも

治療に重きが置かれているが、病気

の治療については病院に任せるべ

き。区は予防や健康づくりに専念し、

その結果、元気な高齢者の経験が活

かせるような仕組みづくりを行うべ

き。高齢者の生きがいにもなり、多様

な高齢者の持つ経験を社会に還元で

きるようになる。そのためには、人材

の登録制度を整備し、地域センター

で登録ができるようにすべき。 

 長寿社会は誰もがいつまでも健康でいられるよう、ある

時は支えられることがあっても、いつまでも役割を持って

生きていけるような社会であること、自分の持っている力

で、支え手になっていくということがとても大切なことであ

ると思います。 

 今回のご説明の中では、限られた時間の中で皆さんが

一番困っていると思われる認知症や、介護が必要な方

についての取組みをご紹介したものです。 

 ボランティアの登録制度は、新宿未来創造財団でも仕

組みを持っていますし、NPO との連携の中でも様々な経

験を活かしていただく制度を持っています。 

 教育の場でも、学校の総合学習の時間や、スクールス

タッフとして皆様のご経験を活かしていただいています。 

ボランティア登録を地域センターで実施することについ

ては検討していきます。 
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58 ３１ 

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備 

 西落合一丁目の広い土地が長年

更地となっている。借地でも構わない

ので、この土地に特別養護老人ホー

ムや地域密着型老人ホームを建設し

てほしい。 

 特養ホームや地域密着型サービスにつきましては、

『実行計画（素案）』の 46ページにも記載がありますよう

に、これまでも様々な取組みを実施してきました。今後も

整備を進めていきますが、整備を進めるということはサ

ービス量が増加し、最終的には皆様の保険料にも影響

を与えることにも繋がってきます。 

 第二次実行計画期間中には小規模多機能型居宅介

護を９所整備する予定ですが、地価の高い新宿区では

民間の土地を借りることは費用の高騰を招くため、可能

な限り公有地を活用した整備を実施します。 

 特別養護老人ホームは、ご自宅で介護できない場合

の最後のセーフティネットとして一定程度の整備を実施

していますが、いずれにしても民有地を活用した施設整

備は現実的には困難な状況です。 

59 ３１
② 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
整
備 

 特養ホームの数が尐ない。特養ホ

ームの待機者が多い原因を早めに

申し込む人が多いからと説明してい

るが、十分な床数があるなら、前もっ

て申し込むこともない。柏木に売り出

されている国有地があるが、そこなど

を活用して特養ホームの整備を検討

してはどうか。 

 区では、百人町のけやき園、東新宿のマザアス、神楽

坂など計画的に特養ホームの整備を進めています。現

在、区内に 480の床数と、区外に 500以上の床数を確保

しています。特養ホームは、介護度４、５の人に入ってい

ただく施設と考えています。優先度をつけながら、申込

者に順次声をかけています。６か月程度待って入所する

人が一番多く、場所を選ばなければ、かなりの方々が１

年以内で入所できています。 

 第二次実行計画の中には、公有地を活用した特別養

護老人ホーム、認知症グループホーム等の整備を計画

しています。 

 すぐ入れるなら、前もって申し込まないのではないかと

のことですが、介護度の低い方も、いつか必要になった

ら入りたいということで申し込まれています。空きが出て

事業者から入所を誘いかけても、今はまだよいからと、

申し込みを取り下げず、待機の状態のまま残ってしまう

という実情もあります。 

 介護保険サービスの半分は保険料で賄われていま

す。サービス量が増えると、保険料も高くなります。でき

るだけ多くの人が保険料を負担して支え合えるように、

保険料階層を多段階化して、地域の中で誰もがいきいき

と暮らせるようにと考えています。 

 

60 
３１
② 

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
整
備 

特別養護老人ホームの整備につい

て、具体的にはどのように整備する

のか。 

 特別養護老人ホームについては、東戸山のマザアス、

百人町のけやき園、神楽坂と整備してきました。区内施

設では 450床くらい、区外で 500床以上を確保し、1,000

人弱の受け入れができます。今後も、公有地を活用しな

がら整備を進めていきます。 
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【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

61 ３１
② 

特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
の
整
備 

新宿は土地が高いので、ニーズに

合った施設が作れない。重度の認知

症の場合は、グループホームでは対

応できず、どうしても特別養護老人ホ

ームが必要である。地域密着型特養

の整備を望む。 

 

 特別養護老人ホームの整備については、介護保険事

業計画の中で区の方向性を示しています。マザアスは

小規模特養で、地域密着型サービスも行っています。 

62 
３２
②
精
神
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
促
進 

１０１ 

区
営
住
宅
（早
稲
田
南
町
地
区
）再
編
整
備
後
の
活
用 

 精神障害者の入所施設をつくって

ほしい。早稲田南町住宅の移転後の

跡地利用案は決まったのか。 

 高田馬場福祉作業所の移転後の跡地に精神障害者

の支援施設を設置します。そこでは、医療機関と連携し

ながら、生活訓練や就労指導、相談事業、地域とのコミ

ュニケーション支援を行います。早稲田南町アパート移

転後の跡地利用は、今後検討していきます。 

 

 

 

 

63 障
害
の
あ
る
人
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え
る

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
（精
神
障
害
者
支
援
） 

 精神障害を持っている。身体・知的

障害に比べて、補助金などの支援が

遅れているので、取り組んでほしい。 

 精神障害者に対する支援は、他の障害に比べて不十

分なところがあり、国や都に要望しています。今回の実

行計画に、高田馬場福祉作業所跡地に精神障害者の

支援施設を整備するなど、皆さんが地域の中で暮らせる

よう、様々なところと連携しながら、一歩一歩、対応して

いきます。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

64 ３３ 

ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
支
援
の
推
進 

３４ 

生
活
保
護
受
給
者
の
自
立
支
援
の
推
進 

①こういう場では、子どもや高齢者、

交通といった話題に終始して、ホーム

レス問題は語られない。区が努力し

ていることは承知しているが、一般の

方々にも認識してほしいと思い発言

する。ホームレス問題についての区

の考え方を聞かせてほしい。 

②生活保護についてはどう考える

か。 

③不況で仕事が無い中でどうやるの

か。 

④23区との連携はどうか。 

①新宿区はホームレス対策を懸命にやっている区だと

思っています。第二次実行計画にも、拠点相談・自立支

援ホームなどの事業を計画化しています。ほかにも、支

援者の方の意見も聞きながら、ホームレス対策の個別

計画も作ってきました。区としては、早く自立できるよう支

援しています。 

②生活保護については、必要があれば適用し、状況を

整えて、また働いてもらいたいと考えています。 

③厳しい社会情勢の中で、仕事がなかなか見つからな

いこともあると思いますが、区としては、ハローワークの

専門員とともに、努力しています。「半就労・半福祉」とい

った形も含め、自立を図っていただきたいと思っていま

す。 

④２３区との連携は行っていて、自立支援センターがそ

の例です。ほかにも、新宿発の事業が 23区に広がって

いったものもあります。 

65 セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
整
備
・

充
実
（ホ
ー
ム
レ
ス
対
策
） 

 区では、「とまりぎ」など色々なこと

を行っているが、月１回の青空相談

会を行ってほしい。 

 ホームレス対策について、区は他の自治体に比して先

駆的に事業を行っています。NPOなど様々な人の力を

借りて相談や働きかけを行っています。青空相談会につ

いては、どのようにできるのかを今までも話し合ってきま

した。今後も自立支援の推進を図っていきます。 

66 ３７ 
障
害
者
、
高
齢
者
、
若
年
非
就
業
者
等
に
対
す
る
総
合
的
な

就
労
支
援 

 団塊世代に仕事がなくて困ってい

る。かつて仕事支援センターでジョブ

サポーターをやっていたことがある

が、センターの職員はジョブサポータ

ーに対して、あまり手を出してほしく

なさそうみたいなので辞めた。センタ

ーは困っている人のためになってい

ないのではないか。 

 仕事がないということは大きな課題だと認識していま

す。人は、仕事をして生計を立て、ライフステージに応じ

た暮らしをしていくことが大切です。勤労者・仕事支援セ

ンターは高齢者、障害者、女性、ひきこもりの若者に対し

て支援をし、これまで基礎自治体ではできなかった分野

を手がけています。勤労者・仕事支援センターは、障害

者就労支援やシルバー人材センターと一体となって、就

業開拓に努めてまいりました。 

 問題があるとのことですので、現状を把握してみます。 

 

●検討結果 

 今後とも、有償ボランティアとしてのジョブサポーターと

職員とが、それぞれの役割について共通認識を持って

就労支援にあたるよう、区としても勤労者・仕事支援セン

ターに指導していきます。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

67 だ
れ
も
が
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
豊
か
な
住
ま
い
づ

く
り
（都
営
住
宅
） 

 戸山ハイツでは、3,300世帯 5,683

人が住んでいるが、高齢化率 46.3％

と高く、約２人に１人が65歳以上の高

齢者である。戸山ハイツは都の公営

住宅で厳しい入居条件がある。第二

次実行計画にも「高齢者がいきいき

と暮らせるまち、高齢者を地域で支え

るしくみづくりを進めます」と書いてあ

るが、若い人がなかなか入居するこ

とのできない状況にある。ぜひ、区の

方でも都へ橋渡しをしていただいて、

若い人が入居できるような仕組みを

考えてほしい。 

 

 公営住宅は収入条件などがあり、一定の目的をもって

建てられているので難しい面もあると思います。公営住

宅の高齢化が進んでいるということは認識しています。

若い人たちが入って多様な世代が暮すことは大事であ

ることは都も認識していると思います、私もそう思ってい

ます。そのことを都へも話していきたいと思います。 

 公営住宅の建て替えなどにおいては区との協議をして

いくことをお願いしています。まち全体で支える仕組みが

大事だと考えています。 

68 だ
れ
も
が
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
豊
か

な
住
ま
い
づ
く
り
（高
齢
者
向
き
住
宅
等
） 

一人暮らし高齢者のために、民地を

借りてグループホームや高齢者が集

まれる住宅や場所を整備できない

か。 

 区内では一人暮らしの高齢者も多いという状況ですの

で、例えば自宅を改装して複数で住むとか、そのための

費用はリバースモーゲージを活用するなど、幾つか方法

があると思いますが、区がすべてを整備して賄うのは難

しいことです。一方で、介護が必要な方の施設は区とし

て一定程度確保していますので、ご理解ください。 

 

 

 

69 ４２
① 

建
築
物
等
耐
震
化
支
援
事
業 

 耐震工事の補助金を受けようと思

ったが、接道条件に該当せず、受け

られないとのことだった。昭和 47年築

の建物だが、当時は合法だったはず

だ。今の基準にあてはまらないため、

補助を受けられないケースは沢山あ

るのか。 

 「既存不適格」の建物なのだと思います。当時は合法

だったが、今は増築ができなくなっているような建物のこ

とです。そうした建物は、時間の経過とともに、更新され

ていくという考えに立っています。耐震工事を行うという

ことは、その建物が長く立ち続けることを認めることにな

るので、公金による補助を行うことは困難です。「一部屋

補強」や「耐震ベッド」の補助など別の方法を用意してい

ます。これからも現実を踏まえた検討を行います。 

 

【地域整備課長】 

 区が行った無料の耐震調査を受けた世帯の約 33％

は、建築基準法上、不適格でした。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

70 ４２
① 

建
築
物
等
耐
震
化
支
援
事
業 

 耐震工事のことで伺う。区の無料の

予備耐震診断を行ったが、0.3 という

評価で、建築士から「大地震が来た

ら倒壊する恐れがある」と言われた。

耐震補強には 1,000万円近くかかる

ようで、年金生活では対応できず、断

念した。区のパンフレットには、500万

円の工事費で最大 300万円の補助と

書かれているが、その額の補助をも

らうにはかなりの条件をクリアーしな

いと難しい。計画に書かれているよう

に順調に進んでいるのか疑問であ

る。 

 区では平成 16年度から耐震化支援事業を始め、当初

は無料耐震予備診断から行いました。18年度からは耐

震補強工事の助成制度を始めました。 

 耐震改修の補助については所得制限があります。高

齢者世帯や危険な地域などを優先的に実施していま

す。住民税非課税で上部構造の評点を 1.0以上となるよ

うな耐震改修工事を行うと補助金が最大で 300万円出る

ような仕組みです。21年度 34件、これまでの累計が 69

件で、現在はこれ以上の件数になっていると思います。 

 命を守ることが大事ですので、建物全部を行おうと思

わないで、一部屋補強等もありますので、担当の部署に

ご相談ください。 

 

【地域整備課長】 

 300万円という補助は全国でもトップクラスで、他の自

治体では 100万円から 150万円程度です。改修工事費

が 1000万円との話ですが、改修工事の平均は 400万円

台となっているので、次のステップの詳細診断をぜひ行

ってほしいと思います。こちらの補助も 15万円で、自己

負担５万円程度で行えます。 

71 ４７ 

災
害
情
報
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築 

 災害情報システムについて、これま

で情報提供や共有のしくみが不備だ

ったが、首都直下地震がいつ来ても

おかしくない状況で、どのように再編

整備していくのか。 

 災害時に的確に行動し、被害を最小限に食い止めるた

めには、正しい情報を持つことが必要です。屋外防災無

線については、震度５強ではなく５弱でも自動放送を開

始するよう設定を変えました。そうした無線も含めて、情

報が行き届くような整備をしていくものです。 

 

【危機管理課長】 

 屋外スピーカーをグルーピングできるようにしたので、

特定の駅前の帰宅困難者を対象にして情報を提供する

ことが可能になりました。そのほか、地域ごとに必要なエ

リア情報を流すようにするなど、第二次実行計画の中で

取り組んでいきます。 

72 ４７ 

災
害
情
報
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築 

震災のときに街頭にある防災無線

がどのくらい活用できるかということ

も改めて検討してほしい。 

 区では昨年度から防災無線のデジタル化を行いまし

た。今回の東日本大震災では、新宿区東口などで多くの

帰宅困難者が出ましたが、そのようなエリアへの情報提

供なども行っていきます。 

 今回の地震では何も放送がなかったとのクレームもあ

りました。今までは震度５強で設定しており、今回の地震

は震度５弱であったので防災無線は流れませんでした。

これについては、５弱に設定を変更しました。 
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回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

73 ４８ 

災
害
用
避
難
施
設
及
び
備
蓄
物
資
の
充

実
等 

 避難所に行かない在宅避難者用の

備蓄物資についてどのように考えて

いるか。 

 東日本大震災では津波により広範囲の区域が大きな

被害を受けました。現在想定されている首都直下型の地

震では、平成７年に発生した阪神淡路大震災などからも

わかるように、今回のように広範囲に及ばないので周り

から救援物資が入ってきます。 

 また、区でも今回の第二次実行計画の中で在宅避難

者のために一定程度の粉ミルク、おかゆ、アルファ化米

などの物資を整備していきますが、まずは、皆さんの命

を守っていただくことが大事です。 

 今回の震災を踏まえ、来年（24年）夏ぐらいに、再度、

被害想定を算定し直すことになっています。 

74 ４８ 

災
害
用
避
難
施
設
及
び
備
蓄
物
資
の
充
実
等 

 災害時の問題はトイレ、ゴミ、建物

である。特に、ビルからガラスが降っ

てくることもあるが、新宿区はガラス

張りの建物多いので基準を設けたら

どうか。 

 また、飲み水の確保や備蓄物資が

届かないといった問題があるので、

避難所の近くに細分化して備蓄する

必要がある。さらに、道路に駐輪が

多いが、災害時に道路を確保しない

と流通がうまくいかないと思う。 

 ３月 11日の震災では道路が渋滞して物資が遅れまし

たが、実際に震災が起こったら、道路は封鎖されます。

このため、今回のような渋滞が起きるわけではありませ

ん。区では、放置自転車対策や細街路拡幅事業を徹底

して行うとともに、道路の無電柱化も進めています。 

 水や備蓄物資については、地域防災計画を見直し、近

くに整備するように変更しています。なお、飲み水と食料

については、自助として自分で３日分用意してください。 

 建物のガラスについてですが、今の建築基準法が適

用されている建物はガラスが落ちてこないようになって

います。３月11日の震災では区内でガラスが落ちたケー

スは尐なかったです。昭和 56年以前の建物でも、飛散

防止フィルムを貼ることで防ぐことができます。区内の建

物85％は耐震化しています。昭和 56年以前の旧耐震基

準の建物に関しては、ダイレクトメールをしたり訪問もし

たりして、耐震化を促しています。 

75 
４８ 

災
害
用
避
難
施
設
及

び
備
蓄
物
資
の
充
実
等 

 備蓄物資のことについて、自助、共

助の点で、各家庭で３日間の備蓄で

は足らないと思うがどうか。 

 

 

 

 

 ３日間以上の備蓄をしていただけるなら、さらに良いと

思いますが、首都直下地震では３日間で足りると考えて

います。 

76 災
害
に
強
い
、
逃
げ
な
い
で
す
む
安

全
な
ま
ち
づ
く
り
（ト
イ
レ
と
水
） 

 震災時に備え、トイレと水の問題を

考えてもらいたい。地下からくみ上げ

たビオトープの地下水は真っ赤で利

用できそうもない。 

 震災時の水の確保は重要な問題です。災害時用に、

東京都の住民３週間分の水道水が確保されています。

貯水層がありきちんと確保しているので井戸を掘る必要

はありません。それ以外に、避難所でも備蓄していま

す。トイレについても下水道直結型トイレの整備に力を

入れています。 

 また、都で被害想定を見直しているので、区も今後そ

れに対応した見直しを行っていきますが、今できることは

行っているところです。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

77 災
害
に
強
い
、
逃
げ
な
い
で
す
む
安
全
な
ま
ち
づ
く

り
（エ
レ
ベ
ー
タ
） 

 エレベータのブレーキの二重化が

新たに設置するエレベータには義務

化されているが、既存エレベータにつ

いても、区からビル管理者に設置の

指導を行い、設置費用の補助も必要

と考える。 

 また、エレベータ設置内容の資料一

式をエレベータ管理者がメーカーに

要求すれば入手できるようになった。

実行している人は尐ないが、大地震

の際は図面が役に立つので、区とし

て進めてほしい。 

 

 マンション管理組合やビル管理会社がしっかりとエレベ

ータの管理を行えるよう、啓発や情報提供を行っていき

たいと考えます。補助金については、必要性や財政面を

踏まえて考えてみたいと思います。 

 エレベータについては災害時だけでなく、日頃から緊

急時に対応できる体制を整えるのは大切と考えています

ので、必要書類を取り寄せることが可能なのであれば管

理会社にきちんと整備できるように啓発していくことを検

討します。 

78 災
害
に
強
い
、
逃
げ
な
い
で
す
む
安
全

な
ま
ち
づ
く
り
（新
宿
駅
周
辺
） 

地震の時に都知事が新宿駅と連絡

がとれず、危機感を持ったと言った。

新宿駅に超高層ビルを作り、その中

に区役所や防災センターなど区の機

関を全て入れるのはどうか。 

 また、都営住宅跡の住宅展示場を

物販や観光の拠点としたらどうか。 

 

 

 乗降客の多い新宿駅では帰宅困難者の問題が起こ

り、帰宅の抑制や家族の安全確認のしくみづくりが必要

と感じました。新宿駅には、今年度（23年度）末に東西自

由通路が着工する見込みです。今後の開発の流れの中

で、ご意見を参考にします。 

79 災
害
に
強
い
、
逃
げ
な
い
で
す
む
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
（避
難
場
所
） 

 戸山ハイツ全体が広域避難地域に

指定され、22万人を収容する計画と

なっている。周辺は火災になりやすい

地域が多い。直下型地震の時、大勢

の人が避難に殺到する可能性が高

い。東日本大震災では、家屋も無

事、火災も起きていないのに避難所

に数人が避難してきた。なぜなのか、

その原因を分析してほしい。火災が

起きた時は、もっと人が集まってくる。

もともと地震のときは避難するという

訓練しかしていないので、滞留を呼

びかけても遅かった。広域避難地域

の中にある避難所（小学校）は他と違

うので、十分検討してほしい。運営委

員会だけでは、何万人もの避難者に

対応できない。 

 新宿区の防災対策の基本は、逃げなくてもすむまちづ

くりです。阪神大震災では、倒壊家屋や家具の下敷きと

なって亡くなった方が多かったのですが、そのことを踏ま

えて耐震の強化に努め、区内の耐震化率は 85%以上に

なっています。東日本大震災でも昭和 56年以降の建物

には地震による被害はありませんでした。避難所は家が

倒壊したり、その危険があるから一時的に避難するため

の場所で、28%の人が避難してくることを想定して準備を

しています。そこに長く留まることは想定していません。 

 帰宅困難者対策については、新宿ルールを作ってお

り、従業員や客などは現場に留め、帰宅させないことと

取り決めています。そのために、耐震をしっかりするこ

と、備蓄物資を保有することなども決めています。まずは

留まることが安全だということを、これからも周知徹底し

てまいります。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

80 災
害
に
強
い
、
逃
げ
な
い
で
す
む
安
全

な
ま
ち
づ
く
り
（上
落
合
三
丁
目
） 

 上落合三丁目地域の防災まちづく

りについては、『総合計画』の 249ペ

ージにも記載され、早稲田大学とも

勉強会を開いてきた。しかしながら、

第二次実行計画の中では具体的な

方策が示されていないと思うが、区

長の考えを聞きたい。 

 ご指摘の箇所は、都市マスタープランの地域別まちづ

くり方針として記載したものですが、今回の第二次実行

計画では事業化されるに至っていません。首都直下地

震に対応するためには、早急に対応することが必要です

が、過去に木造密集地域事業として取り組んだ結果、大

きな成果を上げられなかったという経緯もあります。是非

皆さんで地域の合意形成をしていただき、道路の拡幅や

建物の共同化等、事業化の目途が立った段階で、ローリ

ングにより実行計画に取り入れていきます。 

81 ５１ 

地
球
温
暖
化
対
策

の
推
進 

 中野区の図書館で「ストップ地球温

暖化」のパンフレットを見た。新宿もガ

ソリン車の使用を控える等、身近な

地球温暖化対策を周知すべき。 

 環境に関しては新宿区も条例を整備していますし、ま

た 23年３月には『低炭素な暮らしとまちづくりに向けて～

新宿区地球温暖化対策指針～』を策定しています。区

民・事業者・区の役割をそれぞれ定め、次世代自動車に

ついても記載・周知しています。実際に区でもハイブリッ

ト車や電気自動車の導入を進めています。 

82 ５１ 

地
球
温
暖

化
対
策
の
推
進 

 区民へのソーラー設置費用の助成

はやめて、そのお金を学校など区有

施設のソーラー設置費用にまわして

ほしい。また、ゴーヤの緑のカーテン

より遮光カーテンに助成してほしい。 

 区有施設のソーラー設置は、すでに全施設を調査して

導入できるところは設置するようにしています。遮光カー

テンもよいと思いますが、補助金出すのは無理があるの

で、ＰＲや普及を行うことになります。 

83 ５１ 

地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進 

 太陽光パネルを屋根に設置したい

が、業者の施工技術に信頼がおけな

い。区は太陽光パネルを推進し、補

助金を出しているのだから、施工業

者の指定なども考えてほしい。 

 太陽光パネルの施工についての苦情は聞いたことは

ありません。平成 20年に太陽光パネルの補助事業を行

いましたが、すぐに定員になってしまい、現在１件当たり

の助成額を見直して、できるだけ多くの方が利用できる

ようにしました。 

84 ５１ 

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進 

 地球温暖化の原因が人為的CO2と

言われているが CO2は生物が成長

するにあたって必要なものである。 

アラスカ大学の教授の研究論文で

は、地球温暖化は 5/6が自然変動で

あり、1/6が人為的 CO2等が原因で

あるとなっている。非常に信用のおけ

る研究だ。それでも、地球温暖化の

原因が人為的 CO2だというのであれ

ば納得のいく説明を求める。 

 地球温暖化の原因は人為的 CO2であるというのは誤

っているとの意見など、様々な意見があることは知って

います。しかし、政府や国際機関は CO2が地球温暖化

の原因として取組みを行っています。見解の改変があれ

ば、皆さんに報告し、見直しを行っていきます。 

85 
５１
③ 

区
が
率
先
し
て
取
り

組
む
地
球
温
暖
化
対
策 

 地球温暖化に関して、カーボンオフ

セットの説明がされているのに、温室

効果ガスの説明がないのはなぜか。

また温室効果ガスはCO2だけではな

いので、そのあたりはもう尐し詳しく

区民に説明するべきではないか。 

 温室効果ガスはCO2だけでなく、他にもあります。計画

書の記述を整理します。 

 区が発行している冊子「低炭素な暮らしとまちづくりに

ついて」でも詳しく説明しています。 

 

●検討結果 

 関連する事業も含め、記述を分かりやすく改めます。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

86 地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進 

み
ど
り
を
残
し
、
ま
ち
へ
広
げ
る
（環
境
） 

 太陽光発電と屋上緑化の双方を奨

励しているが、屋根は一つしかない

ので、区はどちらを推奨するのか。屋

上緑化は防水を強化する必要がある

ので、重心が高く地震に弱い建物と

なってしまう。屋上は白ペンキで塗装

するのが、地球温暖化対策になる。 

 区有施設の屋上には、できる限り太陽光発電を設置す

るようにしています。ただ、日照などの条件もありますの

で、その建物に最も効果的なものを選択する必要がある

と考えています。以前、太陽光発電への助成をモデル実

施したところ、申込者が多く、すぐに枠が埋まってしまい

ました。屋上緑化についても、尐ない土での栽培技術な

ど進歩してきていますので、多様な中から最も効果的な

ものを選んでいただければよいと思います。 

 

 

87 ５２
② 

道
路
の
節
電

対
策 

 街路灯のＬＥＤ化があるが、震災時

対応のためにソーラーなどを考えて

はどうか。 

 区では今までに省エネの電球を導入してきましたが、Ｌ

ＥＤの技術が急速に進んでいるため、ＬＥＤの設置が適

切なところは設置していきます。また、公園灯ではソーラ

ーの導入も行っています。できることからやっていきま

す。 

88 ６０ 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
・

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
推
進 

道路のバリアフリーとユニバーサル

デザインとの関係についてどう考えて

いるか。ユニバーサルデザインとは、

よりよいまちにするため、誰もが気づ

いたことを言える、たとえば街灯が暗

い、道が滑りやすいなどといったこと

だと思うが、関係を教えてほしい。 

 道路のバリアフリーはハード面で、高齢者や妊婦、障

害者など誰もが利用できる環境づくりであり、ユニバー

サルデザインは、ソフト面も含め、たとえば外国人にとっ

てわかりにくい表示を解消するなど、広い意味で誰もが

暮らしやすい環境づくりを進めていくことです。 

89 ６３ 
中
井
駅
周
辺
の
整
備
推
進 

 中井駅の南北自由通路の整備が

25年度に完成となっているが現在の

進捗はどうなっているか。経過を説明

してほしい。 

 中井駅の南北自由通路の整備については 25年度完

成予定ということで地域に説明させていただき、この間

色々なご意見をいただいてきました。富士見橋の下の空

間の利用や皆さんの要望に対応できるよう、今、最終の

詰めに入っており、案がまとまった段階で地域に説明に

入ります。 

 

【都市計画課長】 

 今、実施設計を行っているところです。年度内にまと

め、地域に説明したいと思っています。 

 

●検討結果 

 実施設計を踏まえて、整備期間については素案の「24

年度、25年度」の２か年から「24～28年度」の５か年に変

更しました。 

90 ６３ 

中
井
駅
周

辺
の
整
備
推
進 

 中井駅の南北自由通路ができない

ということもあり得るのか。 

 できないということはありません。南北自由通路は工法

が変わるなどして尐し時期が遅れることはあり得ます

が、実施します。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

91 ６４ 

自
転
車
等
の
適
正
利
用

の
推
進 

 自転車の違法運転は、テレビでも

報道している大きな問題だ。自転車

専用レーンの設置は、新宿区だけで

は難しく、23区、都、警察が連携して

取り組む必要がある。また、自転車

の法的な問題を 23区連携して周知し

てほしい。 

 

 ご指摘のとおりです。区では警察等と連携を取りなが

ら、自転車の安全利用のルール等の啓発を行っていま

す。自転車専用レーンについては、区だけではできませ

ん。都や他区と連携しながら、自転車問題に取り組んで

いきます。 

92 ６４ 

自
転
車
等
の
適

正
利
用
の
推
進 

 歩道を走る自転車が危なく、事故が

多い。ルールが徹底されていないの

ではないか。 

 自転車のルールやマナーを徹底することは重要です。

区では、自転車に安全に乗り、事故を起こさないようリー

フレットを配布する等ルールの普及に努めています。ま

た、自転車専用道路の社会実験にも取り組んでいきま

す。 

93 ６４ 

自
転
車
等
の
適
正
利
用
の
推
進 

 自転車の問題について、新宿区は

坂が多く、スピードが出て危険。プレ

ートの設置など自転車のスピードが

出ないよう何か考えているか。 

 自転車は大きな問題であると考えています。自転車は

環境にやさしく、健康づくりにもなり、乗り慣れていれば

高齢者でも遠くに出かけられます。しかし、ルールやマナ

ーを守らないと大変危険です。坂も危険です。自転車は

道交法で軽車両と位置づけられ法律上の規定もありま

すが、知らない人が多いのが現状です。地域でもルール

やマナーについての周知を図るため様々な取組みを行

っていると思います。 

 また、自転車は原則、車道を走ることになっています

が、車道も危ないところがあり、自転車専用レーンなどに

ついて社会実験を行っていきたいと考えています。 

94 
６４ 

自
転
車
等
の
適
正
利
用

の
推
進 

 自転車の問題だが、通行のルール

が守られていないので、学校できち

んと教えてもらいたい。また、パンフ

レットのようなものを道路等に看板な

どを示して注意を促してほしい。 

 自転車については、子どもの頃から教えることが重要

なので、学校でも自転車教室を行っているところはありま

すが、教育委員会と調整していきます。 

 また、パンフレットなどを道路に標示することは難しいと

思いますので、区の掲示板などを活用して周知を図る必

要があるかと思います。高齢者クラブ等の会合に警察の

方が来て周知を行ったりもしています。 

95 ６４ 

自
転
車
等
の
適
正
利
用
の
推
進 

 自転車走行については、近々法改

正も行われるかもしれないが、現段

階、区として自転車専用レーンへの

取組み、考えがあれば聞かせてほし

い。 

 自転車利用のマナーブックを用いて PRを行っていま

す。自転車は高齢者にとっても非常に良い乗り物です。

皆が安全に利用できるように、マナーや法律の認知を広

げていきます。 

 専用レーンについては、整備していきたいと思っていま

すが、区道は狭くて設置が難しく、また都道や国道に設

ける場合は警察等との調整や交通量などの課題があ

り、まずは社会実験的にできることから進めていきたいと

考えています。 
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No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

96 ６４
① 

駐
輪
場
等
の
整
備 

 四谷三丁目の国道に有料の駐輪

施設ができた。先日、地区協の部会

で現場検証を行った。現在の自転車

の大きさや形状と比して駐輪機具が

小さすぎて入れにくいことや満車に近

いとコイン投入口に手が届かないこと

が分かった。事業 64①の推進にあた

っては気をつけてほしい。 

 また、新宿通りの四谷１丁目、四谷

２丁目のあたりに、歩道に自転車通

行帯を設けたが、あくまでも歩行者優

先である。自転車が優先と勘違いし

ている通行者が居る。 

 

 四谷三丁目のコイン式駐輪施設については、なるべく

多く駐輪できるよう設けたが、現場を確認し、改善を検討

します。 

 歩行者優先はもちろんだが、自転車には自転車の良さ

もあると思っています。そこで、自転車のルールとマナー

を守ることを徹底していきます。そのためのリーフレットも

作ったところです。 

97 ６４
① 

駐
輪
場
等
の
整
備 

 落合南長崎駅の自転車駐輪場につ

いて、用地取得が困難という状況と

のことで、現在は駅前道路に臨時駐

輪場が設置されているが、すべて年

間契約だ。それ以外の放置自転車は

すべて即時撤去される。周辺は小さ

な古い商店街があり、どうしても一時

駐輪の必要がある。現在、新しい商

業施設が建設中であり、100台程度

の駐輪場スペース提供の話もあった

ようだが、交渉は上手くいかなかった

ようだ。この機を逃したら駐輪場設置

は可能性が無くなるので、ぜひ駐輪

場の確保をしてほしい。 

 新しい商業施設でのスペース提供のお話は、非常に高

額な賃料が必要であることが明らかになりましたので、

区として断念したものです。豊島区との区境でもあります

ので、豊島区側の駐輪施設も含めて、まち全体で駐輪

場のあり方を検討したいと思います。 

98 ６４

① 

駐
輪
場
等
の
整

備  60分程度は無料で、後は有料とな

る駐輪場を整備してほしい。中野区

の中野ブロードウェイの裏側には係

員が居なくても駐輪できるシステム化

された駐輪場があるので参考として

ほしい。 

 自転車の駐輪場は、再整備を進める中で、最初の２時

間は無料、それ以降は 100円といった時間利用の施設

も整備しています。違法駐輪を尐しでも減らすため、駐

輪施設の場所確保が大きな課題ですが、これも民有地

では難しい状況ですので、道路や公有地で可能な場所

に整備していきます。 

99 ６４

② 

放
置
自
転

車
の
撤
去
及
び
啓
発 

 計画事業 64②「放置自転車の撤去

及び啓発」という事業名は、放置自転

車を啓発するようにも受け取れるの

で、誤解を招く。 

 ご指摘のとおり誤解を招く恐れがあるので、わかりやす

い名称に改めます。 
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100 ６４
② 

放
置
自
転
車
の
撤
去

及
び
啓
発 

 放置自転車の返還手数料は、区に

よって様々なようだが、新宿区の

3,000円では甘すぎる。自転車が買え

るくらいの高額な返還手数料に改め

るべき。 

 現行の 3,000円という金額も見解が分かれ、3,000円で

も高いと感じる人も多く存在します。今はスーパー等で１

万円以下の安価な自転車も販売されていますので、取り

に来ないケースも多い状況です。現行の金額を上げる

と、更に返還率が悪くなって、再び安い自転車の放置を

助長させる悪循環も懸念されますので、どの程度の金額

が効果的なのかは、もう一度検討したいと思います。 

101 交
通
環
境
の
整
備

（コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
） 

 この辺り（榎町地区）は坂が多いの

で、コミュニティバスを実現してほし

い。区が助成して、高齢者が生活し

やすい地域にしてほしい。 

 区ではコミュニティバスに関する調査をしましたが、新

宿区は交通網が整っており、コミュニティバスを走らせた

としても多くの利用者を確保するのは難しいのが実態で

す。多額の税金を投入することになるので、難しいと感じ

ています。 

102 交
通
環
境
の
整
備
（コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
） 

 高齢者の健康づくりということで元

気館、区民健康センターなどがある

が、この辺り（落合第一地区）は交通

の便が悪いので、他区で行っている

ようなコミュニティバスを走らせてほし

い。 

 これまで調査を何度も行ってきましたが、新宿区のよう

に交通事情が良い中でなかなか利用者がいません。利

用者がいないから間隔が空き、不便だからさらに利用者

が減るという悪循環を招き、多額の税金を投入する結果

になります。障害者の方などについては個別の手段で対

応すべきとの専門家の意見もあります。こうしたことか

ら、コミュニティバスは新宿では取り入れないとの結論に

至りました。ＷＥバスは採算面から最も実現可能性があ

るということで始めましたが、利用者が尐ない状況で、運

行経路の見直しなども行いながら京王バスが運行してい

ますが、区では補助金を出していません。 

103 ６７ 
細
街
路
の
拡
幅
整
備 

 リサイクルセンターの建設にあた

り、沿道の幅員が狭いため、小児科

に面している私道を工事車両が通

る。これまで、なぜ道路をきちんと整

備しなかったのか。 

 区は細街路の整備を進めています。建築基準法に従

っていれば４ｍの道路になっていたはずなのに、そうは

なっていないのが現実です。そのため、条例により、建

物更新時にセットバックし、道路を広げることを徹底して

行っています。建て替えの際に道路用地としてセットバッ

クしていただいたときには、区の負担で道路として整備し

ています。工事車両の通行については、町会や地域の

皆さんのご理解をいただきながら、問題があればその都

度解決に努めていますので、よい建て替えになるようご

協力をお願いします。 

104 ６９ 

景
観
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
の

推
進 

 おとめ山公園に土地の取得を含め

数十億かけて区民ふれあいの森を

整備し森を守ろうとする反面、戸山公

園のすぐそばにある大久保の戸山ヶ

原に 150 メートルぐらいのツインタワ

ーが建てられる。近くは文教地区で、

多くの学校があり、自然が残るこの

場所に、なぜ高層ビルが建てられる

のか。また、景観に対して区はどう考

えているのか。 

 戸山の高層ビルについてですが、日本での土地の私

権というのは非常に強い状況であり、開発の際に、緑を

確保するようお願いしているところです。景観について

は、これまで区はいち早く景観行政団体になるなど力を

入れてきましたが、都心の中での土地利用に関する国

の制度等が変わらないと難しいというのが現状です。 
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105 ７３
① 

漱
石
山
房
の
復
元
に
向
け

た
取
組
み 

 漱石山房について。漱石生誕 140

周年の際に、区と協働で区内の小中

学校に出前授業を実施した。その際

に教師が漱石と新宿の縁を知らない

ことに驚いた。漱石山房復元につい

ては全国からも注目を浴びている。

今後も NPOとして区に対して様々な

提案をしていきたい。 

 

 夏目漱石は、新宿で生まれ、新宿で没し、代表作も新

宿で執筆したという新宿の誇りです。 

 区では早稲田南町の漱石公園に隣接する区営住宅が

老朽化しておりますので、弁天町の国有地に移転建て

替えをします。そして、漱石が晩年を過ごした「漱石山

房」を、生誕 150周年にあたる平成 28年度に復元するこ

とを目指しています。 

106 ７６ 

高
田
馬
場
創
業
支
援
セ

ン
タ
ー
に
よ
る
事
業
の
推
進 

この秋から高田馬場創業支援セン

ターがオープンしたが、経営相談して

くれる人がいると聞いている。一般の

人でも経営相談ができるのか。 

 高田馬場創業支援センターについては、そこに入った

人に対して育成支援を行うものです。通常の相談につい

てはＢＩＺ新宿で行っていますので、そちらに相談してくだ

さい。 

 

 

 

107 新
し
い
文
化
と
観
光
・産
業
の
創
造
・連

携
・発
信(

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ
） 

賑わい・交流・文化・ふれあいのま

ちと情報発信の話があったが、コミュ

ニティＦＭについて何か考えているこ

とはあるか。 

 検討しましたが、周波数の空きが現在なく実現できな

いとの結論になりました。現在も周波数帯に空きがなく、

総務省の認可がおりないのが実情です。コミュニティチャ

ンネルの有益性はあると考えていますが、今後の状況

の変化を見ているところです。エリアの狭いミニＦＭ放送

については現在一部で実施しているところがあります。 

 

 

 

108 ７８ 

歌
舞
伎
町
地
区
の

ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

 コマ劇場の跡地にホテル、映画館、

ショッピングプラザなどの複合施設が

できるとのことで良いことだと思うが、

歌舞伎町の名の由来でもある歌舞伎

ができるようなホールをつくってほし

い。 

 現在すでに計画が決まり、建て替え中です。コマ劇場

の建て替えにあたり、これまで、事業者に演劇ができる

ようなホールを要望してきましたが、残念ながら劇場は

実現しませんでした。しかしながら、都内でも最大の 12

スクリーンを持つ映画館、飲食店、ホテルなど人々が集

う施設ができます。 

109 ７８ 

歌
舞
伎
町
地
区
の
ま
ち

づ
く
り
の
推
進 

 歌舞伎町のコマ劇場がなくなったの

で、新宿のシンボルとなるような文化

ホールを作って、歌舞伎座や吉本興

業を招致すればいい。 

 コマ劇場は確かに歌舞伎町のシンボルでした。今後

は、大型シネコン、飲食店とホテルの複合ビルができる

予定です。今は解体工事に入っており、その前でイベン

トなどを行い、まちの元気をつなぎ、さらに大衆文化を発

信できるまちづくりを進めていきます。 
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110 ７８ 

歌
舞
伎
町
地
区
の

ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

コマ劇場解体後の跡地には、歌舞

伎座を誘致し、吉本興業と連携して

「新宿文化劇場ホール」としてはどう

か。 

 大衆文化、大衆娯楽を担ってきたという土地の遺伝子

を受け継ぎ、多くの人が集う集客施設を要望してきまし

た。歌舞伎ではありませんが、シネマコンプレックスとホ

テル、飲食店などの複合施設として建て替えられるとい

うことです。 

111 区
民
意
見
を
区
政
に
反
映
す
る
し

く
み
の
確
立
（委
員
公
募
等
） 

港区は、区の施策を考えたり地域

の祭りを企画するような委員を募集し

ており、会議の傍聴の仕組みもある。

新宿区では尐ないと思うがどうか。 

 新宿区でも、計画策定の際の公募委員の枠組みや地

域活動など区民が参加する多くの機会を持っています。

審議会や委員会等はすべて傍聴できます。ホームペー

ジ等で情報提供していますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

 

112 透
明
性
の
確
保
の
充
実

（情
報
提
供
） 

今年（23年）施行された自治基本条

例では、区民が区政に参加するた

め、わかりやすく情報提供することが

述べられている。私は区議会を傍聴

しているが、今回このような発言の機

会を設けてもらい感謝している。 

 自治基本条例では、誰も当事者になり、担い手になる

ためには、わかり、知ることが大事であるとの考えから

様々な情報提供を行っています。 

 また、区では、色々なテーマについてその担当職員が

直接伺って説明させていただく、ふれあいトーク宅配便と

いう制度がありますので、ぜひ活用してください。 

113 費
用
負
担
の
あ
り
方
の
見
直
し
（税
や
料
の
徴
収
） 

 区ではこの 10月から納税と国保料

についての催告センターを立ち上げ

た。一方、介護保険料については、

特別徴収では収納率が 100％となる

ものの、普通徴収では 90％以下とな

っている。支え合いという考え方を述

べるのであれば、全員から払ってもら

えるよう努力をすべきである。また、

高所得者でも保険料未納のケースが

あると聞くので、催告センターと併せ

て区の考え方を聞きたい。 

 まさに介護保険制度は支え合いを考え方の中心理念

として平成 12年に制度がスタートしました。誰でも高齢

期になれば、介護を受ける可能性が高くなりますので、

そのための費用をみんなで支え合うというものです。ご

指摘のように保険料は 40歳以上の方に、所得に応じて

負担していただきます。実際のサービスを利用する際に

は、利用した費用の１割を負担していただきます。新宿

区の保険料の特徴は、段階が非常に幅広く設定してい

る点です。高所得の方には最高で基準額の 2.9倍の負

担をお願いすることになる一方、低所得の方には払いや

すい保険料設定となっています。 

 催告センターは、住民税と国保料について、滞納に繋

がらないようにするために、未納の方に電話で納付の確

認・お願いをするコールセンターです。 

114 多
様
な
主
体
に
よ
る
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
（
民
間
委
託
等
） 

区政運営に係る予算が 20億ほど

下がっているが、指定管理や民間委

託のあり方について教えてほしい。 

 行政は、もっと効果的、もっと効率的に、もっと柔軟にと

いう意味では多くの民間の力を借りること、地域の方に

当事者になっていただくことが重要です。指定管理者の

移行などを十分に行うとともに、労働環境についても調

査しています。 
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115 １０１ 

区
営
住
宅
（早
稲
田
南
町
地
区
）再
編
整
備

後
の
活
用 

弁天町の国有地の取得に伴う再

整備で、漱石山房を復元することは

非常に評価したい。早稲田南町の区

営アパートでは、併設施設として早稲

田南町保育園、地域交流館、児童館

などがあり、地域交流館のお風呂を

利用している。また、児童館は定員

50人のところ 70人が利用している。

これらの施設がどうなるのか計画の

中では明らかにされていないがどう

考えているのか。 

 

 保育園や児童館については、多くの子どもたちにいろ

いろな形で、もっと良い状況で提供したいと考えていま

す。 

 移転に伴い空いた所をどう活用できるのかを効率的・

効果的、柔軟に考えていきたいと思います。 

116 １１４ 

（
仮
称
）
西
新
宿
シ

ニ
ア
活
動
館
の
整
備 

 西新宿ことぶき館をシニア活動館

へ改装していただくことを感謝する。

工事による休館中、ことぶき館の利

用者が地域センターや新宿養護学校

を利用できるようにしてほしい。 

 西新宿ことぶき館の工事中の代替施設としては、旧淀

橋第二中学校の青年教室の一部を借り、各グループに

活動していただいています。それに併せて、新宿養護学

校の利用についても校長先生から快諾を得ています。 

117 人
事
制
度
全
般 

 新宿区職員の平均年収は 23区の

中で８番目であるが、このことについ

て、何か考え方はあるか。 

 職員の給与は 23区で同様に決まっています。このた

め、若い職員が多ければ平均年収は下がるし、中高年

が多ければ平均年収は上がります。また、現在の公務

員給与の考え方は、民間と均衡を保つようにしていま

す。民間給与の調査を行い、特別区人事委員会勧告と

して反映されます。公務員の給与は、皆様からご理解を

いただけることが必要だと思いますが、よい人材を集め

たいという思いもあるので、ある程度の水準は必要であ

ると考えています。 

118 人
事
制
度
全
般
・議
会 

 給与については今回の計画ではほ

とんど変わっていないが、考え方ある

のか。 

 また、議員数の削減もあるのか。 

 給与については特別区人事委員会勧告を踏まえて補

正予算で見直すようにしています。このため、現時点で

は前年と同様の数字になっています。関連として、今回

の計画には定員削減計画が載っています。 

 議員数については以前に４人の削減を行っています

が、議員数の削減は議会が主体になって行うことだと思

っています。 

119 そ
の
他 

 質問が多岐にわたるので後ほど書

面で渡すが、項目だけ述べる。 

 地区協議会、町会支援、コミュニテ

ィ・スクール、道路の防災性の向上、

災害トイレ、災害時要支援者対策、ラ

ジオ体操支援、自治創造研究所の区

民への情報提供についてだ。 

 ご質問は後ほどいただけるとのことですが、いくつか申

し上げます。 

安全安心は魅力的な都市の基本条件です。区長就任

以来、時間との競争でまちの防災性を高めることに取り

組んできました。建物の耐震化は、先駆的に取り組んで

います。また、災害用トイレにも取り組んでおり、下水道

直結型も導入しています。災害時の要援護者について

は、名簿登録者を増やすよう努め、名簿を警察や消防、

町会等に提供し、支援していただいています。ラジオ体



【地域説明会（区長と話そう～しんじゅくトーク）】意見・質問要旨と回答要旨 

191 

 

No. 事業名等 意見・質問要旨 
回答要旨 

【区長以外が回答した時のみ、回答者職名を記載】 

操は介護予防にもなり、また、まちに顔の見える関係を

築くものなので、できるだけ支援します。自治創造研究

所については発表会、研修会のようなものをできるよう

にしていきたいです。 

 

120 そ
の
他 

 第一次実行計画から経常事業に移

行している事業があるが、どのような

考えか。 

 経常事業になったことで事業が十分に行えなくなるとい

うことはありません。実行計画事業を絞り込んで分かり

やすくし、安定的になった事業は経常事業に移行してい

ます。 

121 そ
の
他 

 地域説明会やパブリック・コメント制

度など、区民の声を聴く姿勢は評価

するが、素案の内容を根本的に変更

するには、どれくらいの意見が集まれ

ば変更するなど、指針はあるのか。 

 

 いただいたご意見を検討し、必要に応じて見直します。

また、仮にご意見を取り入れられない場合でも、きちんと

その理由について説明責任を果たしながら計画を策定し

てきます。 

122 そ
の
他 

 10月 22日、23日に「区民討議会」

が開催されるそうだが、案内状を送っ

た結果を教えてほしい。 

【企画政策課長】 

 無作為抽出した 18歳以上の区民 1,200人に発送しまし

た。94人から参加意向（約８％）がありました。公開抽選

を行い 60人の方を参加者として決定しました。なお、公

開抽選会には１名の傍聴がありました。 

 今回の第二次実行計画では、しんじゅくトークでの説明

会のほか、パブリック・コメントや区民討議会を通じて、

様々な形で区民からのご意見を伺うことにしています。 

 区民討議会（市民討議会）の専門家の方からは、条例

づくりや計画づくりにこうした仕組みを用いて意見を求め

ている姿勢に評価をいただいており、特に区民の方々の

参加意欲が高いことが素晴らしいとの話を伺っていま

す。 

 当日は傍聴席も 50席ほど設けるので、ぜひご覧いた

だきたいと思います。 

123 そ
の
他 

 区民討議会をこれからも月に１度、

継続的に行ってほしい。 

 先日行った区民討議会は第二次実行計画について、

幅広い世代の方々にグループ討議をしていただくことを

目的に無作為抽出で参加を依頼したものです。 月に 1

度の割合で区民討議会を行っていく予定はありません

が、いろいろな形で多くの皆さんからご意見をいただく機

会を作っていきたいと思っています。 

124 そ
の
他 

 区民討議会の参加者と傍聴者の人

数を教えてほしい。 

【企画政策課長】 

 参加者は２日間とも 55人でした。傍聴者は初日が 20

数人、２日目は 20人弱でした。 
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